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環境白書の刊行にあたって

県政史上未曽有の大災害となった令和６年能登半島地震及び令和
６年奥能登豪雨の被災地では、被災者の方々の懸命な取組や、県内
外からの温かいご支援により、復旧から復興に向けた動きが少しず
つ進展しています。県では、本年を「復興元年」と位置づけ、被災
者の方々の生活と生業の再建を加速させるとともに、本格的な復旧
と創造的復興の実現に向け、全力で取り組んでおります。
能登は、人口減少と高齢化が急速に進んできた地域であり、復興
に際しても、今後の人口減少を見据える必要があります。一方で能

登には、壮大な自然環境や、日本の原風景ともいえる里山里海に育まれた多様な生物資源
といった固有の魅力があります。これらの能登の特徴を踏まえた復興には、先進技術を活
用したインフラ整備や、自然環境の保全・利活用といった、環境面からのアプローチが必
要不可欠であり、昨年６月に策定した「石川県創造的復興プラン」では、環境政策分野の
リーディングプロジェクトとして、『自立・分散型エネルギーの活用などグリーンイノベー
ションの推進』や『トキが舞う能登の実現』等を盛り込んでおります。
グリーンイノベーションの推進については、能登地域の道の駅において、太陽光発電、
蓄電池、急速充電器を一体的に導入し、再生可能エネルギーを活用して能登を電気自動車
で周遊できる環境を整備してまいります。
トキの放鳥については、今年７月に、放鳥場所を羽咋市南潟地区に決定いたしました。
引き続き、放鳥ケージの設置や観察マナーの普及啓発、放鳥式の開催など、来年６月頃の
放鳥に向けた準備に万全を期してまいります。
また、「石川県成長戦略」に掲げる「幸福度日本一の石川県」の実現に向け、潤いのあ
る生活環境を創出するとともに、本県の恵み豊かな環境を次世代へ継承することが重要で
あると考えております。本県環境施策の拠り所となる「環境総合計画」について、国の計
画改定を反映するとともに、再生可能エネルギー推進計画と統合して一体的に改定するこ
ととしており、現在、改定作業を進めているところであります。今後とも、本県ならでは
の工夫を凝らした環境施策を充実・強化してまいります。
この白書は、環境の現状や課題、令和６年度における施策の実施状況などをまとめたも
のです。本書が、環境に対する県民の皆様の理解を深めていただく一助となることを願う
とともに、各種の取組について積極的なご意見、ご提言、そして、ご参画を賜れば幸いに
存じます。

令和７年１０月
石川県知事 馳 浩



　令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震（以下「能登半
島地震」という。）は、珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、
志賀町の6市町を中心に、県内に甚大な被害をもたらしました。全壊
約6,100棟を含む約116,000棟の住家が被害を受け、自治体が開設し
た避難所には、ピーク時には約34,000人が避難しました。上下水道な
どのライフラインや、道路、河川、漁港などインフラ施設にも甚大な被
害が発生し、特に、一般廃棄物処理施設は、焼却施設（3施設）、
最終処分場（5施設）及びし尿処理施設（7施設）が、設備の損
傷や道路の崩落等により使用できなくなる被害を受けました。　
　令和6年9月21日に発生した令和6年奥能登豪雨（以下「奥能登
豪雨」という。）では、珠洲市、輪島市、能登町を中心に、土砂災
害や河川の増水や氾濫、低地の浸水により、全壊82棟を含む約1,900
棟の住家が被害を受けました。一般廃棄物処理施設については、
能登半島地震で被災し、応急復旧していた施設のうち、最終処分場
（1施設）及びし尿処理施設（1施設）が、再度被災し、使用できな
くなりました。

●能登半島地震及び奥能登豪雨における被害の状況（県内）
被害区分 地震被害（令和7年9月3日時点） 豪雨被害（令和7年8月21日時点）
発災日 令和6年1月1日 令和6年9月21日

人的被害

死者 643人 19人
行方不明者 2人 -
負傷者 1,272人 47人
計 1,917人 64人

住家被害

全壊 6,166棟 82棟
半壊 18,718棟 660棟
一部破損 91,477棟 159棟
その他 11棟 1,000棟
計 116,372棟 1,901棟

非住家被害（半壊以上） 38,444棟 621棟

ライフライン被害
（ピーク時）

断水 約11万戸
令和6年5月31日解消（※）

約5千戸
令和6年12月20日解消（※）

停電 約4万戸
令和6年3月15日復旧

約6千戸
令和6年10月21日解消（※）

一般廃棄物処理施設被害
（ピーク時）

焼却施設 3施設 -
最終処分場 5施設 1施設
し尿処理施設 7施設 1施設

（※）土砂崩れや建物崩壊など早期復旧困難地区を除く

能登半島地震・奥能登豪雨への対応第一部

県内における被害の状況

地震により倒壊した家屋

豪雨により浸水した道路
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　公費解体については、仮置場が浸水したほか、解体作業用の重機やダ
ンプが水没・埋没、解体作業員の宿舎で床上浸水などが発生しました。土
砂災害や河川氾濫により、アクセス困難となり、解体作業を見合わせるなど、
解体速度が低下する影響を及ぼしました。

（1）基本方針の策定
　令和6年2月6日に県では「令和6年能登半島地震に係る災害廃棄物処理の基本方針」を策定しました。
災害廃棄物は約244万トンと推計し、各市町での処理だけでなく、県内の廃棄物処理施設の活用、さら
には県外への海上輸送を含めた広域処理を行い、令和7年度末の処理完了を目指すこととしました。

（2）災害廃棄物処理実行計画、公費解体加速化プランの策定・改定
　災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に進めるため、既に公表した「基本方針」を踏まえ、具体的な処
理手順等を定めた「災害廃棄物処理実行計画」を令和6年2月29日に策定し、被災者の生活再建を最
優先とし、令和7年10月末の公費解体完了、令和8年3月末の廃棄物処理完了を目標とし、適正かつ円滑・
迅速な処理を行うこととしました。
　また、令和6年8月には、公費解体の申請棟数が実行計画の推計値を上回ったため、公費解体加速
化プランを策定し、各市町が被害棟数や申請棟数の伸びから見込んだ公費解体見込棟数を取りまとめて
32,410棟に見直すとともに、令和7年10月の解体完了を着実なものとするため、発災から1年となる令和6
年12月末までの解体完了棟数12,445棟を中間目標として設定し、公費解体進捗の見える化を図りました。
　令和7年1月には、この時点で地震による公費解体申請棟数が34,839棟と、解体見込棟数32,410棟を

災害廃棄物処理体制の構築・対応2

　能登半島地震発災後、すぐに直面した課題が避難所で発生する生活ごみや仮設トイレでのし尿などの処理
で、県内外の自治体や関係団体などの協力を得ながら、直ちに処理先の確保や運搬体制の整備等を図りました。
　生活ごみについて、避難所や家庭から収集するため、令和6年1月5日からごみ収集車などの必要な車両の派
遣や広域的な処分先の確保などを行いました。
　し尿について、環境省と連携し、令和6年1月3日から、バキュームカーなど必要な車両を確保するとともに、他
自治体のし尿処理施設や下水処理場の協力を得て処理を行い、停止中のし尿処理施設の受入タンクを一時的
に活用して、輸送効率の向上を図りました。
　片付けごみについて、迅速かつ円滑に処理するため、12市町で22箇所の仮置場が、令和6年1月4日から、
順次設置されました。
　奥能登豪雨発災後、地震で被災し復旧していたし尿処理施設が再び被災したこと、避難所が新たに開設さ
れたことから、し尿などの処理で、県内外の自治体や関係団体などの協力を得ながら、直ちに処理先の確保や
運搬体制の強化等を図りました。また、片付けごみについて、迅速かつ円滑に処理するため、3市町で11箇所
の仮置場が、発災直後から、順次設置されました。

生活ごみ・し尿・片付けごみの処理１

Ⅰ 災害廃棄物について 豪雨による土砂災害で埋没した重機
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約3,000棟上回ったことや、奥能登豪雨による公費解体を見込む必要があるため、各市町の公費解体見
込棟数を取りまとめて39,235棟に見直しました。
　令和7年7月には、この時点で地震及び豪雨による公費解体申請棟数が43,262棟と、解体見込棟数
39,235棟を約4,000棟上回ったことや、多くの市町で申請期限を迎えたことを踏まえ、公費解体見込棟数
を44,953棟に見直し、令和6年2月の約2倍となりました。

（3）進捗状況
　公費解体は、令和7年8月31日現在、旅館や工場などの解体に時間を要する大規模な建物などの別管
理建物を除く解体見込棟数約4万3千棟の82%となる約3万6千棟の解体が完了しており、概ね計画どおり
順調に進捗しています。

　災害廃棄物の処理は、令和7年7月31日現在、別管理建物分を除く377万tの 73%となる276万tの処理
が完了しており、概ね計画どおり順調に進捗しています。

図1　公費解体見込棟数及び災害廃棄物発生推計量の見直し状況
〔　 〕は、豪雨分であり、上段の内数

図2　公費解体の進捗状況

図3　災害廃棄物処理の進捗状況
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降雪影響

− 3 −

第
1
部

0000050564_R7巻頭特集.indd   30000050564_R7巻頭特集.indd   3 2025/10/09   8:432025/10/09   8:43



（4）処理体制
①損壊家屋等の解体撤去
　能登半島地震においては、県と一般社団法人石川県構造物解体協会の間で災害時応援協定を締
結（令和元年9月2日）していることから、各市町は、県を通じて、所有者に代わって市町が損壊家屋
等を解体撤去する公費解体について、石川県構造物解体協会に協力を要請しました。奥能登豪雨に
おいてもこの体制で公費解体を行っています。
②災害廃棄物の処理
　能登半島地震においては、県と一般社団法人石川県産業資源循環協会の間で災害時応援協定を
締結（平成17年3月23日）していることから、市町は、県を通じて、災害廃棄物の仮置場の設置・運
営及び災害廃棄物の処理について、石川県産業資源循環協会に要請しました。奥能登豪雨において
もこの体制で災害廃棄物の処理を行っています。

（5）公費解体等の実施体制
　以下の①から⑦については、能登半島地震及び奥能登豪雨ともに共通のスキームとして活用しました。

①申請受付・現地調査・工事発注等の円滑化
　公費解体の申請内容の確認、現地調査・帳票作成、解体工事発注までの手続きを迅速に行うにあ
たり、面的な解体も考慮して発注を管理し、工事前後の調整等を行う管理業務及び現場調査を行うた
めの専門のコンサルタントの確保や行政書士などの専門家の活用を推進しました。

②申請の円滑化
　環境省と法務省の協議により、家屋等が倒壊、焼失、流失し、建物性が失われた場合には、建
物所有権等が消滅し、滅失登記という法的手続きを経ることで、関係者全員の同意がなくても公費によ
る解体・撤去を行うことが可能となりました。また市町では、所有者の所在が判明しない場合には、民
法の所有者不明建物管理制度、共有者等の意向を確認することが困難な場合、所有権等に関する
紛争が発生しても申請者の責任において解決する旨の書面を活用する（いわゆる宣誓書方式）などに
より、申請の円滑化が図られました。
　
③解体班の確保
　公費解体に必要な解体班について、奥能登豪雨の影響による解体の遅れを解消するため、ピーク
時に1,200班が必要なところ、全国の解体業者の協力により、最大1,256班（令和6年12月）が稼働し
ました。また、解体班が宿泊するための施設として、民宿、貸家の確保やコンテナハウスの設置などに
より、約3,400人分を確保しました。

④仮置場の確保・管理
　片付けごみや解体ごみを受け入れる仮置場は、これまで36箇所開設され、その内訳は、延べ数で、
地震の片付けごみ用が22箇所及び解体ごみ用が20箇所、豪雨の片付けごみ用が7箇所及び解体ご
み用が6箇所でした。
　また、仮置場への搬入車両、仮置場の解体ごみの保管量などをリアルタイムで把握するため、新た
に管理システムを導入したほか、仮置場からの搬出量・処理情報については電子マニフェストシステム
を活用することで効率的な運用を行いました。
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⑤運搬体制の確保
　地震の被害を受けた道路の復旧に時間を要する状況にあったことから、陸上輸送に加え、海上輸
送や鉄道貨物輸送を活用するなど、運搬体制の強化を図りました。
　また、こうした運搬強化にあたり、金沢市内に積替え場所を確保し、県内自治体処理施設への運搬
のための小型車両への積替えや、県外処理施設への効率的な運搬のための連結トレーラーや鉄道コ
ンテナ等への積替えを行いました。

ジャンボリー跡地（珠洲市） 門前モータースポーツ公園（輪島市） 仮置場内の様子

【仮置場】

穴水港での積込 金沢貨物ターミナルでの鉄道コンテナの積込 金沢湊積替場

大型車両（連結トレーラー）

小型車両（パッカー車）

図4　広域処理のイメージ
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⑥処理先の確保
　災害廃棄物の処理は、可能な限り分別・選別、再利
用を図り、最終処分量の低減に努めることを前提として、
市町の一般廃棄物処理施設での処理を原則としました
が、自市町での処理が困難な場合は、県内の一般廃棄
物や産業廃棄物の処理施設を積極的に活用するととも
に、県外の処理施設の協力により、広域処理も行いました。

●県外自治体処理施設
　・陸上輸送（車両） 1府6県（21自治体）
　・鉄道貨物輸送 1都1県（14自治体）
●県外民間処理施設
　・陸上輸送（車両） 9県（30業者）
　・海上輸送（車両） 4県（6業者）
　・鉄道貨物輸送 1都2県（7業者）

⑦進捗の管理
　県では、災害廃棄物処理について課題の抽出・解決方法の検討や優良事例の共有を図るため、
令和6年6月12日から各市町も参加した県工程管理会議をこれまで計63回（令和7年9月3日現在）開催
しており、環境省、専門コンサルタント、石川県産業資源循環協会、石川県構造物解体協会、石川
労働局、警察等も出席し、災害廃棄物処理が迅速かつ円滑に進むよう情報共有を行っています。

　今後も、土砂崩れなどにより立ち入りできず解体に着手できない建物や、旅館や工場などの解体に相当の時
間を要する大規模な建物など、市町がやむを得ないと判断した建物については、環境省とも連携しながら、各
市町において、被災者に寄り添った対応をすることとしており、一日も早い復興・復旧に努めています。

今後の取組3

図5　広域処理先の位置図
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　令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、最大震度7の非常に激しい揺れにより、重要インフラである浄
水場や水道管などの水道施設が甚大な被害を受け、能登地域を中心に、県内16市町、約11万戸で断水が発
生しました。
　能登半島地震では、過去の地震と比べても送水管や配水管など地中の埋設管が広範囲にわたり損傷し、大
元の浄水場や配水池なども多数損傷したほか、損傷した浄水場等の水道施設へのアクセス道路の被害や大規
模な土砂崩れも加わったことで、被害状況の確認や応急復旧が困難な場所も数多く発生しました。
　地震の発生直後から、公益社団法人日本水道協会や自衛隊、海上保安庁、国土交通省各地方整備局な
どにより、給水車等が延べ1万台超派遣されるとともに、避難所のほか医療機関等の給水ニーズの重複や取りこ
ぼしがないよう必要な情報が集約され、応急給水支援活動の全体調整が行われました。
　応急復旧については、国、日本水道協会、全国の自治体職員や多数の工事業者等から延べ4万8千人超の
支援を受け、建物倒壊や土砂崩れなどによる早期の復旧が困難な地区を除き、同年5月31日をもって断水が解
消しました。断水の解消状況や復旧見込について電子地図化し、ホームページに掲載した見える化マップにより
随時情報提供を行いました。応急復旧にあたっては、上水道の復旧エリアに併せて下水道の流下機能を確保
し、上下水道一体での復旧を図ったことも特徴の一つです。
　さらには、水道本管の応急復旧が行われても、住宅等の所有者が自ら行う宅内配管修繕について地元工事
業者に依頼が殺到し、長期の順番待ちが発生したことから、能登6市町を対象に、地元以外の工事業者に依
頼する場合の相談窓口の設置と掛かり増し経費の県費補助制度を創設しました。
　また、同年9月21日に発生した奥能登豪雨により、土砂崩れや河川氾濫などの災害が発生し、再び水道施設
に甚大な被害が生じ、輪島市、珠洲市、能登町の3市町で約5,200戸の断水が発生しました。日本水道協会
の協力により、発災から3か月後の12月20日に、一部の復旧困難地区を除き、断水が解消しました。
　一日も早い水道の復旧に向けて、国、市町、関係機関等と連携して取り組んでいくこととしています。

水道施設の被害状況と応急給水、応急復旧

Ⅱ 水道について

図6　6市町への応急復旧班の派遣状況

珠洲市
【現地派遣】
日水協 中部支部
　　　 東北支部

珠洲市
【現地派遣】
日水協 中部支部
　　　 東北支部

七尾市
【現地派遣】
日水協 中部支部
　　 北海道支部

七尾市
【現地派遣】
日水協 中部支部
　　 北海道支部

志賀町
【現地派遣】
日水協 関東支部
　 中国四国支部

志賀町
【現地派遣】
日水協 関東支部
　 中国四国支部

能登町
【現地派遣】
日水協 関西支部

能登町
【現地派遣】
日水協 関西支部

穴水町
【現地派遣】
日水協 関西支部

穴水町
【現地派遣】
日水協 関西支部

輪島市
【現地派遣】
日水協 関東支部
　　　 九州支部
　 中国四国支部
　　　 中部支部

輪島市
【現地派遣】
日水協 関東支部
　　　 九州支部
　 中国四国支部
　　　 中部支部

水道施設の被害（被害の特徴・断水戸数の推移）

地震による水道施設の被害
【被害の特徴】
⃝�耐震化されていなかった浄水場、配水池、水道管の重要な
水道施設が被災し、広範囲で断水が発生
⃝�交通アクセスにも大きな被害が生じ、復旧作業にも支障が
生じたことにより、影響が長期化
⃝�地盤自体の崩落等が発生した箇所では、耐震化した水道管
についても破損等の被害も発生

【断水戸数の推移】
R6 年1月 1日�…�16 市町�約�113,000戸�【最大】
R6 年 2月 1日�…� 8 市町�約�40,500戸
R6 年 3月 1日�…� 7 市町�約� 18,400戸
R6 年 4月 1日�…� 4 市町�約� 6,700戸
R6 年 5月�31日�…早期復旧困難地区を除き断水解消

宅内配管修繕促進事業
⃝受付窓口（石川県管工事業協同組合連合会事務局内）
　申込件数�………………………………………………… 365 件
　マッチング件数�………………………………………… 265 件
⃝掛かり増し経費の補助金申請
　申請件数�………………………………………………… 267件
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令和６年能登半島地震の水道応急給水及び水道施設応急復旧にご協力いただきありがとうございます。
引き続きのご支援よろしくお願いします。

厚生労働省、国土交通省、日本水道協会本部

日本水道協会
●北海道地方支部
北海道	 	札幌市、函館市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、江別市、千歳市、恵庭市、伊達市、幕別町

●東北地方支部
青森県	 八戸圏域水道企業団、青森市
岩手県	 盛岡市
宮城県	 	石巻地方広域水道企業団、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、登米市、栗原市、大崎市、

富谷市、亘理町、利府町、大和町、南三陸町
秋田県	 秋田市、由利本荘市、大仙市
山形県	 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、天童市、東根市、南陽市
福島県	 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、相馬市、伊達市

●関東地方支部
茨城県	 	茨城県南水道企業団、水戸市、日立市、土浦市、古河市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、

つくば市、ひたちなか市、かすみがうら市、神栖市、茨城町、東海村、阿見町、境町
栃木県	 	栃木県企業局、芳賀中部上水道企業団、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、

真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市
群馬県	 	群馬県企業局、群馬東部水道企業団、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、沼田市、渋川市、藤岡市、

富岡市、安中市、みなかみ町、玉村町
埼玉県	 	埼玉県企業局、桶川北本水道企業団、越谷・松伏水道企業団、秩父広域市町村圏組合、さいたま市、

川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、春日部市、狭山市、鴻巣市、
深谷市、上尾市、草加市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、新座市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、
日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、上里町

千葉県	 	千葉県企業局、かずさ水道広域連合企業団、柏市、八千代市
東京都	 	東京都水道局
神奈川県	 		神奈川県企業庁、横浜市、川崎市、横須賀市、小田原市、三浦市、秦野市、大和市、座間市
山梨県	 	甲府市

●中部地方支部
富山県	 富山市、高岡市、魚津市、滑川市、砺波市、南砺市、立山町
石川県	 金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市
福井県	 	福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、坂井市、永平寺町、南越前町、越前町、

高浜町、おおい町、若狭町
長野県	 	長野県企業局、佐久水道企業団、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、

伊那市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、東御市、安曇野市、下諏訪町、辰野町、
箕輪町、南箕輪村、木曽町、白馬村、小布施町

岐阜県	 	岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、
各務原市、可児市、郡上市

新潟県	 	燕・弥彦総合事務組合、新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、
糸魚川市、妙高市、上越市、阿賀野市、魚沼市

静岡県	 	静岡県企業局、大井川広域水道企業団、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、
島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、湖西市、伊豆市、菊川市、
伊豆の国市、牧之原市、函南町、長泉町、森町

応急給水・応急復旧にご支援頂いた自治体等
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愛知県	 	愛知県企業庁、愛知中部水道企業団、海部南部水道企業団、北名古屋水道企業団、丹羽広域事務組合、
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、
安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、
知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、愛西市、北名古屋市、東浦町

三重県	 	三重県企業庁、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市、
志摩市、伊賀市、菰野町、多気町、大紀町、紀宝町

●関西地方支部
滋賀県	 	滋賀県企業庁、長浜水道企業団、愛知郡広域行政組合、大津市、彦根市、近江八幡市、草津市、守山市、

栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町、竜王町
京都府	 	京都府、京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、

八幡市、京田辺市、京丹後市、木津川市、久御山町、宇治田原町、精華町、京丹波町、与謝野町
大阪府	 	大阪広域水道企業団、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、

守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、
和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、交野市

兵庫県	 	阪神水道企業団、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、豊岡市、加古川市、赤穂市、
宝塚市、高砂市、川西市、丹波市、朝来市、宍粟市、加東市、たつの市、播磨町、福崎町、香美町

奈良県	 	奈良県、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、生駒市、香芝市、葛城市、王寺町、
広陵町

和歌山県	 	和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、
日高川町、白浜町、那智勝浦町

●中国四国地方支部
鳥取県	 鳥取市、米子市
島根県	 島根県企業局、松江市、出雲市
岡山県	 岡山市、倉敷市、津山市、総社市、新見市
広島県	 広島県水道広域連合企業団、広島市、呉市、福山市
山口県	 下関市、光市、山陽小野田市
徳島県	 徳島市、鳴門市
香川県	 香川県広域水道企業団、観音寺市
愛媛県	 松山市、今治市、宇和島市
高知県	 高知市

●九州地方支部
福岡県	 北九州市、福岡市、久留米市
佐賀県	 佐賀市
長崎県	 長崎市、佐世保市、島原市、大村市
熊本県	 熊本市
大分県	 大分市、別府市
宮崎県	 宮崎市、都城市、延岡市
鹿児島県	 鹿児島市、姶良市

●姉妹都市
藤岡市（羽咋市）、高浜町（志賀町）

●そのほか
　	応急給水については、国土交通省	各地方整備局・海上保安庁、陸上自衛隊、航空自衛隊、海上自衛隊、独立行政法
人水資源機構より、浄水場設備工事にはプラントメーカー、仮設配管敷設や掘削・修繕・埋戻・舗装など管路工事に
は石川県管工事業協同組合連合会をはじめ全国管工事業協同組合連合会加盟の管路工事事業者から応急復旧のご支
援を頂きました。

応急給水・応急復旧にご支援頂いた自治体等
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　今回の複合災害では、上下水道などのライフラインや、道路、河川、漁港などインフラ施
設に甚大な被害が発生したほか、産業、文化、自然環境などにも大きな影響を及ぼしました。
　能登が創造的復興を成し遂げ、石川の更なる発展を実現するため、県では、「石川県創
造的復興プラン」に基づいて様 な々施策を推進していくこととしており、環境に関する以下の
取り組みについて進めていきます。

自立・分散型エネルギーの活用などグリーンイノベーションの推進
　従前の「線でつながるインフラ」に加え、自立・分散型の「点でまかなうインフラ」も選
択肢の一つとするなど、能登におけるグリーンイノベーションに向けた先進的な取り組みを進め
ます。

⃝自立分散型のオフグリッド集落の整備
⃝住宅や事業所におけるグリーンイノベーション（太陽光発電や蓄電池等の普及）
⃝環境負荷の小さい電気自動車によるグリーンドライブの推進　など

能登半島国定公園のリ・デザイン
　能登の最大の魅力ともいえる壮大な自然環境や農山漁村の原風景は、未来へと継承すべ
きかけがえのない財産です。里山里海に育まれた多様な生物資源の適切な保全を図ること
はもとより、地域資源としてその利活用を促進します。

⃝能登半島国定公園の拡張を通じた「 30by30 」の実現
⃝「のとSDGs トレイル（仮称）」の創設　など

トキが舞う能登の実現
　能登復興のシンボルとして、令和8年度上半期中のトキ放鳥に向けた取り組みを進め、トキ
と人が共生する豊かな里山里海を未来の世代へつなげていきます。

⃝トキの放鳥・定着に向けた餌場等の確保・整備
⃝トキをシンボルとしたブランド化等の地域活性化　など

創造的復興に向けた環境に関する主な取り組み

− 10 −

第
1
部

0000050564_R7巻頭特集.indd   100000050564_R7巻頭特集.indd   10 2025/10/09   8:432025/10/09   8:43



第１節 地球温暖化対策

第１ 県民、事業者等による温室効果ガスの排
出削減

１ 地球温暖化の現況
＜カーボンニュートラル推進課＞

私たちが住む地球は、大気におおわれていま
す。大気の中には微量の二酸化炭素やメタンな
ど温室効果ガスと呼ばれるものが含まれてお
り、この温室効果ガスが地球から宇宙に熱を逃
す赤外線を吸収し、大気を暖めて地球の気温を
一定に保っています。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が

２０２３年３月に取りまとめた第６次評価報告書統
合報告書では、人間活動が主に温室効果ガスの
排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたこ
とは疑う余地がないことや、継続的な温室効果
ガスの排出は更なる地球温暖化をもたらし、短
期のうちに１．５℃上昇に達する。さらにはこの
１０年間に行う選択や実施する対策は、現在から

数千年先まで影響をもつという内容になってい
ます。
現状について、２０１９年の大気中の二酸化炭素

濃度は４１０ppmで工業化前より約４７％高くな
り、世界平均気温（２０１１～２０２０年）は、産業革
命前と比べて約１．１℃上昇したとしています。
また、将来予測について、少なくとも温室効果
ガスが大幅に減少しない限り２１世紀中に１．５℃
及び２℃を超えて上昇し、温暖化対策を導入し
ない最大排出量のシナリオでは今世紀末までに
３．３～５．７℃上昇するとしています。
日本では、気象庁の観測によると年平均気温

第２部 ふるさと石川の環境を守り育てるために

第１章 地球環境の保全

第１章では、私たちの生存基盤である恵み豊かな環境を、気候変動等によって大きく損なう可能性
がある地球温暖化問題について、県民、事業者、行政それぞれによる地球温暖化対策に関する取組に
ついてまとめています。

現状と課題
本県における温室効果ガスの排出量を部門別にみると、全国と比べて産業部門の排出割合が低く、
県民生活に直結する家庭・運輸部門の排出割合が高い状況にあります。これまでも、環境マネジメン
トシステムへの取組や再生可能エネルギーの導入など県民、事業者、行政それぞれの立場で温室効果
ガスの排出抑制に向けた努力が積み重ねられていますが、これらの取組をより一層、県内全域に普及し
ていくとともに、本県の特性を踏まえ省エネ型製品の積極的な導入や省エネ住宅の建設など家庭・運
輸部門を中心としたエネルギー消費効率のさらなる向上に取り組んでいく必要があります。また、二
酸化炭素の吸収・固定に向けた取組として、森林の適正管理を推進していく必要があります。

図１ 日本の年平均気温の平年差の経年変化
（１９００～２０２４年）
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はこの１００年間で約１．４℃上昇しており、特に
１９９０年代以降、高温となる年が頻出していま
す。また、石川県（金沢市）においては約１．７℃
上昇しています。
この地球温暖化による人間社会や生態系への
影響は計り知れません。
報告書では、ここ数十年の気候変動の影響と
して、水量や水質などの水資源への影響、陸
域・淡水、海洋生物の生息域の変化、農作物へ
の生産性の低下、また、近年の気象と気候の極
端現象による影響などが現れているとしてお
り、将来的な影響の可能性として、洪水による
都市部の被害やインフラ等の機能停止のリス
ク、気温上昇や干ばつ等による食料システムの
崩壊など、複数の分野や地域に及ぶリスクがあ
げられています。

図２ 金沢の年平均気温の経年変化
（１９００～２０２４年）

２ 国及び国際的な取組
＜カーボンニュートラル推進課＞

（１）京都議定書（～２０１２年度）
温暖化が重大な地球規模の問題だと考えられ

はじめた１９８８年に、温暖化のメカニズムや温暖
化による影響、温暖化対策を研究するために、
世界各国の科学者が集まり「気候変動に関する
政府間パネル（IPCC）」が設立されました。
また、１９９２年５月には、「気候変動に関する
国際連合枠組条約（UNFCCC）」が国連総会で
採決されました。
そして、１９９７年１２月にこの条約の第３回締約
国会議（地球温暖化防止京都会議（COP３））
が京都で開催され、「京都議定書」がまとめら
れました。
「京都議定書」では、「気候変動枠組条約」を

批准した締約国のうち先進国（東欧を含む３８ヵ
国と欧州委員会）にそれぞれ目標量を示して６
種の温室効果ガスの排出削減または抑制を義務
づけ、達成時期を定めていました。日本の削減
目標値は、２００８年度から２０１２年度までの第一約
束期間に１９９０年度レベルから６．０％削減と定め
られました。
日本の２０１２年度の温室効果ガス総排出量は、

基準年の１９９０年度と比べると、６．５％の増加と
なっていましたが、森林吸収量と京都メカニズ
ムクレジットの取得量を加味すると、京都議定
書第一約束期間内の５カ年平均（２００８年度から
２０１２年度）では、基準年度と比べると８．７％の
減少となり、京都議定書の目標（基準年比６．０％
減）を達成しました。

（２）２０１３年度以降の地球温暖化対策（２０１３年度
～２０２０年度）
国は、京都議定書第二約束期間には参加しな
いこととし、また、２０１３年度以降、国連気候変
動枠組条約の下のカンクン合意（COP１６）を踏
まえ、２０２０年までの削減目標を２００５年度比で
３．８％減とすることを表明しましたが、この目
標は、今後エネルギー政策や電源構成の検討の
進展を踏まえて見直し、確定的な目標を設定す
るとしたものでした。

（３）パリ協定（２０１５年度～）
２０１５年７月、新たな長期エネルギー需給見通
しが示されたことを受け、地球温暖化対策推進
本部において２０３０年度までに２０１３年度比で温室
効果ガスの排出量を２６％削減する「日本の約束
草案」を決定し、国連気候変動枠組条約事務局
へ提出しました。
同年１１月３０日から１２月１３日までフランス・パ

リで開催された国連気候変動枠組条約第２１回締
約国会議（COP２１）では、地球温暖化対策の歴
史的な転換点のひとつとされる「パリ協定」が
採択されました。パリ協定は、歴史上初めて先
進国・途上国の区別なく、温室効果ガス削減に
向けて自国の決定する目標を提出し、目標達成
に向けた取組を実施することなどを規定した公
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平かつ実効的な枠組みであり、地球の平均気温
の上昇を２℃より十分下方に抑えるとともに、
１．５℃に抑える努力を追求することなどを目的
としており、この目的を達成するため、今世紀
後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収のバ
ランスを達成することを目指しています。
国は、「パリ協定」の採択を受け、２０１６年５

月に「日本の約束草案」の水準を中期目標とす
る「地球温暖化対策計画」を閣議決定しました。

（４）近年の地球温暖化対策
２０１８年１０月の IPCC１．５℃特別報告書において
将来の平均気温上昇を１．５℃に抑制するには、
世界の二酸化炭素排出量を２０５０年頃には正味ゼ
ロにする必要があることが報告されるととも
に、パリ協定が２０２０年から本格運用を開始し、
世界でカーボンニュートラルへの動きや気候変
動問題への対応が加速度的に進んでいます。
国においては、菅内閣総理大臣（当時）が２０２０
年１０月の所信表明演説で、２０５０年までに温室効
果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわ
ち、２０５０年カーボンニュートラルを目指すこと
を宣言しました。さらに、２０２１年４月には、地
球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミ

ットにおいて、「２０５０年目標と整合的で、野心
的な目標として、２０３０年度に、温室効果ガスを
２０１３年度から４６％削減することを目指す。さら
に、５０％の高みに向けて、挑戦を続けていく」
ことを表明しました。
これらの実現のため、２０２１年５月に地球温暖

化対策の推進に関する法律が改正され、２０５０年
カーボンニュートラルの基本理念が法定化され
るとともに、地域の再エネ事業を推進するため
の計画・認定制度等が定められました。また、
２０２１年１０月に地球温暖化対策計画が改定され、
２０３０年度に温室効果ガスを２０１３年度から４６％削
減、さらに５０％の高みに向けて挑戦を続けると
いう温室効果ガス削減目標や、その目標達成の
ための対策・施策等が明記されました。
日本を含め世界の各国が２０５０年までのカーボ
ンニュートラルを表明する中、国際的には、２０２１
年１０月３１日から１１月１３日にかけて、英国・グラ
スゴーにおいて気候変動枠組条約第２６回締約国
会議（COP２６）が開催され、最新の科学的知見
に依拠しつつ、今世紀半ばでの温室効果ガス実
質排出ゼロ及びその経過点である２０３０年に向け
て野心的な緩和策及び更なる適応策を締約国に
求める内容等が盛り込まれました。

表１ 石川県の部門別温室効果ガス排出量 （単位：万 t－CO２）

年 度
種類・部門

１９９０ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２
増減率
（２０１３比）

増減率
（２０２１比）（Ｈ２）（Ｈ２５）（Ｈ２６）（Ｈ２７）（Ｈ２８）（Ｈ２９）（Ｈ３０）（Ｒ元）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）

二酸化炭素（CO２）排出量 ７０７ １，０９０ １，０７９ １，０６４ １，０３８ １，０００ ９４５ ８８０ ８１９ ８７１ ８４５ ▲２２．４％ ▲２．９％

産業部門（工場等） ２４６ ２２９ ２１６ ２４８ ２４６ ２３１ ２２４ ２０２ ２０２ ２４６ １９２ ▲１６．２％ ▲２１．７％

業務部門（商業・サービス・事業所等） １０５ ２７０ ２５６ ２４９ ２３５ ２０７ １９７ １８４ １６９ １７９ １８０ ▲３３．３％ １．０％

家庭部門 １２６ ２７３ ２８５ ２６４ ２４６ ２６０ ２２１ １９６ １８７ １８７ １９７ ▲２７．８％ ５．７％

運輸部門（自動車等） ２１５ ２４７ ２４７ ２３６ ２４２ ２３５ ２４０ ２２９ １９９ １９４ ２０８ ▲１５．７％ ７．２％

そ
の
他

発電所等（エネルギー転換部門） １ ４６ ５４ ４５ ４８ ４６ ３９ ４４ ４１ ４３ ４５ ▲２．１％ ３．９％

廃棄物焼却等 １４ ２４ ２１ ２２ ２１ ２２ ２３ ２４ ２１ ２２ ２２ ▲７．３％ ▲０．３％

その他ガス排出量 ７２ ５９ ５２ ５３ ５３ ５１ ５３ ５１ ５２ ５８ ５２ ▲１１．２％ ▲９．５％

メタン ６０ ４０ ３９ ３９ ３８ ３８ ３７ ３７ ３７ ３６ ３５ ▲１２．４％ ▲３．０％

一酸化二窒素 １２ ７ ８ ７ ７ ７ ６ ６ ６ ７ ７ ▲９．３％ １．２％

フロン類 － １２ ５ ７ ８ ７ １０ ７ ８ １５ １１ ▲８．１％ ▲２９．３％

温室効果ガス総排出量 ７７９ １，１４９ １，１３１ １，１１７ １，０９２ １，０５１ ９９８ ９３０ ８７１ ９２８ ８９７ ▲２１．９％ ▲３．３％

【参考】電力CO２基礎排出係数
（単位：kg-CO２／kWh） ０．３９５ ０．６３０ ０．６４７ ０．６２７ ０．６４０ ０．５９３ ０．５４２ ０．５１０ ０．４６９ ０．４８０ ０．４８７ ▲２２．７％ １．５％
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さらに、２０２２年１１月にエジプトで開催された
ＣＯＰ２７では、緩和、適応、ロス＆ダメージ、
気候資金等の分野で、全締約国の気候変動対策
の強化を求めること等が決定しました。また、
２０２３年１１月から１２月にUAEで開催されたCOP
２８では、パリ協定の目標達成にあたり、「世界
の気温上昇を１．５度に抑える」という目標まで
隔たりがあること、１．５度目標に向けて行動と
支援が必要であること等が決定しました。

３ 石川県の取組
＜カーボンニュートラル推進課＞

本県の部門別温室効果ガス排出量の推計値
は、表１のとおりとなっています。
県では、平成１６年４月１日に「ふるさと環境

条例」を施行し、そのなかで、地球温暖化防止
を図るため、家庭、業務（オフィス等）、産業
（製造業等）、運輸（自動車等）の各部門におけ
る二酸化炭素排出抑制のための施策を盛り込み
ました。
令和２年３月に策定した「石川県環境総合計
画」の中で、パリ協定の目標達成のため、２０１３
年度（平成２５年度）を基準とした２０３０年度（令
和１２年度）を目標年次とする温室効果ガス排出
目標を設定しました。
令和４年９月、「ふるさと環境条例」を改正

し、県民、事業者、行政等が密接に連携しなが
ら、カーボンニュートラルの実現を目指すこと
を規定しました。あわせて「環境総合計画」を

一部改定し、国の地球温暖化対策計画を踏まえ
て、２０３０年度の温室効果ガス削減目標を、２０１３
年度比で従来の３０％から５０％に大幅に引き上げ
るなど、温室効果ガスの削減目標を設定しまし
た。

こうした削減目標の達成に向けて、令和４年
を「いしかわカーボンニュートラル推進元年」
と位置付け、取組を加速しています。具体的に
は、全国に比べて家庭部門や運輸部門の温室効
果ガスの排出割合が高いという本県の特性を踏
まえた取組を進めており、令和４年９月１日に
は、２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロを目指
し、「２０５０年カーボンニュートラル宣言」を行
いました。
「環境総合計画」の達成に向けて、庁内横断
で総合的かつ計画的に取り組むため、令和５年
にカーボンニュートラル推進本部を設置し、石
川県の特性を踏まえた対策を強化しています。

（１）県民の取組推進
① いしかわ学校版環境 ISOの普及推進

＜カーボンニュートラル推進課＞
平成１３年度に、児童・生徒及び教職員が容易

に、かつ効果的に環境保全活動に取り組むため
の指針「いしかわ学校版環境 ISO」を策定しま
した。平成１４年度から、この指針に基づき「環
境行動計画」を作成し、ごみの減量化、二酸化
炭素排出量の削減など環境保全活動に取り組む
学校をいしかわ学校版環境 ISO認定校として
認定しています。
令和６年度は、小学校１校、中学校２校の計
３校を認定し、令和６年度末の認定校は３５２校
となりました。
また、幼児期から環境保全に対する意識を醸
成することで、いしかわ学校版環境 ISOへの
円滑な移行や、地域・家庭への波及効果が期待
できることから、保育所・幼稚園等において、
エコ保育所・幼稚園・認定こども園推進事業を
平成２０年度から実施し、令和６年度末の認定園
は２２３園になりました。

２０３０年度の部門別の温室効果ガス排出削減目標
家庭部門（二酸化炭素） ▲６６％
業務部門（ 〃 ） ▲５１％
産業部門（ 〃 ） ▲３８％
運輸部門（ 〃 ） ▲３５％

そ
の
他

発電所等（ 〃 ） ▲４７％
廃棄物焼却等（ 〃 ） ▲１５％
その他ガス（メタン） ▲１１％
〃 （一酸化二窒素） ▲１７％
〃 （フロン類） ▲４４％
温室効果ガス 計 ▲４６％

吸収量 ▲４３万 t-CO２
合 計 ▲５０％

※端数処理の関係で各項目の和と一致しない場合がある。
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② いしかわ地域版環境 ISOの普及推進
＜カーボンニュートラル推進課＞

平成１５年度に、公民館や町内会など地域全体
で楽しく容易に自主的な環境保全活動を展開し
ていくための指針「いしかわ地域版環境 ISO」
を策定しました。
平成１６年度から、この指針に基づき「環境行

動計画」を作成し、実践する公民館や町内会等
を認定地域として認定しています。
令和６年度末で１０５地域となっており、各地
域では、地域全体が協力して環境保全活動を推
進しています。
県では、認定地域の参加を得て、いしかわ地

域版環境 ISOの全県的な普及を図っています。

③ いしかわ家庭版環境 ISOの普及推進
＜カーボンニュートラル推進課＞

家庭で楽しく容易に自主的な環境保全活動を
展開していくための指針「いしかわ家庭版環境
ISO」を策定し、平成１６年度から、この指針に
基づき、省エネ・節電、省資源、ごみの削減に
取り組む家庭を「エコファミリー」として認定
しています。
平成２１年度から、エコチケットにより地球温
暖化防止活動を支援するなど、家庭版環境 ISO
の全県的な普及を図っています。
平成２４年度からは、省エネ・節電に関する取

組内容を充実強化した「省エネ・節電アクショ
ンプラン」として推進し、平成２６年度からは子
育て世帯への呼びかけを強化するため保育所・
幼稚園等に通う園児を対象とした「いしかわエ
コレンジャー認定制度」を実施し、令和６年度
は４，６４３人をエコレンジャーに認定しました。
令和６年度からは、近年の気候変動に伴う猛
暑の増加や大雨が頻発していることに伴い、本
県でも熱中症による緊急搬送や大雨による災害
が増加していることから、熱中症予防や災害へ
の備えなど、気候変動への適応の取組を盛り込
み、「気候変動対応アクションプラン」として
実施しています。
これらの取組により令和６年度は新たに

１３，３８１家庭を認定し、令和６年度末の認定家庭

は１３８，７３８家庭となっています。

④ エコチケットによる地球温暖化防止活動へ
の支援 ＜カーボンニュートラル推進課＞
平成２１年度から、いしかわ家庭版環境 ISO

の裾野拡大と取組のステップアップを図るた
め、家庭で実施した地球温暖化防止活動の取組
に応じて県産農産物の購入などに使用できるエ
コチケットを交付しています。
この事業は、企業からの協賛金を原資として
実施しています。

⑤ いしかわECOアプリの普及推進
＜カーボンニュートラル推進課＞

省エネ・節電活動の「見える化」や、エコチ
ケット申請等に係る郵送の手間を簡素化したア
プリケーションを普及させることにより、家庭
版環境 ISOに取り組む家庭の拡大を図ってい
ます。

⑥ 住宅の省エネ・創エネ化の促進
＜カーボンニュートラル推進課＞

県では、ZEH（Nearly ZEH（省エネ２０％以
上＋創エネで７５％～１００％未満の削減）、ZEH
Oriented（省エネ２０％以上）を含む）の新築等
を対象とした国の補助に上乗せした補助制度を
令和４年度より行っています。令和６年度で
は、ZEH６８件、Nearly ZEH４０件、ZEH Oriented
２８４件、開口部リフォーム３９１件の支援を行いま
した。
また、令和６年度からは、環境省の地域脱炭
素推進交付金を活用して、県内の住宅への太陽
光発電設備導入を対象とする補助制度を行って
おり、令和６年度には５３件の支援を行いまし
た。

⑦ エコリビングの推進
＜カーボンニュートラル推進課＞

住宅の省エネ化については、地球温暖化対策
の柱として位置づけられている重要な取組で
す。県では、平成２１年度から、住宅の省エネ化
に対応できる技術者の養成を目的としたエコ住
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宅に関する技術者養成講習会を開催し、講習会
を修了した建築士を石川県エコ住宅アドバイ
ザーに認定しています。なお令和４年度から
は、ZEH等の専門知識を加え、「ゼロエネ住宅
アドバイザー」として認定し、令和７年３月末
時点の認定数は２４３名で、エコ住宅アドバイザー
と併せると３１０名となっています。

⑧ いしかわエコハウス
＜カーボンニュートラル推進課＞

最新の住宅省エネ技術と、伝統的な暮らしの
知恵を取り入れた「いしかわエコハウス」を、
平成２２年４月にオープンしました。
いしかわエコハウスは、住宅・設備関連事業
者の知識や技術を高め、エコ製品の普及を目的
としたエコモデル住宅で、「自然エネルギーを
利用し、石川で快適に暮らす家」をコンセプト
としております。
高断熱、高気密の建物に加え、屋根に設置さ

れた太陽光パネルや太陽熱を利用した給湯設
備、ヒートポンプ式床暖房などの住宅機器も、
大幅な省エネに役立っています。
こうした最新の省エネ技術だけでなく、随所
に取り入れられた伝統的な暮らしの知恵も、い
しかわエコハウスの省エネと快適性の向上につ
ながっています。
アプローチに取り入れられた深い庇は、強い
日差しや風雪をさえぎり、外壁に張られた木製
板（ルーバー）は、直射日光による外壁の温度
上昇を防ぎます。ガラス屋根の縁側に備えられ
た可動式の布製庇（オーニング）を活用するこ
とで、冬は陽だまりに、夏は日陰になる快適な
空間を作りだします。
障子部分が開閉可能な可動式間仕切りで室内
通風をコントロールでき、通風の様子はシミュ
レーション画像で見ることができます。
さらに、令和５年度にはソーラーカーポート
や高性能の断熱窓の導入による ZEH化に加
え、次世代エネルギーである水素について学習
できるスペースの設置、大型映像によるエネル
ギーの「見える化」など、最新の省エネ・創エ
ネ技術を学ぶ場として、展示内容も強化し、令

和６年４月にリニューアルオープンしました。
いしかわエコハウスは、モデルハウス機能に
加え、県産材や地元住宅関連産業のショールー
ムの役割も果たしており、オープン以来、約
７３，２６０人が来館されています（R７．３末）。

いしかわエコハウスの概要
建 設 地：金沢市鞍月２丁目１番地（工業

試験場前）
建物規模：木造２階建て

延床面積約３４９m２

特 徴：高気密・高断熱（断熱材、二重
ガラス窓）施工
住宅用太陽光発電パネル（段状
に設置するパネル、屋根一体型
のパネル）の設置
卓越風を考慮し、自然風を多く
取り入れる工夫（建物の向き、
窓の位置等）など

いしかわエコハウス

⑨ 石川県地球温暖化防止活動推進センターの活動
＜カーボンニュートラル推進課＞

県では、「地球温暖化対策の推進に関する法
律」に基づき、公益社団法人いしかわ環境パー
トナーシップ県民会議を石川県地球温暖化防止
活動推進センターに指定しています。同会議で
は、いしかわ環境フェアの開催など地球温暖化
防止の普及啓発活動を中心とした活動を行って
います。また、地球温暖化防止活動推進員のス
キルアップ研修会を開催するなど、本県の地球
温暖化防止活動の拠点として着実に活動を広げ
ています。
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⑩ 地球温暖化防止活動推進員の委嘱
＜カーボンニュートラル推進課＞

県では、「地球温暖化対策の推進に関する法
律」に基づき、地球温暖化防止活動を推進する
活動に強い熱意と識見、行動力を持った県民を
地球温暖化防止活動推進員として委嘱してお
り、令和６年度末で１１４名となっています。
地球温暖化防止活動推進員の方々には、それ
ぞれの地域において、地球温暖化の防止につな
がる具体的な取組の実践に向けた支援・助言を
お願いしています。

⑪ 環境配慮型の自動車の普及
＜カーボンニュートラル推進課＞

県では電気自動車（EV）、プラグインハイブ
リッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）
の購入に対し国の補助制度に上乗せした補助制
度を実施しており、令和６年度は、電気自動車
３８２台、プラグインハイブリッド自動車３０３台、
燃料電池自動車１台へ補助を行いました。
また、令和５年度より、新たにEV等充電設
備の設置も補助支援とし、令和６年度は、１９１
件補助を行いました。今後も補助制度を通じて
電気自動車等の普及を進めていきます。

⑫ エコドライブの普及促進
＜カーボンニュートラル推進課＞

県では、運輸部門からの二酸化炭素排出削減
を推進するため、エコドライブの実践・普及に
取り組むエコドライブ推進事業所の認定などを
通じて、エコドライブの普及促進に努めています。

⑬ 資源とエネルギーを大切にする運動石川県
推進会議の活動

＜カーボンニュートラル推進課＞
省資源・省エネルギー型ライフスタイルの定
着を図っていくことは、地球温暖化防止活動の
推進にとって重要なことです。
県では、県内各種団体で構成する「資源とエ
ネルギーを大切にする運動石川県推進会議」を
中心に省エネルギー活動などの啓発活動を行っ
ています。

⑭ 公共交通の利用促進
＜都市計画課＞

ア 観光期パーク・アンド・バスライドシステム
昭和６３年度から、ゴールデンウィークにおけ

る兼六園周辺の交通渋滞の緩和と観光客の円滑
な輸送を目的に実施しており、二酸化炭素排出
量の削減にもつながっています。
令和６年度においては、５月３日～５日の３
日間実施し、５７１台の利用がありました。

イ 通勤時パーク・アンド・ライドシステム
金沢市都心部の交通渋滞を緩和するため、平
成８年１１月から、マイカー通勤者を対象に商業
施設等の駐車場を活用し、路線バス等に乗り換
えてもらうシステム（「Kパーク」）を実施して
おり、二酸化炭素排出量の削減にもつながって
います。
令和７年３月末現在、２０箇所で３１３台分の駐

車場を確保し、利用登録者数は１８９人となって
います。

⑮ 「いしかわゼロカーボンの日」の制定
＜カーボンニュートラル推進課＞

県では、令和４年に、脱炭素型ライフスタイ
ルの定着に向けた気運を醸成するため、１０月１０
日を「いしかわゼロカーボンの日」に制定しま
した。
令和６年１０月１０日は、「いしかわゼロカーボ

ンの日表彰式」、中小企業セミナー、創エネ・
省エネ住宅セミナー、脱炭素推進研修会、ライ
トダウンキャンペーン等の記念イベントを開催
しました。
なお、「いしかわカーボンニュートラル市町

推進会議」は、奥能登豪雨の影響により令和６
年１２月２５日に延期開催しました。

（２）事業者の取組推進
事業所は温室効果ガスの排出が比較的多いこ
とから、県では、事業者の取組が促進するよう、
さまざまな施策を講じています。
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① 地球温暖化対策計画書の作成・提出制度
＜カーボンニュートラル推進課＞

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（省エネ法）」では、エネルギーの使用量が原油
換算で１，５００kL以上である工場等について、特
にエネルギーの使用の合理化を推進する必要が
あるとして、エネルギー管理指定工場等に指定
しています。
県では、「ふるさと環境条例」の規定により、
エネルギー管理指定工場等を対象に、温室効果
ガス排出量の抑制措置等を記載した地球温暖化
対策計画書の作成・提出制度を設けています。
計画は３年計画であり、県では、その進捗状
況を把握するため、計画書提出の翌年から、毎
年、地球温暖化対策実施状況報告書の提出を受
けています。

ア 令和６年度に提出された地球温暖化対策計
画書の概要

○計画書提出事業所数 ６５
○削減目標（温室効果ガス排出量又は原単位）
・基準：令和５年度
・計画：令和６年～令和８年度の３年間

（目標：令和８年度）
削減目標 事業所数
３％未満 １７

３％以上６％未満 ３９
６％以上 ９
計 ６５

イ 令和３年度に提出された地球温暖化対策計
画書の結果

○計画書提出事業所数 ６３
○削減目標の達成状況

（基準：令和２年度、目標：令和５年度）
削減目標 事業所数 目標達成事業所数
３％未満 １３ １０

３％以上６％未満 ４３ ３０
６％以上 ７ ２
計 ６３ ４２

○温室効果ガス排出の削減量 ▲７７千トン
※ 令和２年度実績 ９０２千トン
令和５年度実績 ８２５千トン

ウ 令和６年度に提出された地球温暖化対策実
施状況報告書

○排出量報告事業所数 １４０
○温室効果ガス排出量（令和５年度実績）の合
計 １，７１８千トン
※参考
令和４年度実績 １４７事業所 ２，０００千トン
令和３年度実績 １４８事業所 ２，０５３千トン

② いしかわ事業者版環境 ISOの普及推進
＜カーボンニュートラル推進課＞

自主的・積極的に環境保全活動に取り組む事
業者の裾野拡大のため、企業向け環境マネジメ
ントシステムの認証制度である ISO１４００１（国
際規格）やエコアクション２１（国の規格）への
入門編として、省エネ活動等に取り組めるよう、
平成１９年度に「いしかわ事業者版環境 ISO」を
策定しました。企業等はこれを活動指針として
「環境行動計画」を作成し、２年毎の更新時に
評価し、県に報告することになっています。
令和６年度は新たに７事業所を登録し、同年
度末現在の登録事業所数は８９１事業所となりま
した。

③ いしかわ工場・施設版環境 ISOの普及促
進 ＜カーボンニュートラル推進課＞
「いしかわ事業者版環境 ISO」では、主にオ
フィスにおける、こまめな節電・節水、環境意
識向上などを推進していますが、これらの取組
に加え、ものづくり企業の好調な業績等を背景
に、温室効果ガスの削減率が全国に比べ低くな
っている工場や施設（製造業、宿泊施設、福祉

第
２
部

第
１
章

地球環境の保全第１章

－ 18 －



施設、商業施設など）における設備機器の省エ
ネ化などを推進するため、令和２年度に「いし
かわ工場・施設版環境 ISO」を創設しました。
令和６年度は新たに１６事業所を登録し、同年
度末現在の登録事業所数は１８１事業所となりま
した。

④ いしかわエコデザイン賞の贈賞
＜カーボンニュートラル推進課＞

脱炭素（地球温暖化対策）、自然共生、里山
里海保全、資源循環（３R）、環境保全のため
の情報発信やパートナーシップなど、持続可能
な社会の実現に向けて生み出された、石川発の
優れた製品、サービス・建築及び教育・社会活
動を育むことを目的に、平成２３年度に「いしか
わエコデザイン賞」を創設し、第１４回いしかわ
エコデザイン賞２０２４では、製品領域、サービス・
建築領域、教育・社会活動領域で１８件を表彰し
ました。

（３）再生可能エネルギーの利用促進
① 再生可能エネルギーの普及推進

＜カーボンニュートラル推進課＞
再生可能エネルギーは、環境に優しく、また、
地球温暖化対策にも有効なものであり、今後、
より一層の利用促進が望まれます。
県では、いしかわ環境フェアに出展し、再生

可能エネルギーの特長や、県内の導入事例を紹
介するなどの普及啓発を行いました。

② バイオマス資源の利用促進
ア 木質バイオマスの利用促進

＜森林管理課＞
県では、未利用木質資源の利用を促進するた
め、木質バイオマスエネルギーの利用を推進す
ることとしており、農林漁業まつり等を通じた
普及啓発活動の実施やエネルギー利用施設の導
入に対して支援しています。
また、県、（株）小松製作所、県森林組合連
合会の三者で締結した「林業に関する包括連携
協定」に基づき、かが森林組合が未利用の間伐
材を木質チップ化し、コマツ粟津工場のバイオ

マスボイラーの燃料として利用する取組を進め
ており、この取組によるチップ利用量は令和６
年度実績で年間３，６８３トンとなっています。

イ 農畜産廃棄物系バイオマスの利用促進
＜生産振興課・ブランド戦略課・畜産振興・
防疫対策課＞
県では、農畜産廃棄物系バイオマスの利用を
促進するため、高品質たい肥の生産指導や、生
産したたい肥を販売する際に必要な肥料の登録
に関する助言などを行っています。また、水田
や畑でのたい肥の利用拡大を進めることで、土
づくり・資源循環を基本とした持続性の高い農
業生産を推進しています。

③ 土地改良施設を活用した再生可能エネル
ギーの導入促進

＜農業基盤課＞
県では、土地改良施設を活用した発電施設を
整備することにより、県内の未利用エネルギー
を最大限活用し、地域主導で再生可能エネル
ギーを供給する取組を推進するとともに、売電
収入による土地改良区の経営改善等のため農業
用水を活用した小水力発電を支援しています。

④ 木場潟公園東園地の整備と利用促進
＜公園緑地課＞

里山を学び、遊び、体験できる「新たな里山
再生のモデル」となる公園を目指し、整備を進
め、令和５年４月に木場潟公園東園地を開設し
ました。
園内には、地下水冷暖房装置により、トマト
など年間を通して野菜の収穫体験ができる「農
業体験ハウス」や間伐材を燃料として施設内の
暖房に使用するなど資源の循環が学べる「里山
資源再生ハウス」のほか、太陽光発電設備など
が設けられており、国からは「次世代エネルギー
パーク」に認定されています。
また、里山の恵みや再生可能エネルギーを子
供から大人まで幅広い世代が楽しく学ぶことが
できる体験学習プログラムを用意しており、学
校や地域の団体等の利用促進に努めています。

第
２
部

第
１
章

第１節 地球温暖化対策

－ 19 －



第２ 県庁における温室効果ガスの排出削減

１ 県庁グリーン化率先行動プラン
＜カーボンニュートラル推進課＞

県では、「県庁グリーン化率先行動プラン」
に基づき、省資源・省エネをはじめとするさま
ざまな地球温暖化防止の取組を行っています。
（表２）

２ 県庁における環境マネジメントシステム
（ISO１４００１）の取組
＜環境政策課、カーボンニュートラル推進課＞
本県では、本庁舎において、環境マネジメン
トシステムの国際規格である ISO１４００１を平成
１６年２月に認証取得し、環境方針の実現に向け
て、生活環境の保全をはじめとする環境目的・
環境目標の達成に取り組んできました。また、
平成１７年１１月には、システムの適用範囲を県保
健環境センター及び県工業試験場に拡大して、
一体的・効率的な運用を図っています。
令和６年度に設定した環境目的・目標は、次

のとおりです。なお、環境目的・目標の設定に
あたっては、「石川県環境総合計画」における
行動目標及び取組事項と整合性を図っていま
す。

Ⅰ 環境方針
１ 基本理念
（１）環境への負荷の少ない循環を基調とし

た持続可能な社会の構築
（２）自然と人とが共生する社会の構築
２ 基本方針
（１）環境改善への積極的な努力
（２）県民、事業者の環境保全に配慮した自

主的行動の推進
（３）事業活動における環境配慮の徹底

Ⅱ 環境目的
中・長期的取組として、３４項目を設定
１ 環境改善への積極的な努力 ２２項目
２ 県民事業者の環境保全に配慮した自主的
行動の推進 ３項目

３ 事業活動における環境配慮の徹底 ９項目

Ⅲ 環境目標
環境目標として、１２２項目を設定
１ 環境改善への積極的な努力 ９４項目
（１）地球環境の保全 １７項目
（２）循環型社会の形成 １８項目
（３）自然と人との共生 ２３項目
（４）生活環境の保全 ２６項目
（５）質の高い環境の形成に資する産業活動

の推進 １０項目
２ 県民事業者の環境保全に配慮した自主的
行動の推進 １４項目

（１）環境を通じた人づくり・地域づくり
１４項目

３ 事業活動における環境配慮の徹底
１４項目

（１）エコオフィス活動に伴う環境負荷の低
減 １２項目

（２）公共工事における環境負荷の低減
１項目

（３）イベント開催に当たっての環境配慮の
推進 １項目

なお、平成２２年４月から改正「省エネ法」が
施行され、県庁全体で省エネ活動に取り組むこ
とが求められたため、平成２２年度末には、すべ
ての県出先機関において「いしかわ事業者版環
境 ISO」に登録し、実効ある省エネ活動を推進
することとしています。

３ 今後の取組の方向
＜カーボンニュートラル推進課＞

本県では、これまで独自の取組としていしか
わ版環境 ISOの普及や「気候変動対応アクショ
ンプラン」など民生部門を中心に、県民への意
識啓発を通じて実践活動を促すとともに、温室
効果ガスの削減につながる取組を進めてきまし
た。
具体的には、住宅の省エネ対策として、エコ
住宅アドバイザーの認定やエコ住宅改修マニュ
アルの普及を図るほか、オフィスの省エネ対策
として、いしかわ事業者版環境ISOの普及や、
省エネ改修などに対する低利融資を行うなど、
ソフト・ハード両面からの民生部門の取組を強
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化してきました。
家庭に向けた取組としては、いしかわ家庭版
環境 ISOについては、家庭における地球温暖
化防止活動の実践を支援する「いしかわエコチ
ケット」事業や子育て世代への普及啓発を図る
「いしかわエコレンジャー認定制度」などの取
組に加え、令和６年度からは、気候変動への適
応の観点から「省エネ・節電アクションプラン」
を見直し、熱中症予防や災害への備えなどを盛
り込んだ「気候変動対応アクションプラン」を
全県的に推進しており、認定家庭（エコファミ
リー）は、令和６年度末で約１３万８千家庭とな
っています。
企業に向けた取組としては、事業者版／工
場・施設版環境 ISOの普及や、持続可能な社
会の実現に繋がる、石川発の優れた製品、サー
ビス等を表彰する、いしかわエコデザイン賞な
どを通して、企業の取組を支援することとして
います。
さらに、「石川の森整備活動CO２吸収量認証

制度」を通して、二酸化炭素の吸収源としての
森林を保全する活動を社会全体で支える活動の
拡大を図ることとしています。
地球温暖化対策は、世界的な課題であると同

時に、県民一人ひとりの日々の暮らしと密接に
関連している身近な課題でもあり、県民生活の
あらゆる場面において、温室効果ガスの排出削
減を更に進めていくことが必要です。
県としても、民生部門を中心に、地域におけ
る具体的で実効性のある二酸化炭素削減の取組
を更に深化させていきたいと考えています。

第３ 緑化・森林・林業における二酸化炭素の
吸収・固定

１ 森林の整備・管理
＜森林管理課＞

森林による二酸化炭素の吸収・固定を推進す
るため、スギやアテなどの針葉樹を主体とした
人工林約１０万 ha 及び広葉樹を主体とした天然
林の保安林４万 ha を合わせた１４万 ha の森林に
ついて、樹木の生育状況に応じた整備や管理を
推進するとともに、森林の循環利用に向けた県
産材の利用促進に取り組んでいます。
令和６年度は、造林事業や治山事業等で年間

７０２ha の間伐を実施することにより、４５，２９６m３

の間伐材の生産と利用を行いました。また持続
的な林業生産活動が可能となるよう、県産材の

表２ 県庁グリーン化率先行動プランの実績（出先機関や指定管理者制度導入施設を含む）

指標名 目標値 基準年度（平成２５年度）実績 最新年度（令和６年度）実績 （基準年度比）

①電気使用量 １０３，７００MWh １１０，６３５MWh １１０，３６４MWh （△０％）

②冷暖房用等燃料使用量 エネルギー使用量
（CO２換算） １６，７１５t-CO２ エネルギー使用量（CO２換算） ２０，１９２t-CO２ エネルギー使用量（CO２換算） １５，６００t-CO２ （△２３％）

Ａ重油 ４，４５０kL Ａ重油 ２，２０６kL （△５０％）

灯油 ２，４５３kL 灯油 ２，２４７kL （△８％）

都市ガス ７３５千m３ 都市ガス １，７７１千m３ （＋１４０．９％）

プロパンガス ５８千m３ プロパンガス ６０千m３ （＋３％）

③公用車の燃料使用量 エネルギー使用量
（CO２換算） ２，９００t-CO２ エネルギー使用量（CO２換算） ４，１８２t-CO２ エネルギー使用量（CO２換算） ３，８５８t-CO２ （△８％）

ガソリン １，５７４kL ガソリン １，５２３kL （△３％）

軽油 ２０６kL 軽油 １２６kL （△３９％）

④水使用量 ８９０千m３ ９８２千m３ ９３１千m３ （△５％）

⑤可燃ごみ排出量 １，１１０t １，３２８t １，３８９t （＋５％）

⑥用紙類の使用量 １２７，０００千枚 １４４，０６７千枚 １２１，６４４千枚 （△１６％）

温室効果ガス排出量の削減 △６０％
（平成２５年度比令和１２年度目標） 平成２５年度実績 ９４，０７３t-CO２ 令和６年度実績 ７０，４４５t-CO２ （△２５％）

※電力のCO２排出係数については、令和５年度の北陸電力の基礎CO２排出係数０．４６２を用いている。
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安定した供給体制づくりに向け高性能林業機械
による低コスト間伐の推進や木材の加工流通施
設の整備等に取り組みました。

２ 森林整備活動による二酸化炭素吸収量の認
証

＜森林管理課＞
企業やボランティア団体が社会貢献活動とし
て森林整備活動を実施した際に、その活動の社
会に対する貢献度を、二酸化炭素吸収量として
認証する制度を、平成２０年度から開始しました。
認証する二酸化炭素吸収量は、企業等が整備
活動を行った森林において、１年間に吸収され
ると考えられる量です。企業等は、証書を社会
貢献活動の証しとして、広く広報活動に用いる
ことができ、これにより企業等による森づくり
活動が促進されることを期待しています。
なお、企業等の森林整備活動をサポートした
企業等には、森林整備サポート活動吸収証書を
交付しています。
（令和６年度の認証状況）
・１７団体を認証（うち１団体には、サポート
活動吸収証書も交付）
・二酸化炭素吸収量合計 ５３トン

３ 「J－クレジット制度」
＜森林管理課＞

２０５０年のカーボンニュートラルの実現に向け
て、県環境総合計画に位置付けた、企業等が排
出した温室効果ガスを森林の吸収量で相殺する
「Ｊ－クレジット制度」を令和４年度から県有
林で進めております。
県有林のクレジットは、令和５年１２月に販売
を開始し、令和６年度末までに県内外の１９企
業・団体に計８，３６７ｔを販売しました。
売却したクレジットの収益は、県営林の森林

整備など、本県の森林整備の促進に活用し、森
林の有する公益的機能の維持増進につなげるこ
とでカーボンニュートラルの実現に寄与してい
きます。

第２節 気候変動の影響への適応

１ 気候変動の現状
今後、温室効果ガスの排出量がどのようなシ
ナリオをとったとしても、少なくとも今世紀半
ばまでは世界の平均気温は上昇し、気候変動の
影響のリスクが高くなることが予測されています。
気象庁が現状を上回る地球温暖化対策が取ら
れないという前提条件のもとで行った本県の２１
世紀末の予測は以下のとおりです。
① 年平均気温が約４．４℃上昇します。
② 日最高気温３５℃以上となる猛暑日（２０世
紀末：１日）が約２１日に増加します。

③ 傘をさしていてもぬれるような雨（１時
間降水量３０mm以上）が約２．７倍に増加し
ます。
④ 年最深積雪が減少します。
気候変動の影響への対応には、温室効果ガス
の排出削減により、その影響を「緩和」する対
策のほか、現在生じており、また将来予測され
る被害の防止・軽減等を図る「適応」がありま
す。緩和策と適応策は、車の両輪と位置づけら
れます。

２ 気候変動の影響
本県において現在生じている、もしくは将来
生じる可能性がある気候変動の影響は以下のと
おりです。

（１）農林水産業
① 気温上昇により、コメやリンゴ、ブドウ、
トマト等の収量・品質が低下するおそれが
あります。
② 日本海の海水温上昇により、スルメイカ
やブリ、サワラなどの分布域の変化が見ら
れており、漁業への影響が懸念されていま
す。

（２）水環境・水資源
① 湖沼等の水環境について、将来的な水温
上昇に伴い、水質の変化が生じる可能性が
考えられます。
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② 将来的な降水や降雪の変化に伴い、地下
水を含む水資源への影響が考えられます。

（３）自然生態系
① 高山帯・亜高山帯では、将来的な気温上
昇に伴い、高山植物の開花時期の早期化や
多年性雪渓の減少・消失の可能性が考えら
れます。

② ライチョウの生息適地の減少が指摘され
ています。

③ 積雪量の減少等の影響により、イノシシ
の生息域が県内全域に拡大しています。

（４）自然災害
① 将来的な気温上昇に伴い、洪水発生リス
クの上昇が示唆されています。
② 海面上昇や台風の強度の増加により、高
潮や海岸侵食のリスクの上昇が示唆されて
います。

③ 石川県では、１時間降水量５０mm以上の
短時間強雨の発生頻度が増加しており、道
路通行止めなどが発生し、交通網に支障が
生じています。

（５）健康
① 夏季の気温上昇に伴い、熱中症による救
急搬送者数が増加傾向にあります。
② 国内において、デング熱、チクングニア
熱等の感染症を媒介するヒトスジシマカの
分布域が北上していることが示唆されてい
ます。

３ 石川県気候変動適応センターによる情報の
提供
令和２年度から、本県における気候変動の影
響や適応に関する情報拠点として、気候変動適
応法第１３条の規定に基づく地域気候変動適応セ
ンターを設置しています（現事務局：石川県
カーボンニュートラル推進課）。
石川県気候変動適応センターでは、気候変動
の影響や適応に関する情報を「いしかわ気候変
動適応センター通信」を通じて、令和６年度は

１回発信しました。

４ 取組の方向性
気候変動の影響に対する適応策として、以下
の取組を推進します。

（１）農林水産業
① 県立大学等との連携により、気温上昇に
よる収量・品質の低下を防止するための新
品種・新技術の開発・普及に取り組みま
す。
② 海水温の上昇による分布域の変化や漁獲
量の変化に応じた水産資源の適切な管理や
ICTを活用した養殖技術の開発・普及に取
り組みます。

（２）水環境・水資源
① 湖沼等の公共用水域の水質の監視を行い
ます。
② 地下水位、地盤変動の監視を行います。

（３）自然生態系
① 高山帯および亜高山帯でのモニタリング
を継続して実施します。
② ライチョウの種の保存に貢献するため、
いしかわ動物園での飼育・繁殖に取り組み
ます。
③ 有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確
保・育成を図るため、狩猟セミナーや捕獲
技術習得研修等を実施します。

（４）自然災害
① 水害を未然に防ぐため、堤防整備や河川
の拡幅などの抜本的な対策を行うととも
に、即効性のある堆積土砂の除去等に取り
組みます。
② 水害時の逃げ遅れを防ぐため、国が示す
最大規模の降雨を想定した洪水浸水想定区
域図の作成・周知や、避難時間を確保する
ための堤防舗装の実施等に取り組みます。
③ 高潮・高波による海岸侵食に備え、海岸
保全施設の維持管理を行うとともに、沖合

第
２
部

第
１
章

第２節 気候変動の影響への適応

－ 23 －



施設や海岸防災林の計画的な整備を推進し
ます。

④ 土石流・地すべり等に備え、市町と連携
した警戒避難態勢の強化や、治山施設整備
等を推進します。
⑤ 防災訓練による災害対応力強化や防災
フェア等で災害への備えを啓発するなど、
防災意識向上に継続的に取り組みます。

（５）健康
① 熱中症の予防策や注意点について、関係
機関と情報共有するとともに、県民に対す
る周知徹底を図ります。
② 蚊媒介感染症について、関係機関と連携
し、研修会の開催や、予防方法等の普及啓
発を推進します。

また、気候変動の予測、影響及び適応策等に
ついて、以下のとおり情報の収集・提供を行い
ます。
① 県庁関係部局による連絡会において、各
分野における適応情報を収集するととも
に、国や他県の動向等の情報を共有しま
す。
② 国や金沢地方気象台等との連携により、
本県における気候変動の予測等の情報収集
を行います。

③ 県民や事業者が適応策を検討・実施する
際に役立つ、気候変動予測やその影響、各
分野の適応策等について、積極的な情報発
信を行います。
④ 太陽光発電の蓄電池や燃料電池等の再生
可能エネルギーの活用は、脱炭素化のほか
に、自立分散型電源として災害時のレジリ
エンス向上に寄与することも周知し、普及
促進を図っていきます。
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第１節 廃棄物等の排出抑制

１ 廃棄物の現状
＜資源循環推進課＞

（１）産業廃棄物
全国の産業廃棄物の排出量は、約３７４百万ト
ンで、近年はほぼ横ばいで推移しています。
（図１）
県内の産業廃棄物の排出量は、令和５年度で

約２９１万トンと、全国と同様にほぼ横ばいで推
移しています。（図２）

図１ 産業廃棄物排出量（全国）の推移

（２）一般廃棄物
全国の一般廃棄物の総排出量は、約３９百万ト
ンで、近年はゆるやかな減少傾向で推移してい
ます。
県内の一般廃棄物の総排出量も、減少傾向に
あり、令和５年度の総排出量は約３７万トンとな
っています。（図３）
また、県民１人１日当たりの一般廃棄物の排
出量は、約９０２gになっています。（図４）

図２ 産業廃棄物排出量（石川県）の推移

第２章 循環型社会の形成

第２章では、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から、天然資源の消費を抑制し、
環境への負荷をできる限り少なくした社会の構築を目指すため、廃棄物等の排出抑制（リデュース）、
再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の３Rが推進される循環型社会へ転換していくことな
どについてまとめています。

現状と課題
産業廃棄物及び一般廃棄物の排出量は、全国的には、ほぼ横ばいないし、ゆるやかな減少傾向にあ
り、廃棄物等の排出抑制と循環的利用をさらに促進することが課題となっています。
このため全ての消費者や事業者が、自ら排出量を削減したり、製品をできる限り長く利用したり、
廃棄物等を新たな原材料として再生利用したりすることが求められています。
その上で、現状の技術をもってしても循環資源として利用できない性状の物だけを適正に埋立処分
し、管理していくことが必要です。また、廃棄物の不法投棄、野外焼却、不適正保管などの不適正処
理の防止対策の強化や地域の環境を修復するための仕組みづくりが課題となっています。
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注）ごみの総排出量は、平成１７年の「廃棄物の減量その他その適正
な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基
本的な方針（環境省）」と同様に、「ごみの総排出量」＝「計画
収集量」＋「直接搬入量」＋「集団回収量」として算出した。

図３ 石川県と全国のごみの総排出量

注）１人１日当たりの排出量は、平成１７年の「廃棄物の減量そ
の他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図るための基本的な方針（環境省）」と同様に算出した
ごみの総排出量を、総人口及び３６５日又は３６６日で除して算
出した。

図４ １人１日当たりの排出量（一般廃棄物）

２ 廃棄物等の排出抑制の推進
県では、循環型社会の構築のため、３R活動
の実践、環境に配慮した事業活動、分別排出の
徹底など廃棄物の適正処理を推進するよう努め
ています。

（１）使い捨てプラスチック削減の推進
＜資源循環推進課＞

使い捨てプラスチック削減の取組は、ゴミの
排出抑制や資源の節約効果のほか、家庭での省
エネ・省資源の行動へとつながり、環境にやさ
しいライフスタイルへの転換を図るきっかけと
なることが期待できます。
県では、平成１９年６月に、食品スーパー等の

小売事業者（１２社１０８店舗）と公益社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議の３者で
レジ袋削減協定を締結しました。平成２０年１１月
には、県レベルでは初めてコンビニエンススト

ア（１社７６店舗）と、平成２１年３月には、ドラ
ッグストア、クリーニング店、書店と協定を締
結し、対象となる業種を拡大してきました。レ
ジ袋の有料化などの取組を積極的に進め、近年
の協定締結事業者のマイバッグ等持参率は９割
前後で推移しており、マイバッグ持参でのお買
い物というライフスタイルが定着してきまし
た。県では、令和３年１月にレジ袋以外の使い
捨てプラスチックについても削減の対象に追加
し、様々な業種の事業者（１５業種１，１２０店舗）と
協定を締結しています（Ｒ７．４末）。（表１）
県では、今後も事業者等と連携し、使い捨て
プラスチックの削減に向けた取組を行っていく
こととしています。なお、レジ袋の販売による
収益金については、環境保全活動に活用するた
め、（公社）いしかわ環境パートナーシップ県
民会議などに寄付されています。

（令和５年３月２３日）使い捨てプラスチックの
削減に関する協定締結式

登録店証ステッカー

（２）食品ロス削減の推進
＜資源循環推進課＞

県では、令和元年度から食品ロスの削減に取
り組む飲食店等を「美味しいいしかわ食べきり
協力店」として登録する制度を創設していま
す。また、令和４年度からは、家庭で余ってい
る食品の寄附を募り、福祉施設等へ提供する
フードドライブを実施する事業者等を支援し、
食品ロス削減の推進を図っています。
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・美味しいいしかわ食べきり協力店登録店舗
数：１，５５７店舗（令和６年度末現在）

区分 事業者・団体名
食品スーパー アルビス（株）

イオンリテール（株） 北陸・信越カンパニー
（有）犬丸屋
（株）いろは ※いろはストアー
（株）大阪屋ショップ
（株）角田商店 ※かくだストア
（株）鍜治商店 ※カジマート
生活協同組合コープいしかわ
（株）サンライフ
（株）ジャコム石川 ※A-コープ
（有）スーパーしんや
（株）大丸 ※DAIMARU
ダイヤモンド商事（株） ※世界の食品ダイヤモンド
（株）どんたく
（株）ニュー三久
（株）はまおかフードセンター
（株）バローホールディングス
（株）PLANT
（株）平和堂
マックスバリュ北陸（株）
（株）マルエー
ユニー（株） ※アピタ・ピアゴ

クリーニング店 （株）黒川クリーニング社
（株）白整舎
（株）松本日光舎
（株）ヤングドライ

ドラッグストア （株）キリン堂
（株）クスリのアオキ
（株）コメヤ薬局
（株）スギ薬局
中部薬品（株） ※V-drug

コンビニ （株）セブン‐イレブン・ジャパン
（株）ファミリーマート 中部・北陸リージョン
（株）ローソン

菓子・パン （株）ニューフード産業北陸 ※ミスタードーナツ
（有）ハヤシ ※シャトレーゼ
（株）ぶどうの木
ワイエー香林坊（株） ※ミスタードーナツ

飲食店 スターバックス コーヒー ジャパン（株）
ダートコーヒー（株）

家電量販店 上新電機（株） 北信越営業部 ※ジョーシン
（株）北越ケーズ ※ケーズデンキ

区分 事業者・団体名
百貨店 （株）金沢名鉄丸越百貨店

（株）大和
酒販 鳳珠小売酒販組合
書店・文具 石川県書店商業組合
ホームセンター （株）ロッキー
花卉 （株）ジャパンフラワーコーポレーション ※花まつ
衣料品 （株）AOKI

青山商事（株） ※洋服の青山、スーツカンパニー
（株）ファーストリテイリング ※ユニクロ、GU

靴・履物 （株）チヨダ ※東京靴流通センター、シュープラザ
旅館・ホテル （株）浅田屋

（株）エイチピーディコーポレーション山中支店 ※吉祥やまなか、かがり吉祥亭
HYホテルマネジメント（株） ※ハイアットセントリック金沢、ハイアットハウス金沢
（株）加賀屋
（株）金沢国際ホテル
（株）金沢彩の庭ホテル
（株）金沢スカイホテル ※ANAホリデイ・イン金沢スカイ
金沢東急ホテル
（株）金沢ニューグランドホテル
（有）かよう亭
倶利伽羅塾
（株）胡蝶
珠洲ビーチホテル
（株）善吾楼 ※法師
辰口観光（株） ※まつさき
BI プランニング（株） ※お祝いの宿
（有）美湾荘
宝生亭
（株）ホテル海望
ホテル金沢（株）
（株）ホテルききょう
（株）ホテル森本
（株）ホライズン・ホテルズ金沢ホテル事業所 ※ANAクラウンプラザホテル金沢
ヒューリックホテルマネジメント（株）金沢事業部ホテル日航金沢
（株）やまや萬松閣
（株）吉田屋 ※山王閣
よろづや観光（株） ※瑠璃光、葉渡莉
ランプの宿（株）

その他 金沢大学生活協同組合
富来町商業近代化協同組合
まっとうまちなか協同組合

表１ 使い捨てプラスチックの削減に関する協定締結事業者一覧
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（３）企業における廃棄物減量化の取り組みの指
導・支援 ＜資源循環推進課＞
産業廃棄物の多量排出事業者は、平成１３年度

から産業廃棄物の減量などに関する計画を毎年
県知事に提出し、また、その実施状況を翌年度
に報告することが義務付けられています。県で
は、報告を受けた処理計画や実施状況をホーム
ページで公表しています。
県では、多量排出事業者等に対し、廃棄物管
理・リサイクルに関する取り組み状況を診断す
るアドバイザーの派遣、リサイクルの取り組み
事例の紹介などを行うほか、令和２年度から
は、プラスチックリサイクルを中心とした動向
や取り組み事例を紹介する「プラスチック資源
循環セミナー」も開催するなど、企業における
産業廃棄物の減量化、リサイクル活動の支援に
取り組んでいます。

※多量排出事業者
前年度の産業廃棄物の発生量が１，０００トン以
上（特別管理産業廃棄物は５０トン以上）であ
る事業場を設置している事業者

（４）県民が実践する３R活動への支援
＜資源循環推進課＞

県では、一般廃棄物の３R（リデュース、リ
ユース、リサイクル）を総合的に推進するた
め、廃棄物の発生抑制や再生利用の推進、最終
処分量の抑制等に関する明確な目標を「循環型
社会形成推進地域計画」として設定する市町等
に対し、技術的な助言を行うことにより、廃棄

物処理・リサイクル施設の整備等を推進してい
ます。

（５）情報の提供等
＜資源循環推進課＞

県では、一般廃棄物や産業廃棄物の発生・処
理量など種々の調査によって得られた廃棄物に
関する情報や法律・制度の改正状況などについ
て、県民への広報や企業への情報の提供に努め
ています。
また、ホームページによるごみの減量化の先
進的な事例の紹介や３R推進をテーマとした県
政出前講座などに職員を派遣するなど、県民へ
の啓発活動を行っています。

① 産業廃棄物の排出量実態調査の実施と公表
県では、産業廃棄物の発生、処理・処分量や

減量化・再生利用等の状況を把握するため、廃
棄物排出量実態調査を毎年実施しており、県内
の産業廃棄物排出量、再生利用量や最終処分量
に加え、業種ごと、種類ごとの排出量などの情
報をホームページで公表しています。

② 一般廃棄物の排出、処理状況の把握と公表
県では、市町や一部事務組合のごみ処理の状
況を把握するため、毎年、調査を行っており、
ごみの排出量、生活系と事業系ごみの内訳、リ
サイクル率の推移などの情報をホームページで
公表しています。

資源循環推進課のホームページアドレス
https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/

第２節 循環資源の再使用、再生利用・熱回収

１ 廃棄物等の資源化の現状
＜資源循環推進課＞

令和５年度の県内の産業廃棄物の再生利用率
は５５％で、令和４年度とほぼ同じでした。（表２）
一般廃棄物の令和５年度のリサイクル率は、

約１２．９％と、近年はほぼ横ばいで推移していま
す。（図５）
県では、廃棄物等の資源化や減量化を進め、
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各種リサイクル法に基づく回収・リサイクルの
推進等を通して最終処分量の削減を図るととも
に、リサイクル製品・環境物品等の購入を推進
するよう努めています。

図５ 石川県と全国のリサイクル率

２ エコ・リサイクル製品の認定
＜資源循環推進課＞

県では、県内の廃棄物の減量化と再利用を推
進するため、県内で発生した循環資源（廃棄物
等のうち有用なもの）を県内で再生利用したリ
サイクル製品の利用推進とリサイクル産業の育
成を目的とする「石川県リサイクル製品認定制
度」を平成１０年９月に創設しました。
この制度は、学識経験者等による認定審査委

員会にて品質、再生資源の配合率、安全性等を
審査し、一定の認定基準に適合するものを知事
が認定するものです。
この制度は、平成２１年１２月に環境負荷の低減

等に関する項目を認定要件に加え、環境に優し
い等の付加価値を追加しました。これに伴い、
制度の名称も「石川県エコ・リサイクル製品認
定制度」と変更しました。
令和６年度は新規に３企業６製品を認定（表
３）し、令和７年４月１日現在、４８企業８５製品
を認定しています。（表４）

表３ 令和６年度石川県エコ・リサイクル新規
認定製品
製品名 再生資源 企業名

グリーンビズＧ（瓦タイプ） 廃瓦、染色排水汚泥、スラグ
小松マテーレ（株）

グリーンビズ瓦コンクリート 廃瓦、染色排水汚泥
石灰系固化材（ＴＮ－１） 二水石膏、浄水汚泥

（株）田中建設セメント系固化材（ＴＮ－２） 二水石膏、浄水汚泥
石膏系固化材（ＴＮ－３） 二水石膏、浄水汚泥
おきあがみ 古紙 キンコーズ・ジャパン（株）

認定された製品については、認定取得企業に
よる認定製品のプレゼンテーションの開催や、
図６の石川県エコ・リサイクル認定製品マーク

表２ 廃棄物排出量実態調査の比較（種類別 令和４年度と令和５年度）
（単位：千トン）

区分
種類

排出量 再生利用量 再生利用率 最終処分量 最終処分率
Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

合計 ３，１３４ ２，９０６ １，７４５ １，５８３ ５６％ ５５％ １２５ ９４ ４％ ３％
燃え殻 ３１ １６ １７ １１ ５５％ １８％ ３４ ２０ ６５％ ８２％
汚泥 １，２７３ １，３６３ １０３ ２２８ ８％ １７％ １１ １４ ２％ １％
廃油 ２５ ２６ １０ １０ ４０％ ４０％ ０ ０ １％ １％
廃酸 ８ ６ ２ １ ２５％ １４％ ０ ０ ５％ ３％
廃アルカリ ２３ １７ １３ １ ５７％ ８％ ０ － ０％ １％
廃プラスチック類 ５９ ５２ ３８ ２９ ６４％ ６０％ ４ ５ ７％ １２％
紙くず ５ ６ ４ ５ ８０％ ９０％ ０ ０ ２％ １％
木くず ８８ ８５ ６６ ６１ ７５％ ７５％ ０ ０ ２％ ２％
繊維くず ８ ８ ０ ０ ３％ ２％ ０ ０ ６％ ６％
動物性残さ ８ ８ ４ ３ ５０％ ３８％ ０ １ １％ １６％
動物性固形不要物 ０ ０ － ０ － １００％ ０ － １００％ －
ゴムくず ０ ０ ０ ０ ９９％ ９８％ ０ － ０％ １％
金属くず ３１ ３０ ３１ ２９ ９９％ ９８％ １ １ ３％ ２％
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず １３１ １２７ １２０ １１５ ９２％ ９１％ ７ ７ ５％ ６％
鉱さい ９ ７ ７ ７ ７８％ ９４％ ２ ０ ２２％ ７％
がれき類 ９２８ ８２０ ９１７ ８０１ ９９％ ９８％ １０ １８ １％ ２％
動物のふん尿 １７６ １３３ １４６ １１１ ８３％ ８３％ － － － －
ばいじん ２７５ １５１ ２２９ １３４ ８３％ ８９％ ４６ １６ １７％ １１％
その他の産業廃棄物 ５３ ５０ ３９ ３５ ７４％ ７１％ １０ １０ １７％ ２２％
※再生利用及び最終処分量割合は、排出量に対する割合である。
※ばいじんは、搬出時に加水され重量が増加するため、再生利用量が排出量を上回っている。再生利用率は加水前の重量により算出して
いる。
※端数処理の関係から排出量欄、再生利用量欄及び最終処分量欄それぞれの種類ごとの合計は合計欄と一致しない。
最終処分量については、中間処理による廃棄物の種類の変化は考慮していない。
※表中の「─」は、１トン以上の該当値がないもの、「０」の表示は５００トン未満であることを示す。
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の使用により、県関係機関や国、市町へ周知し、
公共部門での積極的な利用を促しています。
また、いしかわ環境フェアやビジネス創造
フェアいしかわなどの展示会への出展、パンフ

レットやホームページでの周知など、認定製品
の PRを行い、一層の利用拡大を働きかけてい
ます。

表４ 石川県エコ・リサイクル認定製品一覧
令和７年４月１日現在：４８企業８５製品

＜家庭・事務所＞

分 類 製品名 再生資源 企業名 認定
番号

紙類 衛生用紙 エコトイレットペーパー（各種） 古紙 ㈱北國製紙所 1
その他 KG' CRAFT mask case 古紙 ㈱中島商店 215

おきあがみ 古紙 キンコーズジャパン㈱ ２３４
文具類 ファイル・バインダー類 古紙再生ファイル 古紙 加賀製紙㈱ 24

畳縁名刺入れ・畳縁カードケース 畳縁端材 ㈱浜中たたみ店 190
Ｉ ＬＯＶＥ おもてなしファイル 和紙・水引・セロハンの端材 夢工房ナカシマ 226

紙製品 らくがき帳バナナノート・ももノート 紙くず ㈱ダイトクコーポレーション 188
その他 紙類 板紙（各種） 古紙 加賀製紙㈱ 10

家庭用繊維製品 畳縁バッグ 畳縁端材 ㈱浜中たたみ店 189
学ランリメイクバック がくらん 学ラン 制服バトンタッチストア リクル 210
セーラー服リメイクバック せーらん セーラー服 制服バトンタッチストア リクル 211
畳材ミニほうき 畳表端材 ㈱浜中たたみ店 221
海を汚さない食器洗いクロス 珈琲豆麻袋 カエルデザイン（同） 227

園芸用資材 園芸用人工培土グリーンビズＫ（カリュー） 染色排水汚泥、廃瓦 小松マテーレ㈱ 187
廃木材・間伐材・小径材
などを使用した木製品

学習用木工セットウッディキッズ 間伐材などの端材等 金沢森林組合 113
匂い袋能登ひば里 木くず（能登ヒバ） ㈱アイ・ハース 192
木質ペレット「かがペレット」 製材端材 ㈱かがペレット木楽屋 198
能登ひばアクセサリー ＳＯＡＴＥ 能登ひばの端材 ＫＯＱ 225

再生材料を使用したプラスチック製品 海洋プラスチックアクセサリー 海洋プラスチック カエルデザイン（同） 220
その他 isica（猪鹿×いしかわ）シリーズ isica のエコバッグ 獣皮 CRAFTWORKS ER 196

isica（猪鹿×いしかわ）シリーズ isica のコインケース 獣皮 CRAFTWORKS ER 197
廃食用油を再生した軽油代替高純度バイオディー
ゼル燃料「ReESEL（リーゼル）」 廃食用油 ㈱環境日本海サービス公社 199

学生カバンリメイクアクセサリー ちゃっくん 制服・学生カバン 制服バトンタッチストア リクル 213
加賀麩アクセサリー OTEMARI 廃棄予定の麩 金澤ふ細工 英 213
九谷焼アクセサリー ｉｋｉ／粋 廃棄予定の九谷焼 ＫＯＱ 224

＜建 築＞

分 類 製品名 再生資源 企業名 認定
番号

その他 再生材料を利用した建築
用製品 テクスチャー入り装飾板ガラス 廃蛍光灯ガラス ㈱サワヤ 217

＜土 木＞

分 類 製品名 再生資源 企業名 認定
番号

公共工事・資材 再生加熱アスファルト
混合物 リビルドアスコン フライアッシュ

（下水道汚泥焼却灰）等 ㈱金沢舗道 16

オイスターアスコン 再生骨材、かき殻 大同開発㈱ 203

再生骨材等 ＫＲＣ（フライアッシュのリサイクル路盤材） フライアッシュ（石炭灰） ㈱トステック 181
コンクリート二次製品 フライアッシュ再生コンクリート二次製品 フライアッシュ（石炭灰） 石川県コンクリート製品

協同組合 141

環境配慮型大型張ブロック ソフィストーンＲ フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱
中日本営業所 152

環境配慮型大型張ブロック リーベル フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱
中日本営業所 153

環境配慮型大型水平積ブロック グリーンビュー フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱
中日本営業所 154

環境配慮型大型水平積ブロック エコグラス フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱
中日本営業所 155

護床ブロック 床張２号 フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱
中日本営業所 156

環境配慮型擬石連結ブロック
ＫＣＦ－ロック・ストンシリーズ フライアッシュ（石炭灰） 共和コンクリート工業㈱

北陸支店石川営業所 157

水平張ブロック ＫＣＦ－大型平板 フライアッシュ（石炭灰） 共和コンクリート工業㈱
北陸支店石川営業所 158

階段ブロック ＫＣＦ－ステップブロック フライアッシュ（石炭灰） 共和コンクリート工業㈱
北陸支店石川営業所 159

環境配慮型大型水平積ブロック
ＫＣＦ－緑遊シリーズ フライアッシュ（石炭灰） 共和コンクリート工業㈱

北陸支店石川営業所 160

大型積ブロック ＫＣＦ－サンエス・はやづみ フライアッシュ（石炭灰） 共和コンクリート工業㈱
北陸支店石川営業所 161

フライアッシュコンクリート製品 フライアッシュ（石炭灰） 島崎コンクリート工業㈱ 182
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図６ 石川県エコ・リサイクル認定製品マーク

３ 各廃棄物の再使用、再生利用・熱回収の推進
（１）下水汚泥

＜都市計画課＞
① 終末処理場内の中間処理による減量化の促進
下水道管理者は、「下水道法」第２１条の２の
規定により、発生汚泥等の処理にあたっては、
脱水、焼却等によりその減量化に努めるととも
に、発生汚泥等が燃料又は肥料として再生利用
されるよう努めなければならないとされていま

＜土 木＞

分 類 製品名 再生資源 企業名 認定
番号

公共工事・目的物 透水性舗装 瓦廃材利用透水性舗装材
Ｋ－グランド（セメント固化・樹脂固化） 廃瓦 ㈱エコシステム ９

保水・透水性舗装材 かわら丸 廃瓦 ㈱犀川組 ６２
保水・透水性舗装材 かわら丸ＸＸ 廃瓦 ㈱犀川組 ６３
優土Ⅱ ＫＳ－１ 廃瓦 エコジャパン㈱ １４３
透水性舗装材 はえん土 ＫＳ－１ 溶融スラグ エコジャパン㈱ １９１
保水透水性廃瓦舗装材
グリーンビズ瓦コンクリート 染色排水汚泥、廃瓦 小松マテーレ㈱ ２３０

ブロック舗装 超保水・透水性インターロッキングブロック
グリーンビズＧ（グラウンド）

染色排水汚泥、廃瓦、
スラグ 小松マテーレ㈱ １８０

超保水・透水性インターロッキングブロック
グリーンビズＧ（瓦タイプ）

染色排水汚泥、廃瓦、
スラグ 小松マテーレ㈱ ２２９

その他 舗装材 瓦廃材利用薄層舗装材 Ｋ－グランドコート 廃瓦 ㈱エコシステム ９９
瓦廃材利用コンクリート舗装材
Ｋ－グランド（Ｃｏ）瓦コンクリート 廃瓦 ㈱エコシステム １４４

瓦チップ・瓦砂 廃瓦 ㈱エコシステム １７３
土系舗装材 永土 浄水汚泥 ㈱連代コンストラクト １１４

土壌構造安定化材 粒状改良土 グリンス 浄水汚泥、建設汚泥 ㈱田中建設 １９５
石灰系固化材（TN－１） 二水石膏、浄水汚泥 ㈱田中建設 ２３１
セメント系固化材（TN－２） 二水石膏、浄水汚泥 ㈱田中建設 ２３２
石膏系固化材（TN－３） 二水石膏、浄水汚泥 ㈱田中建設 ２３３

再生材料を使用した
プラスチック製品 のり面吹付枠工用スペーサー 廃プラスチック ㈱モアグリーン ２９

廃木材・間伐材・小径材
などを使用した木製品

木製工事標示板 木製工事くん 間伐材などの端材等 金沢森林組合 ９１
修景連杭（円柱材） 間伐材などの端材等 金沢森林組合 １０６
エコ木柵 間伐材などの端材等 ㈲奥樹園 １３１
エコ木製パネル 間伐材などの端材等 金沢森林組合 １４８
農業用ハウス「竹ドーム 竹ハウス」 放置竹林の孟宗竹 ＮＰＯ法人みんなの畑の会 ２２３
海岸砂防用 竹ズ 放置竹林の孟宗竹 田藏商店 ２２８

生育基盤材 緑化生育基盤材 エコサイクルコンポ 石川 バーク 富士見工業㈱環境緑化事業本部
金沢オフィス ８０

緑化生育基盤材 エコサイクルコンポ ＩＮ－９０ バーク、家畜ふん尿（牛ふん）
富士見工業㈱環境緑化事業本部
金沢オフィス ８１

法面緑化材 万葉ソイル バーク 北陸ポートサービス㈱ １０８
いしかわエコソイル バーク チューモク㈱ １４５
ゆうきひミックス石川 バーク、

家畜ふん尿（牛ふん） チューモク㈱ １４６

万葉ソイルｉ バーク 北陸ポートサービス㈱ １４９
法面マルチング材 木くず（チップ） ㈱ランドスケープ開発 １６２
のと１号 木質廃材、

家畜ふん尿（鶏ふん） ㈱サンライフ １７０

のと２号 木質廃材、
家畜ふん尿（鶏ふん、牛ふん）㈱サンライフ １７１

肥料・土壌改良材 肥料 かんとりースーパー河北潟 家畜ふん尿（牛ふん）、
下水汚泥 ㈱河北潟ゆうきの里 ３４

良質有機堆肥 クリーンバーク・クリーンマルチ 木くず（チップ） クリーンリサイクル㈱ ４６
バーク堆肥 万葉バーク バーク 北陸ポートサービス㈱ ９０
土壌微生物増殖資材「元樹くん」（２） 木くず（おがくず） ㈱立花造園 １３２
バーク堆肥 モックミン 樹皮、鶏ふん 金沢庭材㈱ １６６
堆肥「アイ・パワー」 食品残さ、もみ殻 ㈱トスマク・アイ ２０２

牛ふんもみがら堆肥 家畜ふん尿（牛ふん）、
もみ殻 ㈱河北潟ゆうきの里 ２０９

ＢＯＮＥＡＲＴＨ（ボナース） 廃棄ボーンチャイナ ニッコー㈱ ２１８
造園緑化材 防草土 スペッド 浄水汚泥、建設汚泥、廃瓦 ㈱田中建設 １９４

防草シール材 ミックスサンド 瓦砂、再生骨材 中島建設㈱ ２０７
橋梁・河川・港湾用材 魚礁・増殖礁 カルベース基質 かき殻 海洋土木㈱北陸営業所 ２０５

シェルナース基質 かき殻 石川県漁業協同組合 ２０６

欠番：１４９製品（２，３，４，５，６，７，８，１１，１２，１３，１４，１５，１７，１８，１９，２０，２１，２２，２３，２５，２６，２７，２８，３０，３１，３２，３３，３５，３６，３７，３８，３９，４０，４１，４２，４３，４４，４５，４７，４８，
４９，５０，５１，５２，５３，５４，５５，５６，５７，５８，５９，６０，６１，６４，６５，６６，６７，６８，６９，７０，７１，７２，７３，７４，７５，７６，７７，７８，７９，８２，８３，８４，８５，８６，８７，８８，８９，９２，９３，９４，９５，９６，
９７，９８，１００，１０１，１０２，１０３，１０４，１０５，１０７，１０９，１１０，１１１，１１２，１１５，１１６，１１７，１１８，１１９，１２０，１２１，１２２，１２３，１２４，１２５，１２６，１２７，１２８，１２９，１３０，１３３，１３４，１３５，
１３６，１３７，１３８，１３９，１４０，１４２，１４７，１５０，１５１，１６３，１６４，１６５，１６７，１６８，１６９，１７２，１７４，１７５，１７６，１７７，１７８，１７９，１８３，１８４，１８５，１８６，１９３，２００，２０１，２０４，２０８，２１２，
２１４，２１６，２１９）
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す。各処理場では各処理区の状況により汚泥濃
縮設備、消化設備、脱水設備、乾燥設備、焼却
設備等を組み合わせて減量化を図っており、減
量化の過程で発生するメタンガスは汚泥の加温
・乾燥や管理棟の暖房等に有効利用していま
す。
さらに、県犀川左岸浄化センターでは平成２２
年１２月から、また、県翠ヶ丘浄化センターでは
平成２６年３月から、メタンガスを発電燃料とし
て有効利用しています。

② 下水汚泥処理の委託先における有効利用の
促進
下水汚泥については、堆肥化、セメント原料、

アスファルト材料などへの有効利用を促進して
います。令和５年度末では、有効利用率は８５．５％
となっています。金沢地区においては、汚泥焼
却灰のアスファルトフィラー材等の建設資材と
しての利用拡大を図るなど、有効利用率の向上
を図っています。

③ メタン活用いしかわモデル普及事業
本県の下水処理場のうち一部下水処理場で

は、下水汚泥の処理過程で発生するメタンの熱
エネルギー利用や電力利用が既に行われていま
すが、大半を占める小規模な下水処理場での効
果的なメタン利活用技術が確立されていないた
め有効活用が進まず、小規模・低コストの発酵
施設の技術開発が求められています。
このため、平成２２年度から産学官連携で共同

研究を実施し、平成２５年度に小規模下水処理場
向けメタン発酵技術の実用化に目処がついたこ
とから、平成２６年度より中能登町で実機の建設
を進め、平成２９年１０月より本格稼働しており、
本県としては、循環型社会の構築等に貢献でき
る新しい技術として「いしかわモデル」のメタ
ン発酵技術の普及促進に努めています。

（２）食品廃棄物
＜ブランド戦略課＞

食品リサイクルの普及啓発
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律（食品リサイクル法）」が平成１９年６月に
次のような内容に改正され、平成１９年１２月１日
から施行されました。
・多量発生事業者（年間１００トン以上）に対
する定期報告の義務化
・コンビニ等フランチャイズ方式の報告は、
加盟店を含めて一体的に判定
・再生利用事業計画認定事業者にあっては、
廃棄物の広域な収集・運搬が可能（廃棄物
処理法の許可が不要）
・業態ごとに別々の実施率目標を設定等
また、県では県内の食品関連事業者による食
品リサイクルの取組をホームページで紹介して
います。

（３）家畜排せつ物
＜畜産振興・防疫対策課＞

① 家畜排せつ物法の対応状況
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促
進に関する法律（家畜排せつ物法）」の平成１６
年１１月施行以降、本県においては、畜産農家と
の連携により、家畜排せつ物の管理は、適正に
行われています。
また、毎年度、畜産経営環境保全実態調査を
実施することにより、家畜排せつ物の管理と利
用の実態を把握し、適正な管理を維持するため
に現地指導を行っています。

② 家畜排せつ物利用促進のための施設整備に
係る支援
有機質資源の循環利用を促進するため、畜

産・酪農収益力強化総合対策基金等事業などを
活用し、耕畜連携に向けた活動を支援していま
す。
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（４）建設副産物
＜監理課・技術管理室・資源循環推進課＞

建設副産物は、平成１４年５月３０日施行の「建
設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）」において、発注者による
工事の事前届出や元請け業者から発注者への事
後報告、現場における標識の掲示等とともに、
適正な分別解体及び再資源化を義務付けられ、
リサイクルを促進することとなりました。
国土交通省は建設副産物の動向を把握するた
め、平成７年度以降、概ね５年に１度のペース
で実態調査を実施しており、平成３０年度の最新
の調査結果では本県のリサイクル率は図７のよ
うになっています。

建設発生木材 ９０．６％

アスファルト・
コンクリート ９７．４％

コンクリート ９９．６％

建設系廃棄物全体 ９３．９％

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００％

図７ 建設系廃棄物の品目別リサイクル率（平成３０年度）

本県では建設副産物のリサイクル率の目標
（目標年度：令和６年度）を、コンクリート
９９％、アスファルト９９％、建設発生木材９７％以
上としており、すでに、コンクリートで達成し、
建設副産物のリサイクル率は全体で９割を超え
ています。
また、本県における産業廃棄物の排出量は令
和５年度で年間２９１万トンとなっており、この
うち建設工事からの排出量は１２２万トンと産業
廃棄物全体の約４割を占めています。
今後、高度経済成長期に建設された建築物の
建て替え等により建設副産物の発生量が増える
ことが予想されるため、建設副産物の更なる発
生抑制とリサイクルが必要となっています。
なお、リサイクル月間である令和６年６月、

１０月には、労働基準監督署と連携し、解体現場
や再資源化施設への合同パトロールを行いまし
た。

（５）建設資材廃棄物の排出抑制に向けた建築物
の長寿命化の普及啓発 ＜建築住宅課＞
木造住宅は、県内の住宅約４６万戸の３／４を

占めており、毎年新築される住宅約６千戸のう
ち８割程度と県民のニーズが高く、建替え時等
には多くの木材が建設廃材として処分されます。
一方では、二酸化炭素の吸収や国土の適正な
維持など、森林の持つ環境保全効果に対する期
待はますます大きくなっています。
このようなことから、長持ちする良質な木造
住宅のストックを増やすことは、これまで以上
に大きな政策課題となっており、木造住宅の長
寿命化に関するパンフレットを配布するなど普
及啓発に努めています。
また、一般建築物の建設や解体等に係る廃棄
物の発生の抑制とリサイクルの推進も重要な課
題となっています。
県では、公共施設での長寿命化仕様の検討や
公営住宅等でのスケルトン・インフィルの概念
の導入を図るとともに、民間施設への普及啓発
を行っています。

（６）容器包装廃棄物 ＜資源循環推進課＞
① 容器包装リサイクル法について
容器包装廃棄物は、家庭から排出されるごみ
の重量で約２割、容積で約５～６割を占めてお
り、減量化と資源の有効利用が課題となってい
ます。
このため使用済製品の再商品化を図り、循環
型社会の構築を進める「容器包装に係る分別収
集及び商品化の促進等に関する法律（容器包装
リサイクル法）」が平成１２年４月から完全施行
され、県内各市町においても、ペットボトル、
ガラスびん、プラスチック容器包装等の資源と
しての分別収集が積極的に実施されています。

② 容器包装廃棄物の分別収集の状況
「容器包装リサイクル法」に基づき、県内全

市町は分別収集計画を策定しており、また市町
で分別収集を行う品目は、徐々に増えてきてい
ます。ここ数年の回収率は、約２５～３７％で推移
しています。（表５）
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なお、令和４年８月には、令和５年４月を始
期とする「第１０期石川県分別収集促進計画」を
策定し、分別収集対象品目や排出見込み量等を
県民や事業者に示し、取組を推進しています。

（７）廃自動車、廃二輪車、廃家電、廃パソコン等
＜資源循環推進課＞

① 廃自動車のリサイクルについて
「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自
動車リサイクル法）」では、自動車メーカーや
輸入業者に対して使用済自動車のフロン類、エ
アバッグ及びシュレッダーダストの３品目のリ
サイクル（フロン類は破壊）を義務付けていま
す。また、リサイクルに必要な経費は、「リサ
イクル料金」として、自動車の所有者が負担す
ることになっています。
平成１７年１月１日以降、最終所有者から新た

に引き渡された自動車が「自動車リサイクル法」
の対象となり、使用済自動車の引取業やフロン
類の回収業を行うには、県知事（又は金沢市長。
以下「県知事等」という。）の登録が必要とな
り、また、部品取りを行う解体業や破砕業を行
うには、県知事等の許可が必要となりました。
県知事登録及び許可の状況（令和７年３月３１日

現在）は以下のとおりとなっています。
・引取業者：５１１事業者（３３８事業所）
・フロン類回収業者：７６事業者（５３事業所）
・解体業者：２８事業者
・破砕業者（前処理のみ）：１２事業者
県では、このリサイクル制度を適正に運用す
るため、使用済自動車が不適正に処理されるこ
とのないよう、監視・指導に努めています。

② 廃二輪車のリサイクルについて
廃二輪車の回収・適正処理による廃棄物の減
量と資源の有効活用を図るため、平成１６年１０月
１日から、事業者の自主的活動により二輪車リ
サイクルシステムが始まり、現在は国内メー
カー４社、輸入業者４社が参加して、廃二輪車
のリサイクルが行われています。
令和５年度には、全国で、１，０２５台が、引取、

リサイクルされました。

③ 家電リサイクル法について
家庭から排出される家電製品は、基本的には
市町等で粗大ごみとして処理を行ってきました
が、大型で重く、また非常に固い部品やフロン
類が含まれているため、粗大ごみ処理施設での

表５ 分別収集対象品目の排出見込み量、収集実績量及び回収率 （単位：t）

区 分
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

排出見込み量 回収率
（推計）

排出見込み量 回収率
（推計）

排出見込み量 回収率
（推計）

排出見込み量 回収率
（推計）

排出見込み量 回収率
（推計）

排出見込み量 回収率
（推計）

排出見込み量 回収率
（推計）収集実績量 収集実績量 収集実績量 収集実績量 収集実績量 収集実績量 収集実績量

ガラスびん類 ９，９０９
５９．７

１０，２１４
５６．６

１０，１２８
５５．４

１０，０３８
５４．５

８，５６５
６４．１

８，４９０
６２．９

８，４１７
６１．６

５，９１２ ５，７７８ ５，６１２ ５，４７３ ５，４８８ ５，３４０ ５，１８９

ペットボトル ３，７２７
５１．０

４，９３１
３８．３

４，８９６
４０．０

４，８５７
４０．２

３，６４５
５５．０

３，６１３
５７．１

３，５８３
５７．８

１，９００ １，８８７ １，９５８ １，９５４ ２，００４ ２，０６２ ２，０７２

そ の 他 紙 １８，０２８
２．８

１３，６４６
４．１

１３，５８５
３．９

１３，５１８
３．８

７，９５８
６．０

７，９６３
５．７

７，９１０
５．２

４９８ ５５６ ５３６ ５０９ ４８１ ４５４ ４１３

その他プラ ２１，１８６
２４．８

２５，３３３
２１．６

２５，１９６
２４．４

２５，０３２
２４．３

１７，３５３
３６．８

１７，２１２
３６．５

１７，０８０
３５．６

５，２６０ ５，４７４ ６，１４１ ６，０８１ ６，３７９ ６，２８６ ６，０８８

白色トレイ ２０８
０．０

１８４
０．０

１８３
０．０

１８２
０．０

９９
０．０

９８
０．０

９８
０．０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

スチール缶 ２，５０８
３７．７

１，８１６
５０．９

１，７９６
５３．０

１，７８０
４６．５

１，３７８
６６．６

１，３６５
６１．７

１，３５２
５６．７

９４６ ９２５ ９５２ ８２８ ９１８ ８４２ ７６６

ア ル ミ 缶 ２，３６４
５１．３

２，１２６
５６．３

２，１０４
５３．３

２，０８３
５４．２

１，９４１
６１．０

１，９２０
５９．２

１，８９９
５７．４

１，２１３ １，１９７ １，１２１ １，１２９ １，１８５ １，１３６ １，０８９

紙 パ ッ ク ３，３５４
２．５

３，８２７
２．１

３，８１２
２．１

３，７９６
２．０

１，６３７
４．９

１，５６６
５．１

１，５５５
４．８

８５ ８０ ７９ ７６ ８０ ８０ ７５

ダンボール ９，１３６
２３．１

９，８１７
２１．６

９，７３８
２２．４

９，６５５
２２．０

７，１１７
３１．５

７，０４２
３０．８

６，９６９
２９．９

２，１１４ ２，１２３ ２，１８４ ２，１２７ ２，２４３ ２，１７０ ２，０８５

計 ７０，４１９
２５．５

７１，７０８
２５．１

７１，２５６
２６．１

７０，７５８
２５．７

４９，６９３
３７．８

４９，２７０
３７．３

４９，２７０
３６．０

１７，９２６ １８，０２１ １８，５８３ １８，１７７ １８，７７８ １８，３７０ １７，７４８
※ 令和元年８月に第９期分別収集促進計画を策定したことに伴い、令和２年度以降の排出見込み量が見直されている。
※ 端数整理の結果、計が合わないことがある。

第
２
部

第
２
章

循環型社会の形成第２章

－ 34 －



処理が困難であったり、有用な資源が多くある
にもかかわらず、リサイクルされずに大部分が
埋め立てられていました。
このため、廃棄物の減量と有用な部品・素材
の再商品化を図り、循環型社会の実現に向け、
平成１３年４月１日に「特定家庭用機器再商品化
法（家電リサイクル法）」が、エアコン、テレ
ビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機の４種類を対象と
して施行（平成１６年４月１日からは電気冷凍
庫、平成２１年４月１日からは液晶式テレビ（プ
ラズマ式テレビ）及び衣類乾燥機が追加）され、
家電のリサイクルが進んでいます。
令和５年度の県内の再資源化量は、表６のと

おり約５，８９０トンとなっています。

表６ 県内の指定取引場所における引取台数
（令和５年度）

区分 台数（台） 原単位（kg） 県内排出量（t） ﾘｻｲｸﾙ率（%） 再資源化量（t）
エ ア コ ン ４０，０１５ ４０ １，６１３．８ ９３ １，５００．９
テ レ ビ ５８，０２６ １７ ９７０．４ ８３ ８０５．４
冷蔵庫・冷凍庫 ４０，９６６ ６１ ２，５０４．７ ８１ ２，０２８．８
洗濯機・乾燥機 ４０，８１５ ４１ １，６７２．２ ９３ １，５５５．２

計 １７９，８２２ ６，７６１．１ ５，８９０．２

④ 廃パソコンのリサイクルについて
家庭からの廃パソコンについては、平成１５年

１０月１日から、「資源の有効な利用の促進に関
する法律（資源有効利用促進法）」に基づき、
メーカーによる自主回収・リサイクルが行われ
ており、令和６年度には、全国で使用済パソコ
ン約２２万台が回収・リサイクルされました。

⑤ 小型家電リサイクル法について
デジタルカメラや携帯電話などの家電製品

（家電リサイクル法対象品目を除く）について
は、平成２５年４月１日から「使用済小型電子機
器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電
リサイクル法）」が施行され、リサイクルが行
われています。
使用済み小型家電には、鉄、アルミ、銅、貴
金属、レアメタルといった有用な金属が含まれ
る一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあ
るため、適正な処理が必要です。
しかし、鉄などの一部の金属を除いて、その

大半が回収されず埋め立てられる場合や違法な
不用品回収業者を通じて国内外で不適正な処分
が行われているものもありました。
このため、小型家電リサイクル法では、市町
で回収した小型家電を国の認定を受けたリサイ
クル事業者（認定事業者）が金属の種類やプラ
スチックごとに破砕・選別し、金属製錬事業者
が金属資源として再生し、また、この過程で有
害物質もしっかり処理されます。消費者から回
収された小型家電は、リサイクルされ、再び製
品として還ってきます。
認定事業者は、全国で６０社（令和７年１月末

日現在）であり、そのうち本県を収集エリアに
含むのは１１社となっています。
県では、市町に対し、取り組みやすい分別方
法の助言など、小型家電リサイクルの促進に努
めています。

第３節 適正な処分

１ 廃棄物の最終処分量と最終処分場の現状
＜資源循環推進課＞

（１）最終処分量
県内の産業廃棄物の令和５年度の最終処分量
は９４千トンで、令和４年度の１２５千トンに比べ
て増加しました。９４千トンのうち３４千トンが自
社で最終処分場を有する電気業（火力発電所）
から排出されたものであり、これを除けば６０千
トンとなっています。（図８）

図８ 産業廃棄物の最終処分量の推移

一般廃棄物の最終処分量については、近年、
減少傾向を示しており、令和５年度は約４５千ト
ンとなっています。（図９）
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図９ 一般廃棄物の最終処分量の推移

（２）残余年数
令和５年度末における県内の産業廃棄物最終
処分場の残余年数は、管理型処分場で約１０年、
安定型処分場で約２３年となっています。（図１０）
また、市町等の一般廃棄物最終処分場の残余
年数は県全体で約３８年（令和５年度末現在）と
なっています。市町等では、計画的に整備を行
い、引き続き、最終処分場の残余年数を確保し
ていく必要があります。
県では、必要な処分施設が整備されるよう融
資制度を設ける等のほか、廃棄物の最終処分量
を削減するため、リサイクルを促進し、資源の
有効利用による減量化を推進しています。

２ 適正な処分の推進
＜資源循環推進課＞

（１）廃棄物処理法、ふるさと環境条例に基づく
施設の適正運用の監視・指導
県は、産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物
処理業者に対して立入検査を実施し、産業廃棄
物を「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物保
管基準及び産業廃棄物処理基準に従って適正に
処理しているか検査・指導しています。
産業廃棄物処理基準や保管基準に適合しない
産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行わ
れた場合で、県の改善指導に従わないときには、
排出事業者等に改善命令を発出しています。
産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行わ
れた場合において、生活環境の保全上支障が生
じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
には、処理業者等に措置命令を発出することと
しています。
また、産業廃棄物中間処理施設及び産業廃棄
物最終処分場に対しても、当該産業廃棄物処理
施設の維持管理基準等に適合しているかを検査
するとともに、施設からの排出水や燃え殻等を
計画的に採取し、その分析結果に基づいて維持
管理基準等の遵守を指導しています。
このほか、「廃棄物処理法」及び「ふるさと
環境条例」に基づいて届出された建設系廃棄物
保管場所の状況を把握し、建設系廃棄物の過剰
保管等の未然防止に努めています。

図１０ 石川県の産業廃棄物最終処分場の残余年数の推移
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（２）ふるさと環境条例、石川県廃棄物適正処理
指導要綱による適正な施設整備の指導等
県では、産業廃棄物処理業者等（以下、「処
理業者等」という）が「廃棄物処理法」に基づ
く許可が必要な施設（焼却炉や最終処分場等）
を新たに設ける場合や構造や規模の変更を行う
場合には、あらかじめ、「ふるさと環境条例」に
基づく環境アセスメントの手続きや県が定める
「指導要綱」に基づく事前審査を受けるよう指
導しています。
処理業者等は、事業の内容を記載した事業計
画書のほか、その事業が生活環境にどのような
影響を及ぼすかを調査、予測及び評価した生活
環境影響調査報告書を知事に提出するととも
に、事業が行われる地域の周辺における説明会
の開催、住民意見の聴取、市町等との生活環境
の保全に関する協定の締結などを通じて、地元
の理解を得ることに努めるよう指導していま
す。

（３）環境保全・産業廃棄物処理施設整備に対す
る融資
「廃棄物処理法」の改正による産業廃棄物処
理施設の維持管理基準等の強化に伴い、最終処
分場と焼却施設の施設整備費が高額になってい
ます。県では、施設整備の意欲があっても資金
調達が困難な事業者に対し、平成１３年度から最
終処分場（上限５億円）と焼却施設（上限１億
円）を対象とした融資制度を運用しています。

３ PCB廃棄物及びPCB使用製品の早期処理
の推進 ＜資源循環推進課＞
国は、平成１３年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に関する特別措置法
（PCB特措法）」を施行しました。この PCB特
措法では、PCB廃棄物を保管している事業者（保
管事業者）及び PCB使用製品を所有している
事業者（所有事業者）は、処分期間までに適正
に処分することなどが義務付けられています。
（令和７年３月現在、３７６事業場）
県では、県内における PCB廃棄物等の確実
かつ適正な処理を推進するため、平成１８年３月

に処分量の見込、搬入の方針、適正処理のため
の保管事業者、所有事業者及び処理業者等の役
割を定めた「石川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物
処理計画」を策定しました。（令和２年３月一
部変更）
高濃度 PCB廃棄物については、処分期間は
終了しています。
低濃度 PCB廃棄物については、国が認定し
た「低濃度 PCB廃棄物無害化処理認定施設」等
で処理が行われています。

※PCB（ポリ塩化ビフェニル）
PCBは主に油状の物質で、難燃性、電気絶
縁性が高いなどの性質により、トランス（変
圧器）、コンデンサー（蓄電器）、蛍光灯の安
定器などの電気機器の絶縁油、ノンカーボン
紙などの様々な用途で利用されてきました
が、その有害性により昭和４７年以降製造が行
われていません。
PCBによる中毒症状としては、目やに、爪
や口腔粘膜の色素沈着から始まり、ついで、
挫瘡様皮疹（塩素ニキビ）、爪の変形、まぶ
たや関節のはれなどが報告されています。

PCB特措法の概要
（１）目的
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等
について必要な規制等を行うとともに、ポリ
塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な
体制を速やかに整備することにより、その確
実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健
康の保護及び生活環境の保全を図る。
（２）処分期間（石川県の場合）
①高濃度 PCB廃棄物（処分期間終了）
②低濃度 PCB廃棄物

：令和９年３月３１日まで
（３）事業者による主な届出
①保管事業者
ア．保管及び処分の状況等を毎年６月３０

日までに都道府県知事等に届出
イ．処分を終了した場合は、２０日以内に
都道府県知事等に届出
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（４）主な罰則
①届出、報告義務違反
②処分期間までの処分に係る改善命令違反
③譲渡・譲受制限違反

４ 災害廃棄物対策
＜資源循環推進課＞

県では、地震や水害の発生により生ずる災害
廃棄物等の処理に関する県としての基本方針を
定めた「石川県災害廃棄物処理指針」を平成１８
年３月に策定しました。この指針は、能登半島
地震（H１９．３）においても広く活用されまし
た。
また、環境省では、平成１０年に阪神淡路大震
災での災害を基にした「震災廃棄物対策指針」
について、東日本大震災による経験や知見を踏
まえ、津波により生ずる災害廃棄物などを新た
に対象とし、「災害廃棄物対策指針」として平
成２６年３月に改定しています。
県では、この国の指針改定を踏まえ、津波対
策にも万全を期するため、平成２８年３月に「石
川県災害廃棄物処理指針」を改訂しました。
平成３０年度からは、県内における災害廃棄物
の適正かつ円滑・迅速な処理を図るため、市町
や一部事務組合を対象にした「災害廃棄物セミ
ナー」を開催しています。
令和２年度には、全１９市町で災害廃棄物処理

計画の策定が完了しました。令和４年８月の加
賀地方を中心とした大雨により発生した災害廃
棄物の処理にあたり、被災市町ではこの計画が
活用されるとともに、実地訓練を兼ねて市町職
員の参加による仮置場の運営支援を行っていま
す。
令和６年能登半島地震や令和６年奥能登豪雨

により発生した災害廃棄物の処理について、「石
川県災害廃棄物処理実行計画」を令和６年２月
に策定し、令和７年度末の処理完了を目標とし
ています。

５ 海岸漂着物（漂着木造船を含む）
＜資源循環推進課＞

日本海沿岸では、毎年、冬季になると北西の
季節風により、対岸諸国のものと思われるポリ
タンクやプラスチック容器などのごみが大量に
漂着しています。
また、近年は、朝鮮半島からのものと思われ
る木造船等が相次いで漂着しています。
これらの海岸漂着物については、原因者が判
明している場合には、その原因者に適正な処分
を求めることになりますが、原因者が不明の場
合には、海岸漂着物は廃棄物ということにな
り、沿岸各市町がやむを得ず一般ごみと併せて
処分してきました。
平成２１年７月には「美しく豊かな自然を保護

するための海岸における良好な景観及び環境の
保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関す
る法律（海岸漂着物処理推進法）」が成立し、
海岸漂着物の円滑な処理や発生の抑制を図るた
め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務
など海岸漂着物対策を推進するために必要な理
念（総合的な海岸の環境保全及び再生、責任の
明確化と円滑な処理の推進、海岸漂着物等の発
生の効果的な抑制、海洋環境の保全、多様な主
体の適切な役割分担と連携の確保、国際協力の
推進）が定められました。
海岸漂着物処理推進法では、国は、海岸漂着

物対策を推進するための財政措置を講ずること
とされており、平成２２年度以降、市町と連携の
うえ地域グリーンニューディール基金（平成２２
～２４年度）や、国の補助金（平成２５年度～現在）
を活用した海岸漂着物の処理等に取り組んでい
ます。
平成２９年度からは海上保安庁が朝鮮半島から
のものと思料されると確認した木造船等につい
ては、地方負担実質ゼロに国の補助制度が拡充
されており、同制度を活用し、円滑な処理に取
り組んでいます。
令和２年度からは、漁業者等と連携した漂
流・海底ごみの回収・処理、令和３年度から
は、ボランティア清掃への補助にも取り組んで
います。
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第４節 不適正処理の防止

県内の産業廃棄物の不法投棄、野外焼却、不
適正保管などの不適正処理件数は、平成２１年度
をピークに減少し、令和６年度は９２件となって
おり、このうち新規判明件数は２３件でした。な
お、不法投棄の新規判明件数は、５件でした。
（図１１）

１ 処理体制の確保
＜資源循環推進課＞

産業廃棄物の適正処理に係る講習会等の実施
産業廃棄物を適正に処理するためには、処理
業者だけではなく排出事業者においても法制度
や廃棄物処理に関する正確な知識が不可欠で
す。
このため県では、毎年、排出事業者、処理業
者を対象とした産業廃棄物適正処理推進講習会
を開催し、普及に努めています。
令和６年度は、以下の講習会を開催しまし
た。
・「情報開示に関するセミナー」
・「産業廃棄物適正処理推進講習会」
・「電子マニフェスト操作体験セミナー」
・「エコアクション２１取得支援セミナー」

２ 不適正処理の防止
＜資源循環推進課＞

（１）産業廃棄物監視機動班による監視・指導の
強化
県では、産業廃棄物の適正処理及び県民の生
活環境の保全に資するため、県内４保健福祉セ
ンターに産業廃棄物監視機動班（職員１、非常
勤１（警察OB））を配置しています。
産業廃棄物監視機動班は、産業廃棄物の不適
正処理事案の早期発見・早期対応を主な業務と
しており、不適正処理の防止や原状回復に係る
指導を行っています。
また、産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物
処理業者への立入検査を実施し、産業廃棄物中
間処理施設や産業廃棄物最終処分場の維持管理
に関する指導を行っています。
その際には、施設からの排出水や燃え殻等を
採取し、分析結果に基づいて基準の遵守を指導
しています。
このほか、産業廃棄物処理に係る苦情対応及
び現地調査・指導を実施しています。

表７ 産業廃棄物監視機動班監視指導件数
（令和６年度、金沢市を除く）

区分 立入事業場数 立入検査のべ件数
排出事業者 ２８４ ６８５
処理業者 １１７ １５８
計 ４０１ ８４３

図１１ 県内の産業廃棄物の不適正処理件数
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（２）市町職員に対する産業廃棄物に係る立入検
査権限の付与
産業廃棄物の不適正処理の早期発見、早期対
応を図るために、平成１５年度から、市町から推
薦のあった市町職員に対し、産業廃棄物に係る
立入検査権限を付与しています。
令和７年度は、１１市町合計２０名に対し新たに

併任発令を行い、県職員への併任職員の合計
は、１８市町８９名となりました。
併任職員には資質向上を図るため、産業廃棄

物適正処理に係る資料を配布しました。

併任職員辞令交付式

（３）不適正処理に係る環境修復のための仕組み
産業廃棄物に関しては、「廃棄物処理法」の

改正や条例の制定により規制が強化されてきま
したが、規制強化前に不適正処理された建設系
廃棄物が放置されたままになっている事案があ
ります。
こうした事案は、今すぐに生活環境保全上の
影響が生じるものではなく、法に基づく行政代
執行による除去は難しく、一方で景観を損ねて
いる場合があります。このため、平成１８年度に
（一社）石川県産業廃棄物協会（現：（一社）石
川県産業資源循環協会）に「環境修復基金」を
創設し、県から、基金の造成に対して補助を行
いました。この基金を活用し、平成１９年度はか
ほく市内において、平成２０年度は能美市内にお
いて、令和３年度は加賀市内において不適正処
理された産業廃棄物を除去しました。

３ ふるさと環境条例による規制の強化等
＜資源循環推進課＞

県では、「廃棄物処理法」に基づき、廃棄物
の適正処理の徹底を図っていますが、平成１６年
に制定された「ふるさと環境条例」では、同法
を補完し、適正処理を推進するために、排出事
業者や土地所有者等の責務の履行を規定してい
ます。

（１）産業廃棄物の保管に関する規制の強化
① 建設系廃棄物の保管場所の届出
県では、建設系廃棄物を排出事業場以外で保
管する場所が２００m２以上となる場合には、保管
に関する計画等の事前の届出を義務づけていま
す。また、平成２３年４月１日の廃棄物処理法の
改正により、建設系廃棄物の事業場外保管場所
が３００m２以上になる場合は、同様に事前の届出
が義務付けられています。

② 搬入の停止命令
県では、産業廃棄物若しくはその疑いのある
物（「産業廃棄物等」という。）の保管又は処分
が行われている土地への産業廃棄物等の搬入が
継続されることにより、適正な処理の確保が困
難になると認めるときは当該保管又は処分をし
た者に対し、当該土地への産業廃棄物等の搬入
の停止命令を行います。
この命令に違反した場合は、１年以下の拘禁
刑又は５０万円以下の罰金が科せられます。

（２）元請業者や土地所有者の責任強化
① 建設資材廃棄物の適正処理
県では、建設工事の発注者に対し、廃棄物の
適正な処理費用の負担、元請事業者に対し、廃
棄物の適正な処理の確保のため、下請事業者に
対する指導監督に努めるよう義務付けています。

② 事業者による処理委託時の確認
県では、排出事業者に対し、処理委託先の処
理業者の処理能力を実地に確認すること及び契
約期間中の処理状況を定期的に確認するよう義
務付けています。
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また、排出事業者は委託先で不適正な処理が
なされていることを知ったときは、速やかに搬
出停止などの措置を講ずるとともに、不適正処
理の状況について、速やかに知事に報告する必
要があります。

③ 土地の適正な管理
土地の所有者等は、その土地が産業廃棄物の
不適正な処理に利用されないよう、日頃から使
用状況を確認する等適正な管理に努める必要が
あります。
また、土地所有者等は、その土地で不適正な
処理が行われたことを知ったときには、速やか
な知事への報告を義務付けられており、柵を設
置するなど再発防止の措置を講ずるよう努める
必要もあります。

（３）指定有害副産物（硫酸ピッチ）に関する規
制の強化
県では、学術研究や検査若しくは試験を目的
とする場合や、生成又は保管に関する行為が「廃
棄物処理法」、「地方税法」、「消防法」などの関
係法令に違反せず、適正処理するために要する
費用が留保されている場合を除き、硫酸ピッチ
の生成、保管を禁止しています。
生成、保管の禁止に違反した場合には、県は

生成を行っている者に対しては生成の中止命
令、保管を行っている者に対しては撤去等の命
令を行います。
これらの命令に違反した場合は、２年以下の

拘禁刑又は１００万円以下の罰金が科せられま
す。
なお、金沢市では、県とほぼ同様の条項を「金

沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条
例」に追加し、平成１７年４月１日から施行して
います。

※硫酸ピッチ
硫酸ピッチとは、不正軽油の製造過程で排

出される油分と硫酸との混合物で、腐食性、
毒性が強く、放置すると人体に有害な亜硫酸
ガスが発生し、周辺地域の生活環境に悪影響

を与えます。
県では、相次いで硫酸ピッチの不法投棄が

発生したことから、硫酸ピッチを指定有害副
産物（県民の平穏な生活の確保に重大な支障
を生じ、又はそのおそれがある物）として指
定し、規制の強化を図っています。

（４）廃棄物再資源化施設の立地促進
県では、「石川県環境総合計画」に示してい
る循環型社会の形成を推進するため、市町及び
事業者団体による産業廃棄物のリサイクル関連
施設立地を目的とした施設整備計画の策定に対
する支援を行い、再資源化施設の立地促進を図
っています。
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第１節 地域の特性に応じた自然環境と生物多
様性の保全

第１ 自然公園の適切な保護管理

石川県は、本州中央の日本海側に位置し、総
延長約５８２kmにおよぶ長い海岸地域から、高
山帯を有する標高２，７０２mの白山まで、多様な
自然環境に恵まれています。また、対馬海流の

影響を受ける比較的温暖な気候と多雪により、
狭い面積（４，１８６km２）ながら、南北両系の生
物や分布の限界域にある生物が多く見られるな
ど、豊かな自然環境と生物多様性に富んだ県と
言えます。
このような自然を適切に保全し、持続的に利
用していくには、地域の特性に応じた保護や管
理を行っていく必要があります。
自然は限りある資源であり、適切な保全と持

第３章 自然と人との共生

第３章では、私たちの生活の基盤であり、県民共有の貴重な財産である自然環境の保全や自然に配
慮した行動をとることができる人の育成など、自然と人との共生に関することについてまとめていま
す。

現状と課題
本県は、日本海から高山植物が生育する白山まで、多様性に富んだ豊かな自然環境に恵まれており、

これらの自然は将来世代に引き継ぐべき貴重な財産です。
しかしながら、開発や里山の荒廃などによる希少な動植物の生息地や個体数の減少、生物多様性の
低下、野生鳥獣や外来種による農林水産業や人身被害の増大など、自然と人とのよりよい関係を維持
していくうえで解決すべき課題が多くあります。
また、自然に対する関心と理解を深めるため、子どもをはじめ県民の自然とのふれあいの機会を増
やすことも重要な課題です。

表１ 石川県自然環境保全地域一覧 （令和７年３月末現在）

地 域 名 面 積
（ha）

特 別 地 区
普 通
地 区
（ha）

主 要 保 護 対 象 所 在
市町名

土 地
所有者

指
定
年
月
日

野生動植物
保護地区
（ha）

そ の 他
（ha）

杉 ノ 水 １９０．２ － ８６．７ １０３．５ トチノキ－サワグルミ林、ブナ林と動物相 加賀市 県有地 昭
和
５１・１０・８

うつ ろ

打 呂 ５．０ ５．０ － － ヒノキアスナロ（アテ）の天然林 珠洲市 〃

菊 水 ６．０ － － ６．０ 低山地に残されたブナ自然林 金沢市 〃

犀 川 源 流 ８１１．５ － ８１１．５ － ブナ林、ダケカンバ林と豊かな動物相 金沢市 国有林
５３・３・３１

唐 島 １．０ － － １．０ タブノキ、ヤブツバキの天然林 七尾市 民有地
かな が そ

観 音 下 ２．０ － － ２．０ 標高７０～１５０mにわたるスダジイ林 小松市 〃

鈴 ケ 岳 ３４．８ － ３４．８ － 樹齢の高いブナの天然林 小松市 〃
５５・１０・２８

計（７地域） １，０５０．５ ５．０ ９３３．０ １１２．５
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続的な有効利用を図っていく必要があります。
そのため県では、優れた自然環境や自然景観

をもつ地域、貴重な動植物や地形地質が分布す
る地域などを保護していくため、自然環境保全
地域、自然公園を指定しています。

１ 自然環境保全地域の指定と適切な保護管理
の推進 ＜自然環境課＞
県自然環境保全地域は、天然林や動植物等が
良好な状態を維持している地域等、県土の優れ
た自然環境を県民共有の財産として保護し、将
来に継承することを目的として「石川県自然環
境保全条例（現ふるさと環境条例）」に基づき
指定したものです。本県における指定地域は、

表２ 自然環境保全地域と自然公園の指定面
積と県土面積に占める構成比

（上段：ha、下段：％）

県 土 面 積 県自然環境
保 全 地 域 自 然 公 園

石川県 ４１８，６２０ １，０５１
（０．３％）

５２，５６４
（１２．６％）

全 国 ３７，７９７，５６８ ７７，５１７
（０．２％）

５，５７８，５２７
（１４．８％）

（令和７年３月末現在）

打打呂呂自自然然環環境境保保全全地地域域

能能登登半半島島国国定定公公園園

唐唐島島自自然然環環境境保保全全地地域域

能能登登半半島島国国定定公公園園 碁碁石石ヶヶ峰峰県県立立自自然然公公園園

医医王王山山県県立立自自然然公公園園
国国立立公公園園
国国定定公公園園
県県立立自自然然公公園園
県県自自然然環環境境保保全全地地域域

菊菊水水自自然然環環境境保保全全地地域域

犀犀川川源源流流自自然然環環境境保保全全地地域域越越前前加加賀賀海海岸岸国国定定公公園園

観観音音下下
自自然然環環境境保保全全地地域域

獅獅子子吼吼・・手手取取県県立立自自然然公公園園

白白山山一一里里野野県県立立自自然然公公園園杉杉ノノ水水
自自然然環環境境保保全全地地域域

鈴鈴ヶヶ岳岳
自自然然環環境境保保全全地地域域 白白山山国国立立公公園園

山山中中・・大大日日山山県県立立自自然然公公園園

図１ 自然環境保全地域と自然公園の指定現況図
（令和７年３月末現在）
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表１及び図１のとおりです。
なお、指定地域内では、木竹の伐採や工作物
の設置等の行為が規制され、知事の許可を得な
ければ行うことができません。

２ 自然公園の指定と適切な保護管理の推進
＜自然環境課＞

自然公園とは、自然の美しい景観地を保護し
つつ、野外レクリエーションや休養、自然教育
の場として利用するとともに生物の多様性の確
保に寄与することを目的に、「自然公園法」及
び「県立自然公園条例（現ふるさと環境条例）」
に基づき指定する公園で、本県における自然公
園は、表３及び図１のとおりです。

（１）指定地域の現況調査
国土が狭く、古くから人々が生活を営んでき
た我が国では、自然公園の指定地域は、公有地
だけでなく、私有地も多く含まれることが普通
であり、設置者がその権原を必ずしも有してい
ないことが、都市公園などとの大きな違いです。
自然公園の優れた風致景観を保護するため、
公園内における一定の行為については、「自然
公園法」又は「ふるさと環境条例」の規定によ
る許可又は届出が必要です。過去６ヵ年の許可
等の処理状況は表４のとおりです。
県では、環境省（自然保護官）や市町、また、

自然公園指導員等とも連携し、公園区域の現況
を把握するための調査を実施しています。

表３ 石川県自然公園一覧 （令和７年３月末現在）

公 園 名 指定年月日
（最終変更）

面積（ha）
（石川県分） 関係県 関係市町 興 味 地 点

白 山
国 立 公 園

昭和３７．１１．１２
（平成２４．５．７）

４９，９００
（２５，７３５）

富山
石川
福井
岐阜

白山市 白山白峰、噴泉塔群、
蛇谷峡谷

能 登 半 島
国 定 公 園

昭和４３．５．１
（昭和５７．１．１２）

９，６７２
（８，６６７）

富山
石川

七尾市、輪島市、珠洲市
羽咋市、志賀町、穴水町
宝達志水町、中能登町
能登町

千里浜海岸、能登金剛、
猿山岬、西保海岸、
曽々木海岸、禄剛崎、
九十九湾、穴水湾、七尾湾、
七尾城跡、石動山、別所岳

越前加賀海岸
国 定 公 園

昭和４３．５．１
（平成２４．３．２７）

９，７９４
（１，７８６）

石川
福井 加賀市 片野海岸、鴨池、加佐ノ岬、

尼御前岬、柴山潟、鹿島の森
山中・大日山
県立自然公園 昭和４２．１０．１ ２，５７６ 石川 小松市、加賀市 鶴仙渓、古九谷窯跡、

大日山
獅子吼・手取
県立自然公園

昭和４２．１０．１
（昭和６０．５．２８） ６，４１０ 石川 金沢市、小松市、

白山市
獅子吼高原、鳥越高原、
手取峡谷

碁 石 ヶ 峰
県立自然公園 昭和４５．６．１ ２，５８６ 石川 羽咋市、中能登町 碁石ヶ峰、親王塚

白 山 一 里 野
県立自然公園

昭和４８．９．１
（平成２．４．１７） １，８６４ 石川 白山市 一里野

医 王 山
県立自然公園 平成８．３．２９ ２，９４０ 石川 金沢市 奥医王山、白兀山、大沼、

トンビ岩、三蛇ヶ滝
自然公園面積合計（石川県分） ５２，５６４

表４ 自然公園区域内許可・届出状況
（単位：件）

区分 許 可 届 出 協 議 そ の 他
公園別 年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

白 山 国 立 公 園 ２９ ３６ ３７ ２３ ６ １ １ ０ ０ １ ０ ０ １１ １０ １３ ３ ０ ０ ３ ４ ８ １０ １０ ４

能登半島国定公園 ２７ ３７ ４４ ４３ ３５ ３４ ２ ７ ４ ３ ８ ２０ １ １ １ ０ ０ ６ ０ １ ５ ３ ０ １
越 前 加 賀 海 岸
国 定 公 園 １７ １２ １４ １３ １３ １３ ３ ０ ２ ３ ２ １ ４ ２ ４ ５ ２ ３ ０ ０ １ ０ １ ０

県 立 自 然 公 園 ３ ３ ４ ２ ５ １ ５ ２ ３ ４ １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ １ ０ ０

計 ７６ ８８ ９９ ８１ ５９ ４９ １１ ９ ９ １１ １１ ２２ １７ １３ １８ ８ ２ ９ ３ ５ １７ １４ １１ ５
（注）協議─国の機関等の協議 その他─公園事業の執行承認等
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（２）自然公園の公園計画見直し
自然公園の適正な保護と利用を図るため、設
置者は公園計画を策定し、それに基づき、特別
地域などにおける規制や、歩道、野営場などの
利用施設の整備を行うことになっています。
国立、国定及び県立自然公園の各公園計画に
ついては、環境省と県が、概ね５年ごとに見直
しをしており、最近では石川県と福井県の申し
出により、環境省が平成２４年３月２７日に越前加
賀海岸国定公園の区域及び公園計画の変更をし
ました。これにより、石川県側では、加賀市内
の陸域面積が７０ha、加賀海岸の海域面積が８８３
ha、新たに公園区域に追加されることとなりま
した。今後とも、同公園の特徴である海岸線を
はじめとした景観の保全や利用の促進に、いっ
そう努めていきたいと考えています。

（３）公有地化した自然景観地の適切な保護管理
県では、自然公園内の優れた自然地域の保全
を図るため、特別保護地区、第１種特別地域、
公園施設敷を対象に、昭和４１年度から公有地化
を進めてきました。
その状況は、表５のとおりです。

（４）自然公園施設の適正な利用と管理の推進
県民が自然とふれあい、心身のリフレッシュ
を図る場として、自然公園の役割はますます重
要なものになっています。
県では、自然公園の健全で快適な利用のた
め、各種施設の整備を進めるとともに、それら
の施設を活用した自然体験プログラムを提供す
るなど、利用マナーの向上や自然保護に関する
普及啓発を推進しています。
白山では、平成９年度から宿泊施設である白

表５ 自然公園区域内市町別公有地状況（令和７年３月末現在）
（単位：ha）

共有地（A） 県有地（B） （A）＋（B）＝
（C） 合計 公園面積（D） 割合％

（C）／（D）

白 山 地 区 白 山 市 － １，３０８ １，３０８ ２５，７３５ ５．１

能 登 地 区 珠 洲 市 １０ ２２ ３２ １，１４２ ２．８

輪 島 市 ３８ － ３８ ２，３９８ １．６

羽 咋 市 ３６ － ３６ ８８９ ４．０

宝 達 志 水 町 ２１ － ２１ ８２ ２５．６

志 賀 町 ４２ － ４２ ６９６ ６．０

七 尾 市 － ６ ６ ２，３４０ ０．３

能 登 町 ４ － ４ ４４０ ０．９

小 計 １５１ ２８ １７９ ７，９８７ ２．２

加 賀 地 区 加 賀 市 １３ １９ ３２ １，７８６ １．８

金 沢 地 区 金 沢 市 １０５ １３１ ２３６ ２，９４０ ８．０

合 計 ２６９ １，４８６ １，７５５ ３８，４４８ ４．６
（注１）公園区域に含まれていても、公有地のない市町は省いてあります。
（注２）記載面積は、全て公簿面積です。

表６ 自然公園利用者数（石川県分）
（単位：千人）

公 園 名 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
白 山 国 立 公 園 ３６８ ３５１ ３７３ ３３０ ３０８ ７７ ２０９ １３９ ２５８
能 登 半 島 国 定 公 園 ４，８３７ ４，４０８ ４，３４０ ４，３２１ ４，４５３ ２，５９９ ２，０５９ ２，９１２ ３，４２３
越前加賀海岸国定公園 ５４５ ５２８ ５０２ ４８８ ４７３ ２１７ １５２ ２３０ ２９５
県 立 自 然 公 園 ８４７ ６８４ ７４８ ７９２ ７０１ ４２８ ４８５ ６３２ ６０６
合 計 ６，５９７ ５，９７１ ５，９６３ ５，９３１ ５，９３５ ３，３２１ ２，９０５ ３，９１３ ４，５８２

資料：環境省「自然公園等利用者数調」
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山室堂と南竜山荘に予約制を導入した結果、混
雑が緩和されました。また、利用者の快適性と
安全性を確保するため、白山警察署や石川県白
山登山交通対策協議会が主体となり、夏と秋の
登山シーズン中の週末に、マイカー等の一般車
両を市ノ瀬で止める交通規制を実施していま
す。
なお、ここ９年間の自然公園利用者数は、表

６のとおりです。

（５）自然公園指導員や自然解説員の活動の推進
国立及び国定公園には、環境省が自然公園指
導員３３名を、国定及び県立自然公園には、県が
国定公園等巡視員１４名をそれぞれ配置していま
す。これらの指導員や巡視員は、地元関係市町
とも連携をとりながら、自然公園の風致景観の
保護管理や公園利用者に対する指導などの業務
を行っています。
また、県では、石川県自然解説員研究会（昭
和５８年に県主催の自然解説員養成講座修了生が
設立）が実施する、白山での自然解説活動や利
用を指導、県内各地での自然観察会などの活動
を支援しています。

（６）ビジターセンターの活用とネットワークの
充実
自然公園等を訪れる利用者に、展示や映像、

パンフレットなどで情報を提供する施設とし
て、ビジターセンターが設けられています。白
山国立公園には「市ノ瀬ビジターセンター」や
「中宮展示館（中宮温泉ビジターセンター）」が、
能登半島国定公園には「のと海洋ふれあいセン
ター」が、医王山県立自然公園や夕日寺健民自
然園にもそれぞれビジターセンターが設けられ
ています。
県では、これらの施設を「いしかわ自然学校」
の拠点施設として位置づけ、連携を図りなが
ら、自然観察会やガイドウォークなどのプログ
ラムを実施しています。

３ 特筆すべき自然の保護
（１）天然記念物等の自然を対象とした文化財の
指定と管理 ＜文化財課＞
県教育委員会では、「石川県文化財保護条例」
に基づき、県の重要な文化財を指定していま
す。自然を対象とした文化財のうち、本県のす
ぐれた国土美として欠くことのできないもので
あって、風致景観の優秀なもの、名所的あるい
は学術的価値の高いものを県指定名勝として、
また、学術上貴重で本県の自然を記念する動植
物及び地質鉱物等を、県指定天然記念物とし
て、適切な保護・管理を図っています。
県文化財指定により、現状変更等の行為には
規制が行われ、減少や衰退等がみられるものに
ついては回復のための対策がとられています。
また、定期的に文化財パトロールを実施し、適
切な保護・管理が行われるように努めていま
す。
これまでの自然を対象とした県指定件数は、
名勝１件、天然記念物４９件、天然記念物及び名
勝２件となっています。

（２）巨樹や地域のシンボルとなる自然景観等の
保全 ＜自然環境課＞
巨樹は、それを見る人々に畏敬の念を抱かせ
るだけでなく、巨樹そのものが生物の生育・生
息地となるなど、貴重な自然の資産です。
県内には、樹種別で日本一の大きさを誇る「太

田の大トチ」や「こもちカツラ」（ともに白山
市白峰）など、数多くの巨樹があり、その多く
は天然記念物に指定され、保全されています。
また、滝や渓流、海岸、奇岩、自然林などの
自然景観は、地域のシンボルとして保全してい
く必要があります。

第２ 里山里海の保全・利用

石川県では、変化に富んだ海岸線から高山帯
を有する白山にいたるまで、多様な環境に多様
な生きものが見られます。中でも、県土の約６
割を占める里山は、人の暮らしと深く関わる里
海とともに身近な自然として存在し、持続可能
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な利用を通してその豊かな環境が保たれ、本県
独自の文化や伝統工芸など、多くの恵みをもた
らしてきました。
県では、このような里山里海を保全すること
が本県の生物多様性を確保するために何よりも
大切と考え、平成２３年３月、里山里海の利用保
全を中心に据えた「石川県生物多様性戦略ビ
ジョン」を策定しました。この戦略ビジョンは、
石川県になじみの深い鳥「トキ」をシンボルと
して「トキが羽ばたくいしかわの実現」を目指
すもので、県では次の７つの重点戦略のもとに
施策を展開しています。
【７つの重点戦略】
① 里山里海における新たな価値の創造
② 多様な主体の参画による新しい里山づくり
③ 森・里・川・海の連環に配慮した生態系の
保全

④ 多様な人材の育成・ネットワークの推進
⑤ 積極的な種の保存と適切な野生生物の保護
管理

⑥ 生物多様性の恵みに関する理解の浸透
⑦ 国際的な情報の共有と発信

（１）里山里海の利用保全
県では、平成２０年７月、自然環境の保全再生、

農林水産業の振興、景観の保全など関係する６
つの部局（環境部・企画振興部・商工労働部・
観光交流局・農林水産部・土木部）からなる「里
山利用・保全プロジェクトチーム」を設置し、
里山里海の利用保全に取り組み、平成２３年度か
らは、環境部内に「里山創成室」を設置し、幅
広い分野にわたる生物多様性戦略ビジョンの着
実な実行を目指して、部局横断での施策をより
一層推進してきました。
平成２６年度からは、「いしかわ里山創成ファ

ンド」により芽を出した新たな生業（なりわい）
の着実な成長や世界農業遺産を活用した農産物
のブランド化等を一層推進するため、里山創成
室を農林水産部へ移管し、中山間地域振興室と
ともに再編して、新たに里山振興室を設置しま
した。

（２）里山里海における新たな価値の創造
里山里海の保全には、「人が利用する」とい
う里山本来のあり方を取り戻すことが大切で
す。そのためには、これまで見逃されていた地
域の資源に「新しい価値」を見出し、活用して
いくことが必要です。

① 世界農業遺産（GIAHS）認定の活用の推進
＜里山振興室＞

世界農業遺産（GIAHS）とは、農業の近代
化の中で失われつつあるその土地の環境を活か
した農業・農法や生物多様性が守られた土地利
用、農村文化・農村景観などが一体となって維
持・継承されている地域を認定し、次世代へ継
承する国連食糧農業機関（FAO）のプロジェク
トです。
平成２３年６月、本県の「能登の里山里海」が

新潟県佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」
とともに、日本初、先進国でも初めて、世界農
業遺産に認定されました。
この認定は、自然と共生した農林水産業の営
み、長い歴史の中で育まれた文化・祭礼、優れ
た里山景観など、能登は地域に根ざした多様な
資源が集約された地域であり、その総合力が世
界的に高く評価されたものです。
県では、関係者が一丸となって世界農業遺産
の認定を活用した元気な里山づくりを推進する
ために、認定後直ちに、関係市町・団体ととも
に「世界農業遺産活用実行委員会」を設立しま
した。
令和６年度は、「能登の里山里海」を次世代
に継承していくため、今後の地域の発展を担う
人材の育成の強化や、他の国内認定地域と連携
した、首都圏等における情報発信の強化などに
取り組みました。
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② 里山里海の資源を活用した生業の創出
＜里山振興室＞

県では、平成２３年５月、地元金融機関の協力
を得て、基金総額５３億円の「いしかわ里山創成
ファンド」を創設しました。
このファンドでは、元気な里山里海地域の創
成を図るため、基金の運用益等を活用して、里
山里海の資源を活用した生業（なりわい）の創
出をはじめ、里山里海地域の振興、多様な主体
の参画による里山保全活動の推進、里山里海の
恵みの大切さについての普及啓発等を行ってき
ました。
こうした取組をさらに後押しするため、平成

２８年度は、名称を「いしかわ里山振興ファンド」
に改めるととともに、基金総額を１２０億円に拡
充しました。
さらに令和３年度には基金総額を１８０億円に

拡充しています。
令和６年度の公募事業では、里山里海の地域
資源を活用した生業の創出３５件、チャレンジ精
神旺盛な「生業の担い手」参入支援３件、里山
里海地域の振興に資する取組２０件、スローツー
リズムの推進３件を採択しました。

③ 景観総合条例による里山景観の保全
＜都市計画課＞

平成２０年７月、これまでの「石川県景観条
例」、「石川県屋外広告物条例」を一本化した「い
しかわ景観総合条例」が公布され、平成２１年１
月に施行しました。
この条例により、本県の多彩で魅力ある景観
資源を県民共通の財産として継承していくとと
もに、新たな景観を創出し、石川の魅力を更に
高めるため、景観施策を総合的かつ強力に推進
することとしています。
里山景観等の保全再生は、「いしかわ景観総
合条例」の重要な施策の一つであり、里山での
暮らしを通して形づくられてきた美しい景観
は、能登の里山里海が世界農業遺産に認定され
るにあたっても高く評価されています。なかで
も、代表的な里山・里海景観を有する地区とし
て、これまでに能登町「春蘭の里」、珠洲市「奥

のと里海 日置」、羽咋市「神子原」の３地区
を「景観形成重点地区」に指定しています。

④ エコツーリズムの推進
＜観光戦略課＞

エコツーリズムとは、自然環境の保全と文化
を活かした地域振興を両立させ、環境教育にも
資する観光・旅行形態のことを言い、本県では、
地域の事業者やNPO法人等により、能登島の
ダイビングやイルカウォッチング、白山のブナ
林散策などのエコツアーが実施されています。

（３）多様な主体の参画による里山里海づくり
人の生活と密接に関わってきた里山里海の保
全には、地域住民だけでなく多様な主体の参画
を得て、里山里海の持続的な利用を通して環境
を維持することが重要です。

① いしかわ版里山づくり ISO制度の普及推進
＜里山振興室＞

より多くの県民の里山里海づくり活動への参
加を促すため、平成２２年度に「いしかわ版里山
づくり ISO」制度を創設しました。これは、企
業やNPO、学校などの団体が行う里山里海づ
くり活動を県が認証し、情報の提供や発信、地
域と団体とのマッチングなど、さまざまな支援
を行っていくものです。
令和６年度末現在、３４７の企業・団体・学校
の取り組みを認証しています。この制度を通し
て、より一層、里山里海の利用保全活動の輪を
広げたいと考えています。

② 地域や民間団体による森林・里山保全活動
等の推進と支援

＜森林管理課＞
県では、平成１９年度から導入された「いしか
わ森林環境税」を活用し、地域や学校、企業、
NPOなどがボランティアで自主的に行う森づ
くり活動、里山保全活動を支援しています。令
和６年度は「森づくりボランティア推進事業費
補助金」として１６団体に助成しました。
また、チェンソーや安全管理の講習会等への
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専門的な知識をもった指導者の派遣や、森林の
多様な働きや林業の現状についての理解を深め
てもらえるよう、様々な体験活動や交流活動も
行っています。
近年、社会貢献活動の一環として「企業の森
づくり」活動が広がりをみせており、平成１９年
度から県が活動フィールドを紹介し、森林環境
保全に積極的な企業の環境・社会貢献活動を応
援する「企業の森づくり推進事業」をスタート
させ、令和６年度末現在、６６団体（７０地区）の
企業等と協定を締結し、各地で植樹等の活動を
展開しています。
R６新規協定締結：３団体

③ 森林・里山保全活動指導者の養成
＜森林管理課＞

民間団体が主催する森林・里山保全活動を安
全に楽しく実施していくためには、里山や森林
に関する知識と作業・安全管理のノウハウを有
する指導者が欠かせません。
県では、森林ボランティア活動の指導的役割
を担う「フォレストサポーター」の養成研修も
実施しており、養成研修修了生は、令和６年度
末までに４２０名となっています。

④ 里山のパートナーづくり推進事業
＜里山振興室＞

「能登の里山里海」の世界農業遺産認定を契
機に、県では、企業や都市住民等の多様な主体
に対して、里山づくりへの関心を高め、里山地
域との交流を深めることにより、里山地域との
連携や協働を促す「里山のパートナー」づくり
を進めています。
平成２２年度から実施している、いしかわ農村

ボランティア活動は、中山間地域の過疎、高齢
化等で人手不足の集落に都市住民のボランティ
アを派遣し、耕作放棄地の農地への復旧や農
道・水路等の維持保全、自然景観や伝統文化の
継承に取り組み、農村の活性化を図っていま
す。令和６年度は、１７地区で３９回の活動を行い、
延べ３４０人のボランティアが参加して、荒れた
棚田の草刈り、再生した農地での作物の植え付

けや収穫、景観作物の植付け等の活動を行いま
した。

⑤ いしかわ里山ポイント制度
＜里山振興室＞

県では平成２４年度、いしかわ版里山づくり
ISO認証団体や県、市町等が主催する「草刈り」
「植樹」などの里山保全活動について、ボラン
ティアとして参加する方々に県産農産物等と交
換できる里山ポイントを交付し、保全活動への
県民の自主的な参加を促す「里山ポイント制度」
を創設しました。
里山ポイントは認定した活動の参加者に交付
され、ポイントを集めて里山チケットに交換す
ることによって、農産物直売所や地産地消の店
舗で利用できる仕組みとしています。
R６実績：活動回数２５０回、１３，２２４ポイント

⑥ SATOYAMAイニシアティブ推進ネット
ワーク ＜自然環境課＞
生物多様性の保全は世界的な課題であり、平
成２２年に愛知県で開催された生物多様性条約第
１０回締約国会議（COP１０）では、里山に代表され
る人の営みによって形成・維持されてきた二次
的な自然環境における生物多様性の保全とその
持続可能な利用の両立を図る「SATOYAMAイ
ニシアティブ」を推進することが採択されまし
た。また、その国際的な推進組織（SATOYAMA
イニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI））
が創設され、本県も参画しています。
さらに、社会・経済環境を同じくする日本国
内においても、里山里海の保全・利用に取り組
む多様な主体のネットワークをより一層強固に
し、取組を全国的に推進していきたいとの思い
から、平成２５年９月、「SATOYAMAイニシア
ティブ推進ネットワーク」を設立し、石川・福
井両県知事が共同代表に就任しました。
（参加団体 １１９団体 令和７年４月現在）
本ネットワークでは、「SATOYAMAイニシ

アティブ」の理念を踏まえつつ、企業、NPO、
研究機関、行政など、国内における多様な主体
が、その垣根を越え、様々な連携・交流・情報
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交換等を図るためのプラットホームを構築し、
里山等地域の保全や利用の取組を国民的取組へ
と展開することを目指しています。
本県としても、ネットワークの活動を通し
て、国内における SATOYAMAイニシアティ
ブの推進に貢献するとともに、本県の元気な里
山里海づくりの発信や取組の更なる深化を図っ
ています。

（４）森・里・川・海の連環に配慮した生態系の
保全
森や里山と海は互いに密接に関連しているた
め、適切な物質循環や生きものの生息環境の連
続性の確保、生態系ネットワークの再生等を念
頭に置き、各生態系の保全を行う必要がありま
す。

① 森林環境税の活用による森林整備
＜森林管理課＞

林業の採算性の悪化や山村の過疎化などによ
り荒廃した人工林の公益的機能を守るため、県
では、平成１９年度に、県民や企業の理解のもと、
「いしかわ森林環境税」を創設しました。通常
の２倍にあたる４０％以上の本数を一度に間引き
し、林内に光を入れて下草や広葉樹の育成を促
すもので、多様な生態系の確保にもつながるも
のです。これにより、鳥や昆虫の個体数が増え
るといった効果も確認されています。
平成３０年度までの１２年間で水源地域等の手入
れ不足人工林約２万１千ヘクタールの整備を実
施しました。
令和元年度以降、手入れ不足人工林の整備
は、平成３１年４月から導入された森林経営管理
制度のもと、市町により進められています。な
お、山地災害の発生や水源かん養機能の低下に
つながる放置竹林の除去、野生獣の出没抑制に
向けた里山林の整備については、引き続き「い
しかわ森林環境税」で取り組むとともに、手入
れ不足人工林の発生を未然に防ぐため、木材需
要を一層拡大するための県産材利用促進策に取
り組んでいます。
また、税の一部を活用し、森林の役割等につ
いての県民の理解を深め、県民全体で森林を支
えていく県民参加の森づくりを推進していま
す。
令和６年度は、子供達や地域住民、NPO等
による森林ボランティア活動の推進、都市と山
村の交流活動の促進や、里山林など身近な森林
の保全活動の推進などの観点から事業を展開
し、多くの県民の参加をいただきました。
令和７年度も、引き続き森林の持つ役割の重
要性や県民参加の森づくりの必要性に対する理
解を深める取り組みを実施することとしていま
す。

（５）多様な人材の育成・ネットワークの推進
多様な主体が参画する里山づくりの推進にお
いては、一般県民の参加による里山づくり活動
に対する指導者や、里山里海地域と都市住民や
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NPO団体、企業等を結びつける人材が不可欠
です。

森林・里山保全活動指導者の養成【再掲】
＜森林管理課＞

民間団体が主催する森林・里山保全活動を安
全に楽しく実施していくためには、里山や森林
に関する知識と作業・安全管理のノウハウを有
する指導者が欠かせません。
県では、森林ボランティア活動の指導的役割
を担う「フォレストサポーター」の養成研修も
実施しており、養成研修修了生は、令和６年度
末までに４２０名となっています。

第２節 種の保存の推進

里山里海の利用保全の推進による生態系保全
に加え、種の保存の取組や外来生物対策を積極
的に推進する必要があります。（野生鳥獣の保
護管理については、第３節を参照ください。）

① 希少野生動植物の生息状況等の把握
＜自然環境課＞

近年、人間活動や開発等の影響で、身近な動
植物の姿が見られなくなったり、絶滅の危機に
ある生物種が増えてきていることが明らかにな
っています。
県では絶滅のおそれのある野生生物の種をリ
ストアップした「石川県の絶滅のおそれのある
野生生物－いしかわレッドデータブック－」を
平成１２年に作成し、広く県民に野生生物の保護
を呼びかけています。
その後、生物の生息・生育状況の変化に対応
するため、定期的に改訂を行っており、令和元
年度には、第３版を発行しました。（表７）
このほか、平成２２年度からは、県指定希少野
生動植物種の生息状況等を把握するため、石川
県希少種保全推進員によるモニタリング調査に
取り組んでいます。

② 希少野生動植物の保全対策
＜自然環境課＞

県では、「ふるさと環境条例」に希少種保護
の規定を盛り込みました。この規定に基づき、
県指定希少野生動植物種として指定することに
より、その種の捕獲、採取、殺傷、損傷は原則
禁止となり、捕獲等の抑制ができるようになり
ました。
平成１７年に第１次指定として４種、平成１８年
に第２次指定５種、平成１９年に第３次指定６
種、平成２４年に第４次指定５種の指定を行い、
令和４年には新たに第５次指定として１種の追
加指定を行いました。これにより県指定希少野
生動植物種は合計で２１種となりました。（表８）
第５次指定で新たに指定されたカザグルマ

は、県内では絶滅したとされていましたが、平
成３０年に再発見されました。加賀地方の極めて
限られた地域にわずかに生育が確認されてお
り、採集圧による個体数の減少が危惧されま
す。
また、これらの中から必要性、緊急性の高い
種として、イカリモンハンミョウ、オキナグサ、
サドクルマユリの３種については、平成２２年度
から保護増殖事業に取り組み、地域や市町、大
学等の専門家と連携した取組を推進していま
す。
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表７ 「いしかわレッドデータブック２０２０」の掲載種数

分類群 絶滅
（ａ）

絶滅危惧（ｂ）
準絶滅危惧
（ｃ）

（ａ）～（ｃ）
計 情報不足 合 計 地域個体群絶滅危惧

Ⅰ類
絶滅危惧
Ⅱ類 小計

植物 １０ ２５９ ２０２ ４６１ １７６ ６４７ ７３ ７２０ ２
哺乳類 ２ ７ ７ １４ ８ ２４ ０ ２４ ０
鳥類 １ １６ ２０ ３６ ２９ ６６ ５ ７１ ４

両生爬虫類 ０ ２ １ ３ ４ ７ ０ ７ １
淡水魚類 ０ ２ ６ ８ ５ １３ １ １４ ２
昆虫類 ２ ５６ ６７ １２３ １０８ ２３３ ２９ ２６２ ３

浅海域の生物 ０ ０ ２ ２ ９ １１ ７ １８ １７
貝類 ０ ６ １４ ２０ ３２ ５２ １５ ６７ ０

その他の動物 ０ １ １ ２ ５ ７ ４ １１ ０
動物計 ５ ９０ １１８ ２０８ ２００ ４１３ ６１ ４７４ ２７
合 計 １５ ３４９ ３２０ ６６９ ３７６ １０６０ １３４ １１９４ ２９

表８ 石川県指定希少野生動植物種
種 名 備 考

第１次指定 トミヨ（魚類）、イカリモンハンミョウ（昆虫類）、シャープゲンゴロウモドキ（昆虫
類）、ウミミドリ（植物） 平成１７年５月１日施行

第２次指定 チュウヒ（鳥類）、ホトケドジョウ（魚類）、マルコガタノゲンゴロウ（昆虫類）、オ
キナグサ（植物）、エチゼンダイモンジソウ（植物） 平成１８年５月１日施行

第３次指定 コアジサシ（鳥類）、イソコモリグモ（クモ類）、サドクルマユリ（植物）、トキソウ
（植物）、サギソウ（植物）、イソスミレ（植物） 平成１９年１１月１日施行

第４次指定 ホクリクサンショウウオ（両生類）、センダイハギ（植物）、ヒメヒゴタイ（植物）、
トウカイコモウセンゴケ（植物）、イシモチソウ（植物） 平成２４年５月１日施行

第５次指定 カザグルマ（植物） 令和４年５月１日施行
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県指定希少野生動植物種（２１種）

チュウヒ（タカ科） コアジサシ（カモメ科） トミヨ（トゲウオ科） ホトケドジョウ
（ドジョウ科）

イカリモンハンミョウ
（ハンミョウ科）

シャープゲンゴロウモドキ
（ゲンゴロウ科）

マルコガタノゲンゴロウ
（ゲンゴロウ科）

イソコモリグモ
（コモリグモ科）

ホクリクサンショウウオ
（サンショウウオ科）

ウミミドリ（サクラソウ科）オキナグサ（キンポウゲ科）エチゼンダイモンジソウ
（ユキノシタ科）

サドクルマユリ（ユリ科） トキソウ（ラン科） サギソウ（ラン科） イソスミレ（スミレ科）

センダイハギ（マメ科） ヒメヒゴタイ（キク科） トウカイコモウセンゴケ
（モウセンゴケ科）

イシモチソウ
（モウセンゴケ科）

カザグルマ（キンポウゲ科）
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③ トキの種の保存の推進
＜自然環境課＞

ア トキ保護の歩み
我が国のトキは明治以降減少の一途をたど

り、昭和５６年に、野生のトキは姿を消しました。
石川県は本州最後のトキの生息地として、トキ
に大変ゆかりの深い県で、江戸時代初期からト
キ生息の記録があり、能登半島では昭和３６年ま
でトキの繁殖が確認されています。しかし昭和
４５年１月に、本州最後のトキ「能里（ノリ）」
を穴水町で捕獲し、人工繁殖のため佐渡へ送
り、本州からトキがいなくなりました。
国は、佐渡島において日本の野生のトキの繁
殖を試みましたが、残念ながら成功しませんで
した。しかし、平成１１年に中国からつがいのト
キが贈呈され、人工繁殖に成功して以降、飼育
下におけるトキの数は順調に増加し、平成１９年
には１００羽を超えました。
平成２０年には、佐渡市において、野生に戻る

訓練を受けた１０羽のトキが放鳥されました。日
本の空にトキが羽ばたくのは２７年ぶりのことで
した。これ以降、令和６年度までに計３１回、５２１
羽が放鳥されています。
平成２４年度には、野生下で初めて、放鳥され

たトキのヒナが誕生し、無事に巣立ちを迎えま
した。野生下でヒナが誕生したのは昭和５１年以
来３６年ぶりとなりました。
平成２６年には、環境省が定めた目標である佐
渡での６０羽のトキの定着を１年前倒しで達成
し、また、平成２８年には昭和４９年以来４２年ぶり
となる、野生下で誕生したトキ同士のペアから
生まれたヒナの巣立ちも確認され、野生での定
着に向けて着実に前進しています。

イ 分散飼育の実施
平成１５年度、国は鳥インフルエンザなどの感

染症によるトキの再絶滅を防ぐこと等を目的
に、分散飼育の方針を打ち出しました。
これを受け、石川県ではいち早く同年度にト
キ分散飼育の受け入れを表明しました。以来、
恩賜上野動物園、多摩動物公園等の専門家の指
導を得ながら、いしかわ動物園においてトキの

近縁種であるクロトキ、シロトキ、ホオアカト
キの飼育に取り組み、人工繁殖に成功するなど、
トキ類の飼育繁殖の実績を積み重ねてきました。
平成２０年度には、県内外の有識者からなる石

川県トキ分散飼育受入検討会で、飼育繁殖施設
や運営管理のあり方等について取りまとめた
「石川県トキ保護増殖事業基本計画」を策定し、
これらの活動が評価され、平成２０年１２月、国は
石川県をトキ分散飼育実施地として決定しまし
た（出雲市、長岡市も同時）。
平成２１年度には、繁殖ケージ等の施設の整備
や、飼育員の佐渡での技術研修等の受入準備を
進め、平成２２年１月８日、いしかわ動物園に２
つがい４羽のトキが移送されました。「能里」が
穴水町で捕獲され佐渡に送られた日から、ちょ
うど４０年ぶりの里帰りとなりました。その後、
トキの飼育・繁殖は順調に進み、同年４月２５日
に、初めてのヒナがふ化したのを皮切りに、２
組のペアから次々とヒナが誕生し、６～７月に
かけて合計８羽のヒナが無事巣立ちを迎えまし
た。平成２３年１月には、トキ繁殖ケージのテン
対策工事と、トキを飼育するためのトキ飼育
ケージの整備を行い、飼育・繁殖に万全を期し
ています。
平成２３年度には、新たに親鳥にヒナの子育て
を託す自然育すうに取り組み、平成２４年度には、
さらにふ化から親鳥に任せる自然ふ化にも取り
組み、無事に成功しました。これは、自然ふ化
や自然育すうで育ったトキの方が人工的に育っ
たトキよりも、放鳥後につがいになりやすく、
繁殖の可能性も高くなることが判明したことを
受けて、取り組んでいるものです。
以降、平成２５年度と平成２９年度に、それぞれ

いしかわ動物園で分散飼育中のトキ

第
２
部

第
３
章

自然と人との共生第３章

－ 54 －



１組の繁殖ペアを受け入れ、飼育繁殖に取り組
んでいます。
令和６年度までに、９２羽が繁殖し、うち９１羽
を佐渡に返還するなど、国の保護増殖事業に貢
献してきているところです。
こうした中、平成２８年１１月１９日に、佐渡以外
では初めての公開展示施設となる「トキ里山館」
をオープンしました。「トキ里山館」はエサ場
となる湿地や棚田状の地形などトキが棲む里山
を再現したほか、学習展示コーナーを併設し、
観察と学習を一体的に行うことができる施設と
なっています。

ウ トキを育む環境づくりの推進
トキが生息するためには、ドジョウなどエサ
となる生物が豊富な水田やため池、ねぐらとな
る健全な森林が必要です。トキが棲みやすい環
境について県民一人ひとりの意識を高め、今
後、石川県で野生のトキが定着することを目指
して、県では、トキを育む環境づくりを推進し
ています。令和５年度から、子どもたちがトキ
について学び、身近な環境保全に向けて行動す
るきっかけづくりとして、「トキ舞ういしかわ
アクションシート」を配布するとともに、「ト
キこども検定」を実施しています。その他、県
内小学校を対象としたトキ出前講座を実施して
います。
今後も、トキを通じて里山の利用保全を推進
するなど、人と自然の共生の取組を進めていき
たいと考えています。

トキ里山館（平成２８年１１月オープン）

エ 能登地域でのトキ放鳥の実現に向けた取組
令和３年７月、国はトキの自然状態での安定
的な存続を図るため、「トキ野生復帰ロードマ

ップ２０２５」において、本州におけるトキの定着
に向けた行程を示し、翌年５月にトキの放鳥候
補地の公募を開始しました。
公募の開始を受け、県、能登の４市５町及び
関係団体で「能登地域トキ放鳥受入推進協議会」
を設置し、能登地域を放鳥候補地として申請し
た結果、同年８月に同地域が放鳥候補地に選定
されたことが公表されました。
令和５年３月には能登地域での放鳥までに必
要となる取組内容をまとめた「能登地域トキ放
鳥推進ロードマップ」を策定し、トキの餌場確
保に向けた生息環境の整備やトキとの共生に向
けた社会環境整備などの取組を推進してきまし
た。
こうした取組が国から高く評価され、令和７
年２月に令和８年度上半期中を目処とした能登
地域でのトキ放鳥が決定しました。

④ ライチョウの種の保存の推進
＜自然環境課＞

ア ライチョウの保護増殖に向けた体制整備
国の特別天然記念物であり国内希少野生動植
物種にも指定されているライチョウは、わが国
の文献にはじめて登場する場所が白山であるこ
ともあり、本県にゆかりの深い鳥です。そのラ
イチョウが、平成２１年６月に白山での生息が確
認されました。
全国的なライチョウの個体数は、最近２０数年

間で約３，０００羽から約１，７００羽に減少したとさ
れ、高山地域に生息しているライチョウは、今
後も地球温暖化等による気温の上昇が進めば、
将来的に絶滅する可能性がある種といえます。
県では、ライチョウの種の保存に向けて、恩
賜上野動物園や富山市ファミリーパークから近
縁亜種であるノルウェー産のスバールバルライ
チョウをいしかわ動物園に受け入れ、飼育・繁
殖技術の習得に取り組みはじめ、その拠点施設
として、平成２３年４月に「ライチョウの峰」を
オープンさせ、この取組を県民に広く公開して
います。

イ ライチョウの飼育・繁殖の取組
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県ではこれまで、将来的なライチョウの種の
保存を視野に、近縁亜種のスバールバルライ
チョウによる飼育・繁殖技術の習得に努めてき
ました。平成２９年度には、いしかわ動物園が全
国で４施設目となるライチョウの飼育施設に選
定され、これまで人工繁殖や自然繁殖に成功し
てきました。

ウ ライチョウの公開展示について
平成３１年３月１５日から、いしかわ動物園を含

む全国５か所の飼育施設において、ライチョウ
の公開展示を開始することとなりました。
いしかわ動物園では「ライチョウの峰」を改
修し、近縁亜種のスバールバルライチョウとの
比較展示を行う施設として、観覧のみならず、
ライチョウの生態や特徴などを映像も交え、わ
かりやすく紹介するほか、触れて学べる体験型
の展示を設けました。なお、令和７年７月に飼
育していた最後のスバールバルライチョウが死
亡したことから、現在はライチョウのみを展示
しています。

エ 白山のライチョウ
白山は、かつてのライチョウの生息地であり、

平成２１年６月のライチョウの再確認は、大きな
ニュースとなって県民に明るい話題を提供しま
した（のちの調査で平成２０年にライチョウが確
認されていたことが判明）。確認されたライチョ
ウは、メスの１羽だけでしたが、白山の自然の
豊かさを象徴しています。今後も県では、環境
省と連携し、ライチョウの目撃情報の把握に努
めてまいります。

白山のライチョウ（平成２７年８月２４日撮影、環
境省中部地方環境事務所）

⑤ 外来種対策
＜自然環境課・水産課＞

外来種とは、もともとその地域にいなかった
もので、人間活動によって他地域から入ってき
た生物のことを指します。
外来種が引き起こす悪影響としては、地域固
有の在来種が捕食されたり、近縁の在来種と交
雑し雑種を作ったりするといった地域固有の生
態系への影響のほか、農林水産物の食害、畑を
踏み荒らすことなどの農林水産業への影響、人
の生命・身体への影響などがあります。
国では、「特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律（外来生物法）」に
基づき生態系等に被害を及ぼす動植物１６２種類
（令和７年３月末現在）を特定外来生物として
指定し、飼育や栽培、運搬、譲渡、野外へ放つ
こと等を規制しています。
このうち、県内にはオオクチバスなどの魚類
も含めアライグマ、ウシガエルといった動物や
オオキンケイギク、アレチウリなどの植物の生
息・生育が確認されています。
県では、「ふるさと環境条例」で、生態系に
悪影響を及ぼす外来種については、野外への放
出を禁止しています。また、外来種問題につい
ては、県民の理解と協力が欠かせないことか
ら、アライグマ防除・啓発リーフレットの作成
や県のホームページ等を通じて「外来種を入れ
ない、捨てない、拡げない」という原則の普及
啓発の推進や情報発信に努めています。

第３節 野生鳥獣の保護管理の推進

１ 野生鳥獣の保護管理の推進
＜自然環境課＞

（１）鳥獣保護管理事業計画
鳥獣保護管理事業計画とは、「鳥獣の保護及
び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣
保護管理法）」第４条に基づき、県知事が策定
する鳥獣保護管理行政の基本計画で、鳥獣の捕
獲などを規制する地域や捕獲許可に関する規
定、鳥獣保護管理事業の普及啓発活動などにつ
いて定めています。
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令和４年３月に「第１３次鳥獣保護管理事業計
画」を策定しました。

（２）鳥獣保護区
野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素
であり、人間の豊かな生活環境を形成するため
にも不可欠な存在です。
こうした野生鳥獣の持っている様々な特性が
近年の自然保護思想の高まりの中で認識され、
その保護への関心が高まっています。
県では、鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保
護区の指定を行っています。鳥獣保護区に指定
されると、区域内における狩猟による鳥獣の捕
獲が禁止されます。
その指定面積は、４４，３６６ha（令和７年３月末

現在）で、県土面積４１８，６０５ha の１０．５％となっ
ており、全国平均（９．４％）を上回っています。
鳥獣保護区の指定区分には、森林鳥獣生息

地、大規模生息地、集団渡来地、集団繁殖地、
希少鳥獣生息地、生息地回廊、身近な鳥獣生息
地の７種類があり、県内では現在４３ヵ所が指定
されています。（表９、表１０、図２、表１１）

（３）特定鳥獣管理計画
ア 特定鳥獣管理計画の策定
特定鳥獣管理計画とは、人と野生鳥獣との共
生を図るとともに、長期的な観点から野生鳥獣
の個体群の管理を図ることを目的として、県知
事が必要と判断した場合に策定する任意計画で
す。
近年、野生鳥獣が増加し、農林業被害や生活
環境被害などの問題が発生しており、特に、イ

ノシシについては繁殖力が強く、急激な個体数
の増加が懸念されています。平成１０年度に加賀
市で確認された農作物被害は、平成１８年度には
金沢以南の地域に拡大し、平成２２年度には珠洲
市でも初めて確認され、その後も能登半島全域
で被害が拡大し、深刻な問題となっています。
木の実の凶作年に発生するツキノワグマ（以下
クマ）の大量出没や、小松市から白山麓にかけ
ての山間部植林地におけるクマによるスギの皮
剥ぎ被害、白山麓などにおけるニホンザル（以
下サル）による農作物被害なども大きな問題と
なっています。
また、ニホンジカについても、本県への侵入
と生息域の拡大がみられ、今後の増加が懸念さ
れています。
これらのことから、県では、クマ、サル、イ
ノシシ、ニホンジカの管理計画を順次策定し、
管理目標に基づく適切な個体数管理や鳥獣の生
息環境の整備、鳥獣による被害の防除等に取り
組んでいます。（表１２）

イ モニタリング調査等
クマについては、県民からの通報による目

撃、痕跡調査を継続して実施しています。
このほか、ニホンジカについても、白山市や
加賀市などで子連れの群れが目撃されるなど、
石川県内での繁殖分布の拡大が懸念されている
ため、平成２４年度以降継続して糞塊密度調査等
による生息状況調査を実施しています。今後
も、調査を継続して、その動向を注意深く見守
っていきます。

表９ 鳥獣保護区等の指定状況の推移

区 分
昭和４５年度 昭和６０年度 令和６年度

箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha）

鳥 獣 保 護 区 ２９ ２７，４１７ ４７ ４９，０９６ ４３ ４４，３６６

狩猟鳥獣（イノシシ・ニホン
ジカを除く）捕獲禁止区域 ８ １０，５４２

特定猟具使用禁止区域 ８ ６，１６８ ３６ １８，０２４ ６７ ２３，５１０

休 猟 区 ３７ ３９，９０２ ２５ ４１，６９３ １ １，６７３
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表１０ 鳥獣保護区指定区分別状況 （令和７年３月末現在）

指定区分別
国指定鳥獣保護区 県指定鳥獣保護区 合 計

箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha）

森林鳥獣生息地の保護区 － － ２４ １２，９２３ ２４ １２，９２３

大規模生息地の保護区 １ ２５，９５８ － － １ ２５，９５８

集 団 渡 来 地 の 保 護 区 １ １０ ８ ３，４６３ ９ ３，４７３

集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 １ ２４ ２ ２９２ ３ ３１６

希少鳥獣生息地の保護区 － － － － － －

生 息 地 回 廊 の 保 護 区 － － － － － －

身近な鳥獣生息地の保護区 － － ６ １，６９６ ６ １，６９６

合 計 ３ ２５，９９２ ４０ １８，３７４ ４３ ４４，３６６

表１１ 鳥獣保護区の指定面積と
県土面積に占める構成比
（北陸３県）

（上段：ha、下段：％）

県 土 面 積 鳥獣保護区

石川県 ４１８，６２０ ４４，３６６
（１０．５％）

富山県 ４２４，７５４ １０７，４８２
（２５．３％）

福井県 ４１９，０５９ ３２，７８３
（７．８％）

県土面積：国土交通省HPより
図２ 鳥獣保護区と指定等現況図（令和７年３月末現在）

第
２
部

第
３
章

自然と人との共生第３章

－ 58 －



２ 野生鳥獣による農林業被害等の防止
野生鳥獣による農林業被害は、イノシシによ
る農作物被害が約７割を占めており、被害地域
では、生産意欲の減退が問題となっています。
こうした状況を踏まえ、電気柵などの防護柵
の設置により被害を防ぐ「防護」と、捕獲檻な
どによる有害鳥獣の「捕獲」、耕作放棄地や竹
林の整備などの「環境管理」に一体的に取り組
む必要があります。

（１）被害実態の把握
＜里山振興室＞

野生鳥獣による農林業の被害実態について、
市町等を通じて把握に努めており、本県におけ
る令和６年度の被害面積は約６４ha、被害金額は
約６５百万円（うちイノシシによる農作物被害は

約４９ha、４５百万円）となっています。

（２）被害防止
＜里山振興室＞

鳥獣被害防止対策協議会への支援
野生鳥獣による農作物の鳥獣被害を防止する
には、それぞれの地域が実情にあわせた対策を
実施することが重要であることから、平成２０年
度に、市町や生産者等から構成される各地域の
鳥獣被害防止対策協議会の活動に対する国の助
成制度が設けられました。
この国の助成は、「鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法
律（鳥獣被害防止特別措置法）」に基づき市町
が策定する鳥獣被害防止計画の内容に応じたも
のになることから、県では、各地域協議会が国

表１２ 特定鳥獣保護管理計画の策定状況
計画名 策定年度 計画期間 主な（変更）内容

クマ 石川県特定鳥獣保護管理計画 H１３年度 H１４～H１８ ・年間総捕獲数を推定生息数の１０％以内とする
・保護地域、干渉地域、排除地域に区分し保護管理など

第２期石川県ツキノワグマ保護管理計画 H１８年度 H１９～H２３ ・保護管理を行う区域を七尾市以南に拡大
第２期石川県ツキノワグマ保護管理計画
（変更） H２２年度 H１９～H２４ ・年間総捕獲数を推定生息数の１２％に引き上げ

・計画期間の１年延長など
第３期石川県ツキノワグマ保護管理計画 H２４年度 H２５～H２９ ・捕獲上限頭数を９６頭とする
第３期石川県ツキノワグマ保護管理計画
（変更） H２６年度 H２６～H２９ ・計画対象を県全域に拡大

第１期石川県ツキノワグマ管理計画 H２７年度 H２７～H２９ ・ツキノワグマを第二種特定鳥獣として計画策定
第２期石川県ツキノワグマ管理計画 H２９年度 H３０～R３ ・捕獲上限頭数を１２６頭とする
第３期石川県ツキノワグマ管理計画 Ｒ３年度 Ｒ４～Ｒ８ ・捕獲上限頭数を通常年１８０頭、大量出没年２５０頭とする

サル 石川県特定鳥獣保護管理計画 H１３年度 H１４～H１８ ・群れごとに加害レベルに応じた保護管理。１年を通じ
て集落の農地周辺を主な行動範囲とする集落依存型の
群れは除去など

第２期石川県ニホンザル保護管理計画 H１８年度 H１９～H２３
第３期石川県ニホンザル保護管理計画 H２３年度 H２４～H２８
第１期石川県ニホンザル管理計画 H２７年度 H２７～H２８ ・サルを第二種特定鳥獣として計画策定
第２期石川県ニホンザル管理計画 H２９年度 H２９～R３ ・群れごとに加害レベルに応じた保護管理
第３期石川県ニホンザル管理計画 Ｒ３年度 Ｒ４～Ｒ８ ・群れの生息地に応じて排除群を設定

イノシシ 第１期石川県イノシシ保護管理計画 H２１年度 H２１～H２３ ・狩猟期間の延長やイノシシに限って狩猟ができる特例
休猟区の設置など第２期石川県イノシシ保護管理計画 H２３年度 H２４～H２８

第１期石川県イノシシ管理計画 H２７年度 H２７～H２８ ・イノシシを第二種特定鳥獣として計画策定
第２期石川県イノシシ管理計画 H２９年度 H２９～R３ ・個体数及び農作物被害額を平成２８年度末の８割以下にする
第３期石川県イノシシ管理計画 Ｒ３年度 Ｒ４～Ｒ８ ・個体数及び農作物被害額を被害が急増する前のＨ２４年

度水準以下にする
ニホンジカ 第１期石川県ニホンジカ保護管理計画 H２４年度 H２５～H２９ ・狩猟期間の延長やニホンジカに限って狩猟ができる特

例休猟区の設置など
第１期ニホンジカ管理計画 H２７年度 H２７～H２９ ・ニホンジカを第二種特定鳥獣として計画策定
第２期石川県ニホンジカ管理計画 H２９年度 H３０～R３ ・指定管理鳥獣捕獲等事業について記載
第３期石川県ニホンジカ管理計画 Ｒ３年度 Ｒ４～Ｒ８ ・生息密度が過剰な地域において、生息密度を３～５／

km２以下で管理する
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からの助成を受けやすくなるよう、計画の策定
を支援するなど、被害防止対策に努めています。

（３）有害鳥獣捕獲許可
＜自然環境課＞

鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系
に係る被害を防止する目的で「鳥獣の捕獲等又
は鳥類の卵の採取等」をする場合、環境大臣又
は都道府県知事あるいは市町長（市町長に権限
が移譲されている鳥獣に限る）の許可を受けな
ければならないこととなっています。
令和６年度の有害鳥獣捕獲許可による鳥獣の
捕獲数は、表１３のとおりとなっています。

表１３ 有害鳥獣捕獲実績（令和７年３月末現在）
A．鳥類 （単位：羽）
捕獲数計 カラス カルガモ ドバト キジバト
２，３０６ １，８０９ ７ ４３１ ５９

B．獣類 （単位：頭）
捕獲数計 ニホンジカ イノシシ タヌキ ハクビシン アライグマ ニホンザル
５，４７０ １８ ５，１７６ ２８ １５３ ０ ３９

アナグマ イタチ
２９ ２７

C．鳥類の卵 （単位：個）
採取数計 カラス トビ
７６４ ７６４ ０

３ 狩猟の適正化 ＜自然環境課＞
狩猟とは、法律で定められた猟具を用いて狩
猟対象となる鳥獣を、狩猟期間中（本県の場合
は毎年１１月１５日から翌年２月１５日まで、イノシ
シ及びニホンジカは１１月１日から翌年３月３１日
まで）に捕獲することをいいます。狩猟するた
めには、都道府県知事が実施する試験を受け、
狩猟免許を取得する必要があります。令和６年
度は、狩猟免許試験を４回、狩猟免許更新講習
会を１０回実施しました。その内訳は表１４のとお
りです。
また、狩猟者登録証の交付状況は表１５のとお
りです。

表１４ 令和６年度狩猟免許試験等の実施状況

免許の区分 免 許 試 験
合 格 者 免許更新者 免状交付件数

網 猟 １３ ６４
わ な 猟 ９７ ５４８
第一種銃猟 ３７ ２６７
第二種銃猟 ０ ９

計 １４７ ８８８ ２，６２９

表１５ 令和６年度狩猟者登録証交付状況
（令和７年３月３１日現在）

区 分 県 内 者 県 外 者 計

網 猟 ５５ ０ ５５
わ な 猟 １，０３９ １ １，０４０
第一種銃猟 ４２５ ４１ ４６６
第二種銃猟 ２５ ４ ２９

計 １，５４４ ４６ １，５９０

第４節 自然とのふれあいの推進

１ 「いしかわ自然学校」の推進・充実
「いしかわ自然学校」は、本県の多彩な自然
を活かした深く楽しい自然体験を通して、自然
から学び、自然を大切に思い行動する人を育て
ることを目的に、平成１３年度に本格開校し、こ
れまでインストラクタースクールの開校やプロ
グラムの拡充などを行ってきました。言い換え
れば、「自然体験を通した環境教育」を行う事
業です。
「いしかわ自然学校」の自然体験プログラム
は、生活環境部だけでなく、教育委員会や農林
水産部・土木部・観光戦略推進部などの各部局
が横断的に実施しています。「いしかわ自然学
校」の最大の特徴は、民間団体や事業者等が連
携・協働し、県内各地で特色ある自然体験プロ
グラムを実施する広域・パートナーシップ型の
自然学校であることです。
官と民が連携する全国初のネットワーク型の
自然学校という取組が評価され、平成１９年１１月
に、環境大臣表彰である第３回エコツーリズム
大賞の優秀賞を受賞しました。
令和６年度の事業一覧は表１６のとおりで、７９２

のプログラムに約２万６千人の参加となりまし
た。
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（１）いしかわ自然学校の推進・運営体制
＜自然環境課＞

推進・運営体制の構築
「いしかわ自然学校」は、民・学・官の連携・
協働による運営を推進する観点から、事務局を
「いしかわ環境パートナーシップ県民会議」に
置いています。事務局では、さまざまなプログ
ラム実施者とネットワークを構築し、推進方策
やプログラムの検討を行っています。

（２）指導者の養成
＜自然環境課・生涯学習課＞

指導者の養成
安全で楽しい自然体験プログラムを実施する
ためには、指導者が最も重要であることから、
「いしかわ自然学校」では指導者養成に力を入
れ、自然解説員等の指導者養成講座などを開催
しています。

（３）「いしかわ自然学校」プログラム
「いしかわ自然学校」のプログラムは、その
実施形態などから、次の４つに大きく分けられ
ます。

① 拠点施設型（自然のまなび舎）
＜自然環境課＞

県の自然関係施設を拠点として行われる、主
に日帰り・無料型のプログラムを「自然のまな
び舎」と呼んでいます。＜里山＞では「夕日寺
里山探訪」（夕日寺健民自然園等）、＜山＞では
「白山まるごと体験教室」や「白山奥山ワーキ
ング」（白山自然保護センター関係施設等）、
＜海＞では「体験スノーケリング」や「ヤドカ
リ学級」（のと海洋ふれあいセンター等）など
のプログラムがあります。

② 子ども自然学校
ア いしかわ子ども自然学校 ＜生涯学習課＞
大自然の摂理を体験的に学ぶ中で、自然保護
の大切さや思いやりの心を育んだり、自然を素
材にして先人の生活の工夫を学ばせることなど
を目的として、青少年教育施設を中心に、子ど

もたちの自然体験型環境教育の活動プログラム
を実施しています。

③ エコツーリズム型（エコロジーキャンプ）
＜自然環境課＞

主に民間の団体や旅行業・旅館業を営む事業
者が主催するプログラムで、中でも宿泊・有料
型のプログラムを「エコロジーキャンプ」と呼
んでいます。白山の高山植物や食文化、無人島
キャンプなど特色あるテーマにそって自然をよ
り深く体験し、楽しむための多彩なプログラム
があります。

④ 派遣型（おでかけ「いしかわ自然学校」）
「いしかわ自然学校」では、学校や公民館な
どが主催する自然教室などにスタッフを派遣し
ています。希望に応じた時間・場所に「いしか
わ自然学校」インストラクターを派遣し、様々
な自然体験プログラムや環境学習プログラムを
提供しています。

２ 自然公園施設の整備・充実と適正な利用の
促進 ＜自然環境課＞

（１）自然公園施設の整備・充実
県では、自然公園内の利用施設について、利
用計画に基づき、自然を守りつつ、安全で快適
に利用できるように整備を進めています。

① 自然公園施設の整備・促進
ア 白山国立公園
昭和３７年の国立公園昇格以来、ビジターセン

ターや宿泊施設、登山道、避難小屋、トイレ等
の整備を行ってきました。しかし、高山帯の過
酷な気象により、近年、施設の老朽化が進行し
てきたため、令和元年に室堂公衆便所、令和３
年に南竜ヶ馬場野営場公衆便所をリニューアル
する等、改修工事を実施し、利用者の安全と快
適性の確保に努めています。
なお、平成１７年度から、主要施設の整備は環
境省の直轄事業となり、県が施行委任を受けて
工事を実施しています。平成２３年度の中宮温泉
ビジターセンター展示施設につづき、平成２４年
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度には、市ノ瀬ビジターセンター展示施設のリ
ニューアル工事が完了するなど施設の充実を図
っています。

イ 能登半島国定公園
能登半島の優れた景観地と自然林、海域公園
を巡る遊歩道として、猿山自然歩道、岬自然歩
道、九十九湾探勝歩道等を供用しており、また、
能登千里浜休暇村、木ノ浦健民休暇村、輪島エ
コロジーキャンプ場、九十九湾園地・野営場な

どの滞在型利用拠点により、自然とのふれあい
を促進しています。

ウ 越前加賀海岸国定公園
タブノキやヤブツバキ等の自然植生が残る

「鹿島の森」を巡る遊歩道や、塩屋海岸と片野
間のマツ林を走る自転車道、片野と加佐の岬間
の海岸線に沿って日本海を眺めながら歩く自然
歩道等を整備し、利用の促進を図っています。

表１６ 令和６年度 いしかわ自然学校事業一覧

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 参加実績（人）

推進・運営
体制

事務局の設置
運営協議会の開催

連絡調整、広報、推進方策の検討等
事務局：県民エコステーション内 －

指導者養成
いしかわ子ども自然学校ボランティア養成事業等 ７４

自然解説員等の指導者養成講座 ０

拠点施設型
（自然のまなび舎）

里山のまなび舎 夕日寺健民自然園での県民による里山保全活
動や自然体験活動など ３８５

山のまなび舎 白山まるごと体験教室など（白山自然保護セ
ンターなど） １，１９４

海のまなび舎 スノーケリング・観察会等（のと海洋ふれあ
いセンター） ０

自然解説事業 白山や県下各地での自然観察会 ２，４２５

自然と生態のまなび舎 自然と人との関わりを感じ取るエコ体験教室
（石川県ふれあい昆虫館等） ２，２３７

子ども
自然学校

いしかわ子ども自然学校

少年自然の家等における個人参加型の自然体
験プログラム
・里山里海ジオチャレンジ
・海洋チャレンジ
・ウィンターチャレンジ
・里山里海ジオファミリーチャレンジ
・グローバルキャンプ
・SDGs エコキャンプ
・ジオ学校

４，１９９

いしかわ田んぼの学校 田んぼを遊びと学びの場とする農作業体験学習 ６，０８６

エコツー
リズム型 エコロジーキャンプなど 民間団体や民間事業者が主催する特色ある

テーマの自然体験プログラムなど ８，４４６

派遣型 おでかけ「いしかわ自然学校」「いしかわ自然学校」の一部プログラムについて希望に合わせた時間・場所で実施（スタッフ派遣） ７０８

（計２５，７５４）
☆提供プログラム総数：７９２
☆指導者数
インストラクター：２７２、自然解説員：７７、スノーケリング指導者：９７
白山自然ガイドボランティア：７３ ほか
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エ 県立自然公園
平成８年３月に５つ目の県立自然公園として

指定した医王山県立自然公園は、都市部に近
く、多くの利用者があります。指定後に実施し
た「大池平国民休養地整備事業」により、ビジ
ターセンターや休憩舎、登山道などが整備され
ました。
また、ササユリ、トクワカソウなどの貴重な
植物を保護するため、平成１１年度に公園内での
採取を禁止する植物を８５種指定しました。

② 民間団体等への登山道管理委託等の促進
登山道や避難小屋等の施設は、山岳地の厳し

い気象条件などにより、損傷が激しく、また、
その維持補修には多くの労力と費用を要します。
県では、これまでは地元自治体などに管理を
委託することが一般的でしたが、その山に精通
した山岳会や地元団体などに委託する方が、的
確できめ細かな対応ができることから、近年、
このような民間団体等への委託を推進すること
としています。令和６年度は、白山と医王山に
おいて９団体に委託しました。
※（医王山）田島町会、アグリ田島、二俣町会、

湯涌校下町会連合会
（白 山）石川県勤労者山岳連盟、２７０２．jp

木村芳文、NPO法人環白山保護
利用管理協会、一般財団法人白山
観光協会、一般財団法人白山市地
域振興公社

３ 身近な自然とのふれあいの場の充実
（１）「いしかわ自然学校」拠点施設の充実

＜自然環境課・生涯学習課＞
「いしかわ自然学校」の拠点施設の１つであ
る白山自然保護センター（昭和４８年４月設置）
では、白山地域における自然環境の保護管理に
あたるとともに、自然・人文諸現象に関する調
査研究や自然保護思想の普及啓発を一体とした
ユニークな事業を展開しています。
このほか、県立青年の家、少年自然の家をは
じめ、国、市町などの施設の協賛のもと、「い
しかわ子ども自然学校」拠点施設の拡充に努め

ています。

（２）自然史資料館の利用促進 ＜生涯学習課＞
自然史資料館（平成１８年５月開館）では、人

と自然の調和のとれた発展と豊かな自然の次世
代への継承を図るため、「自然たんけん広場」「物
理たいけん教室」の常設展示に加え、教育普及
プログラムや出前講座、講演会、企画展等を実
施し、自然環境保全などの普及啓発に努めてい
ます。

４ 生物多様性に関する普及・啓発の充実・強
化
県民一人一人に生物多様性や里山里海の恵み
について理解していただけるよう、身近な自然
である里山里海をテーマとしたイベント等を通
じた普及啓発や体験学習の機会の提供を推進し
ます。

（１）いしかわグリーンウェイブ
＜自然環境課＞

国連の生物多様性条約事務局は、国際生物多
様性の日（５月２２日）に、世界各地の子どもた
ちが学校や地域などで植樹等を行う「グリーン
ウェイブ」への参加を呼びかけてきました。児
童生徒にとっては、植樹等を通して生物多様性
の大切さについて考えるきっかけにもなってい
ます。
本県においても、平成２１年度からこの取組に
参加し、里山里海の保全活動や環境イベントへ
の参画を呼びかけており、これらの様々な取組
を通して、生物多様性の重要性について考える
きっかけとしてもらいました。

（２）いしかわの里山里海展の開催
＜里山振興室＞

身近な自然である里山里海には、さまざまな
「いのちのつながり」があり、私たちはそこか
ら多くの恵みを得ています。
県では、里山里海の生物多様性やその恵みを
知っていただくことを目的に、毎年「いしかわ
の里山里海展」を開催しています。
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当日は「ふるさとの匠」による体験教室や里
山里海の保全等に関する展示を通じて来場者に
いしかわの里山里海地域について理解を深めて
いただきました。

（３）夕日寺健民自然園の整備と機能の拡充
＜自然環境課＞

県では、都市近郊の里山の環境を保全し、身
近な自然とのふれあいを推進する場として、昭
和５５年に夕日寺健民自然園を開設しました。そ
の後、自然観察歩道、ふれあいセンター、芝生
広場、化石の広場、トンボサンクチュアリーな
どの施設を順次整備し、平成１６年度から平成１９
年度には、白山麓から茅葺き民家を移築した「里
山ふるさと館」や昔の里山の暮らしを学ぶ「体
験工房」などのセンターゾーンを整備しました。
また、同園は県内における里山保全活動のモ
デル拠点施設としても位置づけられており、「い
しかわ自然学校・里山のまなび舎」の体験プロ
グラムや、里山保全に関わる団体等の交流の場
として活用されています。

（４）「里山子ども園」の実施
＜自然環境課＞

幼少期から自然に親しみ、環境保全の大切さ
を身につけてもらうために、夕日寺健民自然園
（金沢地区）や加賀地区、能登地区において、
里山を活用した自然体験プログラムである「里
山子ども園」を、保育所・幼稚園等の園児を対
象に５８回実施しました。

（５）森林公園等の保健休養林施設の活用促進
＜観光戦略課＞

森林公園（津幡町）、県民の森（加賀市）に
おいては、親子を対象とした自然観察会や昆虫
観察会などのイベントが開催されるなど、森林
のもつ優れた自然環境との接触を通じ、県民の
自然とその恵みに対する理解を向上させること
を目的とした取り組みが行われました。

５ 国際的な情報の共有と発信
生物多様性の保全と持続可能な利用は世界共
通の課題であるため、生物多様性に関連する諸
条約や広域的・国際的な取組等に、地方の立場
から積極的に貢献していくことが大切です。

６ 温泉資源の保護と適正な利用の推進
＜環境政策課＞

石川県には１，２００年を超える古い歴史をもつ
温泉があります。加賀の山中、山代、粟津や能
登の和倉などの温泉は、いずれも自然に地表に
湧き出していた源泉を利用したものです。
源泉数は３３０ヵ所（令和７年３月末現在）あ
り、数では全国的にみて中位に位置します。
泉質は塩化物泉が多く、次いで硫酸塩泉、単
純温泉の順になっています。
本県の温泉の特徴は、他県に比較して自噴泉
の割合が少ないことや泉温が４２℃以上の高温泉
の割合が少ないことなどがあげられます。その
ため県では、過度の揚湯による枯渇等の現象を
未然に防止し、温泉の効率的な利用に努めてい
ます。

（１）温泉の保全
温泉の掘削やゆう出量の増大を目的とする温
泉の増掘又はポンプ等動力の設置を行う場合に
は知事の許可が必要で、県ではこれらの許可に
際し、源泉の密集化の防止や適正揚湯量による
揚湯の遵守について指導、監視を行っていま
す。温泉掘削等の許可件数は表１７のとおりで
す。
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表１７ 温泉掘削等許可件数
（単位：件）

年度
区分 ２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０

R
元 ２ ３ ４ ５ ６

掘 削 ４ ８ ３ ４ ２ ２ １ ５ ２ ０ ２ １ ０ ０ １ ３

増 掘 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

動力装置 ３ ６ ３ ５ ２ ３ ３ ３ ４ １ １ １ ０ ０ ０ ０

H

また、環境審議会に専門の学識経験者等から
なる温泉部会を設置し、温泉の保全を自然環境
の保全として位置付け、同部会における様々な
提言や意見をもとに、温泉保護行政の推進に努
めています。

（２）温泉の採取に伴う災害の防止
平成１９年６月に東京都渋谷区の温泉施設で起
きた爆発事故を受けて、温泉の採取に伴い発生
する可燃性天然ガスによる災害を防止するため
に「温泉法」が改正され、平成２０年１０月に施行
されました。
これにより、温泉の採取を行う者は、可燃性
天然ガスによる災害の防止措置を実施し、知事
の採取許可を受けるか、温泉に含まれる可燃性
天然ガスの濃度を測定し、災害防止措置が必要
ないものであることの知事の濃度確認を受ける
かのいずれかが必要となりました。令和６年度
は、温泉採取許可及び可燃性天然ガス濃度確認
の申請はありませんでした（表１８）。

表１８ 温泉採取等許可申請件数

温泉採取許可申請
（可燃性天然ガス対策を要する）

可燃性天然ガス濃度確認申請
（可燃性天然ガス対策を要しない）

令和６年度 ０件 ０件

本県では、主に金沢市近郊や羽咋郡市の平野
部に可燃性天然ガスの発生する温泉が多くあ
り、当該温泉を採取するにあたっては、採取の
ための施設の位置、構造及び設備並びに採取方
法について、可燃性天然ガスによる災害の防止
対策を講じています。

（３）温泉の利用
① 温泉利用の安全確保
温泉には、様々な効能がありますが、反面、
利用方法によっては人体に害を与える場合もあ
ります。「温泉法」では、温泉を公共の浴用又
は飲用に供しようとする場合には知事の許可を
必要とし、温泉利用の安全を確保しています。
本県では、温泉利用施設の所在地を所轄する保
健所長にその許可の権限を委任しており、様々
な公衆衛生上の検査を実施したうえで許否を判
断しています。令和６年度の温泉の利用状況は
表１９のとおりです。

② 公共的利用の増進
温泉が本来有する保健休養のための機能を十
分果たしうる健全な温泉地の育成を目的に、国
民保養温泉地が指定されています。
本県では、白山温泉郷として昭和３６年４月に

岩間、中宮、手取の各温泉が指定を受け、平成
６年８月に尾口村（現白山市）一里野地区の追
加指定を受けました。

表１９ 温泉の利用状況等（令和７年３月末現在）

源 泉 総 数 （Ａ＋Ｂ） ３３０

利 用 源 泉 数（ Ａ ）
自 噴 １４

動 力 １６９

未 利 用 源 泉 数（ Ｂ ）
自 噴 １４

動 力 １２３

温 度 別 源 泉 数

２５ 度 未 満 ３５

２５ 度 以 上
４２ 度 未 満 ７９

４２ 度 以 上 ７１

水蒸気ガス ０

ゆ う 出 量（ ℓ ／ 分 ）
自 噴 １，０００

動 力 ２９，９１６

宿 泊 施 設 数 １９１

収 容 定 員 ２７，３１９

年 度 延 宿 泊 利 用 人 員 ２，５２０，８２８

温 泉 利 用 の 公 衆 浴 場 数 １１２
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第１節 流域全体として捉えた水環境の保全

第１ 健全な水循環の保持

１ 水源のかん養
流域ごとの健全な水循環という視点でみる
と、農山村地域においては、過疎化と高齢化、
林業採算性の低下によって森林の手入れ不足と
農地の耕作放棄が進行し、水源かん養機能等の
低下が懸念されているため、間伐の促進や保安
林の指定による森林の整備及び保全、中山間地
域等直接支払制度による農地の保全の取り組み
を行っています。

（１）森林整備保全事業の推進
＜森林管理課＞

県では、森林の水源かん養機能等の維持増進
を目的として保安林を指定しています。令和６
年度末現在の県内の保安林は８５２百 ha で、保安
林率は３０％です。
このほか、放置竹林の除去や、野生獣の出没
抑制に向けた里山林の整備等を実施しました。

（２）中山間地域等直接支払制度による農地の保全
＜里山振興室＞

県では、農業の担い手の減少や耕作放棄地の

増加などによって、国土保全や水源のかん養な
ど公益的機能の低下が特に懸念されている中山
間地域において、農業生産の維持を図りつつ公
益的機能を確保するために、中山間地域等直接
支払制度を実施しています。
この制度は、集落の話し合いに基づき、５年
間にわたり、農用地の維持・管理や農道・水路
の改修・草刈り等を行う農業者等に対し、交付
金が交付される制度です。
令和６年度末現在、約５，０５５ha の農用地で制
度を実施しています。

２ 河川の水量の確保
上水道や農業用水などの水源として利用され
ている河川においては、これまで夏場の渇水期
に度々河川水が枯渇し、溜まり水による悪臭
等、無水・減水区間の発生などが見られまし
た。そのため、河川の無水・減水区間の解消に

第４章 生活環境の保全

第４章では、私たちの生活の基盤である、健全で恵み豊かな水環境、大気環境、土壌環境を守り育
てること及び環境美化、修景、景観形成といったうるおい豊かな生活環境づくりに関することなどに
ついてまとめています。

現状と課題
本県は、豊かな水と良好な大気に恵まれ、地域ごとに歴史的文化的な景観も残っており、これらの
生活環境は将来世代に引き継ぐべき貴重な財産となっています。
しかしながら、森林の手入れ不足等による水源かん養機能の低下や閉鎖性水域での水質汚濁など健
全な水環境を維持していくうえでの課題、大気汚染防止、悪臭防止、騒音対策などの課題、土壌環境
に関する課題、化学物質による環境汚染の未然防止やごみの散乱防止、開発行為による環境影響を最
小限にするといった課題があります。

（単位：百 ha）

区 分
森林
面積

保安林
面積

うち水源かん
養保安林面積

保安林率
（％）

民有林 ２，５１４ ５１４ ３８２ ２０
国有林 ３４６ ３３８ ３２６ ９８
合 計 ２，８６０ ８５２ ７０８ ３０

表１ 保安林の指定率（令和６年度）
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向けて適切な流水量を維持する取り組みを行っ
ています。

（１）犀川水系の３ダム連携
＜河川課＞

犀川水系においては、犀川ダム、内川ダム、
辰巳ダムの連携により、渇水時における川のせ
せらぎ流量を確保しています。

（２）無水・減水区間の解消の促進
＜河川課＞

取水により河川の流水が少ない発電ダム直下
流の区間においては、発電事業者等関係機関へ
協力を依頼し、これまで、１２箇所で河川維持流
量を確保しております。これにより、魚が棲
み、水生植物が茂る「川らしい川」の復元に取
り組んでいます。

（３）農業用取水量の適正化
＜農業基盤課＞

農業用水の安定的な確保と有効活用を進めな
がら、かんがい期間中の河川維持流量の確保の
ため、利水者間での水利調整に努めています。

３ 地下水使用の合理化
地域によっては、地下水のくみ上げ等による
地盤沈下がみられ、地下水の合理的な使用を図
る必要があります。

（１）地下水位、地盤変動の監視
＜環境政策課＞

① 地盤沈下の現況
地盤沈下は、地下水の過剰な揚水に伴う地下
水位の低下により粘土層が収縮することにより
生じる現象であり、一旦発生すれば、ほとんど
回復が不可能です。
本県においては、昭和４０年代に七尾港周辺に

おいて大きな地盤沈下がみられましたが、揚水
規制等により近年は沈静化しています。また、
金沢市西部地域では、近年消雪のための地下水
利用の増加等により地盤収縮がみられ、金沢市
では、消雪用井戸の新設が原則禁止されています。

ア 金沢・手取地域
地盤沈下の状況を観測するため、県では水準
測量を実施し、基準となる点（水準点）の変動
量（地盤沈下量：単位mm）を把握しています。
図１は金沢・手取地域の主な地点の累計沈下量
であり、金沢市北西部周辺地域で沈下が大きい
傾向がみられます。
今後ともこれらの観測を継続するとともに、
地下水利用の合理化及び節水の指導などにより
地盤沈下の防止を図っていくこととしています。

図１ 金沢・手取地域の主な地点の累計沈下量

イ 七尾地域
昭和４７年から令和５年までの主な水準点の累

計沈下量は、図２に示すとおりであり、地域全
体としては、地盤沈下は沈静化している傾向に
あります。
なお、平成１９年３月には、能登半島地震の影
響による断層のずれに起因する大きな沈下が見
られました。
地震後は沈静化しているものの、本地域の地
下水位、地盤収縮の状況について引き続き監視
することとしています。

② 地盤沈下防止対策
ア 地下水採取規制
県では、「ふるさと石川の環境を守り育てる
条例（ふるさと環境条例）」に基づき、吐出口
の断面積が６cm２を超える揚水設備により地下
水を採取しようとする者に対して、地盤沈下地
域では許可を、地盤沈下地域以外の地域では届
出を義務づけています。
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図３に示した地盤沈下地域に指定されている
七尾都市計画区域では、農業用以外の用途に地
下水を採取しようとする場合には許可が必要で
あり、地下水の採取位置の深さ及び揚水設備の
吐出口の断面積の大きさについて基準（図３注
釈）を満たす必要があります。
地盤沈下地域以外では、工業用または建築物
用の用途に地下水を採取しようとする場合には
届出が必要です。
また、地盤沈下地域及び金沢・手取地域にお
いて地下水を採取している場合、揚水機の吐出
口の断面積がそれぞれ１２cm２、５０cm２を超える

ものには水量測定器の設置と地下水採取量の報
告を義務づけています。さらに、金沢・手取地
域においては、前年度の地下水の年間総採取量
が４０万m３を超える事業所に、地下水使用合理
化計画書の提出を義務づけています。

イ 代替水源の確保
七尾地域では近傍河川の流量が少ないことか
ら、上水道水源として地下水への依存度が高い
状況にありましたが、昭和６１年４月から本地域
の地盤沈下対策の一つとして、県営水道用水供
給事業（鶴来浄水場）からの送水により、一部
水源の切替えが行われています。

③ 手取川扇状地域の地下水保全
手取川扇状地域は、手取川が運搬した厚さ

１００m内外の砂礫層により形成されているため、
豊富な地下水資源に恵まれ、私たちの日常生活
や産業活動に多大な恩恵を与えてくれていま
す。
注：手取川扇状地域とは、地質的に手取川の扇状地

堆積物が分布している犀川・伏見川左岸から梯
川右岸までの範囲を指しています。

ア 地下水位の現況
地下水の過剰な揚水は地下水位の異常低下や
塩水化などの障害を引き起こすため、県では、
手取川扇状地域の地下水位の変動を観測してい
ます。（図４）
手取川扇状地域では、長期的な変動をみる
と、近年は横ばい又は上昇傾向にあります。ま
た、かんがい期に上昇、非かんがい期に低下す
る季節変動がみられましたが、近年その変動幅
は小さくなっています。手取川の右岸と左岸を
みると、右岸の扇状地中央部（図４⑥）では、
平成２年頃まで低下し、その後ほぼ横ばいで推
移していましたが、平成９年頃から再び低下
し、平成１４年頃から横ばいで推移しています。
左岸の扇状地中央部（図４⑧）では、平成１０年
頃までほぼ横ばいで推移していましたが、その
後低下し、平成１５年頃から再び横ばいで推移し
ています。

図２ 七尾地域の主な地点の累計沈下量

注）許可の基準
（１）の地域 地下水の採取位置が地表面下２５０m以深で揚水設備の

吐出口断面積が７cm２以下
（２）の地域 地下水の採取位置が地表面下１００m以深で揚水設備の

吐出口断面積が１９cm２以下

図３ 七尾地域の地下水採取規制地域
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図４ 手取川扇状地域における地下水位の変化
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また、両地点ともに、平成２７年の手取川上流
域における土砂崩落が及ぼしたかん養量の減少
や、降水量が平年と比べて少なかった影響によ
り、一時的な地下水位低下がみられました。

イ 塩水化の状況
手取川扇状地域で手取川左岸の海に近い能美
市の道林地域で、塩化物イオン濃度が昭和５８年
度頃から増加傾向が続き、平成８年度以降は横
ばいの状態となっていました。平成１５年度に大
きく減少し、平成２１年度以降緩やかに減少して
います。（図５）

図５ 能美市道林観測井の塩化物イオン濃度の
経年変化（昭和５６年～令和５年度）

ウ 地下水の揚水量
手取川扇状地域の年間揚水量は、令和５年度

で約９，２４８万m３と推計されます。
用途別に見ると、工業用が５２．５％、水道用が

３１．７％、消雪用が５．９％、農業用が５．０％、建築
物用が４．９％の割合でした。（図６）
市町別に見ると、白山市が３９．５％と最も多く、
次いで能美市、金沢市と続いています。（図７）
月別の地下水揚水量では、最も多かったの
は、１月（約９５５万m３）で、最も少なかったの
は４月（約６９２万m３）でした。農業用では４～
８月に、消雪用では、１２～２月に揚水量が増え
ています。（図８）

（２）工場・事業場等に対する地下水の使用合理
化の指導 ＜環境政策課＞
地下水は、生活用水や工業用水などに広く利
用される資源であり、この貴重な地下水資源を
健全なかたちで将来に引き継ぐため、県では、

関係市町とともに、「ふるさと環境条例」に基
づき、地下水使用合理化指導の実施や地下水に
対する節水について啓発を行うなど、地下水の
適正利用を推進し、貴重な地下水資源が有効に
利用されるよう指導しています。

（３）消雪に係る地下水使用の抑制
＜道路整備課＞

坂道や橋梁等の特別な箇所を除いては、散水
を２系統に分けて交互に散水する方式を原則採
用するなど、地下水使用の抑制を図っていきま
す。

４ 水資源の循環的利用
下水処理水の再利用の推進 ＜都市計画課＞
下水処理場の処理水については、近年処理場

図６ 用途別の地下水揚水量（令和５年度）

図７ 市町別の地下水揚水量（令和５年度）

図８ 月別の地下水揚水量（令和５年度）
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内の消泡水や洗浄水のほか、場外に送水されて
修景・散水用水や工業用水等として再利用され
ています。また、地下水の汲み上げ抑制対策の
一環として道路消雪水にも再利用されていま
す。（表２）

表２ 下水処理水の再利用量の推移（場外利用）
単位：千m３

H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ R５
再利用量 ３４８ ２２９ ２７９ ５９０ １７９ １１５ ３９１ ６２８ ４４７ ２３３

５ 水道水の安定確保
（１）水道未普及地域解消の促進

＜環境政策課＞
① 水道の普及状況
令和５年度末における水道普及率は、９９．２％

（行 政 区 域 内 人 口１，１０１，１０２人、給 水 人 口
１，０９２，６１７人）で、全国平均普及率の９８．３％を
やや上回っています。（図９）
このほかに、飲料水供給施設による給水人口

３，６０７人を加えると水道等の普及率は９９．６％と
なり、県内のほとんどの人が水道を利用してい
ることになります。
令和５年度末の水道施設数は、上水道１８施設

（給水人口１，０６３，５４３人）、簡易水道８４施設（同
２３，９７８人）、専用水道４８施設（同５，０９６人）です。
これらの他に「水道法」に基づく施設として、
水道用水供給事業の施設が１施設あります。
本県では、集落が散在する山間地や地下水の
豊富な地域においては、簡易水道に依存する割
合が高く、特に、金沢市山間部や手取川扇状地
域では簡易水道が数多くあります。しかし、今
後の施設更新等を計画的に行う観点から、財政
規模が小さい簡易水道については、既設簡易水

道への統合や上水道への統合が進められてお
り、近年の設置数はやや減少傾向です。

② 取水及び給水の状況
令和５年度における水道の年間取水量は、

１４５，９３８千m３で、水道施設別では、上水道が
１３９，７７２千m３、簡易水道が５，６１０千m３、専用水
道が４６５千m３であり、総取水量の約９５．８％が上
水道により取水されています。
また、水源別内訳では、ダムや河川水等の地
表水が７０．０％、深井戸等の地下水が３０．０％であ
り（図１０）、手取川ダムを水源とする県営水道
用水供給事業からの受水量が多いことから、安
定して水の供給が行われています。
一方、使用量の指標となる上水道の１人１日

当たり給水量は、平成２年度の平均４３７ℓをピー
クに減少傾向となり、令和５年度は３４２ℓとな
っています。

③ 水道未普及地域の解消
本県の水道普及率は、９９．２％と全国的に見て

も高いレベルで推移していますが、一方では、
まだ約８千人の県民が水道の恩恵を受けていな
い状況となっています。特に、集落が散在する
山間地等では、まとまった水源がないことや建
設費が大きいことから、水道の整備が遅れてい
ます。
水道事業者である市町は、国庫補助制度等を
活用することにより、水道新設や既存水道の拡

図９ 水道普及率の推移 図１０ 水道水源別年間取水量（令和５年度）
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張事業を進め、水道普及率の一層の向上を進め
ていきます。

（２）災害に強い水道づくりの推進
① 水道施設の高度化・近代化

＜環境政策課＞
阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、能登半

島地震、東日本大震災等では甚大な水道施設の
被害が発生し、地震や渇水等の災害に強い水道
づくりが求められています。
本県でも、水道事業者である市町が老朽設備
の改築や老朽管等の更新を進めていますが、基
幹水道構造物の耐震化を含めた高度化・近代化
を図るとともに、配水池遮断弁の設置や重要給
水施設配水管の整備など災害緊急時においても
確実な給水を目指していきます。

② 水道の広域化
＜環境政策課＞

県では、平成２９年３月に「石川県水道整備基
本構想」（第４次）（いしかわ水道ビジョン）を
策定しています。
本構想では、引き続き県内を加賀・能登南部

地域と能登北部地域の２広域圏とし、それぞ
れ、水道の統合や広域化を目指すこととしてい
ます。
なお、加賀・能登南部地域では、「広域的水

道整備計画」に基づく、県営水道用水供給事業
を核とした広域的整備により安定供給を図って
います。また、令和４年度には広域化に向けた
課題や今後の広域化の推進方針、及びこれに基
づく当面の取組内容等について、とりまとめた
「石川県水道広域化推進プラン」を策定しまし
た。
本プランは県内の水道事業の基盤強化の方策
として広域化に向けた推進方針を示した計画で
あり、県は各水道事業者の取り組みを支援して
いきます。

③ 送水管の耐震化
＜水道企業課＞

県営水道用水供給事業では、七尾市以南の川
北町を除く９市４町に水道用水を供給していま
す。
水道施設については、平成１２年度以降、計画
的に浄水場等の主要な地上施設の耐震化を進め
てきましたが、地下に埋設されている送水管
は、１系統のため長時間送水を停止できないこ
とから、耐震化に着手できずにいました。
平成１９年３月に発生した能登半島地震では、

七尾市内で送水管の継手が外れ、一時断水する
被害が発生しました。これを契機に、県では平
成２２年度より新たに耐震管を約１３０km埋設す
る送水管の２系統化事業を進めています。
令和６年能登半島地震では、断水解消に非常
に長い時間を要した一方で、耐震化工事が完了
し、供用を開始していた区間には被害がなかっ
たことから、耐震化の重要性が改めて認識され
ました。
引き続き、送水管の耐震化工事を進め、災害
時においても供給停止の事態とならないよう、
ライフラインの確保に努めていきます。（図１１）

図１１ 県営水道の送水管耐震化事業

（３）持続可能で安定した水道づくりの推進
＜環境政策課＞

水道施設を健全な状態で次世代に引き継いで
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いくためには、各水道事業者は中長期的な財政
収支の見通しに基づいた施設の更新、耐震化等
を計画的に実行し、水道施設を効率的かつ効果
的に管理運営することが求められています。
そのため、県では、各水道事業者に対して計
画的な施設更新、資金確保に関する取り組みを
進めるため、アセットマネジメントの推進を助
言しています。

（参考）水道の種類
①上 水 道：給水人口が５，００１人以上の水道施設
②簡 易 水 道：給水人口が１０１人以上５，０００人以下

の水道施設
③専 用 水 道：自己水源をもち、給水人口が１０１人

以上の社宅や寄宿舎等又は１日最
大給水量が２０m３を超える自家用の
水道施設

④飲料水供給施設：給水人口が５０人以上１００人以下の小
規模な給水施設

⑤水道用水供給事業：水道事業者に対して水道用水を供
給する事業

第２ 良好で安全な水質の保全

１ 公共用水域等の水質浄化
水は自然の中で大循環を繰り返しており、水
質の悪化は、人の健康や生活環境、自然生態系
に大きな影響を与え、持続可能な水利用を妨げ
ることがあります。

（１）公共用水域（河川・湖沼・海域）の水質監
視の計画的実施 ＜環境政策課＞

① 公共用水域の水質基準
河川、湖沼、海域などを総称して公共用水域
と言います。公共用水域には、「環境基本法」に
基づき、水質汚濁に係る環境基準が設定されて
います。「環境基準」には大きく分けて２つの
種類があります。

ア 人の健康の保護に関する環境基準（健康項
目）
人の健康の保護に関する環境基準は、現在ま
でに重金属、揮発性有機化合物や農薬など２７の
項目が設定されています。これらの環境基準
は、すべての公共用水域に全国一律の値が設定
されています。

イ 生活環境の保全に関する環境基準（生活環
境項目）
生活環境の保全に関する環境基準には、有機
物による水の汚濁の指標となる生物化学的酸素
要求量（BOD）や化学的酸素要求量（COD）な
どと、閉鎖性水域で富栄養化の原因となる全窒
素、全リンなどがあります。
BODは河川に、CODは湖沼や海域に適用さ
れ、評価は７５％値で行います。７５％値とは一連
の測定結果を小さい方から並べた時、全体の
７５％に相当する順番にあたる測定データを意味
し、例えば年間１２回測定した場合、その７５％値
は小さい方から９番目の測定データです。
生活環境項目の環境基準については、水道や
農業など水の利用目的に応じて類型化し、水域
ごとにそれぞれ該当する類型に指定することに
よって、各水域の特性を考慮した基準値を設定
する仕組みになっています。類型を指定した水
域を「類型指定水域」といいます。
石川県の公共用水域においては、２８河川の４９

水域、３湖沼の３水域及び６海域の１１水域の計
６４水域で環境基準の類型指定を行っています。
また、閉鎖性水域に係る全窒素、全リンの環境
基準については、河北潟などの３湖沼と七尾南
湾で類型の指定を行っています。

② 公共用水域の水質状況
県では水質の現状を把握するため、国（国土

交通省）や金沢市とともに、主な河川１５０地点、
湖沼８地点、海域３８地点、合計１９６地点におい
て水質測定を実施しています。（表３）

機関名
区分

国土交通省 石川県 金沢市 計

公
共
用
水
域

河 川 ６ ９９ ４５ １５０

湖 沼 ０ ８ ０ ８

海 域 ０ ３２ ６ ３８

計 ６ １３９ ５１ １９６

表３ 水質調査地点数（令和６年度）

ア 健康項目
令和６年度は河川４１地点、湖沼３地点、海域
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２地点で健康項目の調査をしました。結果は、
全ての地点で環境基準を達成していました。

イ 生活環境項目
（ア）河川の水質
有機物による汚濁の状況を示すBODの環境
基準達成率は令和６年度で９２％であり、総じて
川はきれいな状況と言えます。（表４、図１２、
１４）

（イ）湖沼の水質
柴山潟、木場潟、河北潟の湖沼では、有機物
による汚濁の状況を示すCODの環境基準を達
成していません。また、富栄養化の原因となる
全窒素、全リンについて、令和６年度は、３水
域全てが環境基準を達成していません。（表４、
５、図１２、１５）

（ウ）海域の水質
有機物による汚濁の状況を示すCODの環境

基準達成率は、令和６年度で９１％でした。

また、富栄養化の原因となる全窒素、全リン
の類型指定がされている七尾南湾（甲、乙）に
ついて、いずれの海域も環境基準を達成してい
ます。（表４、５、図１３、１６）

図１２ 河川・湖沼の環境基準
（BOD又はCOD）達成率の推移

図１３ 海域の環境基準（COD）達成率の推移

（２）イワナ、フナ等の水生生物の保全に係る水
質目標の検討 ＜環境政策課＞
平成１５年１１月に、水生生物保全環境基準が新

たに設定され、基準項目として全亜鉛が規定さ
れました。その後、検討が進められ、平成２４年
８月にノニルフェノール、平成２５年３月に直鎖
アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
（LAS）、平成２８年３月に底層溶存酸素量が追加
されました。
県では、国（国土交通省）や金沢市とともに、

実態把握のため全亜鉛、ノニルフェノール、LAS

公共用水域

石 川 県 全 国
類型指定
水域数

達成
水域数

達成率
（％）

達成率
（％）

河 川 ４９
（４９）

４５
（４７）

９２
（９６） （９４）

湖 沼 ３
（３）

０
（０）

０
（０） （５３）

海 域 １１
（１１）

１０
（１１）

９１
（１００） （８１）

計 ６３
（６３）

５５
（５８）

８７
（９２） （８９）

備考 １．（ ）は、令和５年度の値
２．北潟湖は県内に環境基準点を設けていないため除く。

公共用水域

石 川 県 全 国
類型指定
水域数

達成
水域数

達成率
（％）

達成率
（％）

湖 沼 ３
（３）

０
（０）

０
（０） （５１）

海 域 ２
（２）

２
（２）

１００
（１００） （８８）

備考 １．（ ）は、令和５年度の値
２．全窒素・全リンともに環境基準を達成している場合
に、達成水域とした。

表４ 環境基準の達成状況（BOD又はCOD：令和６年度）

表５ 全窒素、全リンの環境基準の達成状況（令和６年度）
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図１４ 生活環境の保全に関する環境基準達成状況と経年変化－河川－
（BODの河川環境基準達成状況及び主要河川のBOD７５％値の経年変化）
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図１５ 生活環境の保全に関する環境基準達成状況と経年変化－湖沼－
（CODの湖沼環境基準達成状況及びCOD７５％値、全窒素年平均値、全リン年平均値の経年変化）

第
２
部

第
４
章

生活環境の保全第４章

－ 76 －



図１６ 生活環境の保全に関する環境基準達成状況と経年変化－海域－
（CODの海域環境基準達成状況及びCOD７５％値の経年変化）
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の事前調査を河川４７水域７６地点、湖沼４水域８
地点、海域１１水域３８地点、底層溶存酸素量の事
前調査を湖沼４水域８地点、海域１１水域３８地点
で実施しました。

（３）生活排水処理施設整備の推進
＜都市計画課＞

令和５年度末の下水道、集落排水、浄化槽等
の生活排水処理施設整備率は、前年度より０．１％
増の９５．３％となっています。県では、今後、未
整備地域の早期解消を目的として、令和３年度
に策定した「生活排水処理構想２０２２」の「生活
排水処理構想エリアマップ（図１７）」に基づき、
地域の実情に応じて、より低コストで早期に整
備が可能となるよう、各生活排水処理施設の整
備を促進していくこととしています。

① 公共下水道
公共下水道は、主に市街地において、生活環
境や公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水
域の水質保全を図ることを目的に、市町が整備
しています。
本県では、川北町を除く全ての市町（川北町

は下水道以外の生活排水処理施設を整備）で下
水道事業を実施し、供用を開始しています。
また、特定環境保全公共下水道は、市街化区

域以外の区域において、自然環境の保全または
農山漁村における水質保全を図ることを目的
に、１２市町において整備供用されています。

② 流域下水道
流域下水道は、二以上の市町から下水を集め
て広域的・効率的に処理する事業であり、地域
の生活環境や公衆衛生の向上に寄与し、併せて
公共用水域の水質保全を図ることを目的に、県
が整備しています。
本県では、犀川左岸流域下水道（犀川左岸処

理区）、加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）に
おいて供用を開始しており、現在、計画的に流
域管渠や処理場の耐震工事や長寿命化工事を進
めています。

③ 農業集落排水・漁業集落排水・林業集落排
水施設
農業集落排水施設は、主に農業振興地域内の
集落において、農業用排水等の水質保全、生活
環境の改善を目的として、漁業集落排水施設
は、指定漁港背後の漁業集落において、生活環
境基盤整備を目的として、また、林業集落排水
施設は、林業振興地域の林業集落において、生
活環境基盤整備を目的として市町により整備さ
れています。
本県では、農業集落排水施設は１４市町で、漁
業集落排水施設は４市町で、林業集落排水施設
は１町で整備されています。

④ 合併処理浄化槽
合併処理浄化槽は、主に郊外集落や農山村地
域などの人口散在地域での整備に適しており、
生活環境や公衆衛生の向上、公共用水域の水質
保全を目的として、県や市町ではその普及に努
めています。

（４）下水道等への接続促進と単独浄化槽から合
併浄化槽への転換の促進 ＜都市計画課＞
下水道、集落排水が整備された区域であって
も、各家庭や事業場等が下水道等に接続してい
ない場合があり整備効果を発揮するためにも県
及び各市町では早期接続の促進に努めていま
す。
また、し尿のみを処理する単独浄化槽では生
活雑排水が未処理のまま放流され、公共用水域
の水質に悪影響を及ぼすことから合併処理浄化
槽への転換を促しています。

（５）工場・事業場からの排水規制の継続実施
＜環境政策課＞

① 工場・事業場の排水基準
自動式車両洗浄施設など「水質汚濁防止法」
で規定されている特定施設を設置する工場・事
業場を特定事業場と言い、日平均５０m３以上の排
水を排出する特定事業場には「水質汚濁防止法」
に定める排水基準及び県条例により定める上乗
せ排水基準が適用されます。
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図１７ 生活排水処理構想エリアマップ
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上乗せ排水基準とは、「水質汚濁防止法」に
定める排水基準より厳しい基準を県条例で規定
したものです。
また、平成２４年５月、６月に「水質汚濁防止

法」が改正され、対象となる有害物質と特定施
設が追加されるとともに、地下水汚染を未然に
防止するため、有害物質の貯蔵施設に対する届
出義務、構造基準の遵守義務が規定されています。

② 特定事業場及び有害物質貯蔵指定事業場の
状況
県内には、令和６年度末現在、排水基準が適
用される特定事業場が６６５件あります。このう
ち有害物質を取り扱う事業場は２０４件です。特
定事業場の種類としては、ホテル・旅館が多く
を占めています。
また、有害物質貯蔵指定事業場は３７件です。

③ 排水監視
県では、排水基準が適用される特定事業場に
ついて、排水基準を守っているかどうかを監視
し、排水基準に適合していない場合は、排水処
理施設の改善などの指導を行っています。違反
率については、水質汚濁に対する社会の目が厳
しくなったことと事業者自身の努力とが相まっ
て、昭和６０年度の２０．６％に対し、令和６年度に
は２．９％まで減少しています。

（６）地域で取り組む生活排水対策の普及啓発
＜環境政策課＞

生活排水による汚濁負荷の大きい閉鎖性水域
などにおいて水質浄化を進めるためには、県、
市町及び流域住民がそれぞれの役割を分担し、
相互に連携しながら取り組んでいくことが大切
です。
県では、環境フェアにおいて、湖沼に関連し
た展示を行うなど、生活排水処理対策の必要性
や水環境の改善の大切さについて、県民の理解
を深めるための事業を行っています。

■ 生活排水対策推進計画

（木場潟流域）
流 域 市 町：小松市
策 定 年 月：平成６年３月（第２次：平成２４年３月）
計画の目標：
○基本理念 「水郷の里の復活」
○基本方針 ・公共下水道の推進

・合併処理浄化槽の設置推進
・啓発活動の実践

○計画目標年次 平成３８年

○目標水質 湖沼A類型 COD３mg／ℓ以下

（河北潟流域）
流 域 市 町：金沢市、かほく市、津幡町、内灘町
策 定 年 月：平成８年３月（第２次：平成２７年３月）
計画の目標：
○水辺のイメージ目標
「水鳥が群れ、魚が躍り、人がやすらぐ悠遊空間」
○基本方針 ・生活排水処理施設の整備促進

・窒素とリンの削減・啓発活動の推進
・広域的取り組みの推進

○計画目標年次 平成４１年

○目標水質 湖沼B類型 COD５mg／ℓ以下

（柴山潟流域）
流 域 市 町：加賀市、小松市
策 定 年 月：平成８年３月（第２次：平成２８年９月）
計画の目標：
○基本理念
「甦れ！柴山潟（澄んだ水・豊かな自然・安らげる空
間を求めて）」

○基本方針 ・下水道整備事業等の持続的な推進
・合併処理浄化槽の普及推進
・啓発活動の推進等

○計画目標年次 平成４２年

○目標水質 湖沼A類型 COD３mg／ℓ以下

（七尾南湾流域）
流 域 市 町：七尾市
策 定 年 月：平成８年３月（第２次：平成３１年３月）
計画の目標：
○目標イメージ
「能登の里海 七尾湾 これまでもこれからも」
○基本方針 ・生活排水処理施設の整備

・啓発活動の推進
・河川・海岸漂着物への対応

○計画目標年次 平成５５年
○目標水質

七尾南湾の流入河川において、環境基準を全ての地
点・水質項目で達成
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（７）閉鎖性水域の水質浄化対策の検討
＜環境政策課＞

① 生活排水対策推進計画の策定
近年の公共用水域の水質汚濁の状況をみる

と、木場潟、柴山潟、河北潟の湖沼や七尾南湾
などの閉鎖性水域では、水が入れ替わりにくい
ため汚濁物質がたまりやすく、しかも汚濁の改
善が難しいという性質をもっていることから、
他の水域に比較して環境基準の達成率が低い状
況にあります。
これらの閉鎖性水域の汚れ（COD）の４０％～

６０％が生活系排水が原因であったことから、生
活排水対策が強く求められました。そこで、県
では、閉鎖性水域の水質改善を総合的・計画的
に進めるため、平成５年５月に木場潟流域を、
平成７年３月に河北潟、柴山潟、七尾南湾流域
をそれぞれ「水質汚濁防止法」に基づく「生活
排水対策重点地域」に指定しました。
それを受けて関係市町では、「生活排水対策
推進計画」を策定し、生活排水処理施設の整備
や家庭でできる生活排水対策の普及など、ハー
ド、ソフトの両面から浄化対策を進めています。

（８）閉鎖性水域の水質改善に向けた調査研究等
の推進
① 水質浄化材 ＜環境政策課＞
県内３湖沼の水質は、下水道の整備等により
徐々に改善されてきましたが、窒素やリンを栄
養源とした植物プランクトンの増殖（内部生産）
が環境基準の達成を難しくしています。
このため県では河北潟西部承水路にて、国の

委託を受け、公募した水質浄化技術について平
成１８年度から２０年度に６技術の浄化実験を、平
成２１年度から２３年度に３技術の耐久性実験を実
施しました。
これらの実験結果を踏まえ、平成２５年度から
河北潟内灘排水機場吐出口に水質浄化材を設置
し、浄化効果を検証してきましたが、耐久性等
に課題が見られたため、軽量化等の改良を行
い、平成２９年度から実証実験を再開し、水質浄
化の効果や耐久性の検証を行っています。

② 直接浄化対策
＜農業基盤課・河川課＞

木場潟では、水質浄化を目的として、平成１２
年度から「大日川からの清流水（最大１．８６m３／
S）の導入」及び「水と緑のふれあいパーク」（施
設面積８００m２、処理水量２，４００m３／日）におけ
る水生栽培による植物浄化が実施されていま
す。

（９）地下水の計画的水質監視・汚染対策の実施
＜環境政策課＞

① 地下水の現状
県では地下水の状況を把握するため、令和６
年度においても金沢市とともに、地下水（井戸）
２１１井で水質を測定しています。

② 地下水の水質基準
平成９年３月に「地下水の水質汚濁に係る環
境基準」が告示されました。この環境基準では、
人の健康を保護するため、公共用水域の環境基
準健康項目と同じ重金属、揮発性有機化合物な
どが設定されています。
また、地下水の水質を保全するため、特定事
業場からの有害物質の地下浸透の禁止に加え、
汚染された地下水を浄化する必要性から、地下
水の浄化に係る措置命令の規定が、平成９年４
月の水質汚濁防止法の改正により盛り込まれて
います。

③ 地下水の水質（令和６年度）
ア 概況調査
県では金沢市以外の１０市７町の６１井でトリク
ロロエチレン等２８項目について測定をおこなっ
たところ、珠洲市の１井でヒ素が、津幡町の１

水質浄化材
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井でヒ素が、能美市の１井で総水銀が環境基準
値を超過しました。金沢市測定分については、
金沢市の７井でトリクロロエチレン等２８項目の
測定を行いましたが、すべての井戸において環
境基準値以下でした。

イ 汚染井戸周辺地区調査
概況調査においてヒ素又は総水銀が環境基準
値を超過した井戸及び揮発性有機化合物が環境
基準値以下で検出した井戸については、周辺の
地下水汚染状況を把握するため、２３井戸で追加
調査を行いました。
その結果、津幡町と珠洲市のそれぞれ１井
で、ヒ素が新たに環境基準値を超過しました。

ウ 定期モニタリング調査（継続監視）
これまでの概況調査等で環境基準を超過した
井戸については、継続監視を行っています。
トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物に
ついては８市３町の８０井のうち、津幡町、羽咋
市及び志賀町の各１井、金沢市の２井で、環境
基準値を超過しました。
ヒ素が検出されている６市５町の２８井で継続
監視を行ったところ、羽咋市の７井、小松市の
４井、内灘町の３井、能美市及び穴水町の各２
井、加賀市、津幡町及びかほく市の各１井で、
ヒ素の環境基準値を超過しました。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されてい
る小松市の２井で継続監視を行ったところ、環
境基準値を超過する井戸はありませんでした。
フッ素が検出されている４市の９井で継続監

視を行ったところ、加賀市の６井、白山市の１
井で、フッ素の環境基準値を超過しました。
ホウ素が検出されている小松市の１井で継続

監視を行ったところ、１井でホウ素の環境基準
値を超過しました。

エ 指導・対策等
環境基準値を超過した井戸については、直ち
に飲用の中止、上水道への切り替えなどの指導
をするとともに、今後も継続して監視を行うこ
ととしています。

また、揮発性有機化合物について汚染源が特
定されている事業場においては、揚水ばっ気な
どの浄化対策が実施されています。

２ 飲料水の安全確保
＜環境政策課＞

（１）水質管理状況
① 水道事業者の水質管理
水道事業者の水質検査・水質管理は、「石川
県水道水質管理計画」（平成５年１２月策定、令
和６年４月改定）に基づいて実施されていま
す。
本県における水道水源水質は、全般的に良好
な状況であり、上水道については、定期水質検
査も励行され、浄水水質でも水質基準値に適合
するなど適正な水質管理がなされています。
しかし、簡易水道等の一部事業者において
は、水質検査の実施等が必ずしも十分とは言え
ず、管理体制を改善強化することが求められて
います。

② 水道水源等の水質監視
県では、将来にわたって安全で安心して利用
できる水道水を確保するため、県内の地域を代
表する主要な水道水源２４地点において、水道水
質基準項目だけではなく、基準項目以外の有害
化学物質等の項目についても水質測定を実施す
ることとしています。（表６）
これまでの水質監視調査において、有害化学
物質については、国の目標値を超えたことはな
く、令和６年度調査の結果でも、目標値未満で
あることを確認しています。

（２）水道等の水質検査・水質管理の推進
本県の水道水や飲用井戸水においては、これ
まで健康に影響を及ぼす事態は見られていませ
んが、世界保健機関（WHO）の水道水ガイド
ラインの改定やクリプトスポリジウムのような
病原性微生物による集団感染の問題も提起され
ています。
今後とも、安全で安心して利用できる飲料水
を確保することが重要です。
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このため、県では水道事業者や飲用井戸設置
者等に対し、「水道水質管理計画」や、「飲用井
戸等衛生対策要領」に基づいた水道等の水質検
査の実施と水質管理の徹底を指導・助言してい
ます。
また、万一、水質監視で水質汚染が判明した
場合には、飲料水の安全確保のための調査や対
策を講ずるほか、汚染により健康影響が懸念さ
れる場合に備え、「健康危機管理飲料水対応マ
ニュアル」を策定しています。

第３ 水辺環境の保全

１ 生態系や親水に配慮した空間の確保・創出
水辺環境（河川、湖沼、海岸、農業用水等）
は多様な動植物の生息・生育場所であり、自然
と人とのふれあいの場でもあります。以前は、

こうした水辺環境の機能にあまり目を向けるこ
とはなく、ともすれば水資源を効率的に利用す
ることや水災害を防止することが優先されてき
ましたが、近年は、水辺環境の再生が求められ、
徐々に環境に配慮した工法が普及しはじめてき
ています。

（１）多自然川づくりの推進
＜河川課＞

多自然川づくりとは、必要とされる治水上の
安全性を確保した上で、動植物の良好な生育環
境を保全または復元することを目指した川づく
りです。県では、動植物や親水性への配慮を目的
とし、市町の河川管理担当などの実務者用に「い
しかわの多自然型川づくりハンドブック」を作
成するなど多自然川づくりを推進しています。

（２）環境に配慮した土地改良事業の継続実施
＜農業基盤課＞

県では、農業用水路やため池整備など土地改
良事業を実施する際、環境に対する負荷を回避
・低減する取組を行っています。
農業用水路の整備では、一部の水路の底打ち
をしないなど、地下水の涵養や水生植物、魚類
の生態系に配慮しています。
また、仮設水路等に魚類等の保護を行ってか
ら工事に着手するよう努めるとともに、管理用
通路を整備することにより、親水性にも配慮し
ています。
ため池の整備においても、工事期間中、水生

昆虫類、魚類等の生息域を確保するなど生態系
に配慮しています。

（３）県民参加による水辺環境整備等の推進
＜農業基盤課＞

県では、ほ場整備などの土地改良事業の実施
の際に、地元関係者を含めた生き物調査やワー
クショップを開催するなど、多様な動植物の生
息・生育場所である水辺環境に配慮した工事に
取り組んでいます。

番号 水源名 水質監視地点

１ 手取川ダム
（石川県水道用水供給事業水源） 手取川第一発電所放流口

２ 手取川
（石川県水道用水供給事業水源） 鶴来浄水場取水口

３ 犀川ダム
（金沢市上水道水源） 末浄水場取水口

４ 内川ダム
（金沢市上水道水源） 犀川浄水場取水口

５ 河原田川
（輪島市上水道水源） 輪島市浄水場取水口

６ 八ケ川ダム（八ケ川）
（輪島市上水道水源） 地原浄水場取水口

７ 熊木川
（七尾市上水道水源） 河内浄水場取水口

８ 九谷ダム（大聖寺川）
（加賀市上水道水源） 山中浄水場取水口

９ 小又川
（穴水町上水道水源） 穴水町浄水場取水口

１０ 小屋ダム（鵜飼川）
（珠洲市上水道水源） 宝立浄水場取水口

１１ 九里川尻川
（能登町上水道水源） 内浦浄水場取水口

１２ 上清水系水源井戸
（小松市上水道水源） 上清水７号井

１３ 高階水源井戸
（七尾市上水道水源） 高階２号水源

１４ 津幡町水源井戸
（津幡町上水道水源） １号水源井

１５ 羽咋水源井戸
（羽咋市上水道水源） 南部５号井

１６ 野々市市水源井戸
（野々市市上水道水源） 東部１号井戸

１７ 内灘水源井戸
（内灘町上水道水源） アカシア３号井戸

１８ 志賀町水源井戸
（志賀町上水道水源） 第１水源

１９ 高松水源井戸
（かほく市上水道水源） 高松９号井

２０ 寺井配水区水源井戸
（能美市上水道水源） 寺井２号水源井戸

２１ 宝達志水町森本水源井戸
（宝達志水町上水道水源） 森本水源池

２２ 中能登町水源井戸
（中能登町上水道水源） 春木３号水源

２３ 松任給水区水源井戸
（白山市上水道松任給水区水源） 松任給水区１０号井

２４ 美川給水区水源井戸
（白山市上水道美川給水区水源） 美川給水区第２水源

表６ 水道水源等の水質監視地点
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第２節 大気環境・土壌環境の保全、化学物質
関係

１ 大気環境の保全
＜環境政策課＞

（１）大気環境の現況
① 大気汚染に係る環境基準
大気汚染に関しては、「人の健康を保護する
上で維持することが望ましい基準」として、二
酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オ
キシダント、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物
質並びにベンゼン、トリクロロエチレン、テト
ラクロロエチレン及びジクロロメタンの環境基

準が定められています。

② 大気汚染の常時監視
本県では、県と金沢市及び七尾市が、一般環
境の大気汚染を監視する一般環境大気測定局２３
局と交通量の多い道路沿道の大気汚染を監視す
る自動車排出ガス測定局４局を設置し、大気汚
染の状態を常時監視（モニタリング）していま
す。（図１８、表７）
令和６年度の環境基準の達成状況（表８）を
見ると、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、
浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質（PM２．５）
については、全測定局で環境基準を達成してい

図１８ 県内における大気汚染常時監視網（令和５年３月末現在）
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ました。
一方で、光化学オキシダントは全測定局で環

境基準を達成しておらず、今後とも十分な監視
が必要です。
環境省は、光化学オキシダントの排出抑制対
策を行ってきましたが、環境基準達成率は全国
で低い状態であり、大気環境の改善及び気候変
動対策といった両方の側面から国内における光
化学オキシダントの削減を急務としています。
そこで、環境省は令和４年１月に光化学オキシ
ダント対策ワーキングプランを策定し、環境基

準の再評価を検討しています。
なお、常時監視データ及び緊急時情報につい
ては県のホームページにて、２４時間リアルタイ
ムで情報提供しています。
ホームページアドレスは
https : //www.ishikawa-taiki.com
です。

③ 一般環境大気測定局における測定結果
（令和６年度）
ア 二酸化硫黄
二酸化硫黄を測定する９局における年平均値
は０．０００～０．００１ppmの範囲にあり、近年は横
ばい傾向です。（図１９）
また、日平均値の年間２％除外値（１年間の
測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い
ほうから数えて２％の範囲にある測定値を除外
した後の最高値）は、０．００１～０．００２ppmの範囲

表７ 大気測定局の設置数（令和７年３月末現在）

設置者
区分 石川県 金沢市 七尾市 合 計

一般環境大気測定局 １６局 ６局 １局 ２３局
自動車排出ガス測定局 １局 ３局 ４局
合 計 １７局 ９局 １局 ２７局
移 動 測 定 車 １台 １台

表８ 環境基準の達成状況

（一般環境大気測定局）

項 目 年度
区分 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 全国

（Ｒ４年度）
二酸化硫黄
（SO２）

測定局数 ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ８９２
達成率（％）１００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ ９９．５

二酸化窒素
（NO２）

測定局数 １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ ※１６ １７ １７ １１９５
達成率（％）１００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

光化学オキシ
ダント （OX）

測定局数 １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ １７ ※１６ １７ １７ １１４３
達成率（％） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．１

一酸化炭素
（CO）

測定局数 １ １ １ １ １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ １ ５６
達成率（％）１００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

浮遊粒子状物
質 （SPM）

測定局数 １８ １８ １８ １８ １８ １８ １８ １８ １８ １８ １８ １８ １８ １２５３
達成率（％）１００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

微小粒子状物
質 （PM２．５）

測定局数 ３ ７ １２ １４ １４ １４ １４ １４ １４ １４ ※１３ １４ １４ ８７８
達成率（％） ６７ １４ ９２ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ ９９．９

※令和４年度は中央局休止
（自動車排出ガス測定局）

項 目 年度
区分 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 全国

（Ｒ４年度）
二酸化窒素
（NO２）

測定局数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ３６９
達成率（％）１００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

一酸化炭素
（CO）

測定局数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ２１７
達成率（％）１００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

浮遊粒子状物
質 （SPM）

測定局数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ３５７
達成率（％）１００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

微小粒子状物
質 （PM２．５）

測定局数 １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２３８
達成率（％） ０ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００
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にあり、全測定局で年間にわたる環境基準（０．０４
ppm）を達成していました。

イ 二酸化窒素
二酸化窒素を測定する１７局における年平均値

は０．００２～０．００５ppmの範囲にあり、近年は横ば
いから減少傾向です。（図２０）
また、日平均値の年間９８％値（１年間の測定
を通じて得られた１日平均値のうち、低いほう
から数えて９８％目に当たる値）は、０．００４～０．０１４
ppmの範囲にあり、全測定局で年間にわたる環
境基準（０．０４～０．０６ppmのゾーン内またはそれ
以下）を達成していました。

図２０ 二酸化窒素濃度の経年変化（一般環境局：年平均値）

ウ 光化学オキシダント
光化学オキシダントを測定する１７局における
昼間（午前５時～午後８時）の日最高１時間値
の年平均値は、０．０４６～０．０５０ppmの範囲にあ
り、近年は、概ね横ばいの傾向です。
また、昼間の１時間値の最高値は、０．０８２～

０．０９４ppmの範囲にあり、全測定局で環境基準
（０．０６ppm）を超過していましたが、これは本
県に限らず全国的な状況です（令和４年度にお
ける全国の環境基準達成率０．１％）。

エ 一酸化炭素
一酸化炭素を測定する１局における年平均値
は０．２ppmで、近年は、概ね横ばいの傾向です。
また、日平均値の年間２％除外値は０．３ppm
で、年間にわたる環境基準（１０ppm）を達成し
ていました。

図２１ 一酸化炭素濃度の経年変化（一般環境局：年平均値）

オ 浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質（大気中に浮遊する粒子のう
ち粒径が１０マイクロメートル以下の粒子）を測
定する１８局の年平均値は、０．００７～０．０１２mg/m３

の範囲にあり、近年は横ばいから減少傾向で
す。（図２２）

（mg/m3）

図２２ 浮遊粒子状物質濃度の経年変化（一般環境局：年平均値）

図１９ 二酸化硫黄濃度の経年変化（一般環境局：年平均値）
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また、日平均値の年間２％除外値は０．０２２～
０．０３２mg/m３の範囲にあり、全測定局で年間に
わたる環境基準（０．１０mg/m３）を達成していま
した。

カ 微小粒子状物質（PM２．５）
平成２１年９月に微小粒子状物質（大気中に浮

遊する粒子のうち平均直径が２．５マイクロメー
トル以下の粒子）の環境基準が新たに定めら
れ、平成２２年度から微小粒子状物質を監視して
います。
微小粒子状物質を測定する１４局における年平
均値は、４．５～７．５µg/m３の範囲にあり、経年的
には横ばいから減少傾向です。（図２３）
月別の平均値は、春季から夏季にかけて高
く、秋季から冬季にかけて低くなる傾向が見ら
れます。（図２４）

図２３ 微小粒子状物質濃度の経年変化
（一般環境局：年平均値）

（µg/m3）

図２４ 微小粒子状物質濃度の経月変化
（一般環境局：月平均値）

令和６年度は１４局とも長期基準（１年平均値
が１５µg/m３）及び短期基準（１日平均値の年間

９８％値が３５µg/m３）を達成していたことから、
１４測定局すべてで環境基準を達成（長期基準と
短期基準をともに達成）していました。（表９）
表９ 微小粒子状物質（PM２．５）

の環境基準達成状況（一般環境局）
（単位：µg/m３）

長期基準 短期基準
環境基準
達成状況

（参考）
１日平均値の
最高値

測定局 年平均値 １日平均値の
年間９８％値

１５µg/m３以下 評価 ３５µg/m３以下 評価
珠 洲 ４．５ ○ １６．７ ○ ○ ２１．８
輪 島 ６．１ ○ １７．０ ○ ○ ２４．４
七 尾 ６．９ ○ １７．２ ○ ○ ２５．５
羽 咋 ７．５ ○ １８．９ ○ ○ ２３．５
津 幡 ５．７ ○ １７．２ ○ ○ ２０．６
内 灘 ５．８ ○ １７．９ ○ ○ １９．７
北 部 ６．５ ○ １６．７ ○ ○ ２３．４
西南部 ６．２ ○ １５．４ ○ ○ １９．０
小立野 ５．１ ○ １４．５ ○ ○ １７．３
西 部 ６．３ ○ １６．８ ○ ○ ２１．６
中 央 ５．６ ○ １５．３ ○ ○ １９．９
松 任 ７．２ ○ １７．８ ○ ○ ２１．４
小 松 ６．９ ○ １８．９ ○ ○ ２３．０
大聖寺 ７．４ ○ ２０．０ ○ ○ ２１．３

※１日平均値の年間９８％値とは
１年間を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％

目に当たる値
（例）測定日数が３６５日の場合、低い方から３５８番目の値（高いほうか

ら８番目）

④ 自動車排出ガス測定局における測定結果
（令和６年度）
ア 二酸化窒素
二酸化窒素を測定する４局における年平均値
は、０．００３～０．０１２ppmの範囲にあり、近年は横
ばいから減少傾向です。（図２５）

図２５ 二酸化窒素濃度の経年変化
（自動車排出ガス局：年平均値）

また、日平均値の年間９８％値は、０．００６～０．０２１
ppmの範囲にあり、全測定局で年間にわたる
環境基準（０．０４～０．０６ppmのゾーン内または
それ以下）を達成していました。
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イ 一酸化炭素
一酸化炭素を測定する４局における年平均値
は、０．１～０．４ppmの範囲にあり、近年は横ばい
から減少傾向です。（図２６）
また、日平均値の年間２％除外値は、０．２～０．９
ppmの範囲にあり、全測定局で年間にわたる環
境基準（１０ppm）を達成していました。

図２６ 一酸化炭素濃度の経年変化
（自動車排出ガス局：年平均値）

ウ 浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質を測定する４局における年平
均値は０．０１０～０．０１４mg/m３の範囲にあり、近年
は横ばいから減少傾向です。（図２７）
また、日平均値の年間２％除外値は、０．０２１
～０．０３１mg/m３の範囲にあり、全測定局で年間に
わたる環境基準（０．１０mg/m３）を達成していま
した。

微小粒子状物質（PM２．５）について

大気中に浮遊する粒子状の物質については、粒

径が１０µm（マイクロメートル）以下の物質を浮

遊粒子状物質（SPM）として環境基準が設定され

ていました。

この浮遊粒子状物質よりも粒径が小さい２．５µm

以下の粒子は、肺の奥まで入りやすいため、呼吸

器系、循環器系（心血管系）、免疫系などに影響

を与えるおそれがあります。

そこで、平成２１年９月に新たに微小粒子状物質

（PM２．５）の環境基準が設定されました。

PM２．５の環境基準

１年平均値が１５µg/m３以下であり、かつ、

１日平均値が３５µg/m３以下であること。

微小粒子状物質（PM２．５）に関する注意喚起

情報について

石川県では、平成２５年３月１５日から、微小粒子

状物質（PM２．５）の濃度が１日平均値で７０µg/m３

（１立方メートル当たり７０マイクログラム）を超

えると予測される日には、「PM２．５に関する注意

喚起情報」を発表し、県のホームページのほか、

テレビ・ラジオ、各市町の防災行政無線・広報車

などで県民に周知することとしました。

また、配慮を必要とする呼吸器系や循環器系疾

患のある方、子ども、高齢者等の施設に対しては、

各市町や県の関係部局等から、別途、お知らせす

ることとしています。

注意喚起情報は、国の定める暫定指針に基づ

き、次のとおり発表又は解除します。

〈発表〉

（１）各日の午前５時から７時までの県内の各測定

局の１時間値の平均値について２番目に大き

い値が８５µg/m３を超えた場合、各日の午前８

時頃に発表します。

（２）各日の午前５時から１２時までの県内の各測定

局の１時間値の平均値についての最大値が８０

µg/m３を超えた場合、各日の午後１時頃に発

表します。

〈解除〉

（１）注意喚起情報の発表後、県内全ての測定局

で、１時間値が２時間連続して５０µg/m３以下

に改善した場合、解除します。（午後７時の

値までで判断）

（２）上記の解除基準に至らなかった場合、翌日午

前０時で自動解除とします。

なお、平成２６年２月２６日には県内で初めて、県

内全域に注意喚起情報を発表しました。（〈発表〉

（２）の基準を超過。午前５時から１２時までの平均

値の最大値が輪島測定局で８５．５µg/m３）
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（mg/m3）

図２７ 浮遊粒子状物質濃度の経年変化
（自動車排出ガス局：年平均値）

エ 微小粒子状物質（PM２．５）
微小粒子状物質を測定する２局については、

いずれも環境基準を達成していました。（表１０）

表１０ 微小粒子状物質（PM２．５）の環境基準達
成状況（自動車排出ガス局）

（単位：µg/m３）

測定局

長期基準 短期基準
環境基準
達成状況

（参考）
１日平均値の
最高値

年平均値 １日平均値の
年間９８％値

１５µg/m３以下 評価 ３５µg/m３以下 評価

山 科 ５．７ ○ １５．６ ○ ○ ３４．８

野々市 ７．１ ○ １７．５ ○ ○ ３３．５

※１日平均値の年間９８％値とは
１年間を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％

目に当たる値
（例）測定日数が３６５日の場合、低い方から３５８番目の値（高いほう

から８番目）

⑤ 有害大気汚染物質の現況
有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長
期的な摂取により健康被害が生ずるおそれのあ
る物質のことで、県と金沢市が県内の６地点で
常時監視を行っています。
令和５年度の調査結果では、環境基準が定め
られているベンゼン等４物質は、すべての調査
地点で環境基準を達成していました。
また、指針値（環境中の有害大気汚染物質に
よる健康リスクの低減を図るための数値）が定
められているアクリロニトリル等１１物質につい
ても、すべての調査地点で指針値を下回ってい
ました。（表１１）

（２）大気環境の保全対策
① 大気汚染物質の排出規制
ア 硫黄酸化物
ボイラー等のばい煙発生施設に対する硫黄酸
化物の排出は、「大気汚染防止法」に基づくK
値（煙突の高さに応じて硫黄酸化物の許容排出
量を定める規制方式）で規制されています。
基準となるK値（数値が小さいほど厳しい）
は、全国では地域によって３．０から１７．５の範囲
で定められており、本県では金沢市、白山市（平
成１７年２月の合併前の松任市及び美川町の地域
に限る）及び野々市市は８．７６、その他の地域は
１７．５と定められています。

イ 窒素酸化物
窒素酸化物は、人の健康に影響を及ぼすばか
りでなく、光化学オキシダント生成の主要な原
因物質とされています。この発生源としては、
工場や事業場の他に自動車があげられます。
工場や事業場のばい煙発生施設に対しては、

「大気汚染防止法」に基づく排出濃度の規制が
行われています。
また、自動車に対しては、個々の自動車の製
造段階における規制（自動車排出ガス規制にお
ける単体規制）が行われており、その規制は順
次強化されています。

ウ その他の大気汚染物質
工場や事業場のばい煙発生施設から排出され
るばいじん、カドミウム及びその化合物、塩素
及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、
鉛及びその化合物については、「大気汚染防止
法」に基づき、施設の種類や規模によって排出
基準値が定められています。
また、浮遊粒子状物質や光化学オキシダント
の原因となる揮発性有機化合物についても、平
成１８年４月から排出規制が開始されています。

エ 石綿
平成元年の「大気汚染防止法」の改正により、

「特定粉じん」として石綿が、「特定粉じん発生
施設」にアスベスト製品製造施設が規定され、
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その施設には敷地境界基準が定められました。
また、建築物の解体現場等からの特定粉じん

の飛散を防止するため、平成９年４月から「大
気汚染防止法」により、一定面積以上の建築物
の解体工事では作業の１４日前までに届出が必要
となりました。
県では、法の規制対象が限定されていたため
平成１７年１０月に「ふるさと環境条例」を改正
し、対象をすべての建築物に拡大しました。そ
の後の「大気汚染防止法」の改正により平成１８
年３月からは面積要件が廃止され、また、平成
１８年１０月からは工作物が規制対象に追加されま
した。
平成２６年６月に施行された改正大気汚染防止
法では、特定粉じん排出等作業の実施の届出義
務者が施工者から発注者または自主施工者に変
更され、解体等工事に係る調査及び説明等の義
務が追加されました。
さらに、今後令和１０年頃をピークに、石綿含

有建材を利用した建築物の解体工事の増加が見
込まれることから、令和３年４月に改正大気汚
染防止法が施行されました。改正法では、規制
対象の拡大、一定規模以上の解体等工事の事前
調査結果報告の義務付け（令和４年４月施行）、
下請負人の作業基準順守義務対象への追加、直
接罰の創設等、規制の強化が行われました。
令和６年度の特定粉じん排出等作業届出件数
は、１３７件でした。（表１２）

表１２ 特定粉じん排出等作業届出件数の推移
年度

工事の種類
Ｒ２
年度

Ｒ３
年度

Ｒ４
年度

Ｒ５
年度

Ｒ６
年度

解 体（作業件数） ８４ ７１ ５７ ５２ １２１
改造・補修（作業件数） ４４ ３１ ４３ ３８ １６
届出件数 １１９ １０２ １００ ９０ １３７

なお、解体等工事にあたっては、労働安全衛
生法・石綿障害予防規則や建設リサイクル法、
廃棄物処理法による規制も行われており、本県
では関係機関が連携して指導にあたっています。

表１１ 令和６年度有害大気汚染物質測定結果 （単位：µg/m3（※１）ng/m3）

区分 有害大気汚染物質
一般環境 沿道 固定発生源

周辺
指標等
１）環境基準
２）指針値
３）２年度
全国平均値七尾 小松 金沢

（駅西） 野々市 金沢
（山科）

いしかわ子ども交流
センター小松館

環境基準
設定物質

ベンゼン ０．４２ ０．４４ ０．４５ ０．５８ ０．４０ １）３以下

トリクロロエチレン ０．０２８ ０．０２７ ０．０３５ ０．０２５ ０．０２５ １）１３０以下

テトラクロロエチレン ０．０２１ ０．０２２ ０．０２０ ０．０２２ ０．０２１ １）２００以下

ジクロロメタン ０．７４ １．５ ０．８０ ０．８２ ０．６２ １）１５０以下

指針値
設定物質

アクリロニトリル ０．０２２ ０．０２２ ０．０２２ ２）２以下

アセトアルデヒド １．２ １．４ ４．３ １．２ ２．２ ２）１２０以下

塩化ビニルモノマー ０．０１２ ０．０１２ ０．０１２ ２）１０以下

塩化メチル １．２ １．１ １．２ ２）９４以下

クロロホルム ０．０５２ ０．０７８ ０．０５５ ２）１８以下

１，２‐ジクロロエタン ０．０８０ ０．０８８ ０．０８７ ２）１．６以下

水銀及びその化合物 ※１ ２．０ ２．１ １．８ ２．４ ２．１ ２）４０以下

ニッケル化合物 ※１ １．５ １．０ ０．９１ １．４ ０．８６ ２）２５以下

ヒ素及びその化合物 ※１ １．４ ０．７０ ０．６７ ０．７８ １．２ ２）６以下

１，３‐ブタジエン ０．０１３ ０．０１３ ０．０１５ ２）２．５以下

マンガン及びその化合物 ※１ １６ １０ ４．９ ７．２ ４．４ ２６ ２）１４０以下

上記
以外の
有害大気
汚染物質

クロム及びその化合物 ※１ １．３ １．１ １．４ ２．４ ２．２ ３）３．９

六価クロム化合物 ※２ ０．０２８ ０．００６ ３）－

酸化エチレン ０．０３１ ０．０３０ ０．０５５ ０．０３３ ０．０５２ ３）０．０７

トルエン ０．９０ ２．２ ３．１ ３）５．８

ベリリウム及びその化合物 ※１ ０．００８１ ０．００４１ ０．００８ ０．００６８ ０．００８ ３）０．０１８

ベンゾ［ａ］ピレン ※１ ０．０２０ ０．０１１ ０．０３６ ０．０１９ ０．０３０ ３）０．１６

ホルムアルデヒド １．７ １．４ ２．２ １．７ １．４ ３）２．４

※１ 桁数が増えるため ng／m３で記している。
※２ 六価クロム化合物については、測定が困難な場合、クロム及びその化合物の全量を測定するものとされている。
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② 規制対象施設の概況と届出状況
「大気汚染防止法」では、規制の対象となる

「ばい煙発生施設」、「一般粉じん発生施設」、「特
定粉じん発生施設」、「揮発性有機化合物排出施
設」及び「水銀排出施設」を設置する者に対し
て、その施設の届出を義務づけています。
本県におけるばい煙発生施設数は、令和６年

度末で２，１４５施設となっています。施設の種類
では、ボイラーが１，６２２施設と最も多く、次い
でディーゼル機関２５５施設、乾燥炉及び廃棄物
焼却炉５６施設の順となっています。（表１３）
一般粉じん発生施設数は、令和６年度末で６４９
施設であり、施設の種類ではベルトコンベア３０２
施設、堆積場１４０施設の順となっています。（表
１４）
特定粉じん発生施設については、平成２年の

法施行以降、届出がありません。
揮発性有機化合物排出施設数は、令和６年度

末で２２施設であり、施設の種類では、工業製品
の塗装施設７施設、洗浄施設６施設の順となっ
ています。（表１５）
水銀排出施設は、令和６年度末で４９施設あ
り、施設の種類では廃棄物焼却炉４７施設、石炭
燃焼ボイラー２施設となっています。

③ 発生源監視
本県では、ばい煙発生施設や粉じん発生施
設、揮発性有機化合物排出施設を設置する工場
や事業場を対象に規制基準の遵守状況等を確認
するため、随時、排出ガスの濃度を測定するな
ど、立入検査を実施しています。

④ 緊急時対策
「大気汚染防止法」は、大気の汚染が著しく
なり、人の健康又は生活環境に被害が生ずるお
それが発生する場合を緊急時と定め、知事が必
要な措置を講ずるよう規定しています。このた
め本県では、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一
酸化炭素、二酸化窒素、光化学オキシダントの
５項目を対象に予報、注意報、警報、重大警報
の発令基準やその場合の措置（予報と警報は二
酸化硫黄と光化学オキシダントのみ）を「大気

汚染緊急時対策実施要綱」として定めています。
令和６年度は、これら５項目に関して、注意
報等の発令までには至りませんでした。
なお、光化学オキシダントについては、県内
の比較的大気が清浄な地域でも注意報の発令基
準（０．１２ppm以上）に近い濃度にまで上昇し、

表１３ ばい煙発生施設数の年度別推移
年度末

施設種類 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6

１ ボ イ ラ ー １，９０３１，８６８ １８４１１，７４１１，７０７１，６２２
2 ガ ス 発 生 炉 ０ ０ ０ １ １ ２
５ 溶 解 炉 ２９ ２９ ３２ ３２ ３２ ３２
６ 加 熱 炉 ４４ ４５ ４９ ４８ ４７ ４５
９ 焼 成 炉 ２０ ２０ １９ １７ １７ ２０
１０ 反応炉・直下炉 ０ ０ ０ １ １ １
１１ 乾 燥 炉 ６６ ６５ ６５ ６２ ５７ ５６
１３ 廃棄物焼却炉 ５１ ５７ ５７ ５４ ５４ ５６
２９ ガスタービン １０４ １０３ １０５ １０５ １０６ ５５
３０ ディーゼル機関 ３４４ ３５０ ３４９ ３５５ ３５３ ２５５
３１ ガ ス 機 関 ０ ０ ０ ２ ２ １
そ の 他 ４ ４ ４ ０ ０ ０
合 計 ２，５６５２，５４１２，５２１２，４１８２，３７７２，１４５

表１４ 粉じん発生施設数の年度別推移
年度末

施設種類 R 1 R 2 R 3 R 4 R５ R６

一般粉じん発生施設 ６７０ ６７２ ６６２ ６５６ ６４９ ６４９
堆 積 場 １３６ １３８ １３５ １３７ １３７ １４０
ベルトコンベア ３１６ ３１６ ３１７ ３０９ ３０３ ３０２
破砕機・摩砕機 １３６ １３６ １３２ １３１ １３１ １３０
ふ る い ８２ ８２ ７８ ７９ ７８ ７７

特定粉じん発生施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０

表１５ 揮発性有機化合物排出施設数の年度別推移
年度末

施設種類 ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

溶 剤 として使用 す る
乾 燥 施 設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

塗 装 施 設 ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７
塗装に供する乾燥施設 １ １ １ ０ ０ ０ ０
粘着テープ等の接着に
供 す る 乾 燥 施 設 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

前 項 以 外 の 接 着 に
供 す る 乾 燥 施 設 ７ ７ ７ ５ ５ ５ ５

オフセット印刷に供する
乾 燥 施 設 １ １ １ １ １ １ １

グラビア印刷に供する
乾 燥 施 設 １ １ １ １ １ １ １

工 業製品の洗浄 施 設 １２ １２ １２ １２ １２ ６ ６
貯 蔵 施 設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合 計 ３１ ３１ ３１ ２８ ２８ ２２ ２２
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また全国的にも初めて光化学オキシダント注意
報を発令する県が平成１９年から出現しており、
光化学オキシダントの高濃度は全国的な問題と
なっています。このため本県では、国に対して
高濃度の原因解明のための調査研究の推進を求
めています。
なお、本県での光化学オキシダント注意報等
の発令件数は、昭和５４年７月７日の注意報、平
成１４年５月２２日の予報、平成１６年６月５日の予
報、平成１９年５月９日の予報の計４回です。
また、微小粒子状物質（PM２．５）については、

１日平均値が基準値を超えると予測される場合
に注意喚起情報を発表することとしています
が、令和６年度は注意喚起情報の発表には至り
ませんでした。

光化学オキシダントについて
自動車や工場などから排出される窒素酸化物
や揮発性有機化合物（VOC）が、太陽の強い
紫外線を受けると光化学反応を起こし、オゾン
などの光化学オキシダント（酸化性物質）を発
生させます。気象条件によっては、この光化学
オキシダントがたまり、白くもやがかかったよ
うな状態になることがあり、この状態を「光化
学スモッグ」と呼んでいます。光化学オキシダ
ントは、春から夏にかけて、気温が高く、日差
しが強く、風があまりないような日に高濃度と
なります。光化学オキシダントによる被害とし
ては、「目がチカチカする」、「のどが痛む」な
どの症状のほか、頭痛・はきけ・息苦しいなど
の症状が出るといわれています。そこで、昭和
４８年５月に光化学オキシダントの環境基準が設
定されました。
�
��
�

�
�
��

光化学オキシダントの環境基準
１時間値が０．０６ppm以下であること。

光化学オキシダントに関する注意報等について
石川県では、光化学オキシダントの濃度が高
くなり、かつ、気象条件から見て、その状態が
継続すると認められる場合には、「光化学オキ
シダント注意報」等を発令し、県のホームペー
ジのほか、テレビ・ラジオ、各市町の防災行政

無線・広報車などで県民に周知することとしま
した。
また、配慮を必要とする呼吸器系や循環器系
疾患のある方、子ども、高齢者等の施設に対し
ては、各市町や県の関係部局等から、別途、お
知らせすることとしています。
注意報等は、大気汚染防止法施行令に基づ
き、次のとおり発令又は解除します。
〈発令〉
（予報の発令）
気象条件から見て、注意報の状態になるお

それがあると認められる場合、発令します。
（注意報の発令）
光化学オキシダントの濃度が０．１２ppm以
上となり、かつ、気象条件から見て、その状態
が継続すると認められる場合、発令します。
（警報の発令）
光化学オキシダントの濃度が０．２４ppm以
上となり、かつ、気象条件から見て、その状態
が継続すると認められる場合、発令します。
（重大警報の発令）
光化学オキシダントの濃度が０．４０ppm以
上となり、かつ、気象条件から見て、その状
態が継続すると認められる場合、発令します。

〈解除〉
発令地域内のすべての測定局において、各
区分別の基準値を下まわり、かつ、気象条件
から見て、その状態が悪化するおそれがなく
なったと認められる場合、解除します。

なお、昭和５４年７月７日には県内で初めて、
金沢地域に「注意報」、小松地域に「予報」を
発令しました。また、平成１４年５月２２日に七尾
地域で「予報」を発令、平成１６年６月５日に七
尾地域に「予報」を発令、平成１９年５月９日に
中能登地域に「予報」を発令しました。

⑤ 有害大気汚染物質への対応
有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長
期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのあ
る物質のことで、平成９年に定められました。
有害大気汚染物質のなかでも早急に排出抑制
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を行わなければならない物質（指定物質）とし
て、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレンの３物質が定められています。こ
の指定物質を使用している乾燥施設、洗浄施
設、ドライクリーニング機など１１施設について
は届出の必要はありませんが、排出抑制基準が
定められており、排出を抑制する施設の設置や
これらの物質を使用しない施設への転換などの
取り組みが進められています。
また、自動車排出ガスに含まれるベンゼンの
排出を抑制するため、平成１１年にガソリン中の
ベンゼン含有率の規制値が５％から１％に改正
されています。
平成２２年１０月、中央環境審議会において有害

大気汚染物質の見直しが行われ、該当する可能
性のある物質を２４８種類とし、そのうち特に優
先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）
は塩化メチル等が追加され２３種類（指定物質は
３物質で変更なし）となっています。（表１６）

表１６ 有害大気汚染物質（優先取組物質）
見直し後の優先取組物質一覧
（平成２２年１０月中央環境審議会第９次答
申による）

１ アクリロニトリル
２ アセトアルデヒド
３ 塩化ビニルモノマー
４ 塩化メチル
５ クロム及び三価クロム化合物
６ 六価クロム化合物
７ クロロホルム
８ 酸化エチレン
９ １，２‐ジクロロエタン
１０ ジクロロメタン
１１ 水銀及びその化合物
１２ ダイオキシン類
１３ テトラクロロエチレン
１４ トリクロロエチレン
１５ トルエン
１６ ニッケル化合物
１７ ヒ素及びその化合物
１８ １，３‐ブタジエン
１９ ベリリウム及びその化合物
２０ ベンゼン
２１ ベンゾ［a］ピレン
２２ ホルムアルデヒド
２３ マンガン及びその化合物

２ 酸性雨の状況
＜環境政策課＞

（１）日本における酸性雨
石油や石炭などの燃焼で発生する硫黄酸化物
や窒素酸化物などが原因となって降る酸性の雨
や雪のことを「酸性雨」と呼んでいます。
環境省では、昭和５８年度から酸性雨モニタリ
ングを行うとともに、平成１３年から中国等１３ヵ
国が参加する東アジア酸性雨モニタリングネッ
トワークを構築し、東アジア地域において国際
協調に基づく酸性雨対策を推進していくため、
酸性雨長期モニタリング計画を策定し、平成１５
年度から同計画に基づいた酸性雨モニタリング
（湿性沈着、乾性沈着、土壌・植生、陸水）が
行われました。同計画は平成２６年３月に越境大
気汚染・酸性雨長期モニタリング計画と名を改
め、酸性雨モニタリング（湿性沈着、大気汚染
物質（乾性沈着含む）、土壌・植生、陸水、集
水域）を行っています。
環境省の調査では、これまでのところ、我が
国で酸性雨による生態系への明確な影響は認め
られていませんが、全国的に欧米並みの酸性雨
が観測されています。

（２）県の取組
本県では、昭和５８年度から酸性雨の実態と影
響の把握のための調査に取り組んでいます。
令和６年度の金沢の１週間降水の pH年平均
値は、４．９１であり、令和５年度の全国平均値５．０３
に対して、酸性が強い状況となっています（図
２８）。

図２８ 降水の pHの経年変化（年平均値）
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降水中に含まれる酸性物質のイオン濃度は、
秋季から春季にかけて高く、夏季に低くなる傾
向が見られます。これは、冬季に大陸で発生し
た酸性の汚染物質が日本海側の地域に流入し、
酸性雨や雪となって地上に降下していることが
原因と考えられています。
本県でも、例年降水の酸性化の指標とされる
非海塩由来硫酸イオンと硝酸イオンの濃度は、
晩秋から春季にかけての冬季に高くなる傾向を
示しており、全国的な傾向と同様に大陸からの
流入が示唆されています（図２９）。

図２９ 令和６年度非海塩由来硫酸イオン及び
硝酸イオンの経月変化（月平均値）

また、平成１５年度に開始された環境省の酸性
雨長期モニタリング調査では、土壌・植生の調
査地点として本県の石動山（中能登町）・宝立
山（輪島市）の２地域・２地点が選定され、県
では、環境省と協力して調査を行っています。
なお、酸性雨のように国境を越えた問題は、
それぞれの国同士のみならず、地域同士の相互
理解と協力も重要であるため、本県では、平成
２１年度から２３年度にかけて JICAと連携した江
蘇省大気環境改善支援事業により、中国人技術
研修生の受け入れや技術指導などを行い、地域
での大気汚染物質の排出量の削減対策を技術支
援しました。

３ 黄砂の状況
＜環境政策課＞

黄砂は、大陸内陸部のタクラマカン砂漠やゴ
ビ砂漠、黄土高原などの乾燥・半乾燥地域の土
壌や鉱物粒子が、風によって数千メートルの高
度にまで巻き上げられ、偏西風に乗って日本に
飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象で
す。
本県では、平成１４年４月の黄砂飛来時には、

ほとんどの測定局で２日連続して浮遊粒子状物
質の１日平均値の環境基準値（０．１０mg/m３）を
超過し、また、平成２２年３月の飛来時は全ての
測定局で１時間の環境基準値（０．２０mg/m３）の
２倍以上の値を観測するなどの状況にありまし
た。

H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ R５ 年度

観測日数

８

７

６

５

４

３

２

１

０

図３０ 黄砂観測回数の経年変化
※令和２年度までは金沢地方気象台での黄砂観測日数を記載
令和３年度以降は新潟地方気象台での黄砂観測日数を記載

これまでの本県の調査では、人為起源と考え
られる硝酸イオンが、黄砂飛来日で高く、非飛
来日で低くなる傾向を示しています。
なお、国の調査では、「黄砂への大気汚染成
分の付着状況は一様ではなく、到達時間や飛来
経路によっても異なる」とされています。

４ 悪臭の防止
＜環境政策課＞

嗅覚は、味覚とともに化学感覚といわれるも
のですが、すべての化学物質に反応するのでは
なく、限られた化学物質にのみ反応するという
性質があります。
ヒトの嗅覚の特性は、その鋭敏な感度にあり
ます。最近の分析装置でも、検知能力の点では
アセトン等の一部の例外的な物質の他は、ヒト
の嗅覚にはるかに及びません。
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（１）悪臭の現況
悪臭の苦情の原因は、各種の製造事業所での
事業活動によるもののほか、一般家庭のし尿浄
化槽の維持管理の不徹底など家庭生活で発生す
るものもあり、工場・事業場ばかりでなく、住
民自らのにおいに対する配慮が必要な状況とな
っています。（表１７）
表１７ 悪臭苦情の発生源

区分

年度

事業活動によるもの
家庭
生活 合計製 造

事業場
畜産・
農業

商店・
飲食店 その他

２３年度 １６ ３ ３ １５ １６ ５３
２４年度 ９ ２ １１ １１ １６ ４９
２５年度 １１ ９ ６ １９ １３ ５８
２６年度 １２ ０ ５ １９ ２０ ５６
２７年度 １１ １ ２ ９ ９ ３２
２８年度 ７ １ １ ６ １１ ２６
２９年度 １２ １ ３ １２ １４ ４２
３０年度 ５ ４ １ ２３ １３ ４６
元年度 １１ ８ ５ ２０ １５ ５９
２年度 １０ ４ ７ ２２ １４ ５７
３年度 ６ １ ６ １７ ２０ ５０
４年度 ７ １ ５ ２５ １３ ５１
５年度 １１ ２ ３ １０ １３ ３９
６年度 １０ ０ ４ １３ １１ ３８

（２）悪臭防止対策
① 規制地域
「悪臭防止法」に基づき、市又は県（町域は
県）では、住居が集合する地域及びその他地域
を規制地域として指定し、アンモニアやメチル
メルカプタンなどの不快な臭いの原因となる２２
物質の濃度基準を設定（県は町の意見を聴いて
指定・設定）しています。
この規制基準は、敷地境界線上の規制基準（１
号基準）、気体排気口の規制基準（２号基準）、
排出水の規制基準（３号基準）の「３つの規制
基準」が定められています。
なお、事業者に対する規制や指導は、市町が

行うことになっています。

② 臭気指数
「悪臭防止法」では、悪臭の原因となる物質
が複数存在する場合など、機器分析による濃度
規制では生活環境の保全が十分でない地域に対
しては、人間の嗅覚で臭気が感じられなくなる
まで空気を希釈した倍数から求める指数（臭気

指数）による規制ができることになっています。
現在のところ、県内では臭気指数による規制
は行われていません。

５ 騒音・振動の防止
＜環境政策課＞

騒音の苦情の原因は、工場や建設作業、商
店・飲食店等の事業活動に伴うもの、交通機関
から発生するもの、更にはクーラーやステレオ
等家庭の日常生活に伴うものなど、その発生源
は多種多様です。

（１）騒音の環境基準
本県では、環境騒音や道路交通騒音等に対処
し、土地利用、道路整備、物流対策等の総合的
な騒音対策を推進していくため、市又は県（環
境基本法の改正により平成２４年４月１日から市
域は市、町域は県）が騒音に係る環境基準（生
活環境を保全し、人の健康を保護するうえで維
持されることが望ましい基準）の地域類型を指
定しています。
この地域類型では、土地利用の状況等に基づ
き、概ね、「専ら住居の用に供される地域」が
A類型、「主として住居の用に供される地域」が
B類型、「相当数の住居と併せて商業、工業等
の用に供される地域」がC類型に区分されてい
ます。

（２）騒音の現況
ア 一般環境の騒音
令和６年度に金沢市が実施した一般環境（道
路に面する地域以外の地域）における調査で
は、A類型の１地点及びC類型の１地点にお
いていずれも環境基準を達成しました。

イ 道路に面する地域の騒音
道路に面する地域の環境基準の監視は、「騒
音規制法」により、知事（市域については市長）
が行うこととなっています。
環境基準の達成状況は、環境基準を超過する
戸数及びその割合により評価（面的評価）する
こととされており、令和５年度は県が３１区間（道

第
２
部

第
４
章

第２節 大気環境・土壌環境の保全、化学物質関係

－ 95 －



路交通センサス区間）の５，１８５戸を、また市が
１６０区間の４２，８０８戸を対象として面的評価を実
施しています。
令和５年度の自動車交通騒音の環境基準の達
成状況は、評価対象住居（県と市合わせて
４７，９９３戸）のうち、昼間（６時～２２時）及び夜
間（２２時～６時）とも環境基準を達成したのは
９７．４％（４６，７５４戸）で令和５年度の全国の結果
（昼夜間とも達成９５．０％）と比べると、達成率
は上回っています。（図３１）

（３）騒音防止対策
環境基準の維持達成を図るためには、個々の
事業者が騒音防止に努力するほか、県民一人一
人が日常生活においても不必要な音を出さない
ような配慮が必要です。
工場騒音等については、「騒音規制法」に基

づき市又は県（町域は県）では、土地利用の状
況に応じて規制地域の指定（県は町の意見を聞
いて指定）や規制基準を設定しています。
また、自動車交通騒音については、全国的に
みれば環境基準の達成状況は、近年緩やかな改
善傾向にあるとされますが、個々の自動車の製
造段階における規制（単体規制）の強化のほか、
沿道対策、道路構造対策等の総合的な対策が進
められています。
このほか、隣家のエアコンの室外機やピアノ
の音といった身近な騒音（近隣騒音）は、配慮
で避けることができる場合が多いので、住民に

対する騒音防止に係る意識向上のための啓発に
取り組んでいくこととしています。

表１８ 騒音苦情の発生源
区分

年度

事業活動によるもの 家庭
生活 計製 造

事業場
商店・
飲食店建設業

サービ
ス業

交通
機関 その他

２３年度 １４ １４ １８ １ ０ ５ ４ ５６
２４年度 ６ １３ １９ ０ ０ ７ １０ ５５
２５年度 １８ １７ １１ ２ ３ ５ １０ ６６
２６年度 １３ １３ ２９ ４ ３ １３ １３ ８８
２７年度 ７ １３ ２４ ３ ２ １２ １１ ７２
２８年度 １０ １７ １５ ６ ０ ９ ３ ６０
２９年度 １１ ８ ２０ ５ １ ４ ５ ５４
３０年度 ９ １２ ３１ ６ ２ ６ ３ ６９
元年度 １１ ２０ ３５ ９ １ １０ １０ ９６
２年度 １１ １０ ３０ ６ ２ １１ ５ ７５
３年度 １６ １２ ５３ ４ ２ ２３ １６ １２６
４年度 ２２ １５ ３７ ８ ６ ２１ １０ １１９
５年度 １２ １３ ２５ ６ ３ １４ ９ ８２
６年度 ６ １９ １５ ７ ４ １１ ４ ６６

※１ 面的評価は、道路近傍の騒音測定値から道

路端の騒音レベルを推計し、道路端からの距

離減衰量及び建物群による減衰量を差し引

き、個々の建物ごと又は距離帯ごとの騒音レ

ベルを推計し、個々の住居等の環境基準達成

戸数と割合を把握するものです。

※２ 面的評価の対象範囲は、原則として幹線交

通を担う道路（幹線道路）の道路端から５０m

の範囲としています。なお、幹線道路とは、

高速自動車国道、一般国道、県道、４車線以

上の市町道をいいます。

※３ 近接空間とは、２車線道路では車道端から

１５m以内、２車線を越える道路では車道端

から２０m以内をいいます。

図３１ 面的評価結果

図３２ 近接空間と非近接空間での達成状況

図３３ 道路種類別の達成状況

第
２
部

第
４
章

生活環境の保全第４章

－ 96 －



① 騒音規制法による規制
規制地域における工場や建設作業等により発

生する騒音については、市や町が届出を受理
し、騒音測定や改善勧告等の事務を実施してい
ます。

ア 工場騒音
規制地域内にあってプレス機、織機、印刷機

等（「特定施設」）を設置している工場や事業場
（「特定工場」）において発生する騒音に対して
は、地域や時間に応じた規制基準値が定められ
ています。
令和７年３月末現在、本県内における特定施
設の総数は、３８，０９６施設（特定工場数２，９４２件）
であり、その大半は織機で占められています。
（表１９）
なお、同法では特定施設の設置、特定施設の
種類ごとの数の変更、騒音発生の防止方法の変
更、特定施設の使用廃止等の際には、市や町へ
の届出を義務付けています。

イ 建設作業騒音
同法の規制対象とされる建設作業は、くい打

機、さく岩機、空気圧縮機、バックホウ、ブル
ドーザーなどを使用する作業（「特定建設作
業」）です。規制地域内で行われる特定建設作
業には、敷地境界での音量基準や作業時間の制
限などの規制基準が適用されるとともに市や町
への届出が義務付けられています。
令和６年度における特定建設作業の届出件数
は２８２件でした。

ウ 自動車交通騒音
自動車交通騒音の防止を図るため、「騒音規
制法」では個々の車両の基準となる「自動車騒

音の許容限度」を定めていますが、市町長は自
動車交通騒音の基準（「自動車騒音の要請限
度」）を超え、道路に面する地域の生活環境を
著しく損なっていると認める場合は、県公安委
員会に対して「道路交通法」に基づく交通規制
等の措置の実施を要請するとされ、また、この
場合を除き道路管理者等に意見を述べることが
できるとされています。
令和６年度においては、令和５年度に引き続
き「自動車騒音の要請限度」の超過による市町
長から県公安委員会への要請や道路管理者に対
する意見陳述はありませんでした。

② 深夜営業騒音等の対策
騒音のなかでも苦情の多いカラオケ騒音に代
表される深夜営業騒音や商業宣伝を目的とした
拡声機騒音に対しては、本県では「ふるさと環
境条例（金沢市内は金沢市環境保全条例）」に
よって規制を行っています。
県及び金沢市の条例では、飲食店営業及び喫
茶店営業をする施設を対象に夕方７時から翌朝
６時までの間は「騒音規制法」に準じた音量基
準で規制するとともに、深夜１１時から翌朝６時
までは原則としてカラオケ等の音響機器の使用
を禁止しています。
なお、カラオケを主な発生原因とする苦情の
件数は、令和６年度には２件あり、市町が指導
を行い、苦情を処理しました。

（４）振動の現況
振動は、各種公害の中でも騒音と並んでわれ
われの日常生活に関係の深い問題ですが、振動
に係る苦情件数は、例年、典型７公害の苦情件
数全体の数％前後にとどまっています。

（５）振動規制法による規制
「振動規制法」に基づき、市又は県（町域は
県）では、騒音規制と整合性をとって、規制地
域の指定（県は町の意見を聞いて設定）や規制
基準を設定しています。

表１９ 騒音特定施設等の届出の推移
年度

届出数 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

特定工場数 ２，９６４ ２，９７７ ２，９０９ ２，９３４ ２，８７６ ２，９４２
特定施設数 ３８，２５７３７，９５５３８，０９４３８，１４９３８，０５５３８，０９６

内
訳

金属加工機械 ２，７１１ ２，６６８ ２，７１８ ２，７３３ ２，６９８ ２，６８４
空気圧縮機 ５，６４１ ５，３７０ ５，４５９ ５，５１１ ５，５３０ ５，５９４
織 機 ２７，６０８２７，６０８２７，６０７２７，６０７２７，６０７２７，６０７
そ の 他 ２，２９７ ２，３０９ ２，３１０ ２，２９８ ２，２２０ ２，２１１

特定建設作業 ３４７ ２６８ ２６３ ３１０ ２１９ ２８２
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① 工場振動
規制地域内にあってプレス機、せん断機、織

機等（「特定施設」）を設置している工場・事業
場（「特定工場」）において発生する振動に対し
ては、規制基準値が定められています。
令和７年３月末現在、県内における特定施設
の総数は、２７，７０８施設（特定工場数２，００８件）で
あり、この大半は織機で占められています。（表
２０）
なお、同法では特定施設の設置、特定施設の
種類ごとの数の変更、振動発生の防止方法の変
更、また特定施設の使用廃止等の際には、市や
町への届出を義務付けています。

表２０ 振動特定施設等の届出の推移
年度

届出数 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

特定工場数 １，９６９ １，９６９ １，９６０ １，９９３ １，９５９ ２，００８
特定施設数 ２７，７５９２７，５１９２７，５６８２７，６２１２７，５５７２７，７０８

内
訳

金属加工機械 ２，９６２ ２，９７３ ３，０１６ ３，０２２ ２，９５６ ２，９４２
圧 縮 機 １，５３０ １，５２０ １，５２５ １，５６９ １，５７４ １，５８５
織 機 ２２，１９６２１，９９６２２，００１２２，００１２２，００７２２，１６６
そ の 他 １，０７１ １，０３０ １，０２６ １，０２９ １，０２０ １，０１５

特定建設作業 １７６ １８２ １４０ １３５ １０１ １４２

② 建設作業振動
同法の規制対象とされている建設作業は、く
い打機やブレーカーなどを使用する作業（「特
定建設作業」）です。規制地域内で行われる特
定建設作業は、敷地境界線での振動レベルや作
業時間の制限、日曜日、その他の休日の作業禁
止等の規制（災害等の場合は除きます）が適用
されるとともに市や町への届出が義務付けられ
ています。
令和６年度における特定建設作業の届出件数
は１４２件でした。

③ 道路交通振動
道路交通振動に関しても道路交通騒音と同様
に、区域及び時間の区分に応じた要請限度が設
けられていますが、令和６年度においては、市
町長からの要請はありませんでした。

６ 小松飛行場周辺の騒音の現況と対策
＜環境政策課＞

小松飛行場は、現在、民間航空の大型ジェッ
ト旅客機のほか航空自衛隊小松基地のジェット
戦闘機等が離着陸しており（表２１）、これらに
よる騒音の影響範囲は小松市をはじめ周辺５市
町に及んでいます。
特にジェット戦闘機については、騒音レベル
が高いため影響が大きく、戦闘機の騒音をめぐ
る訴訟が起こるなど、県内における大きな公害
問題となっています。
昭和５０年当時、国（防衛施設庁（当時））で
は、航空機騒音対策として小松飛行場周辺の学
校等公共施設の防音工事を進めていましたが、
昭和５０年１０月に本県及び周辺５市町（当時８市
町村）と国（防衛施設庁（当時））との間で「小
松基地周辺の騒音対策に関する基本協定書」
（「１０．４協定」）を締結し、また、同日、小松市
と加賀市は名古屋防衛施設局（当時）と個別協
定を締結し、騒音対策に取り組むこととなりま
した。
それ以降、「防衛施設周辺の生活環境の整備
等に関する法律（周辺整備法）」に基づき、国
により住宅の防音工事を中心とした種々の対策
が講じられてきています。
なお、平成１４年４月に大阪防衛施設局（当時）
から、個別協定を締結している小松市、加賀市
に対して、飛行制限の一部緩和に関する申し入
れが行われました。両市はこの申し入れを受け
入れ、同年１２月に個別協定の変更に応じていま
す。

（１）周辺対策の実施状況
小松飛行場周辺の住宅防音工事は、昭和５０年

表２１ 小松飛行場の概要（令和７年３月末現在）

面 積 ４，３８４，３５９m２

自 衛 隊 機 戦闘機（F１５J）、練習機（T‐４）
ヘリコプター及び捜索機

民 間 航 空
東京、札幌、福岡、那覇便（国内４路線）
ソウル便、香港便、上海便、台北便、ルクセンブ
ルク便、アゼルバイジャン便、その他チャーター便
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度から開始され、「周辺整備法」の改正により、
昭和５３年には住宅防音工事の対象範囲が８５
WECPNL（WECPNLとは、加重等価平均感覚
騒音レベルを表します）以上と拡大し、その後、
昭和５５年には８０WECPNL以上、昭和５７年には
７５WECPNL以上に引き下げられ、また昭和５９
年には７５WECPNL以上の範囲の見直しが行わ
れています。
なお、住宅防音工事のうち新規防音工事（１
世帯２室）及び追加防音工事（世帯人員に応じ
て最大５室まで。平成４年度から７５WECPNL以
上の区域）は、希望する世帯での工事がほぼ完
了し、平成２２年度から防音工事を実施していな
い住居であっても一挙防音工事（世帯人員に応
じて最大５室まで）に統合されています。（図３４）

図３４ 住宅防音工事の進捗率（令和６年３月末現在）

（２）航空機騒音に係る環境基準
航空機から発生する騒音は、レベルが高く、

またその影響は広範囲に及びます。騒音被害の
防止には、発生源対策のほか周辺対策、土地利
用対策など総合的施策が求められるため、国に
おいては、関連諸対策を推進する際の共通の目
標として、「航空機騒音に係る環境基準」（昭和
４８年環境庁告示第１５４号）を定めています。
この告示では、「総合的施策を講じても定め

られた期間内に基準達成が困難な地域において
は、家屋の防音工事等により基準達成と同等の
屋内環境が保持されるようにするとともに、基
準の速やかな達成を期するものとする」とされ
ています。本県では、周辺市町の意向を踏まえ、
国に対して「周辺整備法」に基づく周辺対策の
強化・充実を求めてきたところであり、実質的
な環境基準の達成に向けた施策の推進が図られ

てきました。環境基準の地域類型については、
周辺市町と協議し、その意向を踏まえながら検
討を進めることとしています。
なお、平成２５年４月１日から「航空機騒音に
係る環境基準」の評価指標が、従来のWECPNL
から、Lden（Lden とは時間帯補正等価騒音レ
ベルを表します。）に改正されました。これに
伴い、「周辺整備法」の住宅防音工事の対象範
囲は、従前の指定はWECPNLによる評価のま
まで、新たな指定はLdenによる評価となります。

（３）航空機騒音調査
本県と周辺市町及び防衛施設庁（当時）は、

１０．４協定に基づき、昭和５１年に小松基地騒音防
止対策協議会を設置し、小松飛行場周辺の騒音
防止対策に資することを目的として、昭和５１年
度から三者共同による航空機騒音調査を継続し
て実施しています。令和５年度の航空機騒音調
査結果は、表２２のとおりです。

（４）航空機騒音公害に係る訴訟
小松基地周辺の住民が、国を相手に自衛隊機

表２２ 航空機騒音の測定結果

市町 地点名
WECPNL Lden

R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

小
松
市

○小島町 ８２ ８０ ８０ ７７ ７６ ６６ ６５ ６６ ６３ ６２
○高堂町 ６６ ６６ ６６ ６６ ６７ ５２ ５２ ５２ ５２ ５３
平面町 ６５ ６５ ６５ ６５ ６５ ５１ ５１ ５２ ５２ ５２

○丸の内町 ８１ ８１ ８１ ８２ ８２ ６６ ６６ ６６ ６６ ６６
白松町 ６４ ６４ ６５ ６４ ６４ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０
今江町南 ６６ ６５ ６３ ６３ ６４ ５０ ５１ ４８ ４８ ４９
大領中町 ７０ ７０ ６９ ６８ ６９ ５６ ５６ ５５ ５４ ５５
○日末町 ７６ ７５ ７５ ７５ ７５ ６１ ６０ ５９ ５９ ６０
串 町 ６６ ６６ ６５ ６５ ６５ ５１ ５１ ５１ ５０ ５０
○上牧町 ８１ ８１ ８２ ８２ ８２ ６６ ６６ ６７ ６７ ６７
○佐美町 ８０ ８０ ８０ ７９ ８０ ６５ ６５ ６４ ６４ ６４

加
賀
市

○伊切町 ７７ ７６ ７５ ７７ ７７ ６３ ６２ ６０ ６２ ６２
○片野町 ６２ ６０ ５８ ６１ ６３ ４９ ４６ ４５ ４６ ４８
潮津町 ５８ ６１ ５９ ６０ ５９ ４８ ４９ ４８ ４９ ４７
豊 町 ５５ ５１ ５０ ５６ ５５ ４５ ４０ ３８ ４４ ４３
小塩辻町 ５７ ５６ ５６ ５７ ５８ ４６ ４３ ４５ ４５ ４６

能
美
市

○粟生町 ６１ ６１ ６１ ６０ ６２ ４７ ４７ ４７ ４７ ４８
西任田町 ５６ ５７ ５９ ６０ ６３ ４４ ４５ ４５ ４６ ４９
福島町 ６２ ６１ ６２ ６２ ６３ ４８ ４８ ４８ ４９ ５１
大長野町 ５５ ５５ ５６ ５５ ５５ ４２ ４３ ４４ ４３ ４２
秋常町 ５７ ５７ ５５ ５５ ５８ ４５ ４４ ４３ ４３ ４５
上清水町 ５９ ５８ ６０ ５８ ５８ ４５ ４４ ４６ ４５ ４４
福岡町 ６２ ６５ ５０ ５２

川北町 ○壱ツ屋 ６０ ６２ ５８ ６０ ５８ ４７ ４８ ４４ ４６ ４５
白山市 湊 町 ５７ ５７ ５６ ５８ ６１ ４５ ４４ ４４ ４６ ４８
（注）地点名の○は、該当地点が「防衛施設周辺の生活環境の整備等に

関する法律」第４条の「第一種区域」内であることを示す。
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等の離着陸、騒音の差し止めと騒音被害に対す
る損害賠償を求めていた騒音差止等請求訴訟
（第１次・第２次訴訟）の控訴審は、平成６年
１２月６日に判決があり、自衛隊機等の離着陸等
の差止めと将来の損害賠償については請求を退
けましたが、８０WECPNL以上の地域の住民に
ついて、騒音被害が受認限度を超えているとし
て損害賠償の支払いを国に命じました（平成７
年１月判決確定）。
また、小松基地戦闘機離着陸差止等請求訴訟

（第３次・第４次訴訟）の控訴審判決では、自
衛隊機等の離着陸等の差し止めと将来の損害賠
償については請求を退けましたが、７５WECPNL
以上の地域の住民に対して、損害賠償の支払い
を国に命じました（平成１９年４月判決確定）。
さらに、小松基地戦闘機離着陸差止等訴訟（第
５次・第６次訴訟）の控訴審判決では、第３次・
第４次訴訟と同様、自衛隊機等の差し止めと将
来の損害賠償については請求を退けましたが、
７５WECPNL以上の地域の住民に対して、損害
賠償の支払いを国に命じました（令和４年３月
判決確定）。

７ 能登空港周辺の航空機騒音に係る環境基準
の地域類型指定について ＜環境政策課＞
「航空機騒音に係る環境基準」の改正により、
平成２５年４月からは、１日当たりの離着陸回数
が１０回以下の飛行場であって、警察、消防及び
自衛隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場
以外の飛行場の周辺地域が、環境基準の地域類
型のあてはめの対象となりました。
平成１５年７月７日に開港した能登空港につい
ては、１日２往復の定期便のほか、日本航空学
園の航空機の離着陸等がありますが、周辺の土
地利用等の状況をふまえ、環境基準の地域類型
の指定について検討していくこととしています。

８ 北陸新幹線鉄道騒音の現状と対策
＜環境政策課＞

（１）環境基準の地域類型指定について
令和６年３月に県内全線開業した北陸新幹線
については、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」

に基づき、本県では富山県境から福井県境まで
の地域について、住居の用に供される地域をⅠ
類型（７０デシベル）、その他の地域で通常の生
活を保全する必要がある地域をⅡ類型（７５デシ
ベル）とする指定を行いました。
（地域類型の指定の経緯）
平成１９年１２月７日
・富山県境から白山総合車両所手前までの地
域類型を指定

平成２６年１０月２８日
・白山総合車両所から能美市・小松市境まで
の地域類型を指定

平成２７年３月３１日
・能美市・小松市境から福井県境までの地域
類型を指定
・既に指定されている区間の一部見直し
令和６年２月２７日
・既に指定されている区間の一部見直し

（２）北陸新幹線鉄道騒音調査
令和６年度に国、県及び金沢市が北陸新幹線
沿線の騒音及び振動を調査した結果、本県沿線
４４地点における騒音環境基準の達成率は、主と
して住居の用に供される地域のⅠ類型では
５６％、商工業の用に供される地域等Ⅰ類型以外
の地域であって通常の生活を保全する必要があ
る地域のⅡ類型では８８％で、合計６１％の達成率
でした。
なお、振動は全て国の指針値以下でした。
本県では、環境基準を達成しなかった地域が
あることから、鉄道・運輸機構及び JR西日本
に対し騒音対策の推進を要請しました。今後と
も、関係市町と情報共有を図り、騒音測定を行
いながら、その結果を踏まえ、国や鉄道・運輸
機構等に必要な対策を要請していくこととして
います。

９ 土壌環境の保全
＜環境政策課＞

（１）土壌汚染に係る環境基準
土壌汚染は、典型７公害の一つに位置付けら
れ、その原因は工場等からの排水によるものか
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ら、自然に含まれる地域に由来するものとさま
ざまです。
「環境基本法」第１６条に基づく土壌の汚染に

係る基準値は、「人の健康を保護し、生活環境
を保全する上で維持されることが望ましい基
準」として、カドミウム等２９物質について定め
られています。

（２）土壌汚染の現況及び対策
有害物質により汚染された土壌の直接摂取や
有害物質が溶け出た地下水を飲用することによ
る人の健康被害を防止するため、「土壌汚染対
策法」が平成１５年２月１５日に施行されました。
その後、法に基づかない調査での土壌汚染の

発見の増加や掘削除去の偏重、汚染土壌の不適
正な処理による汚染の拡散等の新たな課題が生
じたため、土壌の汚染状況の把握のための機会
の拡充、指定区域の区分と講ずべき措置の明確
化や、汚染土壌の適正処理の確保のため汚染土
壌処理業の新設等が平成２２年４月１日から施行
され、また、土壌汚染状況調査の実施対象とな
る土地の拡大や、汚染除去等の措置内容に関す
る計画提出命令の創設等が平成３１年４月１日か
ら施行されており、その概要は図３５のとおりです。
トリクロロエチレンなどの有害物質を使用す
る特定施設を廃止する場合、土地所有者等は土
壌汚染状況調査と報告の実施を義務付けられて
います。県内（金沢市を含む）では、令和６年

図３５ 土壌汚染対策法の概要
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度に６件（令和５年度末までに１１６件）の特定
施設が廃止されました。また、６件について引
き続き工場として使用する等のため、土地所有
者等に課せられた調査義務を一時的に免除しました。
また、改正法の施行により平成２２年４月から
は、土地所有者等は自主調査結果に基づき県や
金沢市に対して区域指定をするよう申請できる
ようになりました。
県内では令和６年度末で、６件を要措置区域
に、８件を形質変更時要届出区域に指定してい
ます（表２３、表２４）。

（３）農用地土壌汚染－小松市梯川流域の重金属
汚染問題－
有害物質によって農用地が汚染されると、農
作物の生育阻害を生ずるほか、有害物質を吸収
した農産物を摂取することによって人の健康を
損なうおそれがあります。
このため「農用地の土壌の汚染防止等に関す
る法律（農用地土壌汚染防止法）」に基づきカ
ドミウム、銅、ヒ素について、農用地土壌汚染
対策地域の指定要件などが定められています。
小松市の梯川流域では、昭和４３年９月に行わ

れた名古屋鉱山保安監督部の梯川の調査で水質
の汚染が判明し、また昭和４８年夏期の異常渇水
気象を契機とした倉庫保管米と立毛玄米調査
（収穫する前の玄米）の結果、当時の「食品衛
生法」の規格基準（カドミウム含有量１．０ppm
以上）に適合しない米が見つかりました。
昭和４９～５０年度に実施した学識者による梯川

流域汚染機構解明委員会の各種調査において、
梯川流域農用地の重金属汚染の原因は上流の旧
尾小屋鉱山（昭和４６年１２月閉山）の採掘に由来
していると結論づけられました。
その後の対策工事の沿革は、図３６のとおり

で、平成４年３月に農用地土壌汚染対策区域の
指定を解除しました。
なお、旧尾小屋鉱山からの坑廃水は、現在も
重金属を多く含むため、坑廃水処理事業者が坑
廃水の処理を実施しており、県では、国、小松
市と連携して、坑廃水処理事業者に対して、そ
の経費の一部を補助し、休廃止鉱山に係る鉱害

表２３ 土壌汚染対策法に基づく届出・命令・報
告等の状況（令和６年度）

区 分 令和５年
度末まで

令和６年度 令和５年度
全国県 金沢市 計

法第３条

有害物質使
用特定施設
の使用廃止

１１６ ５ １ ６ ９０２

調査結果の
報告 ３４ １ ０ １ ３６１

調査義務の
一時的免除 ９０ ５ １ ６ １，０６４

法第４条

３０００㎡以上
の形質変更
の届出

１，４２３ ８１ ２７ １０８ １３，２４８

調査命令の
発出 ０ ０ ０ ０ ７１

調査結果の
報告 ０ ０ ０ ０ ７３

法第５条 調査命令の
発出 ０ ０ ０ ０ ０

法第１４条 指定の申請 ２３ ０ １ １ ２１２

法第６条・
法第１１条

前年度末時
点の指定件
数（Ａ）

５ ８ １３ ３，５７４

要措置区域
件数（Ｂ） ０ ０ ０ ７１

形質変更時
要届出区域
件数（Ｃ）

０ １ １ ５１７

区域指定解
除（Ｄ） ０ ０ ０ ２２２

引き続き指定
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ‐Ｄ） ５ ９ １４ ３，９４０

表２４ 土壌汚染対策法の要措置区域及び形質
変更時要届出区域（令和６年度）

区分 指定年月日
（解除年月日）

区域の所在地
及び面積

指定基準に適合しない
特定有害物質

要措置
区 域

平成２５年９月２４日
（平成２６年８月１日 一部解除）

金沢市芳斉１丁目
９４．２㎡ 六価クロム化合物

平成２７年１月１３日
（平成２７年１０月１日 一部解除）

金沢市長町１丁目
１，３６６．４５㎡ 砒素及びその化合物

令和３年１２月２８日 白山市湊町丙２番５
３８０．５８㎡ ふっ素及びその化合物

令和４年１月２１日 金沢市東山３丁目
１９９．８６㎡ テトラクロロエチレン

令和５年５月１１日 金沢市割出町
４１５．７９㎡

六価クロム化合物
シアン化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物

令和６年２月１３日 金沢市専光寺町
４５１．９９㎡

シアン化合物
ふっ素及びその化合物

形 質
変更時
要届出
区 域

平成２１年２月１７日 能美市湯谷町
５，５１１㎡

鉛及びその化合物
ほう素及びその化合物

平成２１年２月２３日 金沢市進和町
６７３．０㎡

六価クロム化合物
鉛及びその化合物
ほう素及びその化合物

平成２３年８月３０日 かほく市木津
９，６５９㎡

鉛及びその化合物
砒素及びその化合物

平成２７年７月１日 金沢市示野町
３２１．２㎡ ふっ素及びその化合物

平成２７年７月３１日 内灘町大学一丁目
５，９９７㎡ 砒素及びその化合物

令和３年１２月２８日
白山市湊町井１番
２３及び子４番７
１，２８４．９３㎡

砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

令和４年７月１日
（令和６年６月１１日 一部解除）

金沢市久安６丁目
１９６番１及び２３２番の

各一部
６２．８６㎡

ほう素及びその化合物

令和７年１月２１日
金沢市小立野５丁
目１２７番１の一部

３００㎡
鉛及びその化合物
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の防止を図っています。

図３６ 小松市梯川流域農用地土壌汚染対策事業の沿革

１０ 化学物質関係

（１）ダイオキシン類
＜環境政策課・資源循環推進課＞

① ダイオキシン類の環境基準
ダイオキシン類は、工業的に製造する物質で
はなく、ものの燃焼の過程などで副次的に生成
される物質です。
国は、「平成１４年度末までに総排出量を平成

９年に比べ約９割削減する」との基本方針を策
定し、平成１２年１月に「ダイオキシン類対策特
別措置法」を施行しました。
「ダイオキシン類対策特別措置法」では、国

民の健康の保護を図るため、
・耐容一日摂取量（TDI）や環境基準といった
ダイオキシン類対策の基本となる基準の設定
・排出ガスや排出水に関する規制
・汚染状況の調査の実施
などが定められたほか、国民、事業者、国及び
地方公共団体が、それぞれの立場からダイオキ
シン類による環境汚染の防止に努めることが責
務とされています。

② ダイオキシン類環境調査の状況
県では、「ダイオキシン類対策特別措置法」に
基づき、国、金沢市等と連携してダイオキシン
類測定計画を作成し、県内の大気、水質、土壌
等を対象とした常時監視を計画的に実施してい
ます。
令和６年度の調査では、大気、水質、底質、
地下水、土壌の５種類について、すべての地点
で環境基準を達成していました。（表２５）
なお、大気、底質、地下水、土壌の４種類に
ついては、平成１２年度の調査開始以来、すべて
の地点で環境基準を達成しています。

③ 発生源に対する規制
ア 特定施設の概況と届出状況
「ダイオキシン類対策特別措置法」では、規

制対象となる「大気基準適用施設」及び「水質
基準対象施設」（「特定施設」といいます）を設
置する者に対して、届出を義務付けています。
県内の特定施設は、そのほとんどが廃棄物焼
却炉及びその関連施設です。（表２６）

【耐容一日摂取量】（TDI）

・４pg－TEQ/kg 体重／日

TDI（Tolerable Daily Intake）とも呼ばれ、人が一

生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響

が現れないと判断される体重１kg当たり１日当

たりの摂取量のことです。

【環境基準】

・大気：０．６pg－TEQ/m３以下（年平均値）

・水質：１pg－TEQ/Ｌ以下（年平均値）

・土壌：１，０００pg－TEQ/g 以下

・底質：１５０pg－TEQ/g 以下

【毒性等量】（TEQ）

ダイオキシン類は、物質の種類ごとに毒性が異な

るため、最も毒性の強い２，３，７，８‐テトラクロロジ

ベンゾ‐１，４‐ジオキシンの毒性を１とした毒性換

算係数を用いて計算し、ダイオキシン類の濃度を

物質ごとの毒性を足し合わせた値（TEQ（Toxicity

Equivalency Quantity））で表します。
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イ 排出ガス及び排出水に関する規制
特定施設から排出するガスや排出水には、施
設の種類、規模ごとに排出基準値が定められて
います。特定施設の設置者は、排出基準を遵守
するとともに、自主測定を実施し、その測定結
果の報告が義務づけられています。

④ ダイオキシン類の対策
国の推計では、令和５年の全国のダイオキシ
ン類の排出総量は１０４～１０６g-TEQ／年とされ、法
の規制開始前の平成９年の７，６８０～８，１３５g-TEQ／
年に比べ約９９％削減したとされています。
しかしながら、ダイオキシン類は分解しにく
い物質であるため、引き続き監視、指導を実施
していきます。
また、ダイオキシン類は、そのほとんどがも
のを燃焼する過程などで発生するため、ごみの
量を減らすことがダイオキシン類の発生量を抑
制する対策として効果的です。私たち一人ひと
りが、ものを大切に長く使い、また、使い捨て

製品を使わないよう心がけ、ごみを減らし、再
利用やごみの分別・リサイクルに協力すること
がとても重要になります。

（２）化学物質
＜環境政策課＞

① 化学物質の事前審査・製造等の規制
科学技術の発展により、世界では約１０万種、

日本国内でも約５万種の化学物質が流通してい
るといわれています。
日本では、PCBによる環境汚染問題を契機
として、昭和４８年に「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律（化学物質審査規制法）」
が制定され、新たに製造・輸入される化学物質
については、事前に人への有害性などを国が審
査するとともに、環境を経由して人の健康を損
なうおそれがある化学物質については製造、輸
入及び使用を規制する仕組みが設けられていま
す。

② 化学物質の排出量の把握（PRTR制度）
化学物質による環境汚染の未然防止に関する
国民の関心の高まりを受け、有害性が判明して
いる化学物質については、人体等への悪影響と
の因果関係の判明の程度にかかわらず、事業者
による管理活動を改善・強化し、環境の保全を
図るため、平成１１年７月１３日に「特定化学物質
の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促
進に関する法律（PRTR法）」が公布されました。

表２６ 特定施設の届出状況（令和７年３月末現在）

施 設 施設数

大気基準
適用施設

アルミニウム合金の製造施設 １
廃棄物焼却炉 ９７

小 計 ９８

水質基準
対象施設

廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設 等 １６
フロン類破壊施設廃ガス洗浄施設 ２
下水道終末処理施設 ４

小 計 ２２
合 計 １１８

表２５ ダイオキシン類に係る調査結果

調査対象
媒体 環境基準 種類又は地域

分類（水域群）

令和６年度環境調査結果
２年度 ３年度 ４年度 ５年度環境基準

超過地点数
／地点数

調査対象
媒体の
平均値

濃度の範囲

大 気 ０．６
pg-TEQ/m３

一般環境 ０／ ８ ０．００４３ ０．００１７ ～ ０．００８１ ０．００７５ ０．００７５ ０．０１０ ０．００４６
発生源周辺 ０／ ３ ０．００２７ ０．００１７ ～ ０．００４６ ０．００６５ ０．００６４ ０．００４４ ０．００３２

公共用
水 域
水 質

１
pg-TEQ/L

全 体 ０／２８ ０．２１ ０．０１１ ～ ０．６３ ０．２１ ０．１７ ０．１６ ０．２０
河 川 ０／２３ ０．２０ ０．０２８ ～ ０．６３ ０．２１ ０．１６ ０．１４ ０．１９
湖 沼 ０／ ３ ０．４２ ０．２７ ～ ０．５６ ０．３１ ０．４１ ０．４９ ０．３２
海 域 ０／ ２ ０．０１７ ０．０１１ ～ ０．０２３ ０．０２４ ０．０２７ ０．０２０ ０．０２５

公共用
水 域
底 質

１５０
pg-TEQ/g

全 体 ０／２５ ４．４ ０．１０ ～ ３５ ３．９ ２．６ ３．６ ３．５
河 川 ０／２０ ４．９ ０．１０ ～ ３５ ４．４ ２．８ ３．９ ３．９
湖 沼 ０／ ３ １．１ ０．５０ ～ １．６ ０．５８ ０．４５ ０．５６ ０．７０
海 域 ０／ ２ ３．６ ０．１３ ～ ７．０ ４．４ ４．０ ４．９ ４．２

地下水 １
pg-TEQ/L ０／ ９ ０．０１５ ０．００７３ ～ ０．０２９ ０．０１９ ０．０１６ ０．０２３ ０．０１５

土 壌 １０００
pg-TEQ/g 一般環境 ０／１０ ０．３１ ０．００５０ ～ ２．０ ０．５９ ０．４０ ０．５２ １．１
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PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害な
おそれがあり、環境中に広く存在すると認めら
れるベンゼンやトルエンなど５１５種類（令和４
年度までは４６２種類）を１重量％以上含有する
化学薬品、染料、塗料、溶剤等を年間１トン以
上取り扱う、従業員数が２１人以上の事業者（業
種指定あり）が、環境中への排出量及び廃棄物
に含まれることによる移動量を自ら把握して、
毎年、行政庁に報告する制度です。
行政庁は、このような事業者からの報告や統
計資料を用いた推計によって、国内での排出量
・移動量を集計し、公表しています。（図３７）

届 出 公表
対象事業者
対象化学物質の取扱事
業者等（業種、規模による
規定）

対象化学物質
有害性があり、広範囲
な地域の環境中に継続的
に存在すると認められる
５１５物質（R４までは４６２物
質）

石 川 県 住

民秘密情報は
国に直接届出 経由 とりまとめ

結果の送付

公表

国
①届出データとりまとめ
②届出外排出量の推計
（家庭、農地、自動車から
の排出量）

▼ ▼▼

▼

▼

図３７ 化学物質の排出量の把握の体系図
（PRTR法）

県内では、令和５年度には４１８事業所から１５４
種類の化学物質についての届出があり、その排
出量・移動量の合計は２，９５５トンで、令和４年
度の３，８２４トンより８６９トン減少していました。
（表２７）
また、平成１６年４月からは、「ふるさと環境

条例」により、「PRTR法」の届出対象事業者
は、前年度の対象化学物質の取扱量等（製造量
及び使用量）を県に報告しなければならないこ
ととなっています。

③ 化学物質環境実態調査
環境省では、環境中における残留性のある化
学物質や人体に影響を与える化学物質を対象に
全国の環境中の濃度を把握する「化学物質環境
実態調査」を行っています。この国の調査は昭
和４９年度から実施されており、本県でも、昭和
６０年度から本格的にこの調査に参加し、県内の
化学物質の環境実態の把握に取り組んでいま
す。この調査結果は、環境省のホームページで

公表されています。
また、県でも未規制の化学物質の実態を把握
するための調査を独自に実施しています。

④ 化学物質の内分泌かく乱作用
国は化学物質による内分泌系をかく乱する作
用が人の健康や野生生物に及ぼす影響につい
て、平成１０年に「環境ホルモン戦略計画
SPEED’９８」を策定し、６５物質に対する調査研
究を始めました。これまでの調査や研究では、
「ヒト推定ばく露量を考慮した用量では明らか
な内分泌かく乱作用は認められない」との判断
がなされています。
一方、近年、米国やEUにおいて化学物質の
内分泌かく乱作用の評価を順次進める計画が動
き出し、OECD（経済協力開発機構）でも加盟
国の協力の下で内分泌かく乱化学物質の評価に
関する検討が本格的に進められようとしていま
す。
国でも、令和４年に作成された「化学物質の

表２７ 令和５年度PRTR届出データの公表概要

１ 届出の状況
４１８事業所（３０業種）から１５４種類の化学物質
の届出がありました。

２ 届出の集計結果
（単位：トン／年）

大気への排出 １，５６５
届出 公共用水域への排出 ８７
排出 土壌への排出 ０
量 事業所内の埋立処分 ０

小 計 １，６５１
届出 事業所外への廃棄物としての移動 １，３０２
移動 下水道への移動 １
量 小 計 １，３０４

合 計 ２，９５５

順位 化学物質名 届出
排出量

届出
移動量 計

１ トルエン ５０７ ２９２ ７９８
２ キシレン ４４０ ９７ ５３７
３ エチルベンゼン ３００ ７０ ３７０
４ ヘキサン ６４ ２０６ ２７０
５ ふっ化水素及びその水溶性塩 １９ １４０ １５９
６ トリメチルベンゼン ５６ １０ ６７
７ ブチルセロソルブ ６０ ３ ６３
８ ほう素化合物 ２３ ３７ ６０
９ Ｎ―メチル―２―ピロリドン ３４ ２４ ５８
１０ テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド ２ ４３ ４６

上記の上位１０物質の計 １，５０６ ９２１ ２，４２８
上位１０物質以外の計 １４６ ３８４ ５３０

合 計 １，６５１ １，３０４ ２，９５５
注 小数点以下を四捨五入しているため、計が一致しない場合があります。
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内分泌かく乱作用に関する今後の対応－
EXTEND２０２２－」において、今後の対応の方向
性がとりまとめられており、今後とも知見の集
積が必要な状況となっています。

（３）農薬
＜環境政策課＞

農薬は、人の健康や生態系に悪影響を及ぼす
おそれがあることなどから、「農薬取締法」に
基づき「作物残留、土壌残留、生活環境動植物
の被害防止及び水質汚濁に関する基準」に適合
し、農林水産大臣の登録を受けた農薬でなけれ
ば製造、販売等ができないことになっていま
す。
県では「農薬取締法」に基づき、農薬販売者
や取扱者への指導を継続的に実施しています。
このほか、登録を受けた農薬であっても、学
校や保育所、病院、公園等の公共施設、住宅地
に近接する街路樹、森林、家庭菜園の周辺では、
農薬の飛散を原因とする住民や子ども等への健
康被害が生じないよう、適正使用を心がけるこ
とが重要です。

① ゴルフ場での農薬使用
本県では、平成２年７月に「石川県ゴルフ場
農薬等安全使用指導要綱」を制定し、ゴルフ場
での農薬使用に関する基準を定めるとともに、
事業者に使用農薬の排出状況の監視と報告等を
義務づけています。

② 県有施設での農薬使用
本県では、平成１３年度から県有施設等におけ
る農薬使用量調査を実施し、可能な限り農薬使
用の抑制に努めています。
令和６年度の県有施設における農薬使用量
は、令和５年度に比べ、約７７４kg 減少していま
した。（表２８）

表２８ 令和６年度県有施設等における農薬使用
量調査結果

（単位：kg）
区分 県有施設内 公 園 街 路 計

殺虫剤 １８２．３
（１７．５％）

１１４．０
（１６．７％）

４．６
（１００％）

３００．９
（１７．４％）

殺菌剤 ２２．０
（２．１％）

６１．４
（９．０％）

０．０
（０．０％）

８３．３
（４．８％）

除草剤 ８３９．７
（８０．４％）

５０７．７
（７４．３％）

０．０
（０．０％）

１３４７．４
（７７．８％）

計 １０４４．０
（１００％）

６８３．１
（１００％）

４．６
（１００％）

１７３１．６
（１００％）

※ここでいう農薬使用量とは、薬剤の使用量（希釈して使用するものは希釈前
の薬剤量）である。なお、液剤については比重を１として重量換算した。

※小数点第二位を四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

農薬の適正使用のポイント

①植栽の実施及び更新の際には、病害虫が発生
しにくい植物及び品種を選定するように努める
こと。
②定期的に農薬を散布することをやめ、日常的
な観測によって病害虫被害等の発生を早期的に
発見し、被害を受けた部分の除去や捕殺等の物
理的防除により対応するよう努めること。
③やむを得ず農薬を使用する場合は、誘殺、塗
布、樹幹注入等散布以外の方法を活用するとと
もに、やむを得ず散布する場合であっても、最
小限の部位及び区域の散布にとどめること。
④農薬取締法に基づいて登録された、対象の植
物に適用のある農薬を、ラベルに記載された使
用方法及び使用上の注意事項を守って使用する
こと。
⑤病害虫の発生前に予防的に農薬を散布しよう
として、いくつかの農薬を混ぜて使用する「現
地混用」は行わないこと。また、やむを得ない
場合でも、有機リン系農薬同士の混用は行わな

いこと。
⑥農薬散布は、近隣に影響が少ない天候の日や
時間帯を選び、農薬の飛散を抑制するノズルの
使用に努め、風向き、ノズルの向き等に注意し
て行うこと。
⑦農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に
対して十分な周知を行うこと。その際、過去の
相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居
住していることを把握している場合は、十分配
慮すること。
⑧農薬の使用履歴を記録し、一定期間保管する
こと。
⑨農薬散布後に、周辺住民等から体調不良等の
相談があった場合には、農薬中毒の症状に詳し
い病院又は公益財団法人日本中毒情報センター
の相談窓口等を紹介すること。
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（４）家庭用品の規制
① 家庭用品の規制基準
日常生活で使用される家庭用品（繊維製品、

洗浄剤、家庭用エアゾル製品等）には、各種の
化学物質が処理剤、加工剤（難燃性、柔軟性、
防かび性等）等として使用される場合がありま
す。
このような家庭用品に含まれる化学物質によ
る健康被害を防止するため、「有害物質を含有
する家庭用品の規制に関する法律（家庭用品規
制法）」により、ホルムアルデヒド、塩化水素等
の２１物質の基準が設けられ、基準に適合しない
家庭用品の販売や授与等が禁止されています。

② 家庭用品の衛生監視
県では、家庭用品衛生監視員を配置し、関係
業者への指導を行うとともに家庭用品の試買試
験を実施し、基準に適合しない家庭用品が流通
しないよう監視を行っています。
令和６年度は、４２件の家庭用品を対象に試買
試験を実施しましたが、基準違反はありません
でした（表２９）。

表２９ 家庭用品の試買試験結果（令和６年度）

試 買 項 目 基準違反件数
試験件数

ホルムアルデヒド（一般用） ０／２０
ホルムアルデヒド（乳幼児用：生後２４月以内） ０／ ６
水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム ０／ ２
塩化水素又は硫酸 ０／ ２
有機水銀化合物 ０／ ２
容器試験 ０／ ４
ジベンゾ［a,h］アントラセン ０／ ２
ベンゾ［a］アントラセン ０／ ２
ベンゾ［a］ピレン ０／ ２

計 ０／４２

１１ 環境放射能の現況
＜危機対策課原子力安全対策室＞

（１）環境放射能調査
核実験によって大気中に放出された放射性物
質が世界各地に降下し、その影響が懸念されつ
つあった昭和２９年３月、太平洋上にあるビキニ
環礁での核実験によって第五福竜丸の船員と水
揚げされたマグロが放射性物質により汚染した
ことが判明し、大きな社会問題となりました。
これを契機に国は、国内における核実験の影響
を把握するため環境放射能調査を開始しまし
た。
その後、昭和６１年４月、チョルノービリ原子
力発電所事故によって大量の放射性物質が環境
中に放出され、国内でも放射性物質の降下が観
測されたことから、全国規模で放射能調査が行
われました。
現在では、国内の原子力施設事故の影響だけ
ではなく、国外での原子力施設事故や核実験等
の影響を把握するため、国は「環境放射能水準
調査」として全都道府県の協力のもと調査を行
っています。
本県では、昭和３４年より本調査に参加し、県
内における環境放射線及び環境放射能調査を行
っています。

① 環境放射線
本県では、観測局を県内５か所に設置し、環

境放射線の常時測定を行っています。
令和５年度の環境放射線の測定結果は、平均
値で０．０３１～０．０６２µGy／h であり、過去の測定
結果と同程度でした。（表３０）
表３０ 環境放射線の測定結果（令和５年度）

（単位：µGy／h）

測定地点 最高値
（１時間値）

最低値
（１時間値） 平均値 R２～R４年度の

測定結果

能登空港局 ０．１０１ ０．０１９ ０．０３１ ０．０１５～０．０９５

余 喜 局＊ ０．１２３ ０．０５０ ０．０６１ ０．０３２～０．１０８

津 幡 局 ０．１３０ ０．０４６ ０．０６２ ０．０３３～０．１１０

金 沢 局 ０．１０９ ０．０３４ ０．０５０ ０．０２６～０．０９８

小 松 局 ０．１１６ ０．０３３ ０．０５４ ０．０３３～０．１５３

＊：令和６年１月までの測定結果

第
２
部

第
４
章

第２節 大気環境・土壌環境の保全、化学物質関係

－ 107 －



② 環境放射能
本県では、環境試料として降下物、大気浮遊
じん、上水、土壌、農畜産物（精米、牛乳）、
海産生物（ワカメ、サザエ、フクラギ）を採取
し、ゲルマニウム半導体検出器により放射能の
測定を行っています。
令和５年度の放射能の測定結果は、サザエと

フクラギで１３７Cs が微量検出されましたが、過去
の測定結果と比較して同程度でした。その他は
過去の測定結果の範囲内でした。（表３１）

表３１ 核種分析結果（令和５年度）

試料名 単位 検体数 検出された核種
・測定値

R 2～R 4 年度
の測定結果

降下物 MBq/km2 １２ ND 137Cs ND～０．０５６

大気浮遊じん mBq/m3 ４ ND ND

上水 mBq/L １ ND ND

土壌（0-5cm）Bq/kg 乾土 １ 137Cs２．３ 137Cs１．１～６．１

土壌（5-20cm）Bq/kg 乾土 １ ND 137Cs ND～４．２

精米 Bq/kg 生 １ ND ND

牛乳 Bq/L １ ND ND

ワカメ Bq/kg 生 １ ND ND

サザエ Bq/kg 生 １ 137Cs０．０４０ 137Cs ND～０．０４０

フクラギ Bq/kg 生 １ 137Cs０．１２ 137Cs０．０９７～０．１３

（２）放射線に関する知識普及のための広報
本県では、環境放射線について親しみながら
体験的に学習してもらうため、高等学校の生徒
を対象に環境放射線測定教室（初回：昭和６３年
度）を開催しています。令和６年度は、石川県
立金沢伏見高等学校を会場に霧箱の作成、放射
線の特性実験などを行いました。
また、市町等が行う各種イベントに参加して
実際に身の回りの放射線の測定を体験してもら
う「環境放射線広報キャラバン隊」の実施や、
パンフレットの作成・配布等により環境放射線
などに対する知識の普及を図っています。（表
３２）
このほか、ホームページで放射線に関する動
画や環境放射線のリアルタイムでの測定結果を
公開しています。（QRコード参照）

YouTube

石川県環境放射線データ表示アプリ

Android 用iOS 用

表３２ 令和６年度環境放射線広報キャラバン隊
実績

６年７月２６日 放射線測定教室
６年８月２４日～２５日 いしかわ環境フェア２０２４
６年９月２９日 内灘町総合防災訓練
６年１０月２７日 かほく市生涯学習フェスティバル
６年１０月２９日 金沢大学「放射線化学」講義
６年１１月３日 こどもの広場（能登原子力センター）
７年３月２日 志賀原子力発電所環境安全対策協議会総会

（３）その他
環境放射能水準調査のほか、県と志賀町が北
陸電力（株）と締結した「志賀原子力発電所周
辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」に
基づき、志賀原子力発電所の周辺において、環
境放射線の常時監視や環境試料の放射能測定を
行っています。
令和５年度の志賀原子力発電所周辺の測定結
果は、環境放射線について発電所に起因する影
響は見られなかったほか、環境試料中の放射能
の測定結果については、過去の測定結果に比べ
低いか同程度の値でした。（資料編２２１～２２３）
（参照：https : //atom.pref.ishikawa.lg.jp/）

なお、令和６年能登半島地震により、発電所
周辺３０km圏内で環境放射線の測定を行ってい
る９５か所のうち、発電所北側１５km以遠の輪島
市、穴水町の一部（１６か所）で一時的にデータ
伝送が停止しました。データ伝送再開後、デー
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タの確認を行い、データ伝送停止中も測定は継
続しており、異常値が観測されてないことを確
認しました。

１２ 公害苦情・紛争の解決
＜環境政策課＞

（１）公害苦情の現状及びその処理状況
① 公害苦情件数の推移
県及び各市町が受理した公害苦情の件数は、
地盤沈下による公害苦情が多く寄せられた昭和
４６年度が最大であり、昭和４７年度から昭和５０年
度までが８００から９００件台、昭和５１年度から平成
３年度までは５００から７００件台で推移してきまし
た。平成１０年度からは大気汚染の苦情が増加
し、平成１５年度には１，１５２件と昭和４７年度以降
の最多となりました。
令和６年度の苦情受付件数は４３８件で前年度

の４３６件に比べ２件増加しました（図３８）。

② 公害の種類別・発生源別苦情件数
公害の種類は、典型７公害（大気汚染、水質
汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）
と典型７公害以外（廃棄物投棄、日照不足、通
風妨害、夜間照明など）に区分されます。

ア 典型７公害
令和６年度の典型７公害の苦情受付件数は

２２９件で、前年度の２４０件に比べ１１件減少しまし
た。公害の種類別では、全国的な傾向と同様、
本県でも大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭が多
く、土壌汚染、振動、地盤沈下が少ない状況で
す（表３３）。
また、発生源別では、建設業、個人が最も多
く、次いで製造業、その他・不明が多い状況で
す（表３４）。

イ 典型７公害以外
令和６年度の典型７公害以外の苦情受付件数
は２０９件（令和５年度１９６件）で、廃棄物の投棄
が３３件、その他が１７６件（うち１６７件は雑草の繁
茂等の自然系が発生要因）となっています（表
３５）。

③ 公害苦情の処理状況
公害苦情の解決には発生源者の理解と協力が
必要です。このため現地調査による事情聴取等
をもとに発生源者に対し、作業方法・時間帯の
改善、気配り等の軽易な対策を指導するほか、
必要に応じて公害防止施設の設置等による改善
を指導しています。

図３８ 公害苦情件数の推移（昭和４６～令和６年度）
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表３３ 公害の種類別苦情件数の内訳

区分
年度

典 型 ７ 公 害 典型７公
害以外の
苦 情

合 計大気
汚染

水質
汚濁

土壌
汚染 騒音 振動 地盤

沈下 悪臭 計

Ｒ６ ５７ ５４ ５ ６６ ９ － ３８ ２２９ ２０９ ４３８（１３．０） （１２．３） （１．２） （１５．１） （２．１） （－） （８．７） （５２．３） （４７．７）

Ｒ５ ４９ ６３ － ８２ ７ － ３９ ２４０ １９６ ４３６（１１．２） （１４．４） （－） （１８．８） （１．６） （－） （８．９） （５５．０） （４５．０）

Ｒ４ ８５ ８０ － １１９ ３ － ５１ ３３８ １５５ ４９３（１７．２） （１６．２） （－） （２４．１） （０．６） （－） （１０．３） （６８．６） （３１．４）
（参考）
全国Ｒ５

１３，１６５ ４，６９０ １８８ １８，９０８ ２，２２３ ５２ ９，７４３ ４８，９６９ ２０，１８４ ６９，１５３（１９．０） （６．８） （０．３） （２７．３） （３．２） （０．１） （１４．１） （７０．８） （２９．２）
（注）（ ）内は構成比（％）である。複数の公害苦情は主たる苦情で区分した。

四捨五入の関係で計数が１００％にならないことがある。

表３５ 公害苦情の主な発生原因

区分

主な発生原因

典型７公害 典型７公害以外
合計大気

汚染
水質
汚濁

土壌
汚染 騒音 振動 地盤

沈下 悪臭 計 廃棄物
投棄 その他 計

焼 却（施設） １０ ３ １３ １３
産業用機械作動 ２ １２ ３ １７ １７
産業排水 ９ １ ４ １４ １４
流出・漏えい ２６ ２ １ ２９ ２９
工事・建設作業 ７ １２ ６ ２５ ２５
飲食店営業 １ ５ ４ １０ １０
カラオケ ２ ２ ２
移動発生源（自動車） ２ １ ３ ３
移動発生源（鉄道走行） ２ ２ ２
移動発生源（航空機運航） １ １ １ １ ２
廃棄物投棄 ３０ ３０ ３０
家 庭（機 器） １ ２ ２ ５ ５
家 庭（ペット） ３ ３ ３
家 庭（その他） ２ ２ １ ９ １４ １４
焼却（野焼き） ２７ ２７ １ １ ２ ２９
自然系 ４ １ １ ６ １６７ １６７ １７３
その他 ７ ２ ２ ２６ １ １０ ４８ １ ４ ５ ５３
不 明 １ ８ ２ ２ １３ １ １ １４

計 ５７ ５４ ５ ６６ ９ ０ ３８ ２２９ ３３ １７６ ２０９ ４３８
（注） 公害の区分が典型７公害以外のうち「その他」であって、主な発生原因が自然系であるものは、自然に存在する動植物又は自然現象による原因

であることが判明している苦情（空き地での雑草・木の繁茂、害虫の発生等）。

表３４ 典型７公害の発生源の内訳

区分

年度
農 林
水産業 建設業 製造業 運 輸

通信業
卸売・
小売業、
飲食店

サービス業 その他
会社・事業所以外

合計
個人 その他

・不明

Ｒ６ ２ ４３ ３６ １２ ３１ ２３ ５ ４３ ３４ ２２９（０．９） （１８．８） （１５．７） （５．２） （１３．５） （１０．０） （２．２） （１８．８） （１４．８）

Ｒ５ ４ ５０ ３５ ６ １８ ２１ ６ ５１ ４９ ２４０（１．７） （２０．８） （１４．６） （２．５） （７．５） （８．８） （２．５） （２１．３） （２０．４）

Ｒ４ ４ ６２ ４２ １０ ２５ ２２ ４ ７６ ９３ ３３８（１．２） （１８．３） （１２．４） （３．０） （７．４） （６．５） （１．２） （２２．５） （２７．５）
（参考）
全国Ｒ５

１，３２６ １２，３００ ４，３３８ ９０６ ４，３３６ ３，４１４ １，６０３ １２，３９１ ８，３５５ ４８，９６９（２．７） （２５．１） （８．９） （１．９） （８．９） （７．０） （３．３） （２５．３） （１７．１）
（注）１ （ ）内は構成比（％）である。四捨五入の関係で計数が１００％にならないことがある。

２ 「サービス業」は不動産業、医療・福祉、教育等で、「その他」は鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、公務、分類不能の産業とした。なお
「会社、事業所以外のその他・不明」は、「どこからか悪臭が漂う」、「河川に魚が浮いた」等で発生源が判明できない場合として区分した。
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県及び市町が令和６年度に処理した苦情件数
は、令和６年度に新規受理した４３８件のうち翌
年度に処理を繰り越した２件を除く４３６件のほ
か、前年度から処理が繰り越された苦情４件の
合計４４０件であり、処理率は９９．５％でした。

しかしながら近年は個人が発生源である苦情
も増えています。例えば家庭生活における騒音
等に関しては、法的な規制に馴染まない例が多
く、自分の出した音がまわりの人に迷惑をかけ
ていることもあります。ちょっとした気づか
い・気配りが重要です。

（２）公害紛争の処理状況
解決をみない公害苦情が公害紛争に至った場
合、当事者は裁判による司法的解決を求めるこ
とができるほか「公害紛争処理法」による公害
紛争の解決を図る制度を利用することができま
す。

① 公害紛争処理制度
「公害紛争処理法」による紛争処理機関とし
て、国には公害等調整委員会が置かれ、裁定及
び特定の紛争（いわゆる重大事件、広域処理事
件等）についてのあっせん、調停及び仲裁を行
います。また、都道府県には公害審査会を置く
ことができることとなっており、本県では、昭
和５０年に石川県公害審査会を置き、県内で発生
した公害紛争の処理に当たっています。

② 公害紛争の概況
国の公害等調整委員会に、公害の紛争に対す
るあっせん、調停、仲裁及び裁定の申請があっ
た件数は、昭和４５年１１月の公害紛争処理制度発
足から令和６年度末までに１，１８６件に達してお
り、このうち１，１５０件が終結しています。
また、本県の公害審査会に対する申請は、こ

れまでに１３件あり、すべての事件が終結してい
ます（表３６）。

表３６ 石川県公害審査会における事件の処理状況

調停申請年月 事 件 の 概 要 調停結果

昭和 ４８年 ５月 織物工場からの振動 成 立

昭和 ５２年 １月 撚糸工場からの騒音 成 立

昭和 ６０年 ７月 大型冷凍庫からの騒音 成 立

平成 ２年 １１月 ゴルフ場の建設 打 切

平成 ３年 ３月 ゴルフ場の建設 打 切

平成 ４年 １１月 堆積場からの騒音・粉じん 成 立

平成 ６年 ２月 下水道工事に伴う地盤沈下 打 切

平成 ８年 １２月 木工所からの騒音・ばいじん 成 立

平成 ９年 ６月 変電所の建設 打 切

平成 １１年 ３月 染色工場からの騒音・振動 打 切

平成 １７年 １２月 鍛造工場からの騒音・振動 打 切

平成 ２８年 １月 市道供用に伴う自動車騒音 打 切

令和 ３年 １２月 公衆浴場のばいじん・悪臭・騒音 取 下

（３）企業における公害防止体制の整備
① 工場における公害防止組織
工場において公害防止体制（人的組織）を整

備することは、産業活動に起因する環境汚染を
防止し、県民の健康と良好な生活環境を保全す
るうえで重要な役割を果たすものです。
このため「特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律（公害防止管理者法）」では、
製造業（物品の加工業を含む。）、電気供給業、
ガス供給業、熱供給業の４業種を対象に公害に
関する技術的業務を担当する公害防止管理者と
その代理者、それを統括管理する公害防止統括
者、公害防止統括者を補佐し公害防止管理者を
指揮する公害防止主任管理者の選任と届出を義
務づけています。

② 企業等での自主的取り組み
環境への負荷の少ない持続可能な社会の実現
を目指して、より良い環境を将来の世代に引き
継いでいくためには、県民、事業者、民間団体、
行政のそれぞれが自分たちの役割を理解し、日
常の生活や事業活動の中で自主的、積極的に環
境保全に取り組むことが必要です。
県内の企業でも環境問題への自主的取り組み
として、ISO１４００１やエコアクション２１といった
「環境マネジメントシステム」を取得するほか、
本県独自の「いしかわ事業者版環境ISO登録制
度」によって、環境保全に取り組む企業が増え

第
２
部

第
４
章

第２節 大気環境・土壌環境の保全、化学物質関係

－ 111 －



ています。

第３節 環境美化、修景、景観形成

１ 環境美化
（１）河川愛護活動の支援

＜河川課＞
県では、身近な親水空間である河川敷を良好
な状態に保持するため、河川愛護団体の実施す
る河川清掃活動を支援しています。令和６年度
には、河川愛護団体により延長約４８６kmの河川
において、除草や清掃が行われました。
また、平成２４年度からは、地域のボランティ

ア団体と地元企業が連携して実施するいしかわ
我がまちアドプト制度「地域連携河川環境創出
事業」を取り入れ、令和６年度には、県内の３０
団体がこの制度による河川の美化活動に取り組
みました。

（２）クリーンビーチいしかわの支援
＜水産課＞

県では、管下市町と共に、海岸の清掃活動を
中心にした環境美化に対する普及啓発活動を支
援しています。令和６年は、県内の海岸・河川
・湖沼の清掃を実施し、延べ５０，５０１人の参加が
ありました。

（３）道路愛護活動の支援
＜道路整備課＞

県では、通行車両の安全確保、維持管理費の
縮減、道路への愛着心の向上の観点から、道路
愛護団体等の実施する道路清掃活動を支援して
います。令和６年度には、２０４団体により清
掃・除草が行われました。
また、平成２２年度からは、地域のボランティ
ア団体と地元企業が連携して実施するいしかわ
我がまちアドプト制度「地域連携沿道環境創出
事業」を立ち上げ、道路愛護活動への支援を行
っています。

２ 生活空間の緑化・修景
都市公園などの身近な緑とゆとりのある生活

環境を目指した施策を進めており、良好な景観
と美観風致の維持、地域の歴史的な景観の保全
が図られています。

（１）都市公園等整備事業の推進
＜公園緑地課＞

県では、地域の歴史文化や自然等を保全活用
し、健康で生き生きとした暮らしを支えるため
に、市町とも役割分担を行いつつ県民のニーズ
に対応した都市公園の整備を進めており、令和
５年度末現在の一人あたりの都市公園面積は
１５．５６m２となっております。令和６年度は、金
沢城公園（金沢市）、木場潟公園（小松市）、能
登歴史公園（七尾市）等の県営公園、その他市
町公園で整備を進めました。

（２）市町緑の基本計画の策定推進
＜公園緑地課＞

緑の基本計画は、緑地保全及び緑化推進、都
市公園の整備等、都市の緑の総合的なマスター
プランとして、都市計画区域を有する市町が定
めることとされています。
本県では、令和６年度末現在で、対象となる

１７市町の内、１２市町で策定されています。
県としては、未策定の市町における早期の策
定や策定済みの市町への見直しを促していくこ
ととしています。

（３）都市緑化推進事業の推進
＜公園緑地課・道路整備課＞

緑豊かでうるおいのあるまちづくりの実現の
ためには、行政、企業、県民がそれぞれの立場
で主体的に、かつ相互に協力しながら、緑化に
取り組む必要があります。
このため、県では、平成１５年度から地域の緑
化リーダーとなる人材「緑と花のまちづくり推
進員」の養成を行い、令和６年度末現在では、
２４１名の方が推進員に登録されています。
また、県民が行う緑化推進活動への助成など
を通じて、緑のまちづくりを進めています。
さらに、道路についても、ドライバーや歩行
者に快適に道路を利用してもらうため、適切な
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街路樹の維持管理に努めています。

３ 地域の良好な景観の保全と創出
（１）計画的な都市政策による歴史的な街並みや
水・緑を活かした個性とうるおいのある景観
の保全と創出 ＜都市計画課＞
県では、県土の優れた景観の形成に関し基本
となる方向性を示し、良好な景観形成に努める
ため、全国で初めての取り組みとして「石川県
景観条例」と「石川県屋外広告物条例」を一本
化して、本県独自の理念や施策を盛り込んだ「い
しかわ景観総合条例」を平成２１年１月に施行
し、また、これに基づく県全域にわたる基本的
な景観形成の方針を示す「いしかわ景観総合計
画」等を作成しました。これにより、市町を超
えた景観づくり、屋外広告物を含めた景観施策
の一体的な推進、また官民協働の推進体制の充
実などの施策を展開しています。
また、同年３月には、県が先導的に公共事業
による良好な景観の創出を図るための指針とし
て「公共事業ガイドライン」を策定しました。
県事業への適用はもちろん国や市町にもガイド
ラインの適用を働きかけています。

（２）無電柱化整備事業の推進
＜都市計画課＞

県では、①歴史的・文化的地区、②商店街・
温泉街地区、③駅周辺・エントランス地区、④
都市部内の緊急輸送道路において無電柱化を核
とした沿道建物の保全や修景、舗装や照明など
の道路修景を行い、街なみ景観の魅力アップ
や、災害に強い街なみづくりに向けて、無電柱
化を推進しています。
令和７年度は、金沢市（石引～小立野、寺町、

東山～山の上、浅野本町～京町、新神田～中村
町）、西金沢駅周辺、小松市（粟津温泉）、加賀
市（山中温泉）、輪島市（河井町～杉平町）、白
山市（鶴来本町）、羽咋市（川原町）の１１地区
で、重点的に整備を推進しています。

（３）景観計画・眺望計画等の事前届出による規
制・誘導等 ＜都市計画課＞
県では、「いしかわ景観総合条例」に基づき

「景観計画・眺望計画」を策定しました。高さ
が１３mを超えるなど所定の規模を超える建築物
等の建設にあたり、良好な景観を守るにふさわ
しい高さや色彩などを適正に規制・誘導してい
ます。
また、「景観影響評価指針」を策定し、高さ

６０mを超える建築物等に関しては、あらかじめ
景観への影響を評価し、提出することも義務付
けています。

（４）屋外広告物の規制・誘導による沿道景観の
保全の推進 ＜都市計画課＞
昭和２４年に「石川県屋外広告物条例」を制定

し、屋外広告物について必要な規制を行い、美
観風致を維持してきました。平成２１年１月から
は、「いしかわ景観総合条例」により、屋外広
告物に対して色彩の基準を設けるなどの規制・
誘導を行っています。

（５）街なみ環境整備事業の推進
＜建築住宅課＞

街なみ環境整備事業は、生活道路等の地区施
設が未整備であったり、街なみが良好な景観を
有していないなど、住環境の整備改善を必要と
する地区において、地方公共団体及びまちづく
り協定を結んだ住民が協力して、ゆとりと潤い
のあるまちづくりを進めるものです。
令和６年度においては、県内では金沢市旧城
下町周辺地区など９地区で事業を行っており、
緑道の整備や住宅等の修景整備による統一感の
ある街なみの創出が進められています。

第４節 開発行為に係る環境配慮

１ 環境影響評価制度
＜環境政策課＞

環境影響評価（環境アセスメント）とは、開
発行為や事業の実施が環境に与える影響を、図
３９の流れに沿って事業者自らが調査、予測及び
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評価を行い、その結果を公表し、住民や自治体
の意見を聞いて環境の保全の観点からよりよい
事業計画を作り上げていこうとする制度のこと
です。

図３９ 環境影響評価手続きの流れ

（１）国及び石川県における環境影響評価制度
「環境影響評価法」は、規模が大きく環境に
大きな影響を及ぼすおそれがあるものを対象事
業と規定し、環境影響評価手続を義務づけてお
り、平成１１年６月に施行されました。その後、
平成２４年４月から平成２５年４月にかけて、事業
の位置、規模等の検討段階における手続（配慮
書の作成）や対象事業に風力発電所を追加し、
また、令和２年４月には太陽光発電所を対象事
業に追加するなど、逐次改正されています。
本県では平成１１年３月に「石川県環境影響評
価条例」を公布し、同年６月に規則と技術指針
を制定し、同月から施行しました（表３７）。条
例では、同法に定める規模よりも小さな事業や
廃棄物焼却施設などの同法に定められていない
事業も対象としています。
なお、この「石川県環境影響評価条例」は、

平成１６年４月に施行された「ふるさと石川の環
境を守り育てる条例」に統合されました。令和
４年６月には、同条例及び規則を改正し、事業
の位置、規模等の検討段階における手続（配慮
書の作成）や、同法施行令の改正に伴い、法の
対象外となる規模の風力発電所を対象事業に追
加し、令和４年１０月に施行しました。

（２）石川県における環境影響評価の実施状況
令和６年度末現在、１５件が手続き中です。（表

３８）

２ 石川県開発事業等環境配慮指針
＜環境政策課＞

大規模な開発事業は、「環境影響評価制度」の
対象となりますが、事業の種類や規模を問わ
ず、環境への負荷の低減を図ることが必要であ
り、「ふるさと環境条例」では、「事業者は土地
の形質の変更、工作物の新設等にあたっては、
環境汚染や自然環境の改変後の状況把握に努
め、事業の実施による環境への配慮に努めるこ
と」としています。
本県では、事業者の環境への配慮を促すた

め、開発事業等における具体的な手順や配慮項
目を事例で示した「石川県開発事業等環境配慮
指針」を平成１６年度に作成し、県のホームペー
ジに掲載しています。
なお、県が行う公共事業については、部局毎
に指針に沿って作成したマニュアルによって環
境配慮がなされるようになっています。

＜石川県開発事業等環境配慮指針＞
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/assess
/hairyo.html
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表３７ 国と県における環境影響評価制度の歩み
年 国 石 川 県

S５４（１９７８） 中央公害対策審議会から「環境影響評価制度のあり方について」の
答申

S５６（１９８１） 「環境影響評価法案」が国会審議開始
S５８（１９８３） 衆議院解散により法案は審議未了・廃案
S５９（１９８４） 環境影響評価が閣議決定により制度化。

当面は「環境影響評価実施要綱」を根拠として環境影響評価を実施
H ２（１９９０） リゾートブームによるゴルフ場開発ラッシュに対応する

ため「石川県ゴルフ場環境影響調査実施要領」を制定
（１６件のゴルフ場開発案件を審査）

H ５（１９９３） 「環境基本法」公布。法の中で環境影響評価の推進がうたわれる
H ６（１９９４） 「環境基本計画」公表
H ７（１９９５） 「石川県環境影響評価要綱」を公布・施行。併せて「環

境影響評価技術指針」を公表
H ８（１９９６）６月 内閣総理大臣より中央環境審議会に対し「今後の環境影響評価制

度の在り方について」諮問
H ９（１９９７）２月 中央環境審議会から「今後の環境影響評価制度の在り方について」

の答申
H ９（１９９７）６月 「環境影響評価法」公布
H１１（１９９９）３月 「石川県環境影響評価条例」を公布
H１１（１９９９）６月 「環境影響評価法」施行 「石川県環境影響評価条例施行規則」及び「環境影響評

価技術指針」を制定
「石川県環境影響評価条例」を施行

H１６（２００４）４月 「石川県環境影響評価条例」を廃止し、「ふるさと石川の
環境を守り育てる条例」に組み込み

H２３（２０１１）４月 配慮書手続きの新設など改正「環境影響評価法」公布
H２４（２０１２）４月～
H２５（２０１３）４月

「環境影響評価法」の段階的な施行

R ４（２０２２年）１０月 配慮書手続きの新設など改正「ふるさと石川の環境を守
り育てる条例」施行

表３８ 石川県における環境影響評価の実施状況
事 業 名 種 類 事業場所 規 模 根拠 備 考

能越自動車道
（七尾～大泊） 道 路 七尾市 ４車線

延長１２．５km 法 手続き終了
（～H１２．２．１０）

一般国道１５９号
羽咋道路 道 路 羽咋市 ４車線

延長１２．６km 法 手続き終了
（～H１２．１２．１３）

RDF専焼炉 ごみ焼却施設 志賀町 処理能力
１６０t／日 条例 手続き終了

（～H１３．２．１）

金沢市西部クリーンセンター ごみ焼却施設 金沢市 処理能力
３４０t／日 条例 手続き終了

（～H２０．２．２９）
新廃棄物埋立場
（金沢市）

一般廃棄物
最終処分場 金沢市 埋立面積

１２．１ha 条例 手続き終了
（～H２１．５．２０）

能越自動車道
（田鶴浜～七尾） 道 路 七尾市 ４車線

延長約１０km 法 手続き終了
（～H２４．１．１６）

小松市環境美化センター ごみ焼却施設 小松市 処理能力
１１０t／日 条例 手続き終了

（～H２６．７．３１）

門前クリーンパーク 産業廃棄物
最終処分場 輪島市 埋立面積

１７．２６ha 条例 手続き終了
（～H２９．７．１０）

七尾大田火力発電所
石炭灰処分場

産業廃棄物
最終処分場 七尾市 埋立面積

９．８ha 条例 手続き終了
（～H３０．８．２７）

エネルギー回収型
廃棄物処理施設 ごみ焼却施設 津幡町 処理能力

１１８t／日 条例 手続き終了
（～R１．９．６）

（仮称）西能登ウィンドファーム 風力発電施設 輪島市、志賀町 発電電力
最大９６，０００kW 法 手続き中

（H２９．８．３１～）

（仮称）輪島ウィンドファーム 風力発電施設 輪島市 発電電力
最大９０，３００kW 法 手続き終了

（～R５．１１．２２）

（仮称）七尾志賀風力発電事業 風力発電施設 七尾市、志賀町、穴水町 発電電力
最大５０，４００kW 法 手続き中

（R１．８．１９～）

（仮称）あわら沖洋上風力発電事業 風力発電施設 福井県あわら市沖 発電電力
最大２００，０００kW 法 手続き中

（R１．９．２６～）

（仮称）福井県あわら洋上風力発電事業 風力発電施設 福井県あわら市沖 発電電力
最大３５０，０００kW 法 手続き中

（R１．１１．１９～）

（仮称）志賀風吹岳風力発電事業 風力発電施設 七尾市、志賀町 発電電力
最大４９，５００kW 法 手続き中

（R２．５．１１～）

（仮称）能登中風力発電事業 風力発電施設 七尾市、志賀町、中能登町 発電電力
最大６８，８００kW 法 手続き中

（R２．６．１１～）

（仮称）中能登ウインドファーム事業 風力発電施設 七尾市、志賀町、中能登町 発電電力
最大６４，５００kW 法 手続き中

（R２．６．１５～）

（仮称）輪島市南志見風力発電事業 風力発電施設 輪島市、能登町 発電電力
最大２３，０００kW 法 手続き中

（R２．７．２～）

（仮称）能登里山風力発電事業 風力発電施設 七尾市、穴水町 発電電力
最大７１，４００kW 法 手続き中

（R２．７．２７～）

（仮称）虫ヶ峰風力発電事業 風力発電施設 七尾市、志賀町 発電電力
最大７１，５００kW 法 手続き中

（R２．８．１８～）

（仮称）深見町ウィンドファーム事業 風力発電施設 輪島市、能登町 発電電力
最大３２，４００kW 法 手続き中

（R２．８．２５～）

（仮称）志賀風力発電事業 風力発電施設 志賀町 発電電力
最大２９，４００kW 法 手続き中

（R２．８．２６～）

（仮称）福井洋上風力発電事業 風力発電施設 福井県あわら市沖 発電電力
最大３５０，０００kW 法 手続き中

（R３．５．１８～）

（仮称）珠洲大谷峠ウィンドファーム事業 風力発電施設 珠洲市 発電電力
最大３６，０００kW 法 手続き中

（R３．８．２５～）

（仮称）馬緤・大谷風力発電事業 風力発電施設 珠洲市 発電電力
最大４２，０００kW 法 手続き中

（R４．９．２０～）

第
２
部

第
４
章

第４節 開発行為に係る環境配慮

－ 115 －



第１節 環境に配慮した事業活動の推進

１ 第１次産業における環境配慮の推進
（１）農業における環境配慮の推進

＜生産振興課＞
県では、平成１２年に「持続性の高い農業生産

方式の導入に関する実施要領」を制定するとと
もに、たい肥等による土づくりと化学肥料及び
化学農薬の使用低減を一体的に行うことを内容
とした「持続性の高い農業生産方式の導入指針」
を策定しました。この指針に基づいた生産方式
の導入計画を作成して実践する農業者を「エコ
農業者」として認定し、環境に配慮した農業生
産を推進してきました。
令和４年の新法施行に伴う旧法廃止のため

「実施要領」を廃止するとともに、令和５年３
月には「環境負荷低減事業活動の促進に関する
基本計画」を市町と連名で策定しました。令和
５年度からは、基本計画に基づき、県と市町が
連携して、化学肥料、農薬の使用量削減や温室
効果ガスの排出量削減などの取組を「みどり認
定」しております。エコ農業者とあわせて、令
和６年度末現在の認定数は、水稲や野菜などで
計５，６６８人となっています。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」

に基づき、化学肥料・農薬の使用量を慣行の５
割以上低減する特別栽培農作物について県が認
証する制度を創設し、令和６年度は、水稲や野
菜などで１１３件を認証しました。

（２）水産業における環境配慮の推進
＜水産課＞

県では、漁船漁業における燃料油の消費節減
を促進するため、石川県沿岸漁業改善資金の貸
付を行っています。
貸付対象は、漁船に設置されるエンジンや機
器等であって、エンジンについては、通常の型
式によるものと比較して燃料油の消費が節減さ
れるものに限っており、貸付限度額は２，４００万
円となっています。また、燃料油の消費節減効
果が期待される発光ダイオード式集魚灯の設置
費用についても、貸付対象としており、貸付限
度額は８００万円となっています。
・令和６年度末融資残高：０千円

２ 環境保全資金融資制度 ＜環境政策課＞
環境保全資金融資制度は、県内中小企業者が
事業活動と環境との調和を図り、持続可能な循
環型社会づくりを目指すために要する資金を低
金利で融資する制度です。

第５章 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進

第５章では、環境と経済との間に、環境を良くすることが経済を発展させ、経済を活性化すること
によって環境も良くなっていくような関係を築いていくための、第１次産業から、第２次、第３次産
業のすべての産業活動の取組についてまとめています。

現状と課題
本県には、環境ビジネスに結びつくすぐれた環境があり、また、環境マネジメントに取り組む事業
者が多く存在するなど環境ビジネスが発展する潜在力があると考えられます。さらに、エコ農業者の
増大やグリーン・ツーリズム、地産地消の推進など１次産業が持つ環境保全機能を維持・発揮する取
組が進んでいます。
こうした取組を進め、質の高い環境の形成に資する産業活動を推進するためには、環境マネジメン
トに取り組む事業者の更なる増大、環境ビジネスの振興、１次産業が持つ環境保全機能の維持・発揮
への取組の成熟の必要性、さらには、これらに対する支援のあり方といった課題があります。
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融資対象は、公害防止施設整備事業、汚染土
壌の除去事業、ISO１４００１導入事業といった環
境保全のための事業資金となっています。

３ グリーン購入の推進
＜カーボンニュートラル推進課＞

グリーン購入とは、製品やサービスを購入す
る際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、
環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで
購入することです。
県では、「石川県グリーン購入調達方針」を
定め、本方針に基づく積極的なグリーン購入を
推進しています。

第２節 環境ビジネスの推進

１ いしかわエコデザイン賞の贈賞（再掲）
＜カーボンニュートラル推進課＞

脱炭素（地球温暖化対策）、自然共生、里山
里海保全、資源循環（３R）、環境保全のため
の情報発信やパートナーシップなど、持続可能
な社会の実現に向けて生み出された、石川発の
優れた製品、サービス・建築及び教育・社会活
動を育むことを目的に、これらの審査と表彰を
通じて、県内事業者等の取組を支援していま
す。
平成２３年度に「いしかわエコデザイン賞」を

創設し、第１４回いしかわエコデザイン賞２０２４で
は、製品領域、サービス・建築領域、教育・社
会活動領域で１８件を表彰しました。

２ 成長戦略ファンド
＜産業政策課＞

これまで本県の産業振興策の大きな原動力と
して機能してきた「次世代産業創造ファンド」
と「中小企業チャレンジ支援ファンド」を統合
し、令和５年度に「成長戦略ファンド」として
リニューアルしました。ＤＸ推進、ＧＸ推進、
スタートアップ創出支援など、６つのメニュー
に再編し、複数年にわたる新たな研究、商品開
発から事業化、販路開拓まで全業種にわたり支
援しています。
「GX推進」では、国が策定した「グリーン
成長戦略」で掲げる１４の成長分野に関する新製
品・新技術等に係る研究開発や、カーボン
ニュートラルに資する複数社連携によるモデル
創出等、経済と環境の好循環を生み出す取り組
みに対して、助成を実施しました。

３ 東京大学先端科学技術研究センターとの連携
＜産業政策課＞

平成２４年３月に東京大学先端科学技術研究セ
ンターと連携協定を締結し、再生可能エネル
ギー等に関する様々な取り組みを共同で進めて
いくこととしました。
具体的には、セミナーやラボツアーによる最
先端の研究内容の紹介や共同研究事業などを通
じ、県内企業の研究開発を促進させるとともに
研究人材の育成などにも取り組みました。

第
２
部

第
５
章

第１節 環境に配慮した事業活動の推進／第２節 環境ビジネスの推進

－ 117 －



第３節 農業・農村における多面的機能の維
持・発揮

農林水産業は、食料や木材の安定供給を行う
だけでなく、自然環境の保全、水源のかん養、
良好な環境の形成等に寄与しています。このよ
うな機能は、農林水産業の生産活動が適切に行
われることによって発揮されてきたものであ
り、農地や農業用水、森林等の資源を健全に維
持し、次世代に繋げる取り組みを行っていきま
す。

１ 地域の農業を担う多様な担い手のニーズに
対応した農地整備の推進

＜農業基盤課＞
県では、農地の大区画化による営農の効率化
と担い手への農地集積等を進めるため、ほ場整
備や水路整備などの土地改良事業を推進してお
り、工事に際しては、環境に配慮する取組を行
っています。

２ 地産地消の推進
（１）県産食材の地産地消の推進

＜ブランド戦略課＞
地元でとれた旬の食材を地元で消費してもら
う「地産地消」は、二酸化炭素の排出等の環境
負荷を抑制することに繋がるといわれているほ
か、生産者にとっては、消費者の求めているニー
ズが直に伝わり、「売れるものづくり」への取
り組みが進むとともに、消費者にとっては、生
産者の顔が見え、新鮮で安心できる食材が確保
できるなど、様々な効果が期待されます。
また、学校給食に県産食材の導入を促進する
ため、市町又は地区ごとに関係機関が集まり検
討会を開いています。
さらに、県産食材を利用した料理を提供する
ホテルやレストランなどの飲食店を「いしかわ
『旬の地場もの』もてなし運動協力店」として
登録し、スーパーなどの小売店で地産地消に積
極的な店舗を「地産地消推進協力店」として認
定する取り組みを行っています。

（２）県産材の地産地消の推進
＜森林管理課＞

県では、輸送時や製造時の二酸化炭素排出量
削減の観点からも、県産材の地産地消を進める
ことにより、林業・山村の活性化を図り健全な
森林の維持・育成につなげていくこととしてい
ます。
平成１６年の県産材供給量は８４千m３で自給率
は１９％に留まっていましたが、平成１７年から新
たな大口需要先となる合板原料に県産材が使わ
れ始めており、令和５年には、自給率が３８％と
なっています。引き続き、こうした新たな需要
に応えていくため、県産材の安定供給体制を整
備し、自給率の向上に努めていくこととしてい
ます。
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第１節 環境教育・環境学習の推進

１ 環境に関する知識等の収集、提供体制の整
備
＜環境政策課、カーボンニュートラル推進課＞
「ふるさと環境条例」第４１条では、「県は、
環境に関する知識等の集積に努めるとともに、
環境に関する知識等が効果的に活用され、適切
に承継されるようにすること」とされています。
県では、環境の保全に関する必要な情報の提
供のため、県のホームページや「いしかわ環境
情報サイト（https://ishikawa-ecoweb.pref.ishikawa.
lg.jp）」を通じて、生活環境・地球環境・自然環
境に関する情報を提供しています。
さらに、公益社団法人いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議（県民エコステーション）
のホームページでは、県民、民間団体（NPO）、
事業者の環境保全活動を後押しするため、関連
図書や講師派遣事業などの活動支援に関する情
報を提供しています。

石川県のホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/

２ 学校等における環境教育
（１）学校における環境教育

＜学校指導課＞
県では、平成２９年告示の小学校及び中学校学

習指導要領、平成３０年告示の高等学校学習指導
要領に基づいて、学校教育全体並びに各教科等
の指導を通じて環境教育を推進しており、県内
の全ての公立学校で環境教育を行っています。
学校教育指導の重点として、以下の３項目を

中心に取り組んでいます。

第６章 環境を通じた人づくり・地域づくり

環境への負荷が少なく持続可能な社会を実現するためには、多様な主体が、様々な機会を通じて環
境問題について学び、自主的・積極的に環境保全活動に取り組んでいることが重要です。
第６章では、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関するこ
とについてまとめています。

現状と課題
本県では、大学や研究所、NPO、事業者などにより環境研究や調査が進められており、また、本県
の豊かな自然環境を背景にした環境教育・環境学習が保育所、学校、地域で盛んに取り組まれていま
す。
体験や観察等を通じ、あらゆる主体が環境について学ぶことができる場や機会を充実させ、県民一
人ひとりが、様々な環境問題を自らの問題として捉え、環境保全活動に取り組んでいけるよう、発達
の段階に応じ、環境教育・環境学習を推進していく必要があります。
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・よりよい環境の創造に関与できる能力と積極
的に働きかけをする態度の育成
〈体験活動、身近な環境との関わりの重視〉
・「学校における環境教育指針」に基づいた計
画的指導の充実
〈学校教育全体を通しての系統的・計画的な
指導の推進〉
・持続可能な社会の形成者としてふさわしい資
質や価値観の育成
〈課題に対する多面的・総合的な探究、実社
会における実践の推進〉

（２）幼稚園における環境教育
＜学校指導課＞

県では、平成２９年告示の幼稚園教育要領に基
づいて、将来につながる環境意識や態度の育成
を目指し、発達の段階に応じて、以下の取組を
推進しています。
・自然に親しむ活動や、自然の大きさ、美し
さ、不思議さ等に触れる体験を通して、豊
かな感性を育むとともに、自然を大切にす
る心や態度を育てる。
・生活体験を通して、基本的生活習慣を養う
とともに、社会生活における望ましい習慣
や態度を育てる。

・家庭や地域、小学校等と連携し、身近な環
境に関わる力を養うとともに、生涯にわた
る環境教育の基礎を培う。
特に、「自然に親しむ活動」が幼児にとって
大切であると考え、自然の中での体験・遊びや
作物の栽培・収穫、生き物の世話などが十分に
行える環境づくりに留意しています。その他、
「身近なリサイクル活動」として、遊びの中で
家庭での不用物や紙を再利用したり、色分けし
たゴミ箱で分別したりするなど、幼児が日常生
活の中でもできる取組を推進しています。

（３）保育所・認定こども園における環境教育
＜少子化対策監室＞

平成１３年度に、保育所において、自然を大切
にする心を育む環境教育を推進するため、その
取り組み方の指針となる「いしかわの保育所に

おける環境教育実施要領」を策定しました。県
内各保育所では、この指針等に基づき、自然を
大切にし、敬う気持ちを子どもが持てるよう、
小動物の飼育、草花の栽培、野菜作り、遠足な
どによる自然体験、ごみの減量化や分別収集な
どに取り組んでいます。
令和６年度は、県内の保育所すべてが環境教
育を行いました。

３ 地域及び職場における環境学習
＜環境政策課、カーボンニュートラル推進課＞
地域においては、市町の公民館行事の一環と
して、あるいは地域の各種団体が主体となって
環境講座等の環境学習が行われています。
特に、いしかわ地域版環境 ISOに取り組む
町内会や公民館などでは重点的に取り組まれて
います。
職場においては、ISO１４００１やエコアクショ

ン２１に取り組む事業所が教育訓練の一環として
取り組んでいます。
県としても、これらの取組を支援するため、
県職員を講座の講師として派遣したり、公益社
団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
で実施している講師派遣事業を紹介したりする
などの支援を行っています。

４ 公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議の活動
＜環境政策課・カーボンニュートラル推進課＞
「ふるさと環境条例」では、県民・事業者・
民間団体及び行政の協働によって環境保全活動
の推進を図っていくこととしており、その拠点
として、県民エコステーションがあります。県
民エコステーションは、「公益社団法人いしか
わ環境パートナーシップ県民会議」が運営して
おり、平成２２年４月には、最新の住宅省エネ技
術を取り入れて建設された「いしかわエコハウ
ス」に移転しました。
この「いしかわエコハウス」は、県民の皆様

方や建築事業者の方に、住宅の省エネ効果を体
験的に学んでいただくことにより、「住まいか
らの地球温暖化防止」を目指しています。
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また、エコハウスに設置されたエコキッチン
を活用したエコクッキング教室やグリーンカー
テン教室等の開催、環境関連図書等の貸出、県
内の環境保全団体のイベント案内など環境保全
団体の活動の場としても利用されており、本県
における環境保全活動の拠点施設として活動し
ています。
さらに、「石川県地球温暖化防止活動推進セ
ンター」の指定を受け、地球温暖化防止に関す
るさまざまな活動を展開しています。
県民エコステーションは、金沢市鞍月２丁目

１番地（産業振興ゾーン内）に設置されていま
すので、ご利用ください。
いしかわ環境パートナーシップ県民会議の主
な活動内容は以下のとおりです。

（１）いしかわ環境フェアの開催
地球温暖化防止など環境保全のための普及活
動の一環として、いしかわ環境フェアを開催し
ています。
令和６年度の概要は次のとおりです。

期 日 令和６年８月２４日（土）２５日（日）
会 場 石川県産業展示館４号館
参 加 数 ９，０００人
参加団体 １２０団体
内 容
○テーマ
みんなで�ストップ温暖化～「デコ活」カー
ボンニュートラルにつながる新しい豊かな
暮らしへ～
○企業・団体出展コーナー
民間団体、企業、大学、行政における地球
温暖化防止活動や環境配慮型製品の展示、
紹介
○体験・工作コーナー
自然素材等を利用した小物作り、エコ体験
など
○ステージイベント
石原良純氏・デコ活応援隊：みんなでやっ
てみよう「デコ活」

○エコライフの提案
・最新電動自転車の展示・試乗
・最新省エネ住宅設備の体験展示
○表彰式等
環境月間、愛鳥週間ポスター表彰式

（２）エコチケットによる地球温暖化防止活動へ
の支援
いしかわ家庭版環境 ISO認定家庭を対象

に、家庭における省エネ活動に応じてエコチケ
ットを交付し、エコ活動等の普及・拡大を図り
ました。
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ
県民会議では、エコチケット申請書の審査、エ
コチケットの交付、エコチケット使用店舗から
の請求に基づく換金など、エコチケット事業の
円滑な事務遂行に努めました。

（３）研修会や講習会等への講師派遣
県内の各種団体が行う環境保全に関する講演
会等に講師を派遣しています。
令和６年度は、学校、保育所、地域団体等が
開催する地球環境問題、廃棄物・リサイクル、
水環境、自然環境等をテーマとした研修会や講
習会に講師を４０回派遣しました。

（４）環境保全活動団体の活動支援
環境保全活動の裾野を広げることを目的とし
て、自発的、継続的に環境保全へ向けた活動を
行う営利を目的としない団体に対して、活動に
要する経費を助成する事業を行っています。
令和６年度には、地球温暖化防止活動や環境
保全活動などに取り組む４団体に対して支援を
行いました。

（５）いしかわ事業者版／工場・施設版環境 ISO
の登録審査
事業者及び非営利団体等が、自主的かつ簡易
に環境保全活動に取り組めるよう、石川県独自
の環境マネジメントシステムとして「いしかわ
事業者版／工場・施設版環境 ISO」の運用を推
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進し、登録を行っています。公益社団法人いし
かわ環境パートナーシップ県民会議では、石川
県から「いしかわ事業者版／工場・施設版環境
ISO」審査機関の指定を受け審査業務を行って
います。令和６年度は、２１０件の審査を行いま
した（事業者版１８０件、工場・施設版３０件）。

（６）県民エコステーションでの常設展示
・エコキッチン
・石川県リサイクル認定製品
・ドイツ交流コーナー（ドイツ・フライブルク
市との交流コーナー）
フライブルク市エコステーションの事例パネ
ル、グッズ等紹介
・会員活動情報、イベント情報、温暖化防止啓
発等のチラシ、パンフレットの掲示
・電気自動車
・V 2 H（Vehicle to Home）

＊令和６年度における
「県民エコステーション」来所者数
３，２６２人（月平均：２７１人）
（内 訳）
①来館者数 ２，７１４人（月平均：２２６人）
②会議室利用者数
団体数：３１団体（月平均：２団体）
人 数：５４８人（月平均：４５人）

５ 環境保全功労者の表彰 ＜環境政策課＞
県では、環境に配慮した活動が県全体に広ま

るよう、ふるさと石川の環境を守り育てる活動
に率先して取り組み、その成果が顕著であり、
他の模範となる者を「ふるさと石川環境保全功
労者」として、表彰しています。
令和６年度の概要は次のとおりです。
表彰日：令和６年６月２５日（火）
受賞者：２１者
表彰対象部門
Ⅰ 環境保全功労者表彰
１ 地域の環境の保全に貢献し、その功
績が顕著である者

２ 環境保全事業に関する研究、考案、
技術改善又は業界の指導育成等に従
事し、その功績が顕著である者

Ⅱ 環境保全貢献企業表彰
１ ISO１４００１等を認証取得し、環境保
全活動が他の模範となる企業

２ 地域の環境保全に貢献し、その功績
が顕著である企業
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第２節 地域資源を活用した持続可能な地域づ
くり

我々の経済活動や社会活動は、地域の多様な
資源の上に成立しています。
地域資源には、地域のエネルギーや自然資
源、都市基盤、産業集積等に加え、文化、風土、
組織・コミュニティなど様々なものが含まれ、
地域が持続可能であるためには、経済活動や社
会活動によって、資源の過剰な採取や、環境に
負荷のかかる物資の排出をできる限り抑えるこ
とが重要です。
他方で、近年は、少子高齢化や人口減少が地
域経済の疲弊や里山里海の荒廃による生物多様
性の低下にも影響を与えるなど、環境・経済・
社会面の課題が相互に関連し、複雑化していま
す。
国は、環境政策を通じ、経済・社会に関する
諸課題の同時解決を図る手段として、地域循環
共生圏を提唱し、その創造を通じて、持続可能
な社会の形成を目指すこととしています。
各地域においても、地域資源を活用し、環境
に関する課題解決を図りながら、経済・社会面
の向上を図る取組の推進が求められています。

１ 地域のエネルギー・バイオマス資源の活用
（１）再生可能エネルギー
再生可能エネルギーの導入推進により、温室
効果ガスの排出抑制だけでなく、地域の活性化
や産業振興・農業振興、災害・防災対策等も図
ります。

（２）食品廃棄物等
食品廃棄物等の排出抑制だけでなく、たい肥
化による農業振興やフードバンク・フードドラ
イブの周知による社会貢献も図ります。

（３）家畜排せつ物
家畜排せつ物をたい肥化し、循環資源として
の有効利用を促進することで、家畜排せつ物の
管理の適正化による水質汚濁の防止だけでな
く、農業振興も図ります。

（４）木質バイオマス
未利用材の木質バイオマス資源としての有効
利用を促進し、健全な森林経営だけでなく、化
石燃料からの代替エネルギーの地産地消も図り
ます。

２ 地域の自然資源の活用
里山里海の豊かな自然を保全するとともに、
里山里海における地域資源の魅力発信や生業の
創出を図ります。

３ 都市と農山漁村の交流促進
企業やNPO、都市部に住む人々などの多様
な主体の参画による里山里海保全活動を促進す
るとともに、里山里海の地域資源を活用し、ス
ローツーリズムによる農村地域への誘客を促進
します。

第３節 環境研究、国際環境協力の推進

１ 環境研究の推進
（１）保健環境センター
保健環境センターは、県民の健康と生活環境
を守るため保健衛生分野や環境分野での調査研
究を行っています。令和６年度に実施した環境
分野の調査研究は、次の３課題です。また、広
域的な環境問題に対応するため、酸性雨や微小
粒子状物質（PM２．５）等について、国立環境研
究所等との共同研究にも参画しています。

① 気候変動による石川県内の河川・湖沼の水
質への影響調査
気候変動による様々な影響の一つとして、水
環境・水資源への影響が指摘されています。本
研究では、気候変動が県内の河川・湖沼の水質
に現在どのような影響を及ぼしているのか、ま
た、将来どのような影響を及ぼすのかを解析
し、現在の状況、将来予測される影響を情報発
信することを目的としています。令和６年度
は、過去のデータを整理し、石川県内の河川・
湖沼における水質の長期変動の有無について確
認しました。
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② タイヤ摩耗粉由来の酸化生成物（６PPD‐
Q）の実態調査
タイヤに含有される酸化防止剤６PPDの酸

化によって生じる６PPD‐キノン（６PPD‐Q）
が魚類に影響を与えているとの報告がありま
す。県内においてもタイヤ摩耗粉の発生による
汚染が懸念されることから、本研究では、６PPD
‐Qについて、環境中の実態調査に取り組み、
環境リスク評価、将来の規制に備える基礎資料
とすることを目的としています。令和６年度
は、環境試料中における６PPD及び６PPD‐Q
について、分析方法の検討を行いました。今後
は、確立した分析方法を用いて県内の実態調査
を実施する予定です。

③ 環境放射線モニタリングに関する調査研究
環境中には、ウランやトリウム、カリウム４０
などの自然界にもともと存在している放射性物
質だけでなく、平成２３年３月の東京電力（株）
福島第一原子力発電所事故により環境中に放出
された放射性物質、さらには過去の大気圏内核
実験等により全地球的に放出された放射性物質
が依然として残存しています。
このような中、志賀原子力発電所周辺環境放
射線監視調査では、測定された空間放射線の変
動や放射性物質が発電所に起因するものかどう
かを的確に分離・評価することが課題となって
います。
これまで、平成２３年３月の東京電力（株）福

島第一原子力発電所事故を踏まえ、平成２５年度
から５カ年計画で県内の環境放射能の動態調査
として環境放射線観測局近傍の空間放射線レベ
ルと周辺環境との関係性の調査を行うととも
に、県内全域の空間放射線の調査、さらに環境
試料中の放射性物質のバックグラウンド調査を
行いました。
平成３０年度からは環境中の放射性物質の実態
及び挙動調査をテーマとして調査研究を行うこ
ととし、令和６年度は大気中及び降下物中の鉛
２１０・ベリリウム７の変動、降雨による空間線
量率の上昇、新しい放射線測定器の特性などの
調査を行いました。

（２）白山自然保護センター
① 白山における高山生態系の長期モニタリン
グ調査（モニタリングサイト１０００高山帯調査）
環境省が平成１５年度から実施している「重要
生態系監視地域モニタリング推進事業」が正式
名称であり、全国のさまざまな生態系（森林、
草原、干潟、サンゴ礁など）に１，０００か所程度
の調査サイトを設置し、長期間モニタリングを
継続していくものです。高山帯の調査は、平成
２０年度に調査地の認定や方法等が検討され、翌
年度の試行調査を経て、平成２２年度から本格実
施することとなり、白山は全国５か所（ほかに
大雪山、北アルプス、南アルプス、富士山）の
ひとつに選定され調査を行うことになりまし
た。この調査により、地球温暖化が高山生態系
に及ぼす影響などを把握し、解明することが期
待されます。
白山自然保護センターでは、令和６年度、白
山の高山帯における気温（１地点）や地表面・
地中温度（３地点）の計測、自動撮影カメラに
よる高山植物の開花時期（２地点）、ハイマツ
の年枝伸長量調査（１地点）及び昆虫類の調査
を行いました。また、より短期間での変化を広
域・多地点で把握するため、移行的な群落にお
いて簡易的な植生調査を弥陀ヶ原５地点、エ
コーライン１地点で試験的に行いました。気温
や地表面及び地中の温度調査は通年にわたり同
じ場所で記録をしました。そのうち気温調査
は、室堂の白山荘の屋根にポールを取付け、１
時間毎に計測を行いました。地表面温度の変化
状況から、令和６年度の観察地点の雪解けは、
南竜ヶ馬場は６月下旬から７月上旬、水屋尻は
７月上旬だったことがわかりました。
昆虫類の調査のうち、チョウ類については定
点調査及びライントランセクト調査を８月上旬
に行いました。両調査とも、観光新道において
行いました。この調査において、令和６年度は
高山チョウであるベニヒカゲが例年どおり確認
されました。ベニヒカゲは調査開始した平成２１
年度より毎年記録されており、平成２４年度と平
成２６年度を除いて、この調査では最も多くの個
体が確認されております。同じく高山チョウで
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あるクモマベニヒカゲについては、確認される
年と確認されない年があり、令和５年度は両方
の調査で確認されませんでしたが、令和６年度
は定点調査で４個体、ライントランセクト調査
で３個体確認されました。これらの他、定点調
査ではキアゲハやキタキチョウなど６種、ライ
ントランセクト調査ではキアゲハやヒメキマダ
ラヒカゲなど５種が確認されました。アサギマ
ダラについては、ベニヒカゲと同様に調査開始
した平成２１年度以降毎年確認されていますが、
今年度は定点調査で確認されず、ライントラン
セクト調査で１個体の確認にとどまりました。
また、地表徘徊性甲虫類は、７月３０日から７
月３１日にかけて４地点でのピットフォールトラ
ップ法による調査を行い、６科２３種が記録さ
れ、このうちオサムシ科が１５種と最も多く記録
されました。これらの内、コクロナガオサムシ
（ハクサンクロナガオサムシ）、コイケミズギワ
ゴミムシなど６種は、この調査が開始された平
成２１年から毎回記録されています。雪田群落の
２地点では出現する種は同じものが多く、ハイ
マツ林、風衝地とは出現する種類が異なってい
ることがわかりました。今後とも調査は継続さ
れる予定です。

② 白山における外来植物対策
白山国立公園の自然環境と景観を保全するた
め、以下のとおり外来植物の除去に取り組みま
した。

ア オオバコ、スズメノカタビラなど
低地性の植物であるオオバコなどが高山・亜
高山帯に侵入し、景観上の問題や在来の高山植
物と交雑するなどの問題があることから、白山
登山道周辺で、除去活動を行っております。作
業については、NPO法人環白山保護利用管理
協会と共同し、ボランティアを募集して行って
おり、イベントによる除去と研修を受講し登録
されたボランティアによる自主的除去の２本立
てで行っております。また、平成２８年度からは
石川県自然解説員研究会の協力を得て、７月か
ら８月にかけてアカミタンポポ等外来性タンポ

ポ種群の除去も行っております。
令和６年度の主な種の除去量については、オ
オバコ１２０．４０kg、シロツメクサ１３．６９kg、スズ
メノカタビラ８．３０kg となりました。うち、自
主的除去においては、オオバコ１３３．５１kg、シロ
ツメクサ２．９７kg、スズメノカタビラ０．３０kg と
なりました。石川県自然解説員研究会について
は令和２年度と令和３年度は除去活動を休止し
ていましたが、令和４年度から再開し、令和６
年度は外来性タンポポ０．４８kg を除去しまし
た。
これらの活動の他、企業等団体が除去活動を
希望した場合は個別対応でレクチャーを行って
おり、令和６年度は１団体が除去活動を行い、
スズメノカタビラ０．６６kg を除去しました。

イ セイタカアワダチソウ
休耕地や道路の沿線などに群生する植物とし
て知られるセイタカアワダチソウは、国が定め
た「我が国の生態系に被害を及ぼすおそれのあ
る外来種リスト」の重点対策外来種に選定され
ています。本種が、県道白山公園線（白山市白
峰風嵐～別当出合の約１６．０km）内で確認され
たことから、その分布の拡大を防止するため、
分布調査及び除去を平成２４年度から実施してい
ます。令和６年度は、国土交通省資材運搬道路
（別当出合～市ノ瀬）においても除去を行いま
した。
令和６年度は、４５地点で１，１９３本、２９．１２kg

を除去しました。うち、市ノ瀬園地については、
１１地点で２２８本、４．７５kg を、国土交通省資材運
搬道路では３地点で７５本、３．１５kg を除去しま
した。
白山公園線沿線上では、風嵐ゲートから０～
２kmの区間および６～８kmの区間に集中し
て分布していることがわかりました。継続的な
除去により分布の拡大と高密度化が抑えられて
おります。一方で、市ノ瀬園地では令和２年以
降新たな場所に多量に生育が確認されたこと
で、近年は除去量が増加しています。令和６年
度も工事などで地面が掻き起こされた場や新し
く生育が確認されました。
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これらのことより、セイタカアワダチソウの
生育を見過ごすと爆発的に増加する可能性があ
ることから、調査及び除去を今後も注意深く続
けていく必要があると考えられます。

③ 県指定希少野生動植物種オキナグサ、サド
クルマユリの保全に関する調査
オキナグサとサドクルマユリ（ともに県RDB
絶滅危惧Ⅰ類）は、「ふるさと石川の環境を守
り育てる条例」に基づく石川県指定希少野生動
植物種に指定されています。両種は、環境の変
化や園芸目的の採取により個体数が激減してい
ます。そこで、県では「石川の種の保存事業」
として、平成２２年度より両種の保存に取り組
み、白山自然保護センターでは現地個体群保全
のための調査や保全の取り組みを進めていま
す。
オキナグサについては生育個体数と開花・結

実状況等の調査を実施しました。あわせて自生
個体の盗掘を防ぐためのパトロールを白山市や
警察、地元住民とともに実施しており、その結
果、令和６年度の盗掘は確認されませんでし
た。また、生育地外での栽培等もすすめ、系統
保存を図っています。
サドクルマユリについては、現地調査は令和
６年能登半島地震の影響により、実施すること
ができませんでした。なお、生育地外での保全
策として、石川県立大学において、現地で採集
した種子を用いた無菌播種による培養を継続的
に行っています。

④ 石川県のブナ科樹木３種の結実予測とツキ
ノワグマの出没状況調査
ツキノワグマ出没予測のため、主要な餌とな
るブナ、ミズナラ、コナラの雄花序落下量と着
果度を観測することにより結実予測を行いまし
た。調査はクマの多い加賀地方を中心に、各樹
種２０～３０地点程度で行いました。その結果、５
月～６月に実施した雄花序落下量調査では、県
内全体としてブナは凶作、ミズナラは豊作、コ
ナラは並作と予測されました。また、８月に実
施した着果度調査では、県内全体としてブナは

凶作、ミズナラは豊作、コナラは並作と予測さ
れました。ブナが凶作で、秋の目撃件数が例年
よりも多い回数でした。クマの目撃件数は年間
４２０件と大量出没のあった令和２年度の８６９件に
比べ少ないものの、近年、春期から夏期に安定
して目撃されていることから注意が必要となっ
ています。

⑤ 自動撮影カメラで確認された加賀地域にお
けるニホンジカの生息状況
平成２７年度から令和６年度に加賀地域の森林
内に３６台の自動撮影カメラを８月から１１月の４
か月間設置し、ニホンジカの生息状況を調査し
ました。ニホンジカが確認された地点数は、平
成２７年度では２２地点でしたが、令和２年度まで
に全３６地点となりました。ニホンジカの撮影効
率（自動撮影カメラ１台・１日当たりに撮影さ
れたニホンジカの撮影頭数）は平成２７年度では
０．０４頭／１台・１日でしたが、令和６年度には
０．２２頭／１台・１日と増加しつつあります。こ
れらの結果から、加賀地域においてニホンジカ
の定着、増加が徐々に進んでいることが示唆さ
れました。

⑥ 白山弥陀ヶ原における雪田植生回復のため
のチシマザサ管理手法の開発
１．ササ群落高の違いによる植生の違いおよび
刈り取りの試行
白山弥陀ヶ原では、１９７７年と比較してササ
の生育範囲が拡大しています。北海道の事例
では、ササの刈り取りにより、雪田植生が回
復しており、適切な刈り取り頻度を検討する
ため、弥陀ヶ原でササの発達度合の異なる３
箇所に各３個の調査区を設置し、各２個の調
査区のササを刈り取りました。また、ササの
稈密度や群落高、下層植生の状況を記録しま
した。その結果、群落高が大きい場所では、
下層植生がほぼ存在していませんでした。今
後は、雪田植生の復元を目指し、ササの発達
度合に応じた最適な刈り取り頻度を検討して
いく予定です。
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⑦ 自動撮影カメラによる白山の亜高山帯・高
山帯へのニホンジカの侵入状況調査２０２４年
ニホンジカは高山帯に侵入、定着した場合に
短期間のうちに高山植物を衰退させるおそれが
あることから、高山植物への影響が顕在化する
前からの侵入状況の把握が重要となります。高
山帯へのニホンジカの侵入状況を把握すること
を目的に、２０２３年から自動撮影カメラによる調
査を行っています。その結果、昨年に続き高山
帯でニホンジカが少数撮影されました。また今
回、新たにカメラを設置した中宮道のお花松原
において、ニホンジカが複数頭同時に確認され
ており、今後も白山のニホンジカの動向を把握
するためモニタリングを継続していく必要があ
ります。

（３）のと海洋ふれあいセンター
のと海洋ふれあいセンターは、石川県の海岸
と浅海域の動植物に関する調査研究と海の環境
保全、野生動植物の保護に関する普及啓発を行
うことを目的に設置されました。本県の海岸、
浅海域には日本を代表する海藻草類の藻場が形
成されていて、海洋生物の多様性を支えていま
す。モニタリング調査などを通じて基礎的な資
料の集積をはかり、成果を、『能登の海中林』な
どの発行等、普及啓発活動に活用しています。
また、海と川とのつながりを守るため、河川を
含めた流域全体の調査研究も実施しています。
ここでは令和６年度の調査研究により得られた
新たな知見を紹介します。

① 九十九湾におけるアラサキガンガゼの定着
状況
２０２３年にガンガゼ類の越冬が確認された能登
町の九十九湾において、２０２４年８月にガンガゼ
類の採集調査と生殖腺熟度指数GSI（Gonado
Somatic Index）の測定を行いました。アラサ
キガンガゼが九十九湾内の小木で１３個体、蓬莱
島の周縁で８個体が採集され、ガンガゼは確認
されませんでした。サイズ構成として、２齢（小
木：４７．６～５７．４mm、蓬莱島：４１．２～４９．２mm）
が優占的で、蓬莱島では１齢２個体（２４．６、２７．５

mm）、３齢以上２個体（６０．１、６５．５mm）も採
集されました。８月１日に小木で採集されたア
ラサキガンガゼのGSI は５．７±２．４でした。２０２４
年に海水温が１０℃を下回る日数は３１日で、前年
と比べて海水温は低い傾向でした。

図 アラサキガンガゼの殻径構成

② 津波によるかく乱を受けた久里川尻川の河
口周辺における底生動物
令和６年能登半島地震に伴う津波が久里川尻
川の河口域の底生動物に与えた影響を調べるた
め採集調査を実施しました。震災前後の調査よ
り、甲殻類５種、軟体動物５種、魚類４種が採
集されました。石川県内での記録が乏しいカワ
アイとアリアケモドキは、久里川尻川で初記録
となりました。震災前には本流沿岸のヨシ原で
ウミニナ、ホソウミニナ、カワアイの生息が確
認されていましたが、津波の影響によりヨシ原
の一部が流失し、これら巻貝３種の生息は確認
されませんでした。ただし、上流区間で震災後
にカワアイ２個体が発見されています。震災後
の水路における採集調査では、下流区間でアリ
アケモドキやケフサイソガニなど、中流から上
流区間でヤマトシジミやアメリカザリガニなど
が採集されたことから、水路では生物に対する
津波によるかく乱の影響は軽微であったと考え
られます。

図 カワアイ
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図 アリアケモドキ

③ 令和６年能登半島地震後の岩礁海岸におけ
る底生無脊椎動物および海藻草類のモニタリ
ング調査
２０２４年に発生した能登半島地震は、沿岸の著
しい隆起と津波現象を引き起こし、岩礁海岸の
生態系に大きな影響をもたらしたと考えられま
す。震災前から実施している岩礁海岸のベント
ス（底生無脊椎動物、海藻草類）を対象とした
モニタリング調査を、能登半島におけるこれま

での調査地点１０海岸に、隆起海岸の新たな６海
岸を追加し、合計１６海岸で実施しました。震災
前後で津波を受けた海岸や隆起していない海岸
では、ベントスの確認種数に大きな変化は見ら
れませんでした。一方隆起海岸では確認種数の
減少が確認されました。特に隆起による影響は
潮間帯生物に対してあきらかでしたが、海岸ご
とや種ごとに生存状況は異なっていて、今後よ
り詳細な調査必要なことがわかりました。

図 調査地点の輪島市鹿磯海岸

④ モニタリング調査の継続
のと海洋ふれあいセンターでは、石川県一円
の岩礁海岸と砂浜海岸において周期的にモニタ
リング調査を行い、各海岸における人為的な改
変状況と生物相の把握を行っています。
かほく市高松から羽咋市千里浜、そして志賀
町甘田の砂浜海岸は、日本海沿岸を代表するシ
ギ・チドリ類の重要な飛来地となっています。
これらの海岸の波打ち際には等脚類の一種ナミ
ノリソコエビが豊富に生育しています。シギ・
チドリ類は渡りの中継地としてこの海岸に飛来
し、ナミノリソコエビを採食して栄養を補給し
ていることが明らかとなっています。そこで当
センターでは毎年春と秋の渡りの時期に、ナミ
ノリソコエビの生息状況をモニタリング調査し
ています。
さらに、九十九湾園地の磯の観察路における
気象と水質観測、そして九十九湾における水質
観測、また海域における希少な野生動植物の情
報収集を行い、身近な海の環境変化を把握し、
記録に残すことを目的に活動しています。

図 調査地点（●調査実施，○未調査，
▲追加した隆起海岸）
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（４）林業試験場
林業試験場では、森林・林業・木材産業に関
する調査研究を進めています。このうち、県民
の生活環境に関わる研究として、森林の管理と
機能評価などについて取り組んでいます。

① 森林内に侵入した又は放置された竹林の駆
除と森林の再生
森林内に侵入した竹は水土保全等の森林機能
を低下させるため、不要な侵入竹を駆除して森
林を再生させる取組が行われています。林業試
験場では、侵入竹伐採後の植生の回復状況を平
成２４年度から県内２０箇所で継続して調査してい
ます。その結果、侵入竹は徐々に衰退し、広葉
樹の生育や下層植生の回復が認められました。
これにより、森林の機能が回復していることを
確認できました。
また、平成２９年度からは発生源である放置竹

林の伐採駆除後の竹の再生や広葉樹等の下層植
生の回復状況について、県内２０箇所でモニタリ
ングしています。侵入竹林同様、整備後の植生
は順調に繁茂し、機能も回復していることを確
認しました。

② 手入れ不足人工林の間伐後の植生回復
平成２０年度から、林業試験場では、平成１９年
度から導入された「いしかわ森林環境税」を活
用して実施している手入れ不足が原因で過密に
なった針葉樹人工林強度間伐地のうち４０か所に
おいて、強度間伐後の植生回復状況を継続して
調査しています。その結果、多様な広葉樹の生
育や下層植生の増加が見られ、生物多様性機能
や水土保全機能が順調に回復していることを確
認できました。

（５）工業試験場
工業試験場では、地球環境を保全した持続可
能な産業社会実現に向け、研究開発を行ってい
ます。令和６年度には、省エネルギーやバイオ
マス資源の利用などの環境保全に資する研究を
９件実施しました。令和７年度においても、新
たな４テーマを加えた９件の環境保全や環境改

善に寄与する研究に取り組んでいきます。

① 研 究
ア 熱交換用ラティス構造の設計技術に関する
研究（令和４～６年度）
格子状の流路構造を持つ熱交換器を提案し、

最適な格子寸法を導出しました。設計した流路
構造を金属３Dプリンターで造形し、熱交換性
能を検証しました。

イ シミュレーション活用によるレーザ肉盛の
品質向上に関する研究（令和５～７年度）
金属成分シミュレーションを用いて高い硬度
を有する合金成分を予測し、狙い硬さを有する
新規合金粉末を試作しました。また、適切な肉
盛造形条件を見出しました。

ウ 工場に簡単導入可能な IoTシステムの開発
（令和６～７年度）
複雑な配線やはんだ付け不要なデバイスで温
湿度や電流センサーからデータを収集し、サー
バへ送信、保存し、さらに、グラフ化するプロ
グラムを開発しました。

エ 環境低負荷型摺動性繊維の開発（令和６～
７年度）
フッ素等の環境負荷物質を含まない超高分子
量ポリエチレン等の熱可塑性樹脂を用いて作製
した板材の摺動性を評価しました。

オ 脱炭素社会の実現を推進する革新的リグニ
ン系高機能材料の開発（令和２～６年度）
改質リグニン樹脂と炭素繊維の複合材料を試
作し、改質リグニン樹脂の添加量と炭素繊維の
界面接着性と力学的性質との相関関係を評価し
ました。

カ 天然由来材料を活用したFRP製造技術の
開発（令和４～６年度）
バサルト繊維と各種バイオマス樹脂を用いた
バサルト繊維複合材料（BFRP）を試作し、力
学的性質等を評価することで、BFRP成形技術
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を確立しました。

キ デジタル技術を活用した環境エネルギー材
料の開発（令和５～７年度）
機械学習やAI 技術を活用した材料開発手法
を活用して、熱電変換材料、電池材料を対象に
高性能材料の探索を行い、材料の試作と性能評
価を行いました。

ク グリーン水素利活用のための需給平準化技
術の研究（令和５～６年度）
２０２３年の出力抑制実績に基づき、余剰電力に
よる水電解を想定しグリーン水素製造量を算出
しました。また、太陽光発電から得た水素と燃
料電池を用いた発電実験を実施しました。

ケ 珪藻土粉の環境配慮型固形化技術の開発
（令和６～７年度）
珪藻土粉とバインダーを配合し固形化物を作
製し、バインダー種や配合量による強度変化を
曲げ強度試験で評価しました。

② 指導事業
ア グリーンイノベーション研究会
工業試験場は再生可能エネルギー技術に関心
の高い企業、研究機関等との人材交流を行うこ
とで、再生可能エネルギーを利用する技術に関
しての情報交換と県内企業における製品化の取
り組みを支援するとともに、再生可能エネル
ギー関連産業の振興を行っています。

イ 研究・指導成果発表会・新製品開発事例発
表会開催事業
研究・指導の成果発表、成果物の展示などを
通じて技術支援の内容、方法を具体的に紹介
し、県内企業の生産技術、開発技術の向上を図
っています。

ウ 技術指導
令和６年度は、エネルギー・環境関連、めっ
き、食品及び窯業等の企業に対する巡回技術指
導等を行い、リサイクルに関連する技術１件に

ついて現地指導を行いました。

エ 一般技術相談・指導
工業試験場では県内企業等からの環境に関す
る技術相談・指導を行っています。令和６年度
における環境・省エネに関する技術相談・指導
件数は４２件でした。

２ 国際環境協力の推進
＜環境政策課＞

（１）酸性雨対策（再掲）
① 日本における酸性雨
酸性雨の原因となる硫黄酸化物や窒素酸化物
は、気象条件によっては国境を越えた広範囲に
わたり影響を及ぼすことがあります。
環境省では、昭和５８年度から酸性雨の実態調
査や土壌や森林への影響調査を実施するととも
に東アジア酸性雨モニタリングネットワークに
よる国際的な酸性雨対策に取り組んでいます。
なお、これまでの調査では、わが国では、酸

性雨による生態系への明確な影響は認められて
いませんが、全国的に欧米並みの酸性雨が観測
されていることから、大陸に由来した汚染物質
の流入が示唆されています。

② 県の取組
本県では、昭和５８年度から酸性雨調査を実施
するほか、環境省と協力して県内の土壌や植
生、陸水への影響について調査しています。
また、酸性雨のような国境を越えた問題は、
それぞれの国同士のほか、地域同士の相互理解
と協力が必要であり、中国人技術研修生の受入
や技術指導などの国際協力を進めています。

（２）黄砂対策（再掲）
近年、黄砂の発生頻度が増加し、社会的な注
目を集めるとともに、日本における影響が懸念
されています。
黄砂自体は、自然現象であることから、従来
は、さほど問題視されていませんでしたが、有
害な大気汚染物質が黄砂に付着して飛来するお
それがあり、その実態を解明する必要がありま
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す。
これまでの県の調査でも、本県に飛来する途
中に燃焼などによって排出される大気汚染物質
を吸着していることが示唆されており、継続的
な調査を実施する必要があります。

（３）フロン対策
① オゾン層の破壊と地球温暖化
フロンの一種であるCFCは、化学的な安定

性や安価で人体への毒性が小さいなど多くの利
点があり、冷蔵庫やエアコンの冷媒、建材用断
熱材の発泡剤、スプレーの噴射剤、半導体等の
洗浄液など、幅広い用途に用いられてきました。
しかし、CFCは、大気中に放出されると成
層圏に到達し、オゾン層を破壊します。オゾン
層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外
線（UV-B）が増加し、皮膚ガンや白内障等の
健康被害の発生や、植物やプランクトンの成育
の阻害等を引き起こすことが懸念されていま
す。
このため、CFCは世界的に生産が規制され、
平成２１年末までに全廃されました。また、CFC
の代替物質であるHCFCも、CFCほどではな
いもののオゾン層を破壊するため、平成８年か
ら生産規制が進められており、現在はオゾン層
を破壊しないHFCの出荷が増えています。
しかし、このHFCは高い温室効果をもつた
め、ノンフロン製品や地球温暖化係数の低いフ
ロン製品への転換、使用時漏えい防止など、HFC
の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見
据えた包括的な対策が必要な状況にあります。

② オゾン層破壊物質の排出の抑制
日本は、オゾン層の保護のための国際的な対
策の枠組みである「オゾン層の保護のための
ウィーン条約」及び「オゾン層を破壊する物質
に関するモントリオール議定書」に加入し、昭
和６３年に「オゾン層保護法（特定物質の規制等
によるオゾン層の保護に関する法律）」が制定さ
れ、オゾン層破壊物質の生産や輸出入の規制、
排出抑制の努力義務などが規定されました。

③ フロン類の排出抑制の促進
オゾン層を破壊するフロン類の生産や輸出入
の規制が開始されましたが、過去に生産された
冷蔵庫、カーエアコン等の冷凍空調機器の中に
は、充填されたCFC、HCFCが相当量残され
ています。
また、オゾン層破壊物質の代替物質として使
用が増加しているHFCは、強力な温室効果ガ
スであり、京都議定書の削減対象物質となって
います。なお、オゾン層破壊物質であるCFC、
HCFCも強力な温室効果ガスです。
オゾン層の保護、地球温暖化の防止のために
は、冷蔵庫やエアコン等の冷凍空調機器に充填
されているフロン類（CFC、HCFC、HFC）が
大気中に放出しないよう注意して製品を取り扱
うとともに、機器の整備を定期的に行うことで
漏えいを防止し、また、新しい製品を購入する
際はフロン類を使用していない製品を選ぶよう
注意が必要です。
このような中で、HFCの排出量が今後増大
する見込みであること、従来のフロン回収破壊
法によるフロン類の回収率が低迷しているこ
と、業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロ
ン類の漏えいが従来の想定よりも相当程度多い
ことが判明したこと、国際的な規制強化の動き
があることを踏まえ、フロンの回収・破壊だけ

表１ モントリオール議定書に基づく先進国に
対する規制スケジュール

種 類 規制開始 全 廃

CFC（特定フロン※） １９８９（平成元）年 １９９６（平成８）年

CFC（特定フロン以外） １９９３（平成５）年 １９９６（平成８）年

ハロン １９９２（平成４）年 １９９４（平成６）年

四塩化炭素 １９９５（平成７）年 １９９６（平成８）年

１，１，１‐トリクロロエタン １９９３（平成５）年 １９９６（平成８）年

HBFC － １９９６（平成８）年

HCFC １９９６（平成８）年 ２０２０（令和２）年

臭化メチル １９９５（平成７）年 ２００５（平成１７）年

※特定フロンとは、モントリオール議定書附属書AグループⅠに定
められたCFC５種を指す。
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でなく、フロン製造から廃棄までのライフサイ
クル全体にわたる包括的な対策が必要とされた
ため平成２５年６月に、フロン回収破壊法が改正
され、名称も「フロン排出抑制法」に改められ、
平成２７年４月１日から施行されました。また、
フロン類の廃棄時回収率向上のため、機器廃棄
時のフロン類引渡義務違反に対する直接罰の導
入等、抜本的な対策を講じた改正法が令和２年
４月１日から施行されました。（図１）
フロン類を使用した機器を廃棄する場合には
フロン類を確実に回収することが必要です。業
務用冷凍空調機器（「第一種特定製品」といい
ます）は「フロン排出抑制法」、家庭用の電気
冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機及びルームエアコ
ンは「家電リサイクル法」、カーエアコンは「自
動車リサイクル法」に基づき、これらの機器の
廃棄時にフロン類の回収が義務付けられていま
す。回収されたフロン類は、再利用される分を
除き、破壊されることとなっています。

ア 業務用冷凍空調機器
＜環境政策課＞

フロン排出抑制法では、第一種特定製品の管
理者には、第一種特定製品の設置環境・使用環
境の維持保全、簡易点検・定期点検、漏えい等
が確認された場合の修理を行うまでのフロン類
の充塡の原則禁止、点検・整備の記録作成・保
存等を行うことを通じ、使用時におけるフロン
類の漏えい防止に取り組むことが義務化され、
一定量以上のフロン類を漏えいさせた管理者
は、算定漏えい量等を国に報告し、国ではその
算定漏えい量等を公表することになりました。
また、第一種特定製品に冷媒としてフロン類
の充塡を業として行おうとする者についても、
知事の登録を受けることとし、第一種フロン類
回収業者の名称も「第一種フロン類充塡回収業
者」に変更され、第一種特定製品の管理者及び
整備者は、当該製品に冷媒としてフロン類を充
塡する必要があるときは、第一種フロン類充塡
回収業者に委託すること等が新たに義務付けさ

表２ 令和６年度フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者からのフロン類充塡回収量
報告の集計結果

区分 設置 設置以外 合計
CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計

充塡した台数 （台） １１ ９ １，５９８ １，６１８ ２ ３８５ ３，８５３ ４，２４０ １３ ３９４ ５，４５１ ５，８５８

充塡した量 （kg） １０５．０ １８９．４ １０，７７２．２ １１，０６６．６ ３３．６ ５，８７６．４ ２８，６３２．４ ３４，５４２．４ １３８．６ ６，０６５．８ ３９，４０４．６ ４５，６０９．０

区分 整備 廃棄等 合計
CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計 CFC HCFC HFC 計

回収した台数 （台） ４ １９１ ２，４６５ ２，６６０ ７４８ １，９２４ ７，５６８ １０，２４０ ７５２ ２，１１５ １０，０３３ １２，９００

回収した量 （kg） ３．２ １，０５６．４ １１，７７９．７ １２，８３９．３ ６８．７ ７，６９０．４ ２３，９６９．３ ３１，７２８．４ ７１．９ ８，７４６．８ ３５，７４９．０ ４４，５６７．７

令和６年度当初に保管
していた量 （kg） ６．６ ２５９．５ １，０６０．１ １，３２６．２ ６９．８ ８９６．０ ４２７．３ １，３９３．１ ７６．４ １，１５５．５ １，４８７．４ ２，７１９．３

第一種フロン類再生業
者に引き渡した量 （kg） ２．９ ７．３ ２，７２２．９ ２，７３３．１ ０．１ ５９６．３ ２，３５７．０ ２，９５３．４ ３．０ ６０３．６ ５，０７９．９ ５，６８６．５

フロン類破壊業者に引
き渡した量 （kg） ０．３ ３５６．６ ６，３４２．２ ６，６９９．１ ５４．４ ６，５４９．８ １９，８７６．１ ２６，４８０．３ ５４．７ ６，９０６．４ ２６，２１８．３ ３３，１７９．４

第５０条第１項ただし書
自ら再生し充塡した量（kg） ０．０ ５３２．０ ４１４．３ ９４６．３ ０．０ ２４．５ １１４．２ １３８．７ ０．０ ５５６．５ ５２８．５ １，０８５．０

第４９条第１号に規定す
る者に引き渡した量 （kg） ０．０ １４８．２ ２，３１２．７ ２，４６０．９ ２３．１ ４４９．２ １，４９８．８ １，９７１．１ ２３．１ ５９７．４ ３，８１１．５ ４，４３２．０

令和６年度末に保管し
ていた量 （kg） ６．６ ２７１．７ １，０４７．８ １，３２６．１ ６１．０ ９６６．５ ５５０．４ １，５７７．９ ６７．６ １，２３８．２ １，５９８．２ ２，９０４．０

（注） 小数第二位を四捨五入しているため、計が一致しない場合があります。
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れました。
本県では、知事の登録を受けた第一種フロン

類充塡回収業者への立入調査、第一種特定製品
の管理者への立入調査、「建設リサイクル法」に
基づく建築物の解体工事現場への立入調査を実
施し、フロン類排出抑制の一層の徹底を図って
います。
フロン排出抑制法に基づく、令和６年度にお

けるフロン類充塡回収業者からのフロン類充塡
回収量の集計結果は、表２のとおりです。

イ 家庭用のエアコン・冷蔵庫・冷凍庫
＜資源循環推進課＞

平成１３年４月から「家電リサイクル法」が施
行されています。使用済の家庭用エアコン・冷
蔵庫は、家電販売店等から県内４箇所の指定引
取場所を経由して、製造業者が設置するリサイ
クル施設に運搬され、そこでフロン類の回収が
行われています。
また、平成１６年４月からは、家庭用冷凍庫が

「家電リサイクル法」の対象に加わっており、
同様にフロン類の回収が行われています。

ウ カーエアコン ＜資源循環推進課＞
カーエアコンに含まれるフロン類は、平成１６

年１２月までは、「フロン回収破壊法」に基づい
て回収されていましたが、平成１７年１月１日以
降に引取業者に引き取られた車両については、
「自動車リサイクル法」に基づき、フロン類回
収業者がフロン類を回収しています。自動車の
所有者は、原則として新車を購入した時にフロ
ン類回収破壊費用を含むリサイクル料金を支払
うとともに、使用済自動車については、県知事
または金沢市長の登録を受けた引取業者に引き
渡す必要があります。

表３ 令和６年度自動車リサイクル法に基づく
フロン類回収業者によるフロン類年次報
告の状況（令和７年６月１０日時点）

区 分 CFC HFC 計

フロン類回収業者引取報告件数 １６，７５１

自動車製造事業者等への引渡量（kg） ０ ２，５６６．２ ２，５５６．２

再利用量（kg） ０ ０．８ ０．８

再利用車台数 ０ ２ ２

令和５年度末に保管していた量（㎏） ２６．２ ７３５ ７６１．２

※金沢市分を含む。
出典：公益財団法人 自動車リサイクル促進センター

図１ フロン類のライフサイクル全体（出典：環境省フロン排出抑制法パンフレット）
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令和６年度の「自動車リサイクル法」に基づ
くフロン類回収業者によるフロン類年次報告の
状況は表３のとおりです。

（４）国際環境協力
① 日中韓環境協力トライアングル事業

＜環境政策課＞
本県では、中国江蘇省、韓国全北特別自治道
の三者による「日中韓環境協力トライアングル
事業」を実施しており、各国に共通する環境課
題をテーマに環境保全技術検討会を開催してい
ます。この検討会では、それぞれの取組を紹介
し、環境保全分野における協力関係の強化を図
っています。
令和６年度は、中国江蘇省、韓国全北特別自
治道との三者により、１１月１日にオンラインで
開催し、プラスチックごみ削減対策について意
見交換を行いました。

② SATOYAMAイニシアティブ推進ネット
ワーク ＜自然環境課＞
生物多様性の保全は世界的な課題であり、平
成２２年に愛知県で開催された生物多様性条約第
１０回締約国会議（COP１０）では、里山に代表され
る人の営みによって形成・維持されてきた二次
的な自然環境における生物多様性の保全とその
持続可能な利用の両立を図る「SATOYAMAイ
ニシアティブ」を推進することが採択されまし
た。また、その国際的な推進組織（SATOYAMA
イニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI））
が創設され、本県も参画しています。
さらに、社会・経済環境を同じくする日本国
内においても、里山里海の保全・利用に取り組
む多様な主体のネットワークをより一層強固に
し、取組を全国的に推進していきたいとの思い
から、平成２５年９月、「SATOYAMAイニシア
ティブ推進ネットワーク」を設立し、石川・福
井両県知事が共同代表に就任しました。
（参加団体 １１９団体 令和７年４月現在）
本ネットワークでは、「SATOYAMAイニシ

アティブ」の理念を踏まえつつ、企業、NPO、
研究機関、行政など、国内における多様な主体

が、その垣根を越え、様々な連携・交流・情報
交換等を図るためのプラットホームを構築し、
里山等地域の保全や利用の取組を国民的取組へ
と展開することを目指しています。
本県としても、ネットワークの活動を通し
て、国内における SATOYAMAイニシアティ
ブの推進に貢献するとともに、本県の元気な里
山里海づくりの発信や取組の更なる深化を図っ
ています。

第
２
部

第
６
章

環境を通じた人づくり・地域づくり第６章

－ 134 －
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今日の環境問題は、地球温暖化、循環型社会の形成、生物多様性の確保など様々であり、こうした

問題に対応し、環境への負荷の少ない「循環」を基調とした持続可能な社会、自然と人とが「共生」で

きる社会を構築していくためには、県民、事業者、行政の各主体が、それぞれの役割と責務を正しく

認識し、協働していく必要があり、カーボンニュートラル宣言の実施やトキの放鳥候補地決定を踏ま

え、令和４年９月に改定した「環境総合計画」に基づき、持続可能な循環型社会や、自然と人とが共

生できる社会の構築を推進する。

持続可能な循環型社会の構築については、温室効果ガスの排出割合が高い家庭部門や運輸部門にお

ける取り組みの強化により、カーボンニュートラルに向けたあらゆる主体による実践につなげるとと

もに、県庁も率先して温室効果ガス削減に取り組む。あわせて、３R（リデュース、リユース、リサ

イクル）の推進による循環型社会の形成を図るとともに、豊かな水資源や良好な環境の将来世代への

継承に向け、大気環境や水環境など、生活環境の保全に積極的に取り組む。

自然と人とが共生できる社会の構築については、トキと人との共生に向けた取り組みの推進や生物

多様性の保全など、持続可能な自然環境の構築に取り組むとともに、県民理解と利用促進を通した自

然公園の保護と利用の好循環の形成や、種の保存と適切な野生鳥獣の保護管理に取り組む。

以上を基本として、令和７年度においては、次の６本を柱に環境保全など広く県民生活の安全・安

心に関わる施策を推進する。

Ⅰ 地球環境の保全

Ⅱ 循環型社会の形成

Ⅲ 自然と人との共生

Ⅳ 生活環境の保全

Ⅴ 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進

Ⅵ 環境を通じた人づくり・地域づくり

第３部 令和７年度に講じる主な環境保全施策

基 本 方 針
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１ 地球温暖化防止
（１）県民、事業者等による温室効果ガスの排出

削減
ア 電気自動車等の普及促進
［カーボンニュートラル推進課］

……………………130,000 千円
電気自動車、プラグインハイブリッド自動
車、燃料電池自動車、住宅向けEV等充電器の
設置購入に対する支援を実施する。

イ 脱炭素化気運醸成事業
［カーボンニュートラル推進課］

………………………3,000 千円
「いしかわゼロカーボンの日」における一斉
ライトダウンの呼びかけ等により、脱炭素の気
運を醸成する。

ウ ZEH等の普及促進
［カーボンニュートラル推進課］

………………………8０,240 千円
ZEHの新築等への支援を実施する。

エ いしかわ版環境 ISOの推進
［カーボンニュートラル推進課］

………………………1,000 千円
「気候変動対応アクションプラン」などの推
進により、本県独自の環境 ISOの更なる普及
促進を図る。
・インセンティブの付与：
家庭向けに取組実績等に応じエコチケッ
トの交付等

・取組の裾野拡大：
エコレンジャー認定制度

オ 事業者向け脱炭素化サポート事業
［カーボンニュートラル推進課］

………………………6,260 千円
いしかわ事業者版／工場・施設版環境ＩＳＯ
の普及促進や脱炭素に関する相談窓口の設置な
どにより、県内事業者の脱炭素化に向けた取組
を推進する。

カ ゼロエネ住宅技術者養成講習事業
［カーボンニュートラル推進課］

…………………………400千円
省エネ住宅の普及促進を図るため、技術者の
養成に取り組む。

キ 住宅向け太陽光発電設備の普及促進
［カーボンニュートラル推進課］

……………………90,500 千円
県内の住宅への太陽光発電設備の整備への支
援を実施する。
（２）県庁における温室効果ガスの排出削減
「環境総合計画」に基づく県庁グリーン化率
先行動として、県庁自らがごみの減量化やリサ
イクル、省資源・省エネルギーなどの環境保全
行動に努めることにより、県民・事業者等の意
識啓発や、環境保全対応の行動につなげる。
ア （県庁環境マネジメントシステムの運用）
［カーボンニュートラル推進課］

Ⅰ 地球環境の保全

中長期に渡る温室効果ガスの削減に向けた国の対応を見据えながら、県として、家庭、学校、地域、
事業者、工場・施設における具体的な取組を更に深化させるため、より一層、温室効果ガスの削減効
果が積み上がる取組を展開する。
特に、近年、省エネ・節電への関心が高まりを見せていることから、引き続き、気候変動対応アク
ションプラン等により、いしかわ版環境 ISOの普及を促進するなど、さらなる裾野拡大と取組の深化
を図る。
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イ 県庁における温室効果ガス排出削減の加速
化［カーボンニュートラル推進課］

…………………1,482,414 千円
照明の LED化、公用車への環境配慮車の導

入を進める。
（３）緑化・森林・林業における二酸化炭素の吸

収・固定
いしかわの森整備活動CO２吸収量認証事業
［森林管理課］

…………………………700千円
森林整備活動の成果を二酸化炭素吸収量で認
証することにより、森づくり活動実施へのイン
センティブを企業・団体に付与し、森林による
二酸化炭素の吸収・固定の促進を図る。

２ 気候変動の影響への適応
気候変動の影響による被害の防止・軽減を図

るため、農林水産業や自然災害等の各分野にお
いて影響に対する適応策を推進するとともに、
気候変動の予測、影響等に関する情報の収集・
提供を行う。
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１ 廃棄物等の排出抑制
（１）プラスチック資源循環の推進
［資源循環推進課］

…………………………512千円
協定締結による使い捨てプラスチックの削減
に向けた取組促進などによりプラスチック資源
循環を推進する。
（２）食品ロス削減の推進［資源循環推進課］

………………………2,500 千円
食品ロス削減に取り組む飲食店等の登録制度

を通じた普及啓発や家庭の食品の寄附を募る
フードドライブを実施する事業者の支援のほ
か、１０月の食品ロス削減月間に合わせて、家庭
で取り組める食品ロス削減について啓発を強化
することにより食品ロス削減を推進する。
（３）産業廃棄物排出実態調査［資源循環推進課］

……………………10,000 千円
排出事業者等に対して廃棄物の排出実態調査
を行い、廃棄物の最新の動向を常に把握し、廃
棄物の適正処理の資料とする。
（４）廃棄物減量化アドバイザー派遣事業
［資源循環推進課］

………………………1,594 千円
廃棄物のリデュース・リユース・リサイクル
の３Rに取り組む企業を支援するため、３R推
進アドバイザーを派遣するほか、排出事業者が
自ら優良な産業廃棄物処理業者を選定できるよ
う、処理業者の情報公開やエコアクション２１な
どの環境マネジメントの認証取得の支援を図

る。

２ 循環資源の再使用、再生利用・熱回収
（１）自動車リサイクル適正処理指導事業
［資源循環推進課］

……………………………95千円
自動車リサイクル法に基づき、解体業者、破

砕業者等に対する許可事務や指導により、使用
済自動車の適正な処理体制の確立を図る。
（２）石川県エコ・リサイクル製品認定事業

［資源循環推進課］
…………………………517千円

エコ・リサイクル製品の認定を行うことによ
り、リサイクル製品の利用拡大とリサイクル産
業の育成を図るとともに、廃棄物の再資源化を
推進する。
（３）リサイクル推進費補助金［資源循環推進課］

………………………2,740 千円
循環型社会の構築を目指し、県民、事業者に

対してリサイクルへの理解と実行を促進してい
くために、エコモーションキャンペーン実行委
員会への助成を行い、テレビ放送による普及啓
発を図る。
（４）廃プラスチックリサイクル促進モデル事業

［資源循環推進課］
………………………2,000 千円

業界団体などを対象に、プラスチック再生事
業者と連携した継続的なリサイクルに向けたモ
デル的な取組や一般県民に向けた啓発的取組を

Ⅱ 循環型社会の形成

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限
り少なくした社会の構築を目指すためには、廃棄物の排出抑制（リデュース）、製品等の再使用（リユー
ス）、再生利用（リサイクル）の３Rを推進していく必要があり、そのための施策や具体的行動に取り
組むこととしている。
そのうえで、現状の技術をもってしても３Rできずに最終処分せざるを得ない廃棄物については、
その適正な処分を推進する。
さらに、産業廃棄物の不適正処理に対しては、法令及び「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」に
基づき、厳正に対処する。
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公募して助成する。

３ 適正な処分
（１）海岸漂着物等地域対策推進事業
［資源循環推進課］

……………………175,750 千円
市町と連携し、漂着木造船を含む海岸漂着物
等の円滑な処理を行うとともに、発生を抑制す
るための普及啓発を実施する。
（２）産業廃棄物処理推進事業［資源循環推進課］

………………………7,646 千円
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び石川

県廃棄物適正処理指導要綱に基づき産業廃棄物
処理施設に係る事前審査、設置許可申請に係る
審査、県外からの産業廃棄物の搬入協議等を行
い、産業廃棄物の秩序ある処理体制を確立す
る。
（３）産業廃棄物排出事業者適正処理指導事業
［資源循環推進課］

………………………1,781 千円
産業廃棄物の多量排出事業者等に対して、廃
棄物処理法に基づく処理計画策定の指導や廃棄
物対策についての講習会を開催し、廃棄物の減
量化等を推進する。
（４）PCB廃棄物処理対策事業［資源循環推進課］

………………………4,504 千円
PCB廃棄物の保管事業者等に対する届出の

徹底や PCB廃棄物の掘り起し調査の実施によ
り、PCB廃棄物の早期処理を促進する。
（５）産業廃棄物処理施設整備資金融資
［資源循環推進課］

…………………（予算 350千円）
新規融資枠 5億円

中小企業者による産業廃棄物処理施設の整備
を支援するため、長期・低利の融資を行う。
・融資限度額：
最終処分場５億円、焼却施設１億円

・金利：年２．００％（令和７年４月現在）
・期間：１０年以内（内据置２年以内）

（６）災害廃棄物処理円滑化事業
［資源循環推進課］

…………………16,500 千円

令和６年能登半島地震、及び令和６年奥能登
豪雨により発生した災害廃棄物を円滑に処理す
るため、専門コンサルによる発注・解体・搬
出・処理の各段階での工程管理を行う。

（７）自費解体利子助成事業
［資源循環推進課］

…………………10,000 千円
令和６年能登半島地震、及び令和６年奥能登
豪雨により被災した建物等の自費解体のため、
必要となるつなぎ資金融資に係る利子助成を行
う。

４ 不適正処理の防止
不法投棄等不適正処理防止対策の推進
［資源循環推進課］

……………………19,279 千円
不法投棄や不適正処理防止のための産業廃棄
物監視機動班を南加賀、石川中央、能登中部、
能登北部の各保健福祉センターに配置する。
また、市町職員の県職員併任制度により不適
正処理事案の早期発見・早期対応に努めるとと
もに、スカイパトロールや県境における車両路
上検査等を実施する。
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１ 地域の特性に応じた自然環境と生物多様性
の保全

（１）自然公園の適切な保護管理
ア 白山国立公園の施設整備
［自然環境課］

……………………40,000 千円
白山国立公園内の施設の改修を行う。
イ 国定公園等環境整備事業［自然環境課］

……………………30,465 千円
国定公園内の施設等の改修を行う。
・能登千里浜休暇村野営場の整備
ウ 県有施設緊急修繕事業［自然環境課］

……………………50,790 千円
老朽化した県有施設の修繕を行う。
・白山室堂ビジターセンター電気設備更新工
事

・のと海洋ふれあいセンターウッドデッキ全
面改修工事

エ 令和６年能登半島地震により被災した自然
公園施設の復旧［自然環境課］

……………………33,000 千円
オ 白山の自然環境の保全・利用
［白山自然保護センター］

………………………2,320 千円
白山国立公園の諸施設での展示や、自然観察
会の開催等の普及啓発活動を行う。
また、白山の地質、人文、動植物などに関す
る調査研究活動を推進する。
カ 海の自然普及啓発推進事業［自然環境課］

……………………26,191 千円

のと海洋ふれあいセンターにおいて、海の調
査研究活動を進めるとともに、多彩な生きもの
たちとのふれあいを通し、海の自然への理解促
進に努める。
（２）里山里海の保全・利用
ア 世界農業遺産活用推進・魅力発信事業
［里山振興室］

………………………9,000 千円
先進国として初めて認定された世界農業遺産

「能登の里山里海」を積極的に活用し、生業の
維持・創出に向けた里山里海の保全・利活用や
「能登の里山里海」の価値の再認識と共有に向
けた取組を推進する。
・企業とタイアップしたスタディツアーの実
施
・未来につなげる「能登の一品」の普及によ
る魅力発信
・認定地域と連携した首都圏等での共同販
売・PR等
・高校生を対象とした生業体験・意見交換会
の実施
・GIAHS ガイド育成を通じた世界農業遺産
の理解促進
・「里山里海カフェ」の開催支援
・大学生と小学生による協同学習
イ いしかわ里山振興ファンド事業資金貸付金
［里山振興室］

…………………3,000,000 千円
地元金融機関の協力のもと創設した１８０億円
のファンドの運用益と、民間企業からの寄付金

Ⅲ 自然と人との共生

豊かな自然を県民共有の財産として後世に継承し、また、潤いのある生活環境を維持・創出するた
め、里山や里海に代表される本県の多様な自然環境や美しい自然景観を適切に保全再生し、自然と人
とが共生できる社会づくりを進める必要がある。
身近な自然である里山里海の保全・利用というアプローチを中心とした生物多様性の確保に向け
て、県民、企業、NPO等の里山保全活動への参加を促す各種の取組を進めるとともに、自然公園施設
の充実、野生鳥獣の適切な保護管理、いしかわ自然学校の管理運営に対する補助など、自然とのふれ
あいについてなお一層の推進に努める。
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の活用により、里山里海の資源を活用した生業
の創出やスローツーリズムの推進などに取り組
む。
・里山里海の資源を活用した生業の創出
新商品・新サービス開発支援、新商品・

新サービス開発に係る事前調査、支援、開
発商品・サービスの改良・販路拡大支援、
生業創出・事業再建支援
・チャレンジ精神旺盛な「生業の担い手」の
参入支援
・里山里海地域の振興
地域を元気にするイベント支援、里山里

海地域資源維持・継承支援
・スローツーリズムの推進
多様な滞在メニューの開発支援 など

・多様な主体の参画による里山保全活動の推
進
里山ポイント制度など

・里山里海の恵みの大切さについての普及啓
発

ウ いしかわ版里山づくり ISOの推進
［里山振興室］

…………………………800千円
企業・NPO・学校など多様な主体が取り組む
里山里海の保全活動等を県が認証し、活動団体
のネットワーク化を推進する。
エ 農村ボランティアの推進
［里山振興室］

………………………5,200 千円
企業や都市住民など多様な主体の参画による

里山の保全・利用を進めるため、「いしかわ農
村ボランティア」活動を実施する。
カ 里山の森づくりボランティアの推進
［森林管理課］

………………7,300 千円の一部
いしかわ森林環境税を活用し、NPOや地域
団体等が里山林等の保全整備等を行う「森づく
りボランティア」活動を支援する。

２ 種の保存の推進
（１）トキ分散飼育の推進［自然環境課］

……………………44,853 千円

トキの飼育・繁殖に努め、希少種の保存に貢
献するとともに、トキの公開展示を通じて、生
態や生息環境の理解促進に努める。
（２）トキ舞ういしかわの実現に向けた次代へつ

なぐ環境教育の推進［自然環境課］
………………………2,000 千円

子どもたちがトキについて学び、身近な環境
保全活動に向けて行動するきっかけづくりとし
て「トキ舞ういしかわアクションシート」を配
布するほか、「トキこども検定」を実施し、環
境教育の推進を図る。
（３）能登でのトキ放鳥受入の推進

［自然環境課、里山振興室、生産振興課、
ブランド戦略課、森林管理課］

……………………99,200 千円
能登の創造的復興のシンボルとして「トキが
舞う能登」を実現するため、放鳥ケージ設置に
向けた検討、モニタリング体制の検討と構築、
放鳥決定を記念したイベント等の開催、トキ放
鳥を契機としたブランド化に向けたロゴマー
ク、キャラクター、PR動画の制作のほかトキ
の餌場を確保する栽培方法の普及等を進める。
（４）ライチョウ飼育の推進［自然環境課］

……………………13,705 千円
本県にゆかりの深いライチョウの飼育繁殖技
術の確立に取り組むとともに、ライチョウの公
開展示を通じて、種の保存の重要性について理
解促進に努める。
（５）希少野生動植物の保護及び外来種対策
［自然環境課、白山自然保護センター］

………………………3,670 千円
保護の必要性が高い種として指定した希少野
生動植物種について、モニタリング調査を行う
とともに、特に緊急の保全対策が必要な種につ
いては、保護増殖事業に取り組む。また、県内
で分布域が拡大している特定外来生物について
は、防除の取組を進める。

３ 野生鳥獣の保護管理の推進
（１）大型獣対策の推進［自然環境課］

……………………64,486 千円
クマ対策として、本県におけるクマの生息数
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等の調査を行うとともに、市街地での出没を想
定した地域住民参加型の実地訓練、市町職員・
捕獲隊員を対象とした捕獲技術向上研修の実施
等により、さらなる対応力強化を図り、人身被
害の未然防止を図る。
イノシシ、シカについては、生息状況調査を
行い、調査結果を市町に提供することで捕獲の
促進を図り、農林業被害の防止につなげる。
（２）ニホンジカの捕獲促進［自然環境課］

……………………16,688 千円
ニホンジカの生息数が増加傾向にあることか
ら、生息数抑制に向けた捕獲を行い、生態系へ
の悪影響や農林業被害の未然防止につなげる。
（３）狩猟者の確保・育成［自然環境課］

……………………12,500 千円
狩猟者の確保対策として、狩猟免許の取得に
つなげるため、狩猟の魅力を伝えるブースの出
展や、狩猟現場を体験する等、狩猟の魅力を発
見するためのセミナーの開催、女性を対象とし
た狩猟の魅力体験ツアーを開催するほか、市町
が行う捕獲補助者の養成を支援するための講師
派遣を実施する。
また、狩猟者の育成対策については、狩猟者
の経験や技能レベルに応じた捕獲技術の習得研
修等を実施し、捕獲の促進を図る。

４ 自然とのふれあいの推進
（１）いしかわ自然学校の推進［自然環境課］

………………………5,667 千円
自然体験を通した環境教育プログラムを提供

する自然学校の運営等に対し支援することによ
り、自然と人が共生する豊かないしかわづくり
を推進する。
（２）いしかわ里山サウンドウェイブの実施

［自然環境課］
…………………………594千円

生物多様性や里山里海の恵みについての理解
を深めるため、COP１０名誉大使を務め、県森林
公園で「MISIA の森プロジェクト」を開催し
ているMISIA の協力を得て、普及啓発を実施
する。
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１ 流域全体として捉えた水環境の保全
（１）健全な水環境の保持
ア 地盤沈下対策事業［環境政策課］

………………………9,457 千円
金沢・手取地域において地盤沈下量のモニタ

リング調査を実施し、地盤沈下防止対策の資料
とする。
イ 地下水保全対策事業［環境政策課］

………………………4,054 千円
地下水は、県民生活や事業活動にとって欠く

ことのできない貴重な資源であることから、「ふ
るさと石川の環境を守り育てる条例」に基づい
て、地下水の保全に努めていく。
・地下水使用合理化計画書の提出義務化
金沢・手取地域
年間揚水量４０万m３を超える事業所・工場

・揚水量報告による地下水利用状況の把握
七尾地域
吐出口断面積１２cm２を超えるもの
金沢・手取地域
吐出口断面積５０cm２を超えるもの

・地下水位の観測井戸 １２ヶ所、１８井
（２）良好で安全な水質の保全
ア 水質環境基準等監視調査事業
［環境政策課］

……………………52,473 千円
人の健康の保護や生活環境を保全するため、
県内全域における公共用水域及び地下水の水質
状況について、モニタリング調査を行う。
・河川、湖沼、海域
調査地点 ４９水域１４５地点
調査項目・物質 pH、BOD、COD、

カドミウム他５２項目

・地下水
観測井戸 １６１井戸
調査項目・物質 pH、水温、電気伝導率、

カドミウム他２７項目
イ 排水基準監視指導事業［環境政策課］

………………………2,845 千円
水質汚濁防止法に基づき、工場などにおける
排水基準の遵守状況を監視指導する。
ウ 生活排水処理施設整備普及促進事業
［都市計画課］

……………………40,509 千円
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止
するため、生活排水処理施設整備の効果的かつ
効率的な推進を図ることを目的に、市町が実施
する生活排水処理施設整備事業に対し助成す
る。
○生活排水処理施設整備普及促進費補助金の概
要
補助対象
・公共下水道事業では、整備率の低い市町を
対象とする。
生活排水処理重点地域：
下水道処理人口整備率６０％以下かつ汚
水処理人口整備率８０％以下を対象

生活排水処理重点地域以外：
下水道処理人口整備率５０％以下かつ汚
水処理人口整備率８０％以下を対象

・農業等集落排水事業及び浄化槽整備事業
は、全市町を対象とする。

エ 農業集落排水整備事業［都市計画課］
……………………278,087 千円

農村生活環境の改善を図るため、農業集落排
水施設の整備を推進し、併せて公共用水域の水
質保全に寄与する。

Ⅳ 生活環境の保全

ふるさとの環境の保全・保護が地域の個性を磨くうえでも重要であることから、石川の良好で恵み
豊かな環境を次の世代に継承すべく、水環境、大気環境、土壌環境など、生活環境の保全に積極的に
取り組むこととしている。
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・機能強化（改築更新）
実施箇所：金沢市直江谷地区ほか１０地区
補助率：国５０％・市町５０％

・計画策定
実施箇所：金沢市別所地区ほか４地区
補助率：国５０％・市町５０％、国１００％

オ 流域下水道事業（事業会計）［都市計画課］
…………………4,635,680 千円

都市における生活環境の改善を図るため、梯
川処理区、犀川左岸処理区の流域下水道の整備
を推進し、併せて公共用水域の水質保全に寄与
する。
カ 閉鎖性水域水環境保全事業［環境政策課］

………………………2,805 千円
水質浄化技術を検証するとともに、流入負荷
の一層の低減や水辺植生の保全管理を進め、閉
鎖性水域の水環境の保全を目指す。
キ 安全で安定した飲料水確保事業
［環境政策課］

………………………2,302 千円
将来にわたって安全でおいしい飲料水を確保

するため、「石川県水道水質管理計画」に基づ
き、水道事業者の水質検査の徹底を推進するな
ど、水質管理の充実を図る。
ク 水道用水供給事業（事業会計）［水道企業課］

………………14,719,473 千円
手取川ダムに一日最大４４０，０００m３の給水可能

な水源を確保し、一日最大２４４，０００m３を給水で
きる施設により、七尾市以南の９市４町に対し
て水道用水の安定供給を行う。また、県民生活
の安全・安心を確保するため、送水管の耐震化
（２系統化）の推進に引き続き取り組む。

２ 大気（悪臭、騒音等を含む）
（１）大気汚染監視事業［環境政策課］

……………………85,087 千円
石川県大気汚染監視システムによる大気汚染
常時監視や、有害大気汚染物質のモニタリング
調査を行う。
・大気汚染の常時監視：環境大気測定局１６
局、自動車排出ガス測定局１局、発生源監
視局１局、移動測定局１局

・測定機器等の整備：オキシダント測定機、
窒素酸化物測定機等
・調査する有害大気汚染物質：ベンゼン、ト
リクロロエチレン等２１物質

（２）アスベスト対策費［環境政策課］
…………………………877千円

石綿の飛散防止を図るため立入調査等を実施
する。
（３）騒音対策の推進［環境政策課］

………………………7,482 千円
北陸新幹線（富山県境～金沢駅間）沿線にお
いて騒音環境基準等の達成状況を調査する。
県内の道路において、自動車交通騒音の騒音
環境基準の達成状況を調査する。
小松基地周辺において、国、市町と連携し、
航空機騒音を調査する。

３ 化学物質関係
（１）酸性雨調査事業［環境政策課］

………………………1,331 千円
動植物の生育等への影響が懸念される酸性雨
の実態を経年的に把握するため、調査を実施す
る。
・酸性雨実態調査：県保健環境センター（金
沢市）
・土壌・植生モニタリング：石動山、宝立山

（２）ダイオキシン類削減対策の推進
ダイオキシン類環境調査事業［環境政策課］

……………………15,664 千円
大気、水質、土壌等の汚染状況の常時監視を
ダイオキシン類測定計画に基づき実施する。
ア 一般環境調査
・大気調査 ６地点
・水質調査 ２２地点
・底質調査 ２２地点
・地下水調査 ９地点
・土壌調査 １０地点
イ 発生源周辺調査
・大気調査 ３地点

（３）化学物質汚染防止対策の推進
化学物質等環境汚染対策事業［環境政策課］

………………………2,288 千円
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生物や人体に影響を与える化学物質につい
て、環境中における残留状況や汚染状況等の実
態を調査し、環境対策の資料とする。

４ 環境美化、修景、景観形成
本県の良好な自然環境や景観を保全するた

め、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」の
普及を図り、空き缶等の投棄の禁止や散乱防止
を推進するとともに、花や緑の植栽に配慮する
など、修景に努める。

５ 開発行為に係る環境配慮［環境政策課］
………………………1,130 千円

道路の建設等一定規模以上の開発事業につい
て、「環境影響評価法」及び「ふるさと石川の
環境を守り育てる条例」に基づく環境影響評価
制度の適正な運用を図るとともに、その他の開
発行為についても環境配慮を進める。
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１ 環境に配慮した産業活動の推進
事業活動による環境への負荷を低減させるた

め、事業活動を通じた温室効果ガス排出量の削
減や廃棄物の排出抑制、環境に配慮した製品・
サービスの調達など、環境に配慮した取組の拡
大を図る。

２ 環境ビジネスの推進
（１）いしかわエコデザイン賞の実施

［カーボンニュートラル推進課］
………………………3,650 千円

県内事業者等による、石川発の優れた製品、
サービス・建築及び教育・社会活動を育むこと
を目的に、「いしかわエコデザイン賞」の表彰
を行うとともに、受賞製品等の普及を図るた
め、県が作成する紹介パンフレットへの掲載
や、販売促進費用等の助成を行う。
（２）環境保全資金融資［環境政策課］

……（予算 150千円）新規融資枠 2億円
中小企業者が実施する環境保全のための施設
整備などに対し長期・低利の融資を行う。
・融資限度額：５０，０００千円
・金 利：年２．００％以内

（令和７年４月現在）
・期 間：１０年以内（ただし、環境 ISO

１４００１の導入事業は５年以内）

３ 農業・農村における多面的機能の維持・発
揮
農林水産業・農山漁村における多面的な機能
の維持・発揮のため、農地や森林等の適正な保
全・管理の推進や、農林水産業資源の有効利用
の促進、野生鳥獣被害対策の推進などを行う。

Ⅴ 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進

地球温暖化の防止や循環型社会の構築のためには、産業活動において、環境に配慮した取組が必要
なことから、企業等の事業活動における産業廃棄物の排出抑制や省資源・省エネルギーへの取組を支
援する。
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１ 環境教育・環境学習の推進
（１）県民エコステーション事業

［環境政策課、カーボンニュートラル推進
課］

………………………21,247 千円
県民、事業者、行政が協働して、環境に配慮
した行動を実践していくための活動拠点として
開設している「県民エコステーション」におい
て、次の事業を展開し、県民・事業者の自主的
な環境保全活動を支援する。
ア いしかわエコハウスを活用した環境学習の
実施

住宅省エネ技術を取り入れた「いしかわエコ
ハウス」において、県内企業等が開発・製造し
た設備・装置・素材の共同ショールームとし
て、省エネ効果を体験的に学んでいただくとと
もに、エコ住宅の新築やエコ改修に関する実地
研修を行い、県民、学生等の交流の場として活
用する。
イ 環境情報交流サロンの開設
環境講座受講者等による「環境情報交流サロ
ン」を定期的に開催して、エコクッキング教室
やグリーンカーテンなどの実践活動の輪を広げ
ていくとともにエコハウスを活用した県民と環
境保全団体との交流を推進する。
ウ 環境情報の提供
県民・事業者に環境に関するイベント情報や
人材情報などを提供するため、ホームページを
充実するとともに、機関誌E－GAIA、自然と
環境の総合情報誌、メールマガジンや環境ライ
ブラリーを充実して環境情報を発信する。
エ 地球温暖化対策事業の推進
地域における地球温暖化対策を進めるため、

地球温暖化対策推進法に基づく石川県地球温暖
化防止活動推進センターとして、いしかわ事業
者版／工場・施設版環境 ISOの登録審査・普
及、地球温暖化防止活動推進員の育成、家庭の
省エネ診断、電気自動車の普及などを行う。
オ 普及啓発の実施
いしかわエコハウスの見学者への案内を通じ
て、住宅の省エネ化による温暖化対策の取組等
の普及啓発を推進するとともに、県民・事業者
に環境保全への理解を深めてもらう。
カ 団体の活動支援
主として環境保全を目的とする団体等が行う
環境保全活動に要する経費に対し助成し、環境
保全活動の裾野を広げる。
キ 講師派遣事業
県民・事業者が実施する講演会・学習会等へ
講師を派遣する。

（２）エコハウス機能活用事業
［カーボンニュートラル推進課］

………………………3,608 千円
省エネ・創エネの更なる普及に向け、最新の
省エネ技術を取り入れたエコハウスを活用した
セミナーを開催する等、省エネ・創エネの理解
促進を図る。

２ 地域資源を活用した持続可能な地域づくり
持続可能な地域づくりのため、地域のエネル
ギー・バイオマス資源の有効活用や、里山里海
における地域資源の魅力発信・生業の創出を図
る。

Ⅵ 環境を通じた人づくり・地域づくり

環境への負荷が少なく持続可能な社会を実現するためには、多様な主体が、様々な機会を通じて、
環境問題について学び、自主的・積極的に環境保全活動に取り組んでいくことが重要であるため、県
民一人ひとりが環境問題を自らの問題として捉え、環境保全活動に取り組んで行けるよう環境教育・
環境学習を推進する。
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３ 環境研究、国際環境協力の推進
（１）白山自然保護センターやのと海洋ふれあい
センター、保健環境センターなどの公設研究
機関や県内の大学等が連携し、環境保全に関
する研究を進め、その成果を共有し、環境施
策に反映する。



石川県環境総合計画（令和４年９月改定）の行動目標について（目標年次：令和７年度）

No 指 標 名 担当課室最新年度の値 目 標 値

第１章 地球環境の保全
（１）地球温暖化防止
①県民、事業者等による温室効果ガスの排出抑制

１ 家庭版環境 ISO認定家庭
（エコファミリー）数

１３８，７３８家庭 １２０，０００家庭 カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

２ 地域版環境 ISO認定地域
数

１０５地域 １２０地域 カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

３ 学校版環境 ISO認定学校
数

３５２校
［全校の９９％］ 県内全校 カーボンニュートラル

推進課（令和６年度）

４ エコ保育所・幼稚園・認定
こども園の認定数

２２３園
［全園の６０％］ 全園の７割 カーボンニュートラル

推進課（令和６年度）

５
新築住宅に占める ZEH
（ZEH Nealy，ZEH Oriented
を含む）の割合

５３％ ２４％ カーボンニュートラル
推進課（令和５年度）

６ ゼロエネ住宅アドバイザー
認定者数

２４３
（令和６年度） ２００人 カーボンニュートラル

推進課

７ 事業者版環境 ISO、工場・
施設版 ISO登録事業所数

１，０７２事業所 １，０００事業所 カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

８
乗用車における環境配慮型
自動車が占める割合
（EV，PHV，FCV，HV）

２０％ ２６％ カーボンニュートラル
推進課（令和５年度）

９ EV，PHV，FCVの普及台
数

６，０４０台 ６，４００台 カーボンニュートラル
推進課（令和５年度）

１０ １人１日あたりごみ排出量 ９０２g ８８０g 資源循環
推進課（令和５年度）

１１ 美味しいいしかわ食べきり
協力店の登録店舗数

１，５５７店舗 １，６５０店舗 資源循環
推進課（令和６年度）

１２ いしかわエコデザイン賞の
受賞件数

２０６件 ２００件 カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

②緑化・森林・林業における二酸化炭素の吸収・固定

１３
民有林における適切な森林
整備・管理による「森林経
営」の実施面積

７．９万 ha １２万 ha 森林管理課（令和６年度）

１４ 間伐等実施面積 ４，７９６ha ４，０２６ha 以上 森林管理課（令和６年度）

１５ 県産材供給量 １２６千㎥ ２２２千㎥ 森林管理課（令和６年）

１６ 緑の基本計画策定市町数 １２市町 １７市町
（緑の基本計画策定対象となる全市町） 公園緑地課（令和６年度）
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No 指 標 名 担当課室最新年度の値 目 標 値

③県庁における温室効果ガスの排出抑制（県庁グリーン化率先行動プラン）

１７
電気使用量
※指定管理者制度導入施設
を含む

１１０，３６４MWh １０３，７００MWh カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

１８
冷暖房用等燃料使用量
※指定管理者制度導入施設
を含む

１５，６００t‐CO₂
A重油 ２，２０６kL
灯油 ２，２４７kL
都市ガス １，７７１千㎥
プロパンガス ６０千㎥

１６，７１５t‐CO₂ カーボンニュートラル
推進課

（令和６年度）

１９
公用車の燃料使用量
※指定管理者制度導入施設
を含む

３，８５８t‐CO₂
ガソリン １，５２３kL
軽油 １２６kL ２，９００t‐CO₂ カーボンニュートラル

推進課
（令和６年度）

２０
水使用量
※指定管理者制度導入施設
を含む

９３１千m３ ８９０千m３ カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

２１
可燃ごみ排出量
※指定管理者制度導入施設
を含む

１，３８９t １，１１０t カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

２２
用紙類の使用量
※指定管理者制度導入施設
を含む

１２１，６４４千枚 １２７，０００千枚 カーボンニュートラル
推進課（令和６年度）

（２）気候変動の影響への適応

２３ 気候変動に対応した新品
種・新品目の開発・導入数

４品種・品目 ６品種・品目 農林総合研究
センター（令和６年度）

第２章 循環型社会の形成
（１）廃棄物等の排出抑制
２４ １人１日当たりごみ排出量 ９０２g ８８０g 資源循環

推進課再掲 （令和５年度）

２５ 家庭版環境 ISO認定家庭
（エコファミリー）数

１３８，７３８家庭 １２０，０００家庭 カーボンニュートラル
推進課再掲 （令和６年度）

２６ 地域版環境 ISO認定地域
数

１０５地域 １２０地域 カーボンニュートラル
推進課再掲 （令和６年度）

２７ 学校版環境 ISO認定学校
数

３５２校
［全校の９９％］ 県内全校 カーボンニュートラル

推進課再掲 （令和６年度）

２８ 事業者版環境 ISO、工場・
施設版 ISO登録事業所数

１，０７２事業所 １，０００事業所 カーボンニュートラル
推進課再掲 （令和６年度）

（２）循環資源の再使用、再生利用・熱回収

２９ １人１日当たりの家庭系ご
み排出量

４７８g ４４０g 資源循環
推進課（令和５年度）

３０ 一般廃棄物の最終処分量 ４５千トン ４０千トン 資源循環
推進課（令和５年度）

３１ 産業廃棄物の最終処分量 ９４千トン ７２千トン 資源循環
推進課（令和５年度）

３２ 下水汚泥の有効利用率 ８５．５％ ８９％ 都市計画課（令和５年度）

３３ 美味しいいしかわ食べきり
協力店の登録店舗数

１，５５７店舗 １，６５０店舗 資源循環
推進課再掲 （令和６年度）
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No 指 標 名 担当課室最新年度の値 目 標 値

（３）適正な処分
３４ 一般廃棄物の最終処分量 ４５千トン ４０千トン 資源循環

推進課再掲 （令和５年度）

３５ 産業廃棄物の最終処分量 ９４千トン ７２千トン 資源循環
推進課再掲 （令和５年度）

３６ 電子マニフェストの普及率 ５７．２％ ７０％ 資源循環
推進課（令和６年度）

３７ PCB廃棄物の保管事業者
数

３７６事業場 ０事業場 資源循環
推進課（令和６年度） （令和８年度）

３８ クリーンビーチいしかわの
参加者数

５０，５０１人 １０万人 水産課（令和６年度）

３９ 災害廃棄物処理計画の策定
市町数

１９市町 １９市町 資源循環
推進課（令和６年度）

（４）不適正処理の防止
４０ 電子マニフェストの普及率 ５７．２％ ７０％ 資源循環

推進課再掲 （令和６年度）

第３章 自然と人との共生
（１）地域の特性に応じた自然環境と生物多様性の保全
①自然公園の適切な保護管理

４１ 自然環境保全地域と自然公
園の面積

５３，６１５ha
現状を維持
国の拡張方針
を受け、今後、
市町と検討

自然環境課（令和６年度）

４２ 自然公園利用者数 ４，５８２千人 ６，６００千人 自然環境課（令和５年）

②里山里海の保全・利用

４３ いしかわ版里山づくり ISO
認証団体数

３４７団体 ４００団体 里山振興室（令和６年度）

４４
スローツーリズム（農家民
宿・レストラン）の年間利
用者数

３１，３８１人 ２０，０００人 里山振興室（令和６年度）

４５ 環境保全型農業の取組面積 ９，６６３ha １３，６００ha 生産振興課（令和６年度）

４６ 農林水産業の新規就業者数

１９１人
新規就農者数 １２２人
新規林業就業者数 ４５人
新規漁業就業者数 ２４人

２２０人
新規就農者数 １５０人／年
新規林業就業者数 ３０人／年
新規漁業就業者数 ４０人／年

農業経営
戦略課
森林管理課
水産課（令和６年度）

４７
民有林における適切な森林
整備・管理による「森林経
営」の実施面積

７．９万 ha １２万 ha 森林管理課（令和６年度）再掲

４８ 間伐等実施面積 ４，７９６ha ４，０２６ha 以上 森林管理課再掲 （令和６年度）

４９ 県産材供給量 １２６千㎥ ２２２千㎥ 森林管理課再掲 （令和６年）

５０ 能登地域でのトキの放鳥の
実現

能登地域が放鳥候補地として選定 令和８年度の放鳥に向けた生息環境整備や
社会環境整備の推進 自然環境課（令和４年度）
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No 指 標 名 担当課室最新年度の値 目 標 値

（２）種の保存の推進

５１ 「いしかわレッドデータブック」掲載の絶滅種
１５種 維持 自然環境課（令和６年度）

（３）野生鳥獣の保護管理の推進

５２ 農林水産業被害・人身被害
の防止

農林業被害：６５百万円
クマによる人身被害：０名 被害量の減少 自然環境課

里山振興室（令和６年度）

５３ 若手狩猟者（５０代以下）の
割合

４８％ ５０％ 自然環境課（令和６年度）

５４ 捕獲イノシシのジビエ利活
用率

６．６％ １０％ 里山振興室（令和６年度）

（４）自然とのふれあいの推進

５５ いしかわ自然学校の年間参
加者数

２５，７５４人 ４３，０００人 自然環境課（令和６年度）

５６ いしかわ自然学校インスト
ラクター数

２７２人 ３００人 自然環境課（令和６年度）

５７ 里山子ども園の参加園数
全体の６５％
（２５４園） 全体の６割 自然環境課

（令和６年度）

第４章 生活環境の保全
（１）流域全体として捉えた水環境の保全
①健全な水循環の保持

５８ 地下水位の維持
すべての観測地点で水位は横ばい、もしく
は、上昇傾向で安定 現状の地下水位の維持 環境政策課

（令和６年度）

５９ 県水送水管耐震化事業工事
進捗率

６２％ ９０％ 水道企業課（令和６年度）

②良好で安全な水質の保全

６０ 生活排水処理施設の普及率 ９５．３％ ９７．０％ 都市計画課（令和５年度）

６１ 環境保全型農業の取組面積 ９，６６３ha １３，６００ha 生産振興課再掲 （令和６年度）

６２ 公共用水域の環境基準達成
率

８７％ ９２％以上 環境政策課（令和６年度）

③水辺環境の保全

６３ 多自然川づくり
浅野川にてこれまでに親水護岸（川へ下り
る階段工）２０箇所を実施した。 河川が本来有する景観及び生物の生息・生

育などに配慮した川づくり 河川課
（令和６年度）

（２）大気環境・土壌環境の保全、化学物質関係

６４
大気汚染に係る環境基準
（光化学オキシダントを除
く項目）

全ての測定局で環境基準を達成した。 全ての測定局で環境基準を達成 環境政策課（令和６年度）

６５ 光化学オキシダントに係る
注意報の発令

０回 速やかな発令 環境政策課（令和６年度）
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No 指 標 名 担当課室最新年度の値 目 標 値

（３）環境美化、修景、景観形成
６６ クリーンビーチいしかわの

参加者数
５０，５０１人 １０万人 水産課再掲 （令和６年度）

６７ 緑の基本計画策定市町数 １２市町 １７市町 公園緑地課再掲 （令和６年度） （緑の基本計画策定対象となる全市町）

第５章 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進
（１）環境に配慮した事業活動の推進
６８ 事業者版環境 ISO、工場・

施設版 ISO登録事業所数
１，０７２事業所 １，０００事業所 カーボンニュートラル

推進課再掲 （令和６年度）

６９ 産業廃棄物の最終処分量 ９４千トン ７２千トン 資源循環
推進課再掲 （令和５年度）

（２）環境ビジネスの推進
７０ いしかわエコデザイン賞の

受賞件数
２０６件 ２００件 カーボンニュートラル

推進課再掲 （令和６年度）

（３）農業・農村における多面的機能の維持・発揮
７１ 環境保全型農業の取組面積 ９，６６３ha １３，６００ha 生産振興課再掲 （令和６年度）

７２ 間伐等実施面積 ４，７９６ha ４，０２６ha 以上 森林管理課再掲 （令和６年度）

７３ 県産材供給量 １２６千㎥ ２２２千㎥ 森林管理課再掲 （令和６年）

７４
県産食材の地産地消の推進
（奥能登直行便による販売
額）

３１，７４３千円 ５０，０００千円 ブランド
戦略課（令和６年度）

７５ スローツーリズム（農家民
宿・レストラン）の年間利
用者数

３１，３８１人 ２０，０００人 里山振興室再掲 （令和６年度）

第６章 環境を通じた人づくり・地域づくり
（１）環境教育・環境学習の推進

７６ 学校等における環境教育の
推進

小学校：１００％ 中学校：１００％
高校：１００％ 全学校での環境教育への取組 学校指導課

総務課（令和６年度）

７７ 保育所・認定こども園にお
ける環境教育の推進

１００％ 全保育所・認定こども園での環境教育の取
組

少子化
対策監室（令和６年度）

７８ 幼稚園における環境教育の
推進

１００％ 全幼稚園での環境教育の取組 少子化
対策監室（令和６年度）

７９ 学校版環境 ISO認定学校
数

３５２校
［全校の９９％］ 県内全校 カーボンニュートラル

推進課再掲 （令和６年度）

８０ エコ保育所・幼稚園・認定
こども園の認定数

２２３園
［全園の６０％］ 全園の７割 カーボンニュートラル

推進課再掲 （令和６年度）

８１ 里山子ども園の参加園数
全体の６５％
（２５４園） 全体の６割 自然環境課再掲 （令和６年度）

８２ いしかわ自然学校の年間参
加者数

２５，７５４人 ４３，０００人 自然環境課再掲 （令和６年度）
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No 指 標 名 担当課室最新年度の値 目 標 値

（２）地域資源を活用した持続可能な地域づくり
８３ 下水汚泥の有効利用率 ８５．５％ ８９％ 都市計画課再掲 （令和５年度）

８４ 捕獲イノシシのジビエ利活
用率

６．６％ １０％ 里山振興室再掲 （令和６年度）

８５ スローツーリズム（農家民
宿・レストラン）の年間利
用者数

３１，３８１人 ２０，０００人 里山振興室再掲 （令和６年度）

（３）環境研究、国際環境協力の推進

８６ 環境研究・技術開発等の推
進

大学等と連携した調査研究や事業の実施 ・各研究機関における取組の促進
・産学官連携による共同事業・研究等の推
進

自然環境課
各センター※
工業試験場（令和６年度）

８７ 国際環境協力の推進
・中国江蘇省、韓国全北特別自治道との間
でトライアングル事業を実施（R６．１１） 環境分野での交流の推進 環境政策課

（令和６年度）

※白山自然保護センター、のと海洋ふれあいセンター、保健環境センター、農林総合研究センター、水産総合センター

石川県環境白書はホームページでもご覧になれます。
https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/shiryo/hakusyo/index.html第
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